
昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号

地方公務員等共済組合法施行規程

地方公務員共済組合法（昭和三十七年法律第百五十二号）の規定に基づき、並びに同法及び地方公務員共済組合法の長期給付に関する施

行法（昭和三十七年法律第百五十三号）を実施するため、地方公務員共済組合法施行規程を次のように定める。
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附則

第一章　総則

（趣旨）

第一条　この命令は、地方公務員等共済組合法（昭和三十七年法律第百五十二号。以下「法」という。）及び厚生年金保険法（昭和二十九

年法律第百十五号）の実施のための手続その他法及び厚生年金保険法の執行に関して必要な細則を定めるものとする。

（定義）

第二条　この命令において「職員」、「被扶養者」、「遺族」、「退職」若しくは「報酬」、「期末手当等」、「組合」、「運営規則」、「事業計画」

若しくは「予算」、「市町村連合会」、「組合員」、「受給権者」、「短期給付」、「国の組合」、「長期給付」、「厚生年金保険給付」、「退職等年

金給付」、「福祉事業」、「船員組合員」、「継続長期組合員」、「組合役職員」若しくは「連合会役職員」、「職員引継一般地方独立行政法

人」、「定款変更一般地方独立行政法人」、「職員引継等合併一般地方独立行政法人」、「任意継続組合員」、「組合員等記号・番号等」若しく

は「組合員等記号・番号」、「主務大臣」又は「社会保険診療報酬支払基金」若しくは「国民健康保険団体連合会」とは、それぞれ法第二

条第一項第一号から第六号まで、第三条第一項各号列記以外の部分、第十七条、第二十一条、第二十七条第一項、第三十九条、第四十二

条第一項、第五十三条第一項若しくは第五十四条、第五十七条第一項第二号、第七十四条、第七十五条第一項、第七十六条、第百十二条

第一項、第百三十五条、第百四十条第二項、第百四十一条第一項若しくは第二項、第百四十一条の二、第百四十一条の三、第百四十一条

の四、第百四十四条の二第二項、第百四十四条の二十四の二第一項、第百四十四条の二十九第一項又は第百四十四条の三十三第一項に規

定する職員、被扶養者、遺族、退職若しくは報酬、期末手当等、組合、運営規則、事業計画若しくは予算、市町村連合会、組合員、受給

権者、短期給付、国の組合、長期給付、厚生年金保険給付、退職等年金給付、福祉事業、船員組合員、継続長期組合員、組合役職員若し

くは連合会役職員、職員引継一般地方独立行政法人、定款変更一般地方独立行政法人、職員引継等合併一般地方独立行政法人、任意継続

組合員、組合員等記号・番号等若しくは組合員等記号・番号、主務大臣又は社会保険診療報酬支払基金若しくは国民健康保険団体連合会

をいう。

（職員）

第二条の二　地方公務員等共済組合法施行令（昭和三十七年政令第三百五十二号。以下「令」という。）第二条第二項第二号に規定する主

務省令で定める規定は、次に掲げる規定とする。

一　女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律（昭和三十年法律第百二十五号）第三条第一項（同条第三項において準

用する場合を含む。）

二　構造改革特別区域法（平成十四年法律第百八十九号）第二十三条第二項又は第五項

２　令第二条第二項第三号に規定する主務省令で定める規定は、次に掲げる規定とする。

一　大学の教員等の任期に関する法律（平成九年法律第八十二号）第四条第一項

二　地方公共団体の一般職の任期付研究員の採用等に関する法律（平成十二年法律第五十一号）第三条第一項

三　地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律（平成十四年法律第四十八号）第三条第一項若しくは第二項又は第四条

四　地方公務員法の一部を改正する法律（令和三年法律第六十三号。以下「令和三年改正法」という。）附則第四条第一項若しくは第二

項又は附則第五条第一項から第四項まで

（被扶養者）

第二条の三　法第二条第一項第二号に規定する健康保険法（大正十一年法律第七十号）第三条第七項ただし書に規定する特別の理由がある

者に準じて主務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
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一　日本の国籍を有しない者であつて、出入国管理及び難民認定法（昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。）第七条

第一項第二号の規定に基づく入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦に相当期間滞在し

て、病院若しくは診療所に入院し疾病若しくは傷害について医療を受ける活動又は当該入院の前後に当該疾病若しくは傷害について継

続して医療を受ける活動を行うもの及びこれらの活動を行う者の日常生活上の世話をする活動を行うもの

二　日本の国籍を有しない者であつて、入管法第七条第一項第二号の規定に基づく入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法

務大臣が定める活動のうち、本邦において一年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行うもの

２　法第二条第一項第二号に規定する日本国内に生活の基礎があると認められるものとして主務省令で定めるものは、次に掲げる者とす

る。

一　外国において留学をする学生

二　外国に赴任する組合員に同行する者

三　観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者

四　組合員が外国に赴任している間に当該組合員との身分関係が生じた者であつて、第二号に掲げる者と同等と認められるもの

五　前各号に掲げる者のほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者

第二章　組合

第一節　運営規則

（運営規則）

第三条　組合は、法第十七条第一項の規定により、次の各号に掲げる事項を運営規則で定めなければならない。

一　組合の事業を執行する権限の委任に関する事項

二　医療機関又は薬局との契約に関する事項

三　社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会との契約に関する事項

四　給付の請求、決定及び支払に関する事項

五　福祉事業の運営に関する事項

六　前各号に掲げるもののほか、法令又は定款の規定により運営規則で定めることとされている事項その他組合の業務の執行に関して必

要な事項

第二節　財務

第一款　通則

（会計組織）

第四条　組合の経理は、本部（法第四条第二項に規定する主たる事務所をいう。以下同じ。）、支部（組合の定款で定めるところにより設け

られる従たる事務所をいう。以下同じ。）及び所属所（本部又は支部の所轄機関をいう。以下同じ。）の別に従つて設ける会計単位並びに

組合の行なう事業の種類ごとに設ける経理単位に区分して行なうものとする。

（会計単位）

第五条　前条の会計単位は、本部会計、支部会計及び所属所会計とする。

２　本部会計は、本部及び本部に属する所属所（第四項の規定により所属所会計の設けられる所属所（以下「単位所属所」という。）を除

く。）の経理を行ない、本部、支部及び本部に属する単位所属所の経理を統轄する会計とする。

３　支部会計は、支部及び支部に属する単位所属所以外の所属所の経理を行ない、支部及び支部に属する単位所属所の経理を統轄する会計

とする。

４　所属所会計は、組合の理事長が特に必要があると認める場合において設けるものとし、所属所の経理を行なう会計とする。

（経理単位）

第六条　第四条の経理単位は、次の各号に掲げる経理単位とし、各経理単位においては、当該各号に規定する取引を経理するものとする。

一　短期経理　短期給付及びこれに準ずる給付並びに高齢者の医療の確保に関する法律（昭和五十七年法律第八十号）第三十六条第一項

に規定する前期高齢者納付金等、同法第百十八条第一項の規定による後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金並びに同法第

百二十四条の五第一項の規定による出産育児関係事務費拠出金（以下「後期高齢者支援金等」という。）、介護保険法（平成九年法律第

百二十三号）第百五十条第一項に規定する納付金並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成十年法律第百

十四号）第三十六条の十四第三項に規定する流行初期医療確保拠出金等並びに高齢者の医療の確保に関する法律第百二十四条の四第一

項に規定する出産育児交付金に関する取引（組合の資産、負債及び純資産の増減及び異動の原因となる一切の事実をいい、会計単位間

及び経理単位間におけるものを含む。以下同じ。）

二　厚生年金保険経理　厚生年金保険給付及びこれに準ずる給付、厚生年金保険法第八十四条の五第一項に規定する拠出金及び国民年金

法（昭和三十四年法律第百四十一号）第九十四条の二第二項に規定する基礎年金拠出金並びに厚生年金保険法第八十四条の三に規定す

る交付金及び国民年金法等の一部を改正する法律（昭和六十年法律第三十四号。以下「国民年金等改正法」という。）附則第三十五条

第二項の規定による交付金に関する取引

三　退職等年金経理　退職等年金給付に関する取引

四　厚生年金保険預託金管理経理　令第十七条の二第一項第五号に掲げる厚生年金保険給付に係る業務上の余裕金に関する取引

五　退職等年金預託金管理経理　令第十七条の二第一項第五号に掲げる退職等年金給付に係る業務上の余裕金に関する取引

六　業務経理　法第百十三条第五項に規定する組合の事務に関する取引

七　保健経理　法第百十二条第一項第一号に規定する組合員及びその被扶養者の健康教育、健康相談、健康診査その他の健康の保持増進

のための必要な事業、同項第一号の二に規定する組合員の保健、保養及び教養に資する施設の経営並びに法第百十二条の二に規定する

特定健康診査等に関する取引（医療施設及び宿泊施設に係るものを除く。）

八　医療経理　法第百十二条第一項第一号の二に規定する組合員の保健に資する施設のうち医療施設の経営に関する取引

九　宿泊経理　法第百十二条第一項第一号の二に規定する組合員の利用に供する宿泊施設の経営に関する取引

十　住宅経理　法第百十二条第一項第二号に規定する組合員の利用に供する住宅又は住宅の用に供する土地の取得、管理又は貸付けに関

する取引

十一　貯金経理　法第百十二条第一項第三号に規定する組合員の貯金の受入れ又はその運用に関する取引

十二　貸付経理　法第百十二条第一項第四号に規定する組合員の臨時の支出に対する貸付けに関する取引

十三　物資経理　法第百十二条第一項第五号に規定する組合員の需要する生活必需物資の供給に関する取引

２　法第百十二条第一項第六号に規定する事業に係る取引の経理は、前項の規定にかかわらず、主務大臣が定める経理単位（以下「指定経

理」という。）により行うものとする。ただし、主務大臣は、前項各号に掲げる経理単位において当該事業に係る取引の経理を併せて行

うことが適当と認める場合においては、当該経理単位においてその取引の経理を行わせることができる。
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（資金の繰入れ）

第七条　組合は、組合の事務に要する費用の額から法第百十三条第五項の規定により地方公共団体が負担する額を控除して得た額を短期経

理、厚生年金保険経理及び退職等年金経理（指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合（以下「指定都市職員共

済組合等」という。）の厚生年金保険経理及び退職等年金経理を除く。以下この項及び次項において同じ。）から業務経理に繰り入れるこ

とができる。この場合において、業務経理に繰り入れる額は、主務大臣が短期経理、厚生年金保険経理及び退職等年金経理についてそれ

ぞれ定める金額の範囲内において定款で定める金額に組合員数を乗じて得た額を限度としなければならない。

２　主務大臣は、厚生年金保険経理及び退職等年金経理について前項に規定する金額を定めるときは、あらかじめ、総務大臣に協議しなけ

ればならない。

３　組合は、第一項の規定にかかわらず、主務大臣の承認を受けて、主務大臣が定める金額を超えて同項に規定する定款で定める金額を定

めることができる。

４　主務大臣は、前項の承認をしようとするときは、あらかじめ、総務大臣に協議しなければならない。

第七条の二　保健経理、医療経理、宿泊経理、住宅経理、貯金経理、貸付経理、物資経理及び指定経理（以下「福祉経理」と総称する。）

に属する経理単位の財源は、福祉経理に属する他の経理単位の前事業年度における剰余金に相当する金額の範囲内において、当該他の経

理単位から繰り入れられる金額を財源とすることができる。

２　法第百十三条第二項第四号の規定の適用に係る福祉事業の財源は、保健経理に受け入れたのち、これを福祉経理に属する他の経理単位

に繰り入れることができる。

（管理責任）

第八条　組合の理事長、会計単位の長（本部、支部及び単位所属所の長をいう。以下同じ。）、第二十二条に規定する出納職員及び第二十七

条に規定する契約担当者並びにこれらの者の補助者並びに第五十四条の二第一項の規定により資金の前渡を受けた者は、組合の行なう事

業の経理について、善良な管理者の注意を払わなければならない。

第二款　資産管理

（資産の価額）

第九条　組合の資産の価額は、取得価額によるものとし、取得価額が不明のものは、見積価額によるものとする。ただし、第七十条及び第

七十二条に規定する場合には、それぞれ当該規定の定めるところによる。

２　売渡しを目的として取得した不動産で、割賦で代金を収納し、その完納後において当該財産を引き渡すことを契約したものの価額は、

前項の規定にかかわらず、その取得価額から取得価額に対してその売渡価額に対する収納金額の割合を乗じて得た金額を控除して得た金

額とする。

（資産の保管）

第十条　組合の資産の保管は、次の各号に定めるところにより行わなければならない。

一　現金、預金の通帳又は信託証書、預り証書その他これらに準ずる証書は、厳重な鍵のかかる容器に保管しなければならない。

二　国債、地方債、特別の法律により法人の発行する債券、貸付信託又は証券投資信託の受益証券その他の有価証券（以下「有価証券」

という。）は、銀行、信託会社（信託業法（平成十六年法律第百五十四号）第三条又は第五十三条第一項の免許を受けたものに限る。）、

信託業務を営む金融機関（金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（昭和十八年法律第四十三号）第一条第一項の認可を受けた同項

に規定する金融機関をいう。）若しくは金融商品取引法（昭和二十三年法律第二十五号）第二条第九項に規定する金融商品取引業者に

保護預けをし、社債、株式等の振替に関する法律（平成十三年法律第七十五号）に規定する振替口座簿への記載若しくは記録をし、又

は日本銀行その他の登録機関に登録をしなければならない。

三　前号の場合において、貸付信託及び証券投資信託の受益証券は、記名式としなければならない。ただし、証券投資信託約款において

受益証券が無記名式のものに限定されている公社債投資信託の受益証券については、この限りでない。

四　前三号に掲げる動産以外の動産は、その取扱責任者を明らかにして保管し、かつ、当該動産のうち福祉経理に属するものについて

は、損害保険に付しておかなければならない。

五　不動産は、登記をし、かつ、土地については常時その境界を明らかにし、土地以外の不動産については損害保険に付しておかなけれ

ばならない。

２　組合は、第七十九条の規定により災害補てん引当金を計上した場合には、前項第四号及び第五号の規定による損害保険に付さないこと

ができる。

（資金の集中）

第十一条　支部又は単位所属所の長は、余裕金のうち、当該支部又は単位所属所の行なう事業に必要な当座の支払資金を除いたものを、す

べて経理単位ごとに統轄する会計単位の長に送金しなければならない。

（資金の運用）

第十二条　令第十六条第一項第一号に規定する主務省令で定める金融機関は、臨時金利調整法（昭和二十二年法律第百八十一号）第一条第

一項に規定する金融機関（銀行を除く。）とする。

２　厚生年金保険経理及び退職等年金経理（指定都市職員共済組合等にあつては、厚生年金保険預託金管理経理及び退職等年金預託金管理

経理。第十三条第一項において同じ。）の余裕金を地方公共団体に貸し付ける場合の利率は、次の各号に掲げる経理に応じ、当該各号に

定める利率を下回ることができない。

一　厚生年金保険経理　年四・〇パーセント

二　退職等年金経理　退職等年金給付事業の財政の安定に配慮して主務大臣が総務大臣と協議して定める利率

（応募又は買入れの方法により取得する有価証券から除かれる有価証券の範囲）

第十二条の二　令第十六条の二第二項に規定する主務省令で定める有価証券は、地方公共団体金融機構の発行する債券のうち、応募又は買

入れの方法によらず組合が引き受けることとされているものとする。

（資金の運用の特例）

第十二条の三　組合（指定都市職員共済組合等を除く。）は、令第十六条の二第一項各号に掲げる方法によるほか、厚生年金保険給付組合

積立金等資金（令第十六条第一項に規定する厚生年金保険給付組合積立金等資金をいう。）及び退職等年金給付組合積立金等資金（令第

十六条第一項に規定する退職等年金給付組合積立金等資金をいう。）を地方公務員共済組合連合会に預託して運用することができる。

（経理単位の余裕金）

第十三条　各経理単位の余裕金は、予算の定めるところにより他の経理単位に貸し付けることができる。この場合において、当該余裕金が

次の各号に掲げる経理に属するものであるときは、当該貸付金に係る利率は、当該各号に定める利率を下回ることができない。

一　厚生年金保険経理　年四・〇パーセント

二　退職等年金経理　退職等年金給付事業の財政の安定に配慮して主務大臣が総務大臣と協議して定める利率
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２　前項の規定により短期経理において他の経理単位の余裕金を借り入れる場合には、その総額が前事業年度末日における短期経理の支払

準備金の積立額に相当する金額をこえることができない。

（貯金経理の資産の構成）

第十四条　組合が保有する貯金経理の資産のうち、次の各号に掲げる資産の価額は、常時、当該各号に定める額以内でなければならない。

一　株式及び証券投資信託（公社債投資信託を除く。）の受益証券　前月末日において当該組合が寄託を受けている貯金（保険料相当額

として預入されたものを除く。次号において同じ。）の残高に百分の五を乗じて得た額

二　固定資産　前月末日において当該組合が寄託を受けている貯金の残高に百分の二を乗じて得た額

２　前項各号に掲げる資産の構成割合が当該資産の価額の変動その他組合の意思に基づかない理由により、当該各号に定める額と異なるこ

ととなつた場合には、組合は前項の規定にかかわらず、その異なることとなつた額によることができる。この場合において、組合は、前

項の趣旨に従つて、できる限り速やかにその額を改めなければならない。

（債権の放棄等の制限）

第十五条　組合の債権は、その全部若しくは一部を放棄し、又はその効力を変更することができない。ただし、債権を行使するため必要と

する費用がその債権の額をこえるとき、債権の効力の変更が明らかに組合に有利であるとき、その他やむを得ない理由がある場合におい

て主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

（資産の交換等の制限）

第十六条　組合の資産は、この命令で定めるもののほか、これを交換し、適正な対価なくして譲渡し、若しくは貸し付け、担保に供し、又

は支払手段として用いてはならない。ただし、組合の目的を達成するため必要な場合において主務大臣の承認を受けたときは、この限り

でない。

第三款　出納職員

（出納役）

第十七条　会計単位の長は、組合の業務に従事する者（法第十八条第一項の規定により組合の業務に従事する者及び法第百四十一条第一項

に規定する組合役職員（役員を除く。）に限る。以下同じ。）のうちから出納役を任命し、取引の命令に関する事務をつかさどらせるもの

とする。

２　組合の理事長は、必要があると認める場合には会計単位の長をして、経理単位ごとに出納役を任命させることができる。

（出納主任）

第十八条　会計単位の長は、組合の業務に従事する者のうちから出納主任を任命し、出納役の命ずるところにより取引の遂行、資産の保管

及び帳簿その他の証ひよう書類の保存に関する事務をつかさどらせるものとする。

２　組合の理事長は、必要があると認める場合には、会計単位の長をして、経理単位ごとに出納主任を任命させることができる。

（代理出納役等）

第十九条　会計単位の長は、必要があると認める場合には、組合の業務に従事する者のうちから出納役若しくは出納主任の事務の全部を代

理する代理出納役若しくは代理出納主任又はその事務の一部を分掌する分任出納役若しくは分任出納主任を任命することができる。

（出納員）

第二十条　会計単位の長は、単位所属所以外の所属所において、特に必要があると認める場合には、組合の業務に従事する者のうちから出

納員を任命し、出納役の命令するところによる取引の遂行、資産の保管及び帳簿その他の証ひよう書類の保存に関する事務をつかさどら

せるものとする。

２　組合の理事長は、必要があると認める場合には、会計単位の長をして、経理単位ごとに出納員を任命させることができる。

（出納職員の兼任の禁止等）

第二十一条　出納役（代理出納役及び分任出納役を含む。以下同じ。）と出納主任（代理出納主任、分任出納主任及び出納員を含む。以下

同じ。）とは兼任することができない。ただし、組合の理事長が特別の必要があると認める場合には、この限りでない。

（出納職員の任免報告）

第二十二条　会計単位の長は、出納役及び出納主任（以下「出納職員」という。）を任免した場合には、組合の理事長に報告しなければな

らない。

２　前項の規定により会計単位の長が組合の理事長に報告する場合において、統轄する会計単位の長があるときは、当該会計単位の長を経

由して行なうものとする。

（出納職員の事故報告）

第二十三条　会計単位の長は、出納職員がその保管する資産又は第六十二条に規定する帳簿を亡失したときは、遅滞なく、その事実を調査

し、次に掲げる事項を明らかにしてこれを組合の理事長に報告しなければならない。

一　事故物件

二　事故の日時及び場所

三　事故の具体的事項

四　平素における事故物件の管理状況

五　被害物件に係る直接担当者及びその直接監督責任者

六　損害に対する賠償責任者

七　警察又は検察当局に対する連絡状況及びこれらの機関の執つた処置

八　事故の発生に対して執つた具体的善後措置

九　事故の発生にかんがみ制度上及び運営上の欠陥並びにこれらの改善に関する具体的意見

十　前各号に掲げるもののほか、必要な事項

２　組合の理事長は、前項の規定による報告を受けた場合には、当該事故に関する自己の所見及び処置した事項とともに、遅滞なく、これ

を主務大臣に報告しなければならない。

３　前条第二項の規定は、第一項の規定による報告について準用する。

第四款　事業計画及び予算

（事業計画及び予算の作成）

第二十四条　組合の理事長は、毎事業年度、経理単位ごとに、別紙様式第一号による事業計画及び別紙様式第二号による予算を前事業年度

二月末日までに作成しなければならない。

（事業計画の内容）

第二十五条　事業計画には、次の各号に掲げる事項を明らかにしなければならない。
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一　組合に属する地方公共団体の数並びに組合員の数、標準報酬の月額（法第四十三条に規定する標準報酬の月額又は厚生年金保険法第

二十条第一項に規定する標準報酬月額をいう。以下この条において同じ。）、標準期末手当等の額（法第四十四条第一項に規定する標準

期末手当等の額又は厚生年金保険法第二十四条の四第一項に規定する標準賞与額をいう。以下この条において同じ。）及び被扶養者数

二　組合の役員及び組合に使用される者の数、支部及び所属所の現況並びに当該事業年度に予定される異動

三　短期経理における給付、標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合の前々事業年度の実績、前事業年度及び当該事業年

度の推計並びに当該事業年度の資金計画

四　厚生年金保険経理における給付、標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と組合員保険料（法第百十四条第一項に規定する組合員保

険料をいう。以下同じ。）との割合の前々事業年度の実績、前事業年度及び当該事業年度の推計並びに当該事業年度の資金計画及び資

産の構成割合

五　退職等年金経理における給付、標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合の前々事業年度の実績、前事業年度及び当該

事業年度の推計並びに当該事業年度の資金計画及び資産の構成割合

六　厚生年金保険預託金管理経理における当該事業年度の資金計画及び資産の構成割合

七　退職等年金預託金管理経理における当該事業年度の資金計画及び資産の構成割合

八　業務経理における当該事業年度の資金計画

九　保健経理における事業の種類、施設の現況、当該事業年度における施設の設置及び廃止に関する事項、施設の利用状況及び利用料金

並びに当該事業年度の資金計画

十　医療経理における施設の現況、当該事業年度における施設の設置及び廃止に関する事項、施設の利用状況及び利用料金並びに当該事

業年度の資金計画

十一　宿泊経理における施設の種類及び現況、当該事業年度における施設の設置及び廃止に関する事項、施設の利用状況及び利用料金並

びに当該事業年度の資金計画

十二　住宅経理における施設の現況、当該事業年度における施設の設置及び廃止に関する事項、施設の利用状況及び利用料金並びに当該

事業年度の資金計画

十三　貯金経理における貯金の種類、貯金の現況、貯金の支払利率、当該事業年度の資金計画及び資産の構成割合

十四　貸付経理における貸付金の種類、貸付金の現況、貸付金の利率及び当該事業年度の資金計画

十五　物資経理における事業の種類、施設の現況、当該事業年度における施設の設置及び廃止に関する事項、販売計画、仕入原価に対す

る平均利潤率、資金の回転率並びに当該事業年度の資金計画

十六　前各号に掲げるもののほか、主務大臣の定める事項

（予算の内容）

第二十六条　予算は、予算総則、予定損益計算書及び予定貸借対照表に区分して作成するものとする。

２　予算総則には、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。

一　法第二十三条第一項の規定による借入金及び翌事業年度以降にわたる債務の負担の 高限度額

二　法第二十五条の規定により余裕金の運用として行う有価証券（主務大臣の指定するものを除く。）又は不動産の取得の 高限度額

三　経理単位相互間における資金の融通の 高限度額

四　業務経理及び福祉経理にあつては、人件費及び事務費の 高限度額

五　業務経理にあつては、法第百十三条第五項に規定する組合の事務に要する費用の組合員一人当たりの額

六　福祉事業に要する費用に充てることができる金額の各福祉経理ごとの 高限度額

七　不動産の取得に要する金額の 高限度及び不動産を譲渡する場合における譲渡金額の 低限度

八　前各号に掲げるもののほか、主務大臣の定める事項

３　予定損益計算書には、前々事業年度における実績を基礎とし、前事業年度及び当該事業年度における推計を表示しなければならない。

４　予定貸借対照表には、前々事業年度末日における貸借対照表を基礎とし、前事業年度末日及び当該事業年度末日における推計を表示し

なければならない。

第五款　契約

（契約担当者）

第二十七条　契約は、組合の理事長又はその委任を受けた者（以下「契約担当者」という。）でなければ、これをすることができない。

（一般競争契約）

第二十八条　契約担当者は、売買、賃貸借、請負その他の契約をする場合には、あらかじめ、契約をしようとする事項の予定価格を定め、

すべて公告して競争に付さなければならない。ただし、次条及び第三十条に規定する場合には、当該規定の定めるところにより、指名競

争に付し、又は随意契約によることができる。

（指名競争契約）

第二十九条　契約担当者は、前条の規定による一般の競争に付することを明らかに不利と認める場合のほか、次の各号に掲げる場合には、

指名競争に付することができる。

一　契約の性質又は目的により競争に加わるべき者が少数で一般の競争に付する必要がないとき。

二　予定価格が五百万円を超えない工事若しくは製造をさせ、又は予定価格が三百万円を超えない財産の買入れをするとき。

三　予定賃借料の年額又は総額が百六十万円を超えない物件の借入れをするとき。

四　予定賃貸料の年額又は総額が五十万円を超えない物件の貸付けをするとき。

五　予定価格が百万円を超えない財産の売払をするとき。

六　工事若しくは製造の請負、財産の売買又は物件の貸借以外の契約でその予定価格が二百万円を超えないとき。

２　指名競争に付そうとするときは、あらかじめ契約をしようとする事項の予定価格を定め、なるべく五人以上の入札者を指定しなければ

ならない。

３　随意契約によることができる場合においては、指名競争に付することを妨げない。

（随意契約）

第三十条　契約担当者は、第二十八条の規定による一般の競争に付することが明らかに不利と認める場合のほか、次の各号に掲げる場合に

は随意契約によることができる。

一　契約の性質又は目的が競争を許さないとき。

二　急迫の際競争に付する暇がないとき。

三　予定価格が二百五十万円を超えない工事若しくは製造をさせ、又は予定価格が百六十万円を超えない財産の買入れをするとき。

四　予定賃借料の年額又は総額が八十万円を超えない物件の借入れをするとき。
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五　予定賃貸料の年額又は総額が三十万円を超えない物件の貸付けをするとき。

六　予定価格が五十万円を超えない財産の売払をするとき。

七　工事若しくは製造の請負、財産の売買又は物件の貸借以外の契約でその予定価格が百万円を超えないとき。

八　運送又は保管をさせるとき。

九　国、地方公共団体又は他の組合と契約をするとき。

十　物資経理において商品の売買を行うとき。

十一　競争に付しても入札者がないとき、再度の入札に付して落札者がないとき、又は落札者が契約を結ばないとき。

２　随意契約によろうとする場合には、あらかじめ、契約をしようとする事項の予定価格を定め、なるべく二人以上から見積書を徴さなけ

ればならない。

（契約書の作成）

第三十一条　契約担当者は、契約をしようとする場合には、契約の目的、履行期限、保証金額、契約違反の場合における保証金の処分、危

険の負担その他必要な事項を詳細に記載した契約書を作成し、これに契約当事者が記名して印を押さなければならない。ただし、次の各

号に掲げる場合においては、契約書の作成を省略することができる。

一　百五十万円を超えない契約をするとき。

二　せり売りに付するとき。

三　物件売払の場合において、買受人が直ちに代金を納付してその物件を引き取るとき。

四　前各号に掲げる場合のほか、随意契約による場合において、契約担当者が契約書を作成する必要がないと認めるとき。

２　前項ただし書の規定により契約書の作成を省略する場合においては、契約の軽微なものを除き、なるべく請書を徴さなければならな

い。

（保証金）

第三十二条　契約担当者は、組合と契約を結ぶ者に、現金又は国債、地方債その他主務大臣が指定する確実な有価証券をもつて契約金額の

十分の一以上に相当する金額の保証金を納付させなければならない。ただし、指名競争に付する場合、随意契約による場合及び前条第一

項第二号若しくは第三号の場合のほか、次の各号に定める場合には保証金の全部又は一部の納付をさせないことができる。

一　契約の相手方が保険会社との間に組合を被保険者とする履行保証保険契約を結んだとき。

二　契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を結んだとき。

２　前項の規定による保証金の納付は、現金又は国債、地方債その他主務大臣が指定する確実な有価証券以外の組合の理事長が確実と認め

る担保の提供をもつて、これにかえることができる。ただし、この場合において、組合の理事長は、あらかじめ主務大臣に届け出なけれ

ばならない。

３　契約担当者は、契約保証金を納付した者がその契約上の義務を履行しないときは、契約保証金は組合に帰属する旨を第三十一条に規定

する契約書において明らかにしなければならない。

（部分払）

第三十三条　契約担当者は、工事若しくは製造又は物件の買入れでその代価が六十万円をこえるものについては、その工事若しくは製造の

既済部分又は物件の既納部分に対し、完済前又は完納前に代価の一部分を支払う契約をすることができる。ただし、その支払金額は、工

事又は製造についてはその既済部分に対する代価の十分の九に相当する金額、物件の買入れについてはその既納部分に対する代価をこえ

ることができない。

（財産の貸付け）

第三十四条　契約担当者は、財産を貸し付ける場合には、賃貸料を前納させなければならない。ただし、国、地方公共団体若しくは他の組

合に対し貸し付ける場合又は賃貸期間が六月以上にわたる場合には、定期に納付させる契約をすることができる。

（代金の完納）

第三十五条　契約担当者は、財産を売り払う場合には、その引渡しのときまで又は移転の登記若しくは登録のときまでに、その代金を完納

させなければならない。

第六款　出納

（取引命令）

第三十六条　取引は、すべて、出納役の命ずるところにより出納主任が行なうものとする。ただし、出納役の不在その他の事故のある場合

において、法令の定めるところにより収入又は支払をしなければならないとき、その他緊急やむを得ない理由があるときは、出納役の命

令によらないで、収入又は支払をすることができる。

２　出納主任は、前項ただし書の規定により収入又は支払をしたときは、その理由を明らかにし、遅滞なく、出納役の承認を受けなければ

ならない。

３　出納員は、組合の理事長があらかじめ指示した事項については、第一項の規定にかかわらず、出納役の命令によらないで取引を行なう

ことができる。

４　出納員は、前項の規定による取引をしたときは、会計単位の長の定める期間ごとに、一括して出納役の承認を受けなければならない。

（各経理単位間における取引命令の制限）

第三十七条　各経理単位間における取引の命令は、本部の出納役でなければ行うことができない。ただし、次の各号に掲げる事項に係る取

引の命令については、この限りでない。

一　組合役職員に係る掛金等（掛金及び組合員保険料をいう。以下同じ。）及び組合の負担金の支払

二　短期経理の医療経理に対する診療費の支払

三　福祉経理に係る施設を利用した場合（物資経理に係る商品を購入した場合を含む。）において他の経理単位が負担する代価の支払

四　他の経理単位に属する収入金又は支払金を収入又は支出した場合において、その決済のためにする受払

五　前各号に掲げるもののほか、組合の理事長が必要があると認める事項

（現金の払いもどしの制限）

第三十八条　出納役は、預金を現金によつて払いもどすことを命ずることができない。ただし、次条第二項に規定する預金口座相互間に資

金を異動する場合、第五十条若しくは第五十二条第一項の規定による支払をする場合又は第十一条若しくは第五十五条の規定による送金

をする場合には、この限りでない。

（取引金融機関の指定等）

第三十九条　組合の理事長は、会計単位ごとに、かつ、経理単位ごとに、取引金融機関を指定しなければならない。

２　会計単位の長は、取引金融機関に自己名義の預金口座を設けなければならない。ただし、組合の理事長が特に必要と認める場合には、

会計単位の長の名義に代え出納員の名義とすることができる。
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３　第二十二条の規定は、会計単位の長及び出納員が前項の規定により預金口座を設け、又はこれを廃止した場合について準用する。

（登録印鑑）

第四十条　取引金融機関に登録する登録印鑑は、会計単位の長の印鑑と出納主任の印鑑との組合せ式としなければならない。ただし、前条

第二項ただし書の場合には、この限りでない。

２　会計単位の長の印は、出納役が保管しなければならない。

（当座借越契約の禁止）

第四十一条　会計単位の長及び出納員は、取引金融機関と当座借越契約をすることができない。

（先日付小切手の振出の禁止）

第四十二条　会計単位の長及び出納員は、先日付の小切手を振り出すことができない。

（手形等による取引の制限）

第四十三条　会計単位の長及び出納員は、手形その他の商業証券（小切手を除く。）をもつて、取引をし、又は取引に関して電子記録債権

法（平成十九年法律第百二号）第二条第一項に規定する電子記録の請求をしてはならない。ただし、やむを得ない理由がある場合におい

て、他人が振り出した手形その他の商業証券（小切手を除く。）を担保として受領するとき又は同項に規定する電子記録債権を担保とす

る取引を行うときは、この限りでない。

（出納の締切り）

第四十四条　会計単位の長は、毎日の出納締切時刻を定めておかなければならない。

２　出納主任は、出納締切時刻後すみやかに帳簿と現金（小切手その他現金に準ずるものを含む。以下第四十六条までにおいて同じ。）の

在高とを照合し、現金を取引金融機関に、預入れしなければならない。ただし、やむを得ない理由により出納締切時刻後に収納した現

金、第四十八条第一項ただし書の規定による支払をするために保有する現金及び第五十四条の三の規定により保管する現金については、

この限りでない。

（収納手続）

第四十五条　出納主任は、現金を収納した場合（第五十一条の規定により受領の委託をした場合を除く。）には、当該取引に係る伝票に領

収日付及び職名を記載し、領収証書を相手方に交付しなければならない。

（収納金の預入れ）

第四十六条　出納主任は、その収納した現金を取引金融機関に、預入れすることとし、直ちにこれを支払にあててはならない。

（支払手続）

第四十七条　出納主任は、支払をする場合には、必ず領収証書を徴し、当該取引に係る伝票に支払日付及び職名を記載しなければならな

い。ただし、第五十二条第一項の規定による支払の場合にあつては、領収書を徴しないことができる。

（支払方法）

第四十八条　出納主任は、支払をしようとする場合には、債権者を受取人とする小切手を振り出して交付しなければならない。ただし、次

の各号に掲げる場合には、小切手による支払にかえ、現金をもつて支払をすることができる。

一　出納主任の属する本部、支部又は単位所属所の所在地に当座取引を有する取引金融機関がないとき。

二　組合員以外の者に対し支払をしようとする場合において、受取人が小切手による受領を拒んだとき。

三　常用の雑費の支払で一件の取引金額が五万円を超えないとき。

四　貯金経理において、組合員に貯金の払いもどしをするとき。

五　保健経理、医療経理、宿泊経理又は物資経理において、日常消費する物件を購入するとき。

六　組合の役員又は組合に使用されている者に対して給与又は旅費の支払をするとき。

七　法第七十三条に規定する災害見舞金及び法第五十四条に規定する短期給付のうち災害見舞金に準ずるものの支払をするとき。

八　前各号に掲げる場合を除くほか、組合の理事長が主務大臣の承認を受けたとき。

２　出納主任は、前項ただし書の規定により現金をもつて支払をするため預金の払いもどしを受けようとするときは、同項第一号に掲げる

場合を除き、自己を受取人とする小切手を振り出すものとする。

（小切手事務の取扱い）

第四十九条　小切手帳は、経理単位ごとに、かつ、取引金融機関ごとに、常時各一冊を使用するものとする。

２　小切手帳の保管及び小切手の作成は、出納主任又はその指定する補助者でなければ行なうことができない。

３　小切手は、出納役が印を押した当該取引に係る伝票に基づかなければ振り出すことができない。

４　小切手の券面金額は、所定の金額記載欄にアラビヤ数字で表示しなければならない。この場合において、その表示は、印影を刻み込む

ことができる印字機を用いてしなければならない。

５　小切手の振出年月日の記入及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

（給付金等の支払の委託）

第五十条　会計単位の長は、給付金等の支払を取引金融機関に委託することが適当であると認める場合には、組合の理事長の承認を受け

て、取引金融機関に給付金等の支払を委託することができる。

（収入金の受領の委託）

第五十一条　会計単位の長は、収入金の受領を取引金融機関に委託することが適当であると認めた場合には、組合の理事長の承認を受け

て、取引金融機関に収入金の受領の委託をすることができる。

（隔地払等）

第五十二条　出納主任は、次の各号のいずれかに該当するときは、第四十八条の規定にかかわらず、必要な資金を取引金融機関に交付して

又は預金口座等からの必要な資金の払出しを当該預金口座等のある取引金融機関に行わせて、当該必要な資金を交付した取引金融機関又

は当該必要な資金の払出しを行わせた取引金融機関に支払をさせることができる。

一　隔地の債権者に対し支払をする場合

二　前号に掲げる場合を除くほか、債権者の預金への振込若しくは口座振替の方法により支払をする場合

２　出納主任は、前項の規定により必要な資金を取引金融機関に交付した場合又は預金口座からの必要な資金の払出しを取引金融機関に行

わせた場合には、その旨を債権者に通知しなければならない。ただし、口座振替の方法による場合その他主務大臣の定める場合にはこの

限りでない。

３　第一項の規定により必要な資金を取引金融機関に交付した場合又は預金口座からの必要な資金の払出しを取引金融機関に行わせた場合

には、交付手続又は払出し手続が完了した日に支払がなされたものとして当該取引を整理するものとする。

（前金払）

第五十三条　会計単位の長は、次の各号に掲げる経費については、前金払をすることができる。
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一　外国から購入する機械、図書、標本又は実験用材料の代価（購入契約に係る機械、図書、標本又は実験用材料を当該契約の相手方が

外国から直接購入しなければならない場合におけるこれらの物の代価を含む。）

二　定期刊行物の代価及び日本放送協会に対し支払う受信料

三　土地、家屋その他の財産の賃借料及び保険料

四　運賃

五　研究又は調査の受託者に支払う経費

六　諸謝金

七　助成金及び交付金

八　電話、電気、ガス及び水道の引込工事費及び料金

九　公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和二十七年法律第百八十四号）第二条第四項に規定する保証事業会社により同条第二項

に規定する前払金の保証された工事の代価

十　官公署に対し支払う経費

十一　前各号に掲げるもののほか、経費の性質上前金払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費で組合の理事長が定める

もの

２　前項第九号に掲げる経費について同項の規定により、前金払をする場合における当該前金払の金額の当該経費に対する割合は、当該請

負代価の十分の四以内とする。

３　第一項第九号に掲げる経費のうち工事一件の請負代金の額が五十万円以上の土木建築に関する工事であつて、次の各号に掲げる要件に

該当するものにおいて、当該工事の材料費等に相当する額として必要な経費について、前項の範囲内で既にした前金払に追加してする前

金払の割合は、当該経費の二割を超えない範囲内とする。

一　工期の二分の一を経過していること。

二　工程表により工期の二分の一を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

三　既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の二分の一以上の額に相当するものであること。

４　組合の理事長は、第一項第十一号に掲げる経費を定めたときは、速やかに主務大臣に報告しなければならない。

（概算払）

第五十四条　会計単位の長は、次の各号に掲げる経費については、概算払をすることができる。

一　旅費

二　社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会に対し支払う委託金及び診療報酬

三　契約医療機関に対し支払う療養費

四　官公署に対し支払う経費

五　助成金及び交付金

六　法第七十三条に規定する災害見舞金及び法第五十四条に規定する短期給付のうち災害見舞金に準ずるもの

七　前各号に掲げるもののほか、経費の性質上概算払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費で組合の理事長が定めるもの

２　組合の理事長は、前項第七号に掲げる経費を定めたときは、速やかに主務大臣に報告しなければならない。

（資金前渡）

第五十四条の二　会計単位の長は、次の各号に掲げる経費については、組合の業務に従事する者をして現金支払をさせるため、その資金を

当該者に前渡することができる。

一　遠隔の地又は交通不便の地域において支払をする経費

二　非常災害のため即時支払を必要とする経費

三　前各号に掲げるもののほか、経費の性質上現金支払をさせなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費で組合の理事長が定める

もの

２　組合の理事長は、前項第三号に掲げる経費を定めたときは、速やかに主務大臣に報告しなければならない。

３　第二十三条の規定は、第一項の規定により資金の前渡を受けた者がその保管する現金を亡失したときについて準用する。

（小口現金支払）

第五十四条の三　会計単位の長は、出納主任をして主務大臣が定める金額の範囲内で、現金を保管させ、常用の雑費で小口の現金支払を必

要とするものの支払に充てさせることができる。

（資金の回送）

第五十五条　支部又は単位所属所の長は、支払資金に不足を生じたときは、直ちに、統轄する会計単位の長に対し、資金の送金を求めるも

のとする。

第五十六条　削除

第七款　経理

第一目　通則

（経理の原則）

第五十七条　組合は、この命令に定めるものを除くほか、取引を正規の簿記の原則に従つて整然かつ明りように、整理して記録しなければ

ならない。

（勘定区分及び勘定科目）

第五十八条　各経理単位においては、資産勘定、負債勘定、純資産勘定、利益勘定及び損失勘定を設け、取引の整理を行うものとする。

２　前項の各勘定に属する勘定科目は、経理単位ごとに、別表第一号表による。ただし、指定経理の勘定科目については、主務大臣が別に

定めるところによる。

３　組合の理事長は、経理上特に必要がある場合には、主務大臣の承認を受けて前項の規定による勘定科目以外の勘定科目を設けることが

できる。

（預り金処理）

第五十九条　隔地者に対する支払で、受取人の所在不明その他の理由により返送されたもの又は振り出した小切手でその振出年月日から一

年を経過し、なお取引金融機関に呈示のないものは、預り金として処理しなければならない。

（払いもどし及びもどし入れ）

第六十条　事業年度内の受入れに係るもので過誤納となつたものの払いもどし金は、当該事業年度の受入勘定科目から払い出し、事業年度

内の支払に係るもので過誤払となつたもののもどし入金は、当該事業年度の払出勘定科目にもどし入れるものとする。
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第二目　伝票、帳簿及び出納計算表

（伝票）

第六十一条　取引は、すべて、別紙様式第三号による伝票によつて処理しなければならない。ただし、単位所属所以外の所属所において

は、伝票にかえ別紙様式第三号による日記帳に記入して、処理することができる。

２　伝票は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

（帳簿の種類）

第六十二条　各会計単位においては、経理単位ごとに、別紙様式第四号による元帳及び補助簿を備え、すべての取引を記入しなければなら

ない。

２　元帳は、総勘定元帳、本部元帳、支部総勘定元帳、支部元帳及び所属所元帳とし、補助簿は、本部元帳補助簿、支部元帳補助簿及び所

属所元帳補助簿とし、それぞれ勘定科目ごとに口座を設けなければならない。

（帳簿の記入）

第六十三条　本部元帳、支部元帳及び所属所元帳並びにこれらの補助簿の記入は、伝票又は日記帳に基づいて行ない、総勘定元帳及び支部

総勘定元帳の記入は、決算整理に関するものを除くほか、第六十五条の規定により提出される出納計算表に基づいて行なうものとする。

２　本部元帳、支部元帳及び所属所元帳の記入は、伝票に基づく場合は、取引のつど、日記帳に基づく場合は会計単位の長の定める時期に

行ない、総勘定元帳及び支部総勘定元帳の記入は、毎月末日において行なうものとする。

（照合の責任）

第六十四条　出納主任は、前条に規定する元帳及び補助簿の記入について責任を負わなければならない。

２　出納主任は、毎月末日、元帳の口座の金額について関係帳簿と照合し、記入の正確を確認しなければならない。

（出納計算表の提出）

第六十五条　地方職員共済組合、公立学校共済組合及び警察共済組合（以下「地方職員共済組合等」という。）の出納主任は、毎月末日に

おいて、元帳（総勘定元帳を除く。）を締め切り、経理単位ごとに別紙様式第五号による出納計算表を作成し、出納役の証明を受けた後、

単位所属所にあつては翌月五日までに、支部及び本部にあつては翌月十五日までに、これを統轄する会計単位の長に提出しなければなら

ない。

２　地方職員共済組合等の本部の出納主任は、前項の規定により提出を受けた出納計算表に基づき、毎月末日において総勘定元帳を締め切

り、経理単位ごとに当該組合の出納計算表を作成し、本部の出納役の証明を受けた後、翌月二十五日までに、これを理事長に提出しなけ

ればならない。

３　都職員共済組合の出納主任は、毎月末日において、元帳を締め切り、経理単位ごとに別紙様式第五号による出納計算表を作成し、出納

役の証明を受けた後、翌月十五日までに、理事長に提出しなければならない。

４　指定都市職員共済組合等の出納主任は、毎月末日において、元帳を締め切り、経理単位ごとに別紙様式第五号による出納計算表を作成

し、出納役の証明を受けた後、翌月十日までに、理事長に提出しなければならない。

５　指定都市職員共済組合等の理事長は、前項の規定による出納計算表の提出を受けた場合には、翌月十五日までに、当該出納計算表を市

町村連合会に提出しなければならない。

第三目　決算

（決算精算表の提出）

第六十六条　地方職員共済組合等の出納主任は、毎事業年度末日において、決算整理をし、元帳（総勘定元帳を除く。）及び補助簿を締め

切り、経理単位ごとに別紙様式第六号による決算精算表及び別紙様式第七号による決算附属明細表を作成し、出納役の証明を受けた後、

単位所属所にあつては翌事業年度四月十五日までに、支部及び本部にあつては翌事業年度四月末日までに、これを統轄する会計単位の長

に提出しなければならない。

２　地方職員共済組合等の本部の出納主任は、前項の規定により提出を受けた決算精算表に基づき、毎事業年度末日において、決算整理を

し、総勘定元帳を締め切り、経理単位ごとに当該組合の決算精算表を作成し、本部の出納役の証明を受けた後、翌事業年度五月二十日ま

でに、これを理事長に提出しなければならない。

３　都職員共済組合の出納主任は、毎事業年度末日において、決算整理をし、元帳及び補助簿を締め切り、経理単位ごとに別紙様式第六号

による決算精算表を作成し、出納役の証明を受けた後、翌事業年度四月末日までに、理事長に提出しなければならない。

４　前項の規定は、指定都市職員共済組合等の決算精算表について準用する。

５　指定都市職員共済組合等の理事長は、前項において準用する第三項の規定による指定都市職員共済組合等の決算精算表の提出を受けた

場合には、翌事業年度五月十日までに、当該決算精算表を市町村連合会に提出しなければならない。

（財務諸表の提出）

第六十七条　法第二十二条第二項に規定する貸借対照表及び損益計算書の作成は、別紙様式第八号により経理単位ごとに行なうものとし、

その報告にあたつては、同条第三項に規定する附属明細書及び事業状況報告書を添付するものとする。

２　前項の附属明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一　出資に関する次の明細

イ　子会社（組合が議決権の過半数を実質的に所有している会社をいう。以下この項及び次項において同じ。組合及び子会社又は子会

社が他の会社の議決権の過半数を実質的に所有している場合における当該他の会社は、組合の子会社とみなす。）及び関連会社（組

合（組合が子会社を有する場合には、当該子会社を含む。）が議決権の百分の二十以上、百分の五十以下を実質的に所有し、かつ、

組合が人事、資金、技術、取引等の関係を通じて財務及び営業の方針に対して重要な影響を与えることができる会社をいう。以下こ

の項及び次項において同じ。）に対する出資の明細（子会社及び関連会社の名称、株式一株又は出資一口の金額、当該事業年度末日

及び前事業年度末日における所有株式数又は出資口数、取得価格、貸借対照表に計上した額及び当該事業年度における出資額の増減

を含む。）

ロ　その他出資の明細

二　子会社及び関連会社に対する債権及び債務の明細

三　主な費用及び収益に関する次の明細

イ　国庫補助金等の明細（国庫補助金等の名称、支出元の国の会計区分並びに当該事業年度に受け入れた国庫補助金等の額と貸借対照

表及び損益計算書に計上した額との関係についての説明を含む。）

ロ　その他主な費用及び収益であつて、関連公益法人等（組合の業務の一部又は組合の業務に関連する事業を行つている公益法人その

他の団体であつて、組合が出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて財務及び事業の方針決定を支配しているか、又はそれに

対して重要な影響を与えることができるものをいう。次項において同じ。）の基本財産に対する拠出その他組合の業務の性質上重要

と認められるものの明細
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四　別紙様式第七号による財務諸表附属明細表に掲げる事項

３　第一項の事業状況報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一　業務の内容、各事務所の所在地、当該事業年度における組合の役員の定数、各役員の氏名、役職、任期及び経歴並びに組合の職員の

定数及びその増減、組合の沿革、根拠法、主務大臣並びに運営審議会又は組合会の概要その他の組合の概要

二　当該事業年度及び前事業年度までにおける業務の実施状況（借入金及び国庫補助金等による資金調達の状況を含む。）

三　子会社及び関連会社並びに関連公益法人等に関する次の事項

イ　子会社及び関連会社並びに関連公益法人等の状況（組合と子会社及び関連会社並びに関連公益法人等との関係を示した図を含む。）

ロ　子会社及び関連会社の名称、事務所の所在地、資本金の額、事業内容、役員数、代表者の氏名、従業員数、組合の所有する議決権

の議決権の総数に対する割合及び組合との関係

ハ　関連公益法人等の名称、事務所の所在地、基本財産の額、事業内容、役員数、代表者の氏名、職員数及び組合との関係

四　組合が対処すべき課題

（公告の方法）

第六十七条の二　法第二十二条第三項の規定による公告は、地方職員共済組合等にあつては官報により、都職員共済組合、市町村職員共済

組合及び都市職員共済組合にあつては都道府県の公報により、指定都市職員共済組合にあつては指定都市の公報により行うものとする。

（閲覧期間）

第六十七条の三　法第二十二条第三項に規定する主務省令で定める期間は、五年とする。

（前期損益修正益及び前期損益修正損の処理）

第六十八条　前事業年度以前の事業年度に属すべき収入金又は支払金は、毎事業年度の前期損益修正益又は前期損益修正損として処理しな

ければならない。ただし、当該収入金又は支払金が少額である場合その他特別の事由がある場合には、組合の理事長が定めるところによ

り、当該事業年度に属する収入金又は支払金として処理することができる。

（たな卸）

第六十九条　出納主任は、毎事業年度末日において、実地についてたな卸資産のたな卸を行ない、それに基づいて、たな卸表を作成しなけ

ればならない。

２　前項の規定により出納主任がたな卸をする場合には、会計単位の長があらかじめ組合の業務に従事する者のうちから指定する者がこれ

に立会し、その者が確認の証としてたな卸表に、記名するものとする。

（たな卸資産の評価）

第七十条　たな卸資産を評価する場合には、次の各号に掲げる価額によるものとする。ただし、第五号又は第六号の規定による価額による

場合には、あらかじめ、会計単位の長の承認を受けなければならない。

一　他から購入したものは、買入原価（購入に際し手数料、運賃又はこれらに準ずる経費を支払つた場合において、買入原価にこれを加

算すべきときは、その加算すべき額を含む。）

二　当該組合の生産に係るものは、その製造原価

三　当該組合の生産に係る半製品は、原材料の価額に支払済工賃を加算した金額

四　前各号に掲げる価額によるべき場合において、買入原価、製造原価又は原材料の価額に、二以上の単価があり、そのいずれによるべ

きかが明らかでないときは、前各号の規定にかかわらず、当該事業年度における 終の買入原価、製造原価又は原材料の価額。ただ

し、これらの価額以外の価額によることについて、組合の理事長の承認を受けた場合には、この限りでない。

五　買入原価、製造原価又は原材料の価額が明らかでないものは、見積価額

六　破損、きず、たなざらし、型くずれ、陳腐化等のため通常の価額で販売できないもの又は通常の方法で使用に堪えないものは、処分

のできる価額

（たな卸資産の減損額）

第七十一条　たな卸資産を評価する場合において、破損、腐敗、欠減等を生じやすい種類のたな卸資産で、個個に破損、腐敗、欠減等の有

無を確かめることが困難なものについて破損、腐敗、欠減等のあることが推定されるときは、前条の規定にかかわらず、同条第一号から

第五号までの規定により評価した価額から、当該価額に薬品、医療原材料及び飲食料品については十分の三以下、その他の資産について

は十分の二以下の範囲内において組合の理事長が当該たな卸資産の種類ごとに定める割合を乗じて得た金額を減額することができる。

（資産の再評価）

第七十二条　当座資産として取得した有価証券について、時価と帳簿価額とに著しい差異がある場合には、当該事業年度末日において再評

価し、帳簿価額を適正に修正しなければならない。

２　再評価をする場合における株式の時価は、取引所の相場があるものについては当該事業年度終了前一箇月間における当該株式の平均価

額とし、その他のものについては当該株式を発行する法人の 新の財務諸表により算定するものとする。

３　厚生年金保険経理の厚生年金保険給付組合積立金又は退職等年金経理の退職等年金給付組合積立金の保全を目的とする資産若しくは福

祉経理の資産について、時価と帳簿価額とに著しい差異がある場合において、当該事業年度末日又は主務大臣の指定する時に再評価しよ

うとするときは、主務大臣の定めるところにより当該再評価をするものとする。

（有形固定資産の減価償却）

第七十三条　土地以外の有形固定資産（第九条第二項に規定する不動産を除く。以下「有形固定資産」という。）は、毎事業年度末日にお

いて、資産の種類ごとに、定額法（当該減価償却資産の取得価額にその償却費が毎事業年度同一となるように当該資産の耐用年数に応じ

た償却率を乗じて計算した金額を各事業年度の償却限度額として償却する方法をいう。）により減価償却をしなければならない。

２　当該事業年度の前事業年度までの各事業年度においてした償却の額の累計額と当該減価償却資産につき計算した当該事業年度の償却限

度額に相当する金額との合計額が当該減価償却資産の取得価額から一円を控除した金額に相当する金額を超える場合には、前項の規定に

かかわらず、当該償却限度額に相当する金額からその超える部分の金額を控除した額をもつて当該事業年度の償却限度額とする。

３　第一項の規定により減価償却をする場合における耐用年数及び償却率は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和四十年大蔵省

令第十五号）の別表に定めるところによる。ただし、通常の使用度を超える使用のためその損耗が著しい有形固定資産について、組合の

理事長が必要があると認める場合には、同表に掲げる耐用年数（以下「法定耐用年数」という。）を短縮することができる。

４　法定耐用年数の全部又は一部を経過した有形固定資産を取得し、その将来の残存耐用年数を見積もる場合において、その将来の残存耐

用年数を見積もることが困難なときは、法定耐用年数の全部を経過したものについては当該法定耐用年数の十分の二に相当する年数を、

法定耐用年数の一部を経過したものについては当該法定耐用年数から経過年数を控除した年数に経過年数の十分の二に相当する年数を加

算した年数を法定耐用年数とみなし、償却額を計算するものとする。この場合において、一年未満の端数を生じたときは、これを切り捨

てるものとする。
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５　有形固定資産を増築し、改築し、修繕し、その他改良を加えた場合において、組合の理事長が必要があると認めるときは、前二項の規

定による耐用年数を延長することができる。

６　事業年度の中途において取得した有形固定資産の当該事業年度における償却額は、前五項の規定により計算した償却額に、経過月数を

十二で除して得た割合を乗じて得た金額とする。

７　前条第三項の規定により有形固定資産を再評価した場合には、その再評価後の価額を取得価額と、残存耐用年数を法定耐用年数とみな

し、前六項の規定により償却額を計算するものとする。

８　有形固定資産の減価償却額は、直接法により処理しなければならない。

（無形固定資産の償却）

第七十四条　無形固定資産（時の経過によりその価値の減少しないものを除く。この条において同じ。）は、毎事業年度末日において、そ

の取得価額を基礎とし、期間の定めのあるものについてはその期間、期間の定めのないものについては十年以内で組合の理事長が定める

期間により、均分して償却しなければならない。

２　事業年度の中途において取得した無形固定資産の当該事業年度における償却額は、前項の規定により計算した償却額に、経過月数を十

二で除して得た割合を乗じて得た金額とする。

３　第七十二条第三項の規定により無形固定資産を再評価した場合には、その再評価後の価額を取得価額とみなし、前二項の規定により償

却額を計算するものとする。

４　無形固定資産の減価償却額は、直接法により処理しなければならない。

（借入不動産の増築費等の償却）

第七十五条　借入不動産の増築、改築、修繕その他改良に要した費用のうち、当該不動産の通常の維持又は管理に必要と認められる金額を

超える額（以下この条において「増築費等」という。）については、毎事業年度末日において、増築費等を基礎とし、賃借期間の定めの

あるものについては、その期間、賃借期間の定めのないものについては十年以内で組合の理事長が定める期間により、均分して償却しな

ければならない。

２　事業年度の中途において取得した借入不動産の増築費等の当該事業年度における償却額は、前項の規定により計算した償却額に経過月

数を十二で除して得た割合を乗じて得た金額とする。

３　借入不動産の増築費等の減価償却額は、直接法により処理しなければならない。

（特別償却）

第七十六条　固定資産が陳腐化、不適応化その他災害等の理由により著しくその価値を減じた場合において、組合の理事長が必要があると

認めるときは、前三条の規定による償却の基礎となる価額の全部又は一部を減額することができる。

（創業費及び開発費の償却）

第七十七条　繰延費用として処理した創業費及び開発費は、毎事業年度末日において、五年以内で組合の理事長が定める期間により均分額

以上の償却をしなければならない。

２　事業年度の中途において繰延費用として処理した創業費及び開発費の当該事業年度における償却額は、前項の規定により計算した償却

額に経過月数を十二で除して得た割合を乗じて得た金額とする。

３　創業費及び開発費の償却額は、直接法により処理しなければならない。

（退職給与引当金）

第七十八条　組合の役員又は組合に使用される者に対して退職給与を支払う規定がある場合には、毎事業年度末日において、当該規定に基

づく所要の金額を退職給与引当金として計上しなければならない。

（災害補てん引当金）

第七十九条　有形固定資産について、災害その他の事故による将来の損害に対する準備をしようとする場合には、毎事業年度末日におい

て、所要の金額を災害補てん引当金として計上することができる。

第八十条　削除

（貸倒引当金）

第八十一条　福祉経理（貯金経理及び指定経理のうち主務大臣が定めるものを除く。）においては、毎事業年度末日において、貸付金（貸

倒金の補てんを目的とする損害保険に付されているものを除く。）、売掛金その他事業に係る未収金の総額の百分の二に相当する金額に達

するまでの金額を貸倒引当金として計上しなければならない。

（特別修繕引当金）

第八十二条　業務経理又は福祉経理においては、事業に使用されている施設について翌事業年度以降に修繕をすることが予定される場合に

は、毎事業年度末日において、所要の金額を特別修繕引当金として計上することができる。

（支払準備金）

第八十三条　短期経理においては、毎事業年度末日において、当該事業年度における短期給付の請求額の総額の十二分の二に相当する金額

を支払準備金として計上し、翌事業年度末日まですえおかなければならない。

（厚生年金保険給付組合積立金）

第八十三条の二　厚生年金保険経理においては、損益計算上利益を生じたときは、その額を厚生年金保険給付組合積立金として積み立てな

ければならない。

（退職等年金給付組合積立金）

第八十三条の三　退職等年金経理においては、損益計算上利益を生じたときは、その額を退職等年金給付組合積立金として積み立てなけれ

ばならない。

（再評価積立金）

第八十四条　第七十二条第三項の規定による再評価により生じた利益金は、再評価積立金として積み立てなければならない。

２　組合の理事長は、前項の再評価積立金を取り崩したときは、速やかに主務大臣に報告しなければならない。ただし、翌事業年度以降に

おいて再評価により損失を生じたことにより前項の再評価積立金を取り崩したときは、この限りでない。

（建設積立金等）

第八十五条　業務経理又は福祉経理において、一定の金額を積み立てて施設の新設又は改良を行なおうとする場合には、毎事業年度末日に

おいて、当該金額を建設積立金又は改良積立金として積み立てることができる。

（別途積立金）

第八十六条　組合は、当該組合以外の者から受けた補助金、寄附金（現金以外の資産による寄附を含む。）、第七条の二第一項の規定による

繰入金又は同条第二項に規定する福祉事業の財源に係る金額をもつて固定資産を取得した場合には、当該事業年度末日において、当該固

定資産の価額に相当する金額を別途積立金として積み立てなければならない。
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２　前項の別途積立金は、次の各号のいずれかに該当する場合を除くほか、主務大臣の承認を受けなければ取り崩すことができない。

一　経理の廃止に伴い当該固定資産を処分した場合

二　施設の処分に伴い当該施設に属する当該固定資産を処分した場合

三　当該固定資産が滅失した場合

３　組合の理事長は、前項各号のいずれかに該当する場合において、第一項の別途積立金を取り崩したときは、速やかに主務大臣に報告し

なければならない。

（欠損金補てん積立金）

第八十七条　短期経理及び福祉経理においては、毎事業年度末日において、将来の欠損金の補てんに充てるため、当該事業年度の利益金

を、次の各号に掲げる金額（前事業年度以前の積立金をもつて積み立てられた欠損金補てん積立金がある場合には、次の各号に掲げる金

額が当該積立金の額を超える額）に達するまで欠損金補てん積立金として積み立てなければならない。

一　短期経理については、当該事業年度以前三事業年度における短期給付の平均請求額の百分の十に相当する金額

二　貸付経理については貸付金の額、貯金経理については組合員の貯金額、その他の福祉経理については借入金の額及び固定資産の価額

（借入資金によつて取得した固定資産の価額を除く。）のそれぞれ百分の五以上に相当する金額の範囲内において組合の理事長が定め

る額

（貯金経理の特例）

第八十八条　貯金経理において、毎事業年度の利益金から欠損金補てん積立金を積み立てて、なお利益金がある場合において、第七条の二

第一項の規定により繰り入れられた金額及び同条第二項に規定する福祉事業の財源に係る金額のうち法第百十二条第一項第三号に規定す

る事業の費用に充てられた金額を超えるときは、その超える金額の範囲内において、当該事業年度における貯金者の貯金金利を引き上げ

ることができる。

（利益剰余金及び欠損金の処分）

第八十九条　毎事業年度における決算上の利益剰余金は、翌事業年度に繰り越すものとする。

２　毎事業年度の欠損金は、前年度積立金を取り崩して補てんし、なお欠損金がある場合には、欠損金補てん積立金を取り崩して補てんす

るものとする。

３　前項の規定により欠損金を補てんしてもなお欠損金がある場合には、その決算上の欠損金は、翌事業年度に繰り越すものとする。

第三章　組合員等

（組合員原票）

第九十条　組合は、組合員ごとに、別紙様式第九号による組合員原票を備え、組合員の資格の取得及び喪失の年月日、住所、被扶養者に関

する事項、標準報酬の月額、標準期末手当等の額その他所要の事項を記載して整理しなければならない。

２　組合は、第三号厚生年金被保険者（厚生年金保険法第二条の五第一項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者をいう。以下同じ。）

である組合員については、前項の組合員原票に当該第三号厚生年金被保険者の資格の取得及び喪失の年月日、同法第二十条第一項に規定

する標準報酬月額（以下「厚生年金保険の標準報酬月額」という。）及び同法第二十四条の四第一項に規定する標準賞与額（以下「厚生

年金保険の標準賞与額」という。）並びに当該厚生年金保険の標準賞与額の決定の基礎となつた賞与（同法第三条第一項第四号に規定す

る賞与をいう。次条において同じ。）の支払年月を記載して整理しなければならない。ただし、これらの事項と前項に規定する事項のう

ち共通する事項については、一の記載をもつて足りるものとする。

３　組合は、組合員（法の長期給付に関する規定の適用を受ける組合員をいう。以下この条、第九十一条から第九十二条まで、第九十三条

の三、第百一条の六、第百一条の七、第百一条の十二、第百六十条及び第百六十四条の十において同じ。）若しくは組合員であつた者で

引き続き短期組合員（法の長期給付に関する規定の適用を受けない組合員をいう。以下同じ。）となつたものが他の組合の組合員となつ

たとき若しくは国の組合の組合員（国家公務員共済組合法（昭和三十三年法律第百二十八号）第七十四条に規定する退職等年金給付に関

する規定の適用を受ける組合員をいう。以下同じ。）となつたとき、又は次項の規定による通知を受けたときは、その者に係る組合員原

票、第九十二条第一項の規定により提出された組合員期間等証明書及び年金の決定に関し必要な書類（その者が退職及び障害を給付事由

とする年金の受給権者である場合に限る。以下「年金決定関係書類」という。）を当該他の組合又は国の組合に送付し、その写しを保管

しなければならない。

４　組合は、第九十一条第二項の規定により報告書の提出を受けた場合において、その者に係る組合員原票及び年金決定関係書類が他の組

合又は国の組合において保管されているものであるときは、当該他の組合又は国の組合にその旨を通知して、当該組合員原票及び年金決

定関係書類の送付を求めなければならない。

（厚生年金保険法による被保険者に関する原簿）

第九十条の二　第三号厚生年金被保険者（第三号厚生年金被保険者であつた者を含む。）について、厚生年金保険法第二十八条の規定を適

用する場合においては、組合員原票をもつて同条に規定する原簿とみなす。この場合において、同条に規定する主務省令で定める事項

は、次のとおりとする。

一　第三号厚生年金被保険者の基礎年金番号（国民年金法第十四条に規定する基礎年金番号をいう。以下同じ。）

二　第三号厚生年金被保険者の生年月日及び住所

三　厚生年金保険法の規定による標準賞与額の決定の基礎となつた賞与の支払年月

（組合員となつた者の年金加入期間等報告）

第九十一条　初めて組合員となつた者（国の組合の組合員であつた者で初めて組合員となつたもの又は組合員たる離婚時みなし被保険者期

間（厚生年金保険法第七十八条の六第三項の規定により第三号厚生年金被保険者期間であつたものとみなされた期間をいう。以下同じ。）

若しくは組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間（同法第七十八条の十四第四項の規定により第三号厚生年金被保険者期間であつた

ものとみなされた期間をいう。以下同じ。）を有する者若しくは国の組合の組合員たる離婚時みなし被保険者期間（同法第七十八条の六

第三項の規定により同法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者期間（以下「第二号厚生年金被保険者期間」とい

う。）であつたものとみなされた期間をいう。以下同じ。）若しくは国の組合の組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間（同法第七十

八条の十四第四項の規定により第二号厚生年金被保険者期間であつたものとみなされた期間をいう。以下同じ。）を有する者で組合員と

なつたものを除く。）は、そのなつた際、次に掲げる事項を記載した年金加入期間等報告書を組合に提出しなければならない。

一　組合員の氏名、生年月日、所属機関の名称及び基礎年金番号

二　年金加入期間等（国民年金法第五条第一項に規定する保険料納付済期間、同条第二項に規定する保険料免除期間及び同法附則第七条

第一項に規定する合算対象期間をいう。）

三　組合員たる離婚時みなし被保険者期間又は国の組合の組合員たる離婚時みなし被保険者期間

四　組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間又は国の組合の組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間

五　その他必要な事項
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２　一の組合の組合員であつた者で再びもとの組合又は他の組合の組合員（組合員たる離婚時みなし被保険者期間又は組合員たる被扶養配

偶者みなし被保険者期間を有する者を含む。）となつたもの（国の組合の組合員であつた者で引き続くことなく組合員となつたもの、国

の組合の組合員であつた者で組合員たる離婚時みなし被保険者期間若しくは組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者とな

つたもの又は組合員たる離婚時みなし被保険者期間若しくは組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者（組合員期間を有す

る者を除く。）若しくは国の組合の組合員たる離婚時みなし被保険者期間若しくは国の組合の組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期

間を有する者（国家公務員共済組合法第三十八条第一項に規定する組合員期間を有する者を除く。）で組合員（組合員たる離婚時みなし

被保険者期間又は組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者を含む。）となつたものを含み、退職することなく引き続き他

の組合の組合員となつたものを除く。）は、当該組合員となつた際、その旨を記載した前項の報告書を組合に提出しなければならない。

（離婚時みなし被保険者期間を有する者の届出等）

第九十一条の二　組合員たる離婚時みなし被保険者期間を有する者（組合員期間を有する者を除く。以下この条において同じ。）は、その

氏名又は住所に変更があつたときは、遅滞なく、当該変更に関する届書を組合（指定都市職員共済組合等にあつては、法第二十七条第四

項の規定により市町村連合会の業務をこれらの組合に行わせることとした場合を除き、市町村連合会。第三項において同じ。）に提出し

なければならない。

２　組合員たる離婚時みなし被保険者期間を有する者が死亡した場合には、当該組合員たる離婚時みなし被保険者期間を有する者であつた

者の遺族又は相続人は、次に掲げる事項を記載した死亡届書を組合に提出しなければならない。ただし、死亡に際し、当該組合員たる離

婚時みなし被保険者期間を有する者であつた者に係る厚生年金保険給付の請求を行うことができるときは、この限りでない。

一　組合員たる離婚時みなし被保険者期間を有する者であつた者の氏名、生年月日、住所及び基礎年金番号

二　死亡した年月日

三　その他必要な事項

３　組合は、組合員たる離婚時みなし被保険者期間を有する者又は前項に規定する遺族若しくは相続人に対し、第一項に規定する届書又は

前項に規定する死亡届書に記載された事項について確認できる書類の提出を求めることができる。

（みなし組合員原票）

第九十一条の三　組合（指定都市職員共済組合等にあつては、法第二十七条第四項の規定により市町村連合会の業務をこれらの組合に行わ

せることとした場合を除き、市町村連合会）は、組合員たる離婚時みなし被保険者期間を有する者ごとに、みなし組合員原票を備え、次

に掲げる事項を記載して整理しなければならない。

一　組合員たる離婚時みなし被保険者期間を有する者の氏名、生年月日、住所及び基礎年金番号

二　組合員たる離婚時みなし被保険者期間

三　組合員たる離婚時みなし被保険者期間に係る厚生年金保険の標準報酬月額及び標準賞与額

四　その他必要な事項

２　組合（指定都市職員共済組合等にあつては、法第二十七条第四項の規定により市町村連合会の業務をこれらの組合に行わせることとし

た場合を除き、市町村連合会）は、組合員たる離婚時みなし被保険者期間を有する者が他の組合の組合員となつたとき若しくは国の組合

の組合員となつたとき（他の組合の組合員であるとき若しくは国の組合の組合員であるとき又は他の組合の組合員たる離婚時みなし被保

険者期間若しくは他の組合の組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者若しくは国の組合の組合員たる離婚時みなし被保険

者期間若しくは国の組合の組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者となつたときを含む。）は、その者に係るみなし組合

員原票その他必要な書類を当該他の組合（指定都市職員共済組合等にあつては、同項の規定により市町村連合会の業務をこれらの組合に

行わせることとした場合を除き、市町村連合会）又は国の組合に送付し、その写しを保管しなければならない。

３　第三号厚生年金被保険者（第三号厚生年金被保険者であつた者を含む。）について、厚生年金保険法第七十八条の七の規定を適用する

場合においては、みなし組合員原票をもつて同法第二十八条に規定する原簿とみなす。この場合において、同法第七十八条の七に規定す

る主務省令で定める事項は、第一項各号に掲げる事項とする。

（被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者の届出等）

第九十一条の四　組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者（組合員期間を有する者を除く。以下この条において同じ。）は、

その氏名又は住所に変更があつたときは、遅滞なく、当該変更に関する届書を組合（指定都市職員共済組合等にあつては、法第二十七条

第四項の規定により市町村連合会の業務をこれらの組合に行わせることとした場合を除き、市町村連合会。第三項において同じ。）に提

出しなければならない。

２　組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者が死亡した場合には、当該組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間を有す

る者であつた者の遺族又は相続人は、次に掲げる事項を記載した死亡届書を組合に提出しなければならない。ただし、死亡に際し、当該

組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者であつた者に係る厚生年金保険給付の請求を行うことができるときは、この限り

でない。

一　組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者であつた者の氏名、生年月日、住所及び基礎年金番号

二　死亡した年月日

三　その他必要な事項

３　組合は、組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者又は前項に規定する遺族若しくは相続人に対し、第一項に規定する届

書又は前項に規定する死亡届書に記載された事項について確認できる書類の提出を求めることができる。

（被扶養配偶者みなし組合員原票）

第九十一条の五　組合（指定都市職員共済組合等にあつては、法第二十七条第四項の規定により市町村連合会の業務をこれらの組合に行わ

せることとした場合を除き、市町村連合会）は、組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者ごとに、被扶養配偶者みなし組

合員原票を備え、次に掲げる事項を記載して整理しなければならない。

一　組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者の氏名、生年月日、住所及び基礎年金番号

二　組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間

三　組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間に係る厚生年金保険の標準報酬月額及び標準賞与額

四　その他必要な事項

２　組合（指定都市職員共済組合等にあつては、法第二十七条第四項の規定により市町村連合会の業務をこれらの組合に行わせることとし

た場合を除き、市町村連合会）は、組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者が他の組合の組合員となつたとき若しくは国

の組合の組合員となつたとき（他の組合の組合員であるとき若しくは国の組合の組合員であるとき又は他の組合の組合員たる離婚時みな

し被保険者期間若しくは他の組合の組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者若しくは国の組合の組合員たる離婚時みなし

被保険者期間若しくは国の組合の組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者となつたときを含む。）は、その者に係る被扶
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養配偶者みなし組合員原票その他必要な書類を当該他の組合（指定都市職員共済組合等にあつては、同項の規定により市町村連合会の業

務をこれらの組合に行わせることとした場合を除き、市町村連合会）又は国の組合に送付し、その写しを保管しなければならない。

３　第三号厚生年金被保険者（第三号厚生年金被保険者であつた者を含む。）について、厚生年金保険法第七十八条の十五の規定を適用す

る場合においては、被扶養配偶者みなし組合員原票をもつて同法第二十八条に規定する原簿とみなす。この場合において、同法第七十八

条の十五に規定する主務省令で定める事項は、第一項各号に掲げる事項とする。

（退職の届出）

第九十二条　組合員が退職したときは、次に掲げる事項を記載した退職届書に年金である給付の支給に関し必要なものとして主務大臣が定

める書類（以下「組合員期間等証明書」という。）を添えて、当該退職の時における所属機関の長を経由して、組合に提出しなければな

らない。ただし、第百二十八条第一項、第百二十九条第一項又は第百三十八条第一項（同条第三項において準用する場合を含む。）の請

求書を提出する者については、この限りでない。

一　組合員であつた者の氏名及び生年月日

二　退職当時の所属機関の名称

三　退職年月日

四　その他必要な事項

２　組合は、前項の届書を受理したときは、退職者台帳に組合員期間その他所要の事項を記載して整理しなければならない。

３　短期組合員が退職したときは、次に掲げる事項を記載した退職に係る届書を、当該退職の時における所属機関の長を経由して、組合に

提出しなければならない。

一　短期組合員であつた者の氏名及び生年月日

二　退職当時の所属機関の名称

三　退職年月日

四　その他必要な事項

（組合員証等）

第九十三条　組合員の資格を取得した者（法第二条第一項第二号に規定する後期高齢者医療の被保険者等（以下「後期高齢者医療の被保険

者等」という。）であつた者で短期給付に関する規定の適用を受ける組合員となつた者を含む。）は、次に掲げる事項を記載した組合員資

格取得届書を所属機関の長を経由して、組合に提出しなければならない。ただし、組合員となつた者が、法第七十四条第二項各号のいず

れかに該当するときは第一号に規定する基礎年金番号を当該組合員資格取得届書に記載することを要しないものとする。

一　組合員の氏名（片仮名で振り仮名を付するものとする。）、生年月日、性別、住所、個人番号（行政手続における特定の個人を識別す

るための番号の利用等に関する法律（平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。）第二条第五項に規定する個人番号

をいう。以下同じ。）及び基礎年金番号

二　所属機関の名称

三　組合員の資格を取得した年月日

四　その他必要な事項

２　前項の届出は、組合員の資格を取得した日から五日以内に行わなければならない。

３　組合は、第一項の届書を受理したとき、又は継続長期組合員であつた者で引き続き継続長期組合員以外の組合員となつたものに係る第

百七十八条の二第六項の届書を受理したときは、遅滞なく、別紙様式第十四号による組合員証を作成し、組合員の資格を取得した者又は

当該継続長期組合員以外の組合員となつた者に交付しなければならない。

（氏名、住所又は個人番号の変更の申告）

第九十三条の二　組合員は、その氏名、住所又は個人番号に変更があつたときは、遅滞なく、当該変更に関する申告書を組合に提出しなけ

ればならない。

（組合員であつた者の氏名又は住所の変更の申告等）

第九十三条の三　組合員であつた者は、その氏名又は住所に変更があつたときは、遅滞なく、当該変更に関する申告書を組合に提出しなけ

ればならない。

２　組合員であつた者が死亡した場合には、当該組合員であつた者の遺族又は相続人は、次に掲げる事項及び死亡年月日を記載した死亡届

書を組合に提出しなければならない。ただし、死亡に際し、当該組合員であつた者に係る長期給付の請求を行うことができるときは、こ

の限りでない。

一　組合員であつた者の氏名、生年月日及び住所

二　退職当時の所属機関の名称

三　組合員の資格を取得した年月日及び喪失した年月日

四　その他必要な事項

３　組合は、組合員であつた者又は前項に規定する遺族若しくは相続人に対し、第一項に規定する申告書又は前項に規定する死亡届書に記

載された事項について確認できる書類の提出を求めることができる。

（被扶養者の申告）

第九十四条　組合員となつた者に被扶養者の要件を備える者がある場合又は組合員について被扶養者の要件を備える者が生じた場合若しく

は被扶養者がその要件を欠くに至つた場合には、その組合員は、当該事実が生じた日から五日以内に、次に掲げる事項（第四号に掲げる

事項にあつては、組合員となつた者に被扶養者の要件を備える者がある場合又は組合員について被扶養者の要件を備える者が生じた場合

に限る。）を記載した被扶養者申告書を組合に提出しなければならない。ただし、後期高齢者医療の被保険者等に該当し被扶養者がその

要件を欠くに至つた場合で、組合がその事実を組合員原票、被扶養者申告書その他組合が保有する書面により確認したときは、この限り

でない。

一　組合員の氏名（片仮名で振り仮名を付するものとする。）及び住所並びに組合員証の組合員等記号・番号又は個人番号

二　被扶養者の要件を備える者又は被扶養者の要件を欠くに至つた者の氏名（片仮名で振り仮名を付するものとする。）、性別、生年月

日、職業、年間所得推計額、住所及び個人番号並びにその者と組合員との身分関係

三　被扶養者の要件を備えるに至つた年月日又は被扶養者の要件を欠くに至つた年月日及びその理由

四　被扶養者の要件を備える者が第二条の三第二項各号のいずれかに該当する場合にあつては、その旨

五　その他必要な事項

２　前項の規定によつて被扶養者申告書に記載することとされた事項のうち、個人番号については、被扶養者がその要件を欠くに至つたと

きは、当該被扶養者申告書に記載することを要しないものとする。
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（組合員資格情報等の提供）

第九十四条の二　組合は、法第百四十四条の三十三第一項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる事務を委託する場合は、第九十三条

第一項の規定による届出を受けた日から五日以内に当該届出に係る組合員の資格に係る情報を、電磁的方法（電子情報処理組織を使用す

る方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下同じ。）により、社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会に

提供するものとする。

２　前項の規定は、前条第一項の規定による申告を受けた場合について準用する。この場合において、前項中「第九十三条第一項の規定に

よる届出」とあるのは「第九十四条第一項の規定による申告」と、「当該届出に係る組合員」とあるのは「当該申告に係る被扶養者」と

読み替えるものとする。

（組合員証の記載事項の訂正）

第九十五条　組合員は、組合員証の記載事項に変更があつたときは、遅滞なく、組合員証に当該変更に関する申告書を添えて、組合に提出

しなければならない。

２　組合は、前項の規定による組合員証の提出があつたときは、遅滞なく、その記載事項を訂正して、その組合員に返付しなければならな

い。

（組合員証の亡失等）

第九十六条　組合員は、組合員証を亡失し、又は著しく損傷したときは、遅滞なく、亡失の場合を除き組合員証を添えて、次に掲げる事項

を記載した組合員証等再交付申請書を組合に提出しなければならない。

一　組合員の氏名及び住所並びに組合員証の組合員等記号・番号又は個人番号

二　再交付の申請を行う理由

三　その他必要な事項

２　組合は、前項の申請書の提出を受けたときは、新たな組合員証を交付するものとする。

３　組合員は、組合員証の再交付を受けた後において、亡失した組合員証を発見したときは、遅滞なく、これを組合に返納しなければなら

ない。

（組合員証の検認等）

第九十七条　組合は、組合の定めるところにより、組合員証の検認又は更新をするものとする。

２　組合員は、検認、更新又は記載事項の訂正のため、組合員証の提出を求められたときは、遅滞なく、これを組合に提出しなければなら

ない。

３　組合は、前項の規定により組合員証の提出を受けたときは、遅滞なく、これを検認し、更新し、又は記載事項を訂正して、その者に交

付しなければならない。

４　第一項の規定により検認又は更新を行なつた場合において、その検認又は更新を受けない組合員証は無効とする。

（組合員証の返納）

第九十八条　組合員は、その資格を喪失したとき、後期高齢者医療の被保険者等となつたとき又は継続長期組合員となつたときは、遅滞な

く、組合員証を組合に返納しなければならない。

２　前項の資格喪失の原因が死亡である場合又は同項の規定により組合員証を返納すべき者が死亡した場合には、埋葬料の支給を受けるべ

き者は、その請求の際、組合員証を組合に返納しなければならない。

（組合員証整理簿）

第九十九条　組合は、別紙様式第十七号による組合員証整理簿を備え、組合員証の交付、検認、更新、返納その他所要の事項を記載して整

理しなければならない。

（組合員被扶養者証等）

第百条　組合は、第九十四条の申告書（組合員について被扶養者がその要件を欠くに至つた場合を除く。）を受理したときは、遅滞なく、

別紙様式第十九号による組合員被扶養者証を作成し、組合員に交付しなければならない。

２　組合員は、被扶養者の氏名、住所又は個人番号に変更があつたときは、遅滞なく、当該変更に関する申告書を組合に提出しなければな

らない。

３　第九十五条から前条までの規定は、組合員被扶養者証について準用する。この場合において、第九十七条第一項中「ものとする」とあ

るのは「ものとする。この場合において、組合は、組合の定めるところにより、組合員被扶養者証の交付を行つた組合員に対し、被扶養

者の要件の確認を行うものとする」と、前条中「別紙様式第十七号による組合員証整理簿」とあるのは「別紙様式第十九号の二による組

合員被扶養者証整理簿」と、「、組合員証」とあるのは「、組合員被扶養者証」と読み替えるものとする。

（高齢受給者証の交付等）

第百条の二　組合は、組合員が法第五十七条第二項第二号若しくは第三号に掲げる場合に該当することとなるとき又はその被扶養者が法第

五十九条第二項第一号ハ若しくはニに掲げる場合に該当することとなるときには、遅滞なく、別紙様式第二十号による高齢受給者証を作

成し、組合員に対して交付しなければならない。ただし、組合員証（前条第一項に規定する組合員被扶養者証、第百七十六条第二項に規

定する船員組合員証及び船員組合員被扶養者証並びに第百八十四条第一項に規定する任意継続組合員証及び任意継続組合員被扶養者証を

含む。）に一部負担金の割合又は百分の百から法第五十九条第二項第一号ハ若しくはニに定める割合を控除して得た割合及び高齢受給者

証を兼ねる旨を明記した場合は、この限りでない。

２　前項の規定により高齢受給者証の交付を受けた組合員は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、高齢受給者

証を返納しなければならない。

一　組合員の資格を喪失したとき

二　組合員が継続長期組合員の資格を取得したとき

三　法第五十九条第二項第一号ハ又はニに掲げる場合に該当する被扶養者が被扶養者の要件を欠くに至つたとき

四　高齢受給者証に記載されている一部負担金の割合が変更されるとき

五　組合員又はその被扶養者が後期高齢者医療の被保険者等となつたとき

六　高齢受給者証の有効期限に至つたとき

３　第九十五条から第九十九条までの規定（第九十八条第一項の規定を除く。）は、高齢受給者証について準用する。この場合において、

第九十八条第二項中「前項の資格喪失の」とあるのは「第百条の二第二項第一号の資格喪失又は同項第三号の要件を欠くに至つた」と、

「埋葬料」とあるのは「埋葬料又は家族埋葬料」と、第九十九条中「別紙様式第十七号による組合員証整理簿」とあるのは「別紙様式第

二十号の二による高齢受給者証整理簿」と読み替えるものとする。
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（高齢任意加入被保険者の資格取得の申出又は申請）

第百条の三　厚生年金保険法附則第四条の三第一項の規定による被保険者（第三号厚生年金被保険者に係るものに限る。次条から第百条の

六までにおいて同じ。）の資格取得の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を組合に提出することによつて行うものとする。

一　申出者の氏名、生年月日及び住所

一の二　個人番号及び基礎年金番号

二　報酬月額

三　その他必要な事項

２　前項の申出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一　生年月日に関する市町村長（特別区の区長を含むものとし、地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一

項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。以下同じ。）による証明書又は戸籍の抄本若しくは戸籍の謄本

二　前項の規定により同項の申出書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにする

ことができる書類

三　厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間（以下「第一号厚生年金被保険者期間」という。）

を有する者にあつては厚生労働大臣が、法律によつて組織された共済組合（以下単に「共済組合」という。）の組合員又は私立学校教

職員共済法（昭和二十八年法律第二百四十五号）の規定による私立学校教職員共済制度の加入者（以下「私学教職員共済制度の加入

者」という。）であつた期間（他の法令の規定により当該組合員又は加入者であつた期間とみなされる期間に係るもの及び他の法令の

規定により当該組合員又は加入者であつた期間に算入される期間を含む。）（厚生年金保険法等の一部を改正する法律（平成八年法律第

八十二号。以下「平成八年改正法」という。）附則第五条第一項の規定により被保険者であつた期間とみなされた期間及び厚生年金保

険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律（平成十三年法律第

百一号。以下「平成十三年統合法」という。）附則第六条の規定により被保険者であつた期間とみなされた期間を除く。以下同じ。）を

有する者にあつては、当該共済組合（平成八年改正法附則第三十二条第二項に規定する存続組合（以下単に「存続組合」という。）又

は平成八年改正法附則第四十八条第一項に規定する指定基金（以下単に「指定基金」という。）を含む。）又は日本私立学校振興・共済

事業団が国民年金法施行規則（昭和三十五年厚生省令第十二号）様式第一号により当該期間を確認した書類

四　国民年金法附則第七条第一項に規定する合算対象期間（国民年金等改正法附則第八条第五項（同項第三号から第四号の二まで及び第

六号から第七号の二までを除く。）の規定により合算対象期間に算入される期間を含む。）を有する者にあつては、当該期間を明らかに

することができる書類

五　報酬月額を明らかにすることができる書類

（高齢任意加入被保険者の資格喪失の申出）

第百条の四　厚生年金保険法附則第四条の三第四項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を組合に提出することによつて

行うものとする。

一　被保険者の氏名、生年月日及び住所

一の二　個人番号又は基礎年金番号

二　標準報酬月額

三　その他必要な事項

（高齢任意加入被保険者の氏名変更の届出）

第百条の五　厚生年金保険法附則第四条の三第一項の規定による被保険者は、その氏名を変更したときは、速やかに、次に掲げる事項を記

載した届書を組合に提出しなければならない。

一　被保険者の個人番号又は基礎年金番号

二　変更前の氏名

（高齢任意加入被保険者の住所変更の届出）

第百条の六　厚生年金保険法附則第四条の三第一項の規定による被保険者は、その住所を変更したときは、速やかに、次に掲げる事項を記

載した届書を組合に提出しなければならない。

一　被保険者の個人番号又は基礎年金番号

二　変更前の住所

（高齢任意加入被保険者の個人番号の変更の届出）

第百条の七　厚生年金保険法附則第四条の三第一項の規定による被保険者は、その個人番号を変更したときは、速やかに、次に掲げる事項

を記載した届書を組合に提出しなければならない。

一　被保険者の氏名、生年月日及び住所

二　変更前及び変更後の個人番号

三　個人番号の変更年月日

第四章　給付

第一節　通則

（添付書類の省略）

第百一条　二以上の給付（厚生年金保険給付を除く。）を同時に請求する者は、これらの給付の請求の際添付すべき書類が同一であるとき

は、この命令に定めるところによるほか、運営規則で定めるところにより、一の添付書類によりこれらの給付を請求することができる。

（標準報酬の決定等）

第百一条の二　組合は、次に掲げる事項を記載した標準報酬定時決定基礎届の提出を当該組合員の給与支給機関から受け、標準報酬を決定

するものとする。

一　組合員の氏名、生年月日、性別及び組合員証の組合員等記号・番号又はこれに準ずるもの

二　法第四十三条第五項に規定する報酬の総額

三　その他必要な事項

２　組合は、組合員の資格を取得した者があるときは、次に掲げる事項を記載した標準報酬新規・転入基礎届の提出を当該組合員の給与支

給機関から受け、標準報酬を決定するものとする。

一　組合員の氏名、生年月日、性別及び組合員証の組合員等記号・番号又はこれに準ずるもの

二　組合員の資格を取得した年月日及び報酬の総額

三　その他必要な事項
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３　組合は、法第四十三条第十項の規定により組合員の標準報酬を改定するときは、次に掲げる事項を記載した標準報酬随時改定基礎届の

提出を当該組合員の給与支給機関から受け、標準報酬を改定するものとする。

一　組合員の氏名、生年月日、性別及び組合員証の組合員等記号・番号又はこれに準ずるもの

二　改定前における標準報酬の月額及び等級

三　法第四十三条第十項に規定する報酬の総額

四　標準報酬の月額を改定する理由及び年月日

五　その他必要な事項

４　組合は、法第四十三条第十二項の申出並びに同項に規定する育児休業等（以下「育児休業等」という。）に係る子の氏名及び生年月日

並びに当該育児休業等の承認期間を証明する証拠書類の提出が組合員からあり標準報酬を改定するときは、次に掲げる事項を記載した標

準報酬育児休業等終了時改定基礎届の提出を当該組合員の給与支給機関から受け、標準報酬を改定するものとする。

一　組合員の氏名、生年月日、性別及び組合員証の組合員等記号・番号又はこれに準ずるもの

二　改定前における標準報酬の月額及び等級

三　法第四十三条第十二項に規定する報酬の総額

四　標準報酬の月額を改定する年月日

五　その他必要な事項

５　組合は、法第四十三条第十四項の申出並びに同項に規定する産前産後休業（以下「産前産後休業」という。）に係る子の氏名及び生年

月日並びに当該産前産後休業の取得期間を証明する証拠書類の提出が組合員からあり標準報酬を改定するときは、次に掲げる事項を記載

した標準報酬産前産後休業終了時改定基礎届の提出を当該組合員の給与支給機関から受け、標準報酬を改定するものとする。

一　組合員の氏名、生年月日、性別及び組合員証の組合員等記号・番号又はこれに準ずるもの

二　改定前における標準報酬の月額及び等級

三　法第四十三条第十四項に規定する報酬の総額

四　標準報酬の月額を改定する年月日

五　その他必要な事項

６　公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律（平成十二年法律第五十号。以下「公益的法人等派遣法」という。）第二

条第一項の規定により派遣された職員（以下「公益的法人等派遣職員」という。）である組合員に係る第一項から前項までの規定の適用

については、これらの規定中「の給与支給機関」とあるのは、「を派遣する地方公共団体」とする。

７　前項の場合において、地方公共団体は、公益的法人等派遣法第二条第三項に規定する派遣先団体（以下「公益的法人等」という。）に

対し、第一項から第五項までの規定による標準報酬の決定又は改定に係る基礎届の提出に関し必要な情報の提供を求めるものとする。

８　組合は、継続長期組合員を使用する事業主が、健康保険法第四十九条第一項の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けた

ときは、当該事業主から当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬（同項に規定する標準報酬をいう。次

項から第十三項まで及び第百一条の十において同じ。）のうち同法第四十条第一項に規定する標準報酬月額を参酌して当該継続長期組合

員の標準報酬を決定し、又は改定するものとする。

９　組合は、国と民間企業との間の人事交流に関する法律（平成十一年法律第二百二十四号）第八条第二項に規定する交流派遣職員（以下

「交流派遣職員」という。）である組合員を使用する派遣先企業（同法第七条第三項に規定する派遣先企業をいう。以下同じ。）が、健康

保険法第四十九条第一項の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、当該派遣先企業から当該通知に係る書類の写

しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬のうち同法第四十条第一項に規定する標準報酬月額を参酌して当該交流派遣職員である

組合員の標準報酬を決定し、又は改定するものとする。

１０　組合は、令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法（平成二十七年法律第三十三号）第十七条第

七項に規定する派遣職員（以下「オリンピック・パラリンピック派遣職員」という。）である組合員を使用する同法第八条第一項に規定

する組織委員会（以下「オリンピック・パラリンピック組織委員会」という。）が、健康保険法第四十九条第一項の規定による標準報酬

の決定又は改定に係る通知を受けたときは、オリンピック・パラリンピック組織委員会から当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当

該写しに記載された標準報酬のうち同法第四十条第一項に規定する標準報酬月額を参酌して当該オリンピック・パラリンピック派遣職員

である組合員の標準報酬を決定し、又は改定するものとする。

１１　組合は、平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法（平成二十七年法律第三十四号）第四条第七項に規定する派遣職員

（以下「ラグビー派遣職員」という。）である組合員を使用する同法第二条に規定する組織委員会（以下「ラグビー組織委員会」という。）

が、健康保険法第四十九条第一項の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、ラグビー組織委員会から当該通知に

係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬のうち同法第四十条第一項に規定する標準報酬月額を参酌して当該ラグビ

ー派遣職員である組合員の標準報酬を決定し、又は改定するものとする。

１２　組合は、令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律（平成三十一年法律第十八号）第二

十五条第七項に規定する派遣職員（以下「国際博覧会派遣職員」という。）である組合員を使用する同法第十四条第一項の規定により指

定された博覧会協会（以下「国際博覧会協会」という。）が、健康保険法第四十九条第一項の規定による標準報酬の決定又は改定に係る

通知を受けたときは、国際博覧会協会から当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬のうち同法第四十条

第一項に規定する標準報酬月額を参酌して当該国際博覧会派遣職員である組合員の標準報酬を決定し、又は改定するものとする。

１３　組合は、令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律（令和四年法律第十五号）第十

五条第七項に規定する派遣職員（以下「園芸博覧会派遣職員」という。）である組合員を使用する同法第二条第一項の規定により指定さ

れた博覧会協会（以下「園芸博覧会協会」という。）が、健康保険法第四十九条第一項の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知

を受けたときは、園芸博覧会協会から当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬のうち同法第四十条第一

項に規定する標準報酬月額を参酌して当該園芸博覧会派遣職員である組合員の標準報酬を決定し、又は改定するものとする。

（第三号厚生年金被保険者である組合員の標準報酬月額の決定等）

第百一条の三　第三号厚生年金被保険者について、厚生年金保険法第二十一条から第二十三条の三までの規定により当該組合員の厚生年金

保険の標準報酬月額を決定し、又は改定するときは、当該厚生年金保険の標準報酬月額の決定又は改定は、法第四十三条第五項、第八

項、第十項、第十二項又は第十四項の規定による当該組合員の標準報酬の決定又は改定と同時に行うものとする。

２　前項の規定により厚生年金保険法第二十一条から第二十三条の三までの規定による厚生年金保険の標準報酬月額を決定し、又は改定す

る場合においては、前条第一項から第五項までの規定による標準報酬の決定又は改定に係る基礎届を厚生年金保険の標準報酬月額の決定

又は改定に係る基礎届とみなして、これらの規定を適用する。

３　第三号厚生年金被保険者である組合員が公益的法人等派遣職員、継続長期組合員、交流派遣職員、オリンピック・パラリンピック派遣

職員、ラグビー派遣職員、国際博覧会派遣職員又は園芸博覧会派遣職員となつた場合における前条第八項から第十三項までの規定の適用
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については、これらの規定中「標準報酬を決定」とあるのは、「標準報酬及び厚生年金保険法第二十一条第一項に規定する標準報酬月額

を決定」とする。

（第三号厚生年金被保険者が育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定に係る申出）

第百一条の四　第百一条の二第四項の規定は、第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険法第二十三条の二第一項の申出について準用する。

この場合において、第百一条の二第四項中「法第四十三条第十二項の申出並びに同項に規定する」とあるのは「厚生年金保険法第二十三

条の二第一項の申出並びに」と、「標準報酬を」とあるのは「標準報酬月額を」と、「標準報酬の月額」とあるのは「標準報酬月額」と、

同項第三号中「法第四十三条第十二項」とあるのは「厚生年金保険法第二十三条の二第一項」と読み替えるものとする。

２　第百一条の二第五項の規定は、第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険法第二十三条の三第一項の申出について準用する。この場合に

おいて、第百一条の二第五項中「法第四十三条第十四項の申出並びに同項に規定する」とあるのは「厚生年金保険法第二十三条の三第一

項の申出並びに」と、「標準報酬を」とあるのは「標準報酬月額を」と、「標準報酬の月額」とあるのは「標準報酬月額」と、同項第三号

中「法第四十三条第十四項」とあるのは「厚生年金保険法第二十三条の三第一項」と読み替えるものとする。

（第三号厚生年金被保険者が育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定に係る申出の特例）

第百一条の五　第三号厚生年金被保険者が法第四十三条第十二項の申出をした場合には、厚生年金保険法第二十三条の二第一項の申出をし

たものとみなす。

２　第三号厚生年金被保険者が法第四十三条第十四項の申出をした場合には、厚生年金保険法第二十三条の三第一項の申出をしたものとみ

なす。

（七十歳以上の使用される者の要件）

第百一条の六　七十歳以上の組合員については、厚生年金保険法第二十七条に規定する七十歳以上の使用される者（以下「七十歳以上の使

用される者」という。）とみなす。

（七十歳以上の使用される者に係る標準報酬月額に相当する額の決定等）

第百一条の七　七十歳以上の組合員について、法第四十三条第五項、第八項、第十項、第十二項又は第十四項の規定による当該組合員の標

準報酬の決定又は改定が行われたときは、決定又は改定された額を厚生年金保険法第四十六条第二項に規定する標準報酬月額に相当する

額（以下「七十歳以上被用者の標準報酬月額」という。）とする。

２　前項の規定により七十歳以上被用者の標準報酬月額を決定し、又は改定する場合においては、第百一条の二第一項から第五項までの規

定による標準報酬の決定又は改定に係る基礎届を七十歳以上被用者の標準報酬月額の決定又は改定に係る基礎届とみなして、これらの規

定を適用する。

３　指定都市職員共済組合等は、第一項の規定により七十歳以上被用者の標準報酬月額を決定し、又は改定したときは、当該七十歳以上の

使用される者ごとに、その七十歳以上被用者の標準報酬月額及び当該標準報酬月額の基礎となつた報酬月額を市町村連合会に通知しなけ

ればならない。

（標準報酬の組合員への通知等）

第百一条の八　組合は、法第四十三条第五項、第八項、第十項、第十二項又は第十四項の規定により組合員の標準報酬を決定し、又は改定

したとき、及び厚生年金保険法第二十一条第一項、第二十二条第一項、第二十三条第一項、第二十三条の二第一項又は第二十三条の三第

一項の規定により第三号厚生年金被保険者である組合員の厚生年金保険の標準報酬月額を決定し、又は改定したときは、その旨を当該組

合員に通知しなければならない。この場合において、当該組合員が公益的法人等派遣職員、継続長期組合員、交流派遣職員、オリンピッ

ク・パラリンピック派遣職員、ラグビー派遣職員、国際博覧会派遣職員又は園芸博覧会派遣職員であるときは、当該決定し、又は改定し

た標準報酬及び厚生年金保険の標準報酬月額を当該組合員を使用する公益的法人等、公庫等（法第百四十条第一項に規定する公庫等をい

う。以下同じ。）若しくは特定公庫等（法第百四十二条第二項の規定により読み替えられた法第百四十条第一項に規定する特定公庫等を

いう。以下同じ。）、派遣先企業、オリンピック・パラリンピック組織委員会、ラグビー組織委員会、国際博覧会協会又は園芸博覧会協会

に通知しなければならない。

２　給与支給機関は、組合に代わつて、前項前段の通知をすることができる。この場合において、組合は同項前段の通知をしたものとみな

す。

３　組合は、第一項前段の規定にかかわらず、組合員の標準報酬及び厚生年金保険の標準報酬月額を閲覧に供することをもつて同項前段の

通知に代えることができる。

（標準報酬の市町村連合会への通知）

第百一条の九　指定都市職員共済組合等は、法第四十三条第五項、第八項、第十項、第十二項又は第十四項の規定により組合員の標準報酬

を決定し、又は改定したとき、及び厚生年金保険法第二十一条第一項、第二十二条第一項、第二十三条第一項、第二十三条の二第一項又

は第二十三条の三第一項の規定により第三号厚生年金被保険者である組合員の厚生年金保険の標準報酬月額を決定し、又は改定したとき

は、当該組合員ごとに、その標準報酬の月額及び当該厚生年金保険の標準報酬月額並びに当該標準報酬の月額及び当該厚生年金保険の標

準報酬月額の基礎となつた報酬月額を市町村連合会に通知しなければならない。

（標準期末手当等の額の決定）

第百一条の十　組合は、次に掲げる事項を記載した標準期末手当等の額決定基礎届の提出を当該組合員の給与支給機関から受け、標準期末

手当等の額を決定するものとする。

一　組合員の氏名、生年月日、性別及び組合員証の組合員等記号・番号又はこれに準ずるもの

二　期末手当等の額及び支払年月

三　その他必要な事項

２　公益的法人等派遣職員である組合員に係る前項の規定の適用については、同項中「の給与支給機関」とあるのは、「を派遣する地方公

共団体」とする。

３　前項の場合において、地方公共団体は、公益的法人等に対し、第一項の規定による標準期末手当等の額決定基礎届の提出に関し必要な

情報の提供を求めるものとする。

４　組合は、継続長期組合員を使用する事業主が、健康保険法第四十九条第一項の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けた

ときは、当該事業主から当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬のうち標準賞与額（同法第四十五条第

一項の規定により決定される標準賞与額をいう。次項から第九項までにおいて同じ。）を参酌して当該継続長期組合員の標準期末手当等

の額を決定するものとする。

５　組合は、交流派遣職員である組合員を使用する派遣先企業が、健康保険法第四十九条第一項の規定による標準報酬の決定又は改定に係

る通知を受けたときは、当該派遣先企業から当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬のうち標準賞与額

を参酌して当該交流派遣職員である組合員の標準期末手当等の額を決定するものとする。

６　組合は、オリンピック・パラリンピック派遣職員である組合員を使用するオリンピック・パラリンピック組織委員会が、健康保険法第

四十九条第一項の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、オリンピック・パラリンピック組織委員会から当該通
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知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬のうち標準賞与額を参酌して当該オリンピック・パラリンピック派遣

職員である組合員の標準期末手当等の額を決定するものとする。

７　組合は、ラグビー派遣職員である組合員を使用するラグビー組織委員会が、健康保険法第四十九条第一項の規定による標準報酬の決定

又は改定に係る通知を受けたときは、ラグビー組織委員会から当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬

のうち標準賞与額を参酌して当該ラグビー派遣職員である組合員の標準期末手当等の額を決定するものとする。

８　組合は、国際博覧会派遣職員である組合員を使用する国際博覧会協会が、健康保険法第四十九条第一項の規定による標準報酬の決定又

は改定に係る通知を受けたときは、国際博覧会協会から当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬のうち

標準賞与額を参酌して当該国際博覧会派遣職員である組合員の標準期末手当等の額を決定するものとする。

９　組合は、園芸博覧会派遣職員である組合員を使用する園芸博覧会協会が、健康保険法第四十九条第一項の規定による標準報酬の決定又

は改定に係る通知を受けたときは、園芸博覧会協会から当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬のうち

標準賞与額を参酌して当該園芸博覧会派遣職員である組合員の標準期末手当等の額を決定するものとする。

（第三号厚生年金被保険者の標準賞与額の決定等）

第百一条の十一　第三号厚生年金被保険者について、厚生年金保険法第二十四条の四の規定により当該被保険者の厚生年金保険の標準賞与

額を決定するときは、当該厚生年金保険の標準賞与額の決定は、法第四十四条第一項（同条第三項の規定により読み替えて適用する場合

を含む。次条において同じ。）の規定による当該組合員の標準期末手当等の額の決定と同時に行うものとする。

２　前項の規定により厚生年金保険の標準賞与額を決定する場合においては、前条第一項の規定による標準期末手当等の額の決定に係る基

礎届を厚生年金保険の標準賞与額の決定に係る基礎届とみなして、同項の規定を適用する。

３　第三号厚生年金被保険者である組合員が公益的法人等派遣職員、継続長期組合員、交流派遣職員、オリンピック・パラリンピック派遣

職員、ラグビー派遣職員、国際博覧会派遣職員又は園芸博覧会派遣職員となつた場合における前条第四項から第九項までの規定の適用に

ついては、これらの規定中「標準期末手当等の額を」とあるのは、「標準期末手当等の額及び厚生年金保険法第二十四条の四第一項に規

定する標準賞与額を」とする。

（七十歳以上の使用される者に係る標準賞与額に相当する額の決定等）

第百一条の十二　七十歳以上の組合員について、法第四十四条第一項の規定による当該組合員の標準期末手当等の額の決定が行われたとき

は、当該決定された額を厚生年金保険法第四十六条第二項に規定する標準賞与額に相当する額（以下「七十歳以上被用者の標準賞与額」

という。）とする。

２　前項の規定により七十歳以上被用者の標準賞与額を決定する場合においては、第百一条の十第一項の規定による標準期末手当等の額の

決定に係る基礎届を七十歳以上被用者の標準賞与額の決定に係る基礎届とみなして、同項の規定を適用する。

３　指定都市職員共済組合等は、第一項の規定により七十歳以上被用者の標準賞与額を決定したときは、当該七十歳以上の使用される者ご

とに、その七十歳以上被用者の標準賞与額及び当該標準賞与額の基礎となつた期末手当等の額を当該決定した月を単位として市町村連合

会に通知しなければならない。

（標準期末手当等の額の組合員への通知等）

第百一条の十三　組合は、法第四十四条第一項（同条第二項又は第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次条において同じ。）

の規定により組合員の標準期末手当等の額を決定したとき、及び厚生年金保険法第二十四条の四の規定により第三号厚生年金被保険者で

ある組合員の厚生年金保険の標準賞与額を決定したときは、その旨を当該組合員に通知しなければならない。この場合において、当該組

合員が公益的法人等派遣職員、継続長期組合員、交流派遣職員、オリンピック・パラリンピック派遣職員、ラグビー派遣職員、国際博覧

会派遣職員又は園芸博覧会派遣職員であるときは、当該決定した標準期末手当等の額及び厚生年金保険の標準賞与額を当該組合員を使用

する公益的法人等、公庫等若しくは特定公庫等、派遣先企業、オリンピック・パラリンピック組織委員会、ラグビー組織委員会、国際博

覧会協会又は園芸博覧会協会に通知しなければならない。

２　給与支給機関は、組合に代わつて、前項前段の通知をすることができる。この場合において、組合は同項前段の通知をしたものとみな

す。

３　組合は、第一項前段の規定にかかわらず、組合員の標準期末手当等の額及び厚生年金保険の標準賞与額を閲覧に供することをもつて同

項前段の通知に代えることができる。

（標準期末手当等の額の市町村連合会への通知）

第百一条の十四　指定都市職員共済組合等は、法第四十四条第一項の規定により組合員の標準期末手当等の額を決定したとき、及び厚生年

金保険法第二十四条の四の規定により第三号厚生年金被保険者である組合員の厚生年金保険の標準賞与額を決定したときは、当該組合員

ごとに、その標準期末手当等の額及び厚生年金保険の標準賞与額並びに当該標準期末手当等の額及び当該厚生年金保険の標準賞与額の基

礎となつた期末手当等の額を当該決定をした月を単位として市町村連合会に通知しなければならない。

（支払未済の給付）

第百二条　法第四十七条第一項の規定により給付の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項（第一号の二に掲げる事項にあつては、退

職等年金給付に係る支払未済の給付の支給を受けようとする場合に限る。）を記載した請求書を組合（指定都市職員共済組合等にあつて

は、法第二十七条第四項の規定により市町村連合会の業務をこれらの組合に行わせることとした場合を除き、市町村連合会。次条、第百

二十一条第三項、第百二十二条、第百二十四条第二項、第五項及び第六項、第百二十六条第二項、第百二十八条から第百四十五条まで、

第百四十七条から第百五十三条まで、第百五十五条、第百五十六条、第百五十九条第一項及び第三項、第百五十九条の二、第百五十九条

の三第一項、第百六十条第二項並びに第百六十一条第一項において同じ。）に提出しなければならない。

一　請求者の氏名、生年月日、住所及び死亡した者との身分関係

一の二　請求者の個人番号

二　死亡した者の氏名及び生年月日

二の二　死亡した者の組合員証の組合員等記号・番号（当該給付が退職等年金給付である場合には、基礎年金番号）

三　死亡した者の死亡の年月日

四　次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項

イ　支給を受けようとする預金口座として公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律（令和三

年法律第三十八号）第三条第一項、第四条第一項及び第五条第二項の規定による登録に係る預金口座（以下「公金受取口座」とい

う。）を利用する者　支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する旨（当該給付が退職等年金給付である場合には、

払渡金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する旨）

ロ　イに掲げる者以外の者　払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号

五　その他必要な事項

２　前項の請求書を提出する場合には、次に掲げる書類を添えなければならない。
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一　死亡した受給権者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長による証明書、戸籍の抄本若しくは戸籍の謄本、除籍

の抄本若しくは除籍の謄本又は不動産登記規則（平成十七年法務省令第十八号）第二百四十七条第五項の規定により交付を受けた同条

第一項に規定する法定相続情報一覧図の写し（以下「法定相続情報一覧図の写し」という。）

二　死亡した受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証する書類

三　当該死亡した者の年金証書（第百六十一条第一項ただし書に該当する場合に限る。）

四　預金口座の口座番号についての当該払渡金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができ

る書類

五　その他必要な書類

３　第一項の請求書を提出する者が、同時に厚生年金保険法第三十七条第一項の規定による未支給の保険給付の請求をするときは、前項の

規定にかかわらず、同項の規定により当該請求書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該保険給付に係る請求書に

添えたものについては、第一項の請求書に併せて提出することを要しないものとする。

（第三者の行為による損害の届出）

第百三条　給付事由が第三者の行為によつて生じた場合においては、給付の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した損害賠

償申告書を組合に提出しなければならない。

一　被害者の氏名及び住所

一の二　組合員証の組合員等記号・番号（厚生年金保険給付又は退職等年金給付を請求する場合にあつては、基礎年金番号）又は個人

番号

二　加害者の氏名及び住所

三　被害が発生した年月日及び被害の状況

四　その他必要な事項

（掛金等を納付しない場合の給付制限についての控除金額）

第百三条の二　令第二十六条第一項に規定する主務省令で定める金額は、百円とする。

第二節　短期給付

（療養の給付等）

第百四条　法第五十七条第一項に規定する組合員又は被扶養者の資格に係る情報（短期給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。次項に

おいて同じ。）の照会を行う方法としてその他の主務省令で定める方法は、利用者証明用電子証明書（電子署名等に係る地方公共団体情

報システム機構の認証業務に関する法律（平成十四年法律第百五十三号）第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。）

を送信する方法とする。

２　法第五十七条第一項に規定する組合員であることの確認を受ける方法としてその他主務省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法と

する。

一　組合員証を提出する方法

二　処方箋を提出する方法（法第五十七条第一項各号に掲げる薬局から療養を受けようとする場合に限る。）

三　保険医療機関等（法第五十七条第一項各号に掲げる医療機関又は薬局をいう。以下同じ。）又は指定訪問看護事業者（法第五十八条

の二第一項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。）が、過去に取得した療養又は指定訪問看護（法第五十八条の二第一項

に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。）を受けようとする者の組合員の資格に係る情報を用いて、組合に対し、電子情報処理組

織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、あらかじめ照会を行い、組合から回答を受けて取得した直近の当該

情報を確認する方法（当該者が当該保険医療機関等から療養（居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護又は居

宅における薬学的管理及び指導に限る。）を受けようとする場合又は当該指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けようとする場合

であつて、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から電子資格確認（法第五十七条第一項に規定する電子資格確認をいう。第百

八条第一項及び附則第十二条において同じ。）による確認を受けてから継続的な療養又は指定訪問看護を受けているときに限る。）

３　法第五十七条第二項第二号又は第三号の規定の適用を受ける組合員が、保険医療機関等に組合員証又は処方箋を提出する方法により組

合員であることの確認を受けるときは、組合員証又は処方箋に高齢受給者証を添えて提出するものとする。ただし、当該保険医療機関等

において、当該組合員が同項第二号又は第三号の規定の適用を受けることの確認を行うことができるときは、この限りでない。

（令第二十三条の三第二項の規定の適用を受けるための申請等）

第百四条の二　令第二十三条の三第二項の規定の適用を受けようとする組合員は、別紙様式第二十一号の二による基準収入額適用申請書に

その事実を証明する証拠書類を添えて、組合に提出しなければならない。

２　令第二十三条の三第二項第二号に該当することにより同項の規定の適用を受ける組合員（同項第一号に該当する者を除く。）は、その

被扶養者であつた者（同号に規定する被扶養者であつた者をいう。）が法第二条第一項第二号に規定する後期高齢者医療の被保険者等で

なくなつたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した後期高齢者の被保険者等の資格喪失等申出書にその事実を証明する証拠書類を

添えて、組合に申し出なければならない。

一　組合員の氏名

二　組合員証の組合員等記号・番号又は個人番号

三　所属機関の名称及び所在地

四　令第二十三条の三第二項第二号に規定する被扶養者であつた者の氏名及び生年月日

五　令第二十三条の三第二項第二号に規定する後期高齢者の被保険者等でなくなつた日及びその理由

第百五条　削除

（薬剤の支給）

第百六条　法第五十七条第一項各号に掲げる薬局から薬剤の支給を受けようとする者は、同項各号に掲げる医療機関において診療に従事す

る保険医又は医師若しくは歯科医師から処方箋の交付を受けた上、これを当該薬局に提出しなければならない。

（入院時食事療養費）

第百六条の二　第百四条の規定は、組合員（法第五十六条第二項第一号に規定する特定長期入院組合員（以下「特定長期入院組合員」とい

う。）を除く。第百六条の五までにおいて同じ。）が法第五十七条第一項に規定する医療機関から食事療養（同号に規定する食事療養をい

う。以下同じ。）を受ける場合について準用する。

第百六条の三及び第百六条の四　削除

（食事療養標準負担額の減額に関する特例）

第百六条の五　組合員が、第百十条の六第六項の規定により限度額適用・標準負担額減額認定証（同条第三項に規定する限度額適用・標準

負担額減額認定証をいう。次項第九号及び第百六条の五の三において同じ。）を法第五十七条第一項に規定する医療機関に提出しなけれ
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ばならない場合において、提出しなかつたため減額されない食事療養標準負担額（法第五十七条の三第二項に規定する食事療養標準負担

額をいう。以下同じ。）を支払つた場合において、組合がその提出しなかつたことがやむを得ないと認めたときは、当該食事療養につい

て支払つた食事療養標準負担額から食事療養標準負担額の減額があつたとすれば支払うべき食事療養標準負担額を控除した金額に相当す

る金額を入院時食事療養費として組合員に支給することができる。

２　前項の規定により、入院時食事療養費の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した入院時食事療養費請求書を組合に提出

しなければならない。

一　組合員の氏名

二　組合員証の組合員等記号・番号又は個人番号

三　所属機関の名称及び所在地

四　食事療養を受けた者の氏名及び生年月日

五　傷病名及び傷病の原因

六　食事療養を受けた医療機関の名称及び所在地

七　入院期間

八　支払つた食事療養標準負担額及び入院時食事療養費の請求金額

九　限度額適用・標準負担額減額認定証を提出しなかつた理由

３　前項の請求書には当該支払つた食事療養標準負担額及び食事療養標準負担額の減額の認定に関する事実を証明する書類を添付しなけれ

ばならない。

（入院時生活療養費）

第百六条の五の二　第百四条の規定は、特定長期入院組合員が法第五十七条第一項に規定する医療機関から生活療養（法第五十六条第二項

第二号に規定する生活療養をいう。以下同じ。）を受ける場合について準用する。

（生活療養標準負担額減額に関する特例）

第百六条の五の三　第百六条の五の規定は、組合員が第百十条の六第六項の規定により限度額適用・標準負担額減額認定証を法第五十七条

第一項に掲げる医療機関に提出しなければならない場合において、提出しなかつたため減額されない生活療養標準負担額を支払つた場合

であつて、組合がその提出しなかつたことがやむを得ないものと認めた場合について準用する。この場合において、第百六条の五第二項

中「入院時食事療養費請求書」とあるのは、「入院時生活療養費請求書」と読み替えるものとする。

（保険外併用療養費）

第百六条の六　第百四条及び第百六条の規定は、組合員が保険医療機関等から法第五十六条第二項第三号に規定する評価療養、同項第四号

に規定する患者申出療養又は同項第五号に規定する選定療養を受ける場合について準用する。

２　第百六条の五の規定は、保険外併用療養費について準用する。この場合において、同条第二項中「入院時食事療養費請求書」とあるの

は「保険外併用療養費請求書」と読み替えるものとする。

（療養費）

第百七条　法第五十八条の規定により、療養費の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した療養費請求書を組合に提出しなけ

ればならない。

一　組合員の氏名

二　組合員証の組合員等記号・番号又は個人番号

三　所属機関の名称及び所在地

四　療養者の氏名及び生年月日

五　傷病名、傷病の原因及び初診日

六　初診に係る医療機関又は薬局の名称及び所在地並びに保険医療機関等の区分

七　療養期間

八　療養に要した費用及び療養費の請求金額

九　組合員証を使用しなかつた理由

２　前項の請求書には、法第五十八条に規定する医療機関若しくは薬局又はその他の療養機関の作成した別紙様式第二十七号による診療報

酬領収済明細書又は療養費の請求に係る証拠書類を添付しなければならない。

３　前項の証拠書類が日本語で作成されていないものであるときは、当該証拠書類に日本語の翻訳文を添えなければならない。

４　海外において受けた診療、手当又は薬剤の支給（第二号において「海外療養」という。）について療養費の支給を受けようとする者は、

第一項の療養費請求書に、次に掲げる書類を添えて、組合に提出しなければならない。

一　旅券、航空券その他の海外に渡航した事実が確認できる書類の写し

二　組合が海外療養の内容について当該海外療養を担当した者に照会することに関する当該海外療養を受けた者の同意書

（訪問看護療養費）

第百八条　指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けようとする者は、電子資格確認によることができないときは、組合員証を当該指定

訪問看護事業者に提出するものとする。

２　法第五十七条第二項第二号又は第三号の規定の適用を受ける組合員が、指定訪問看護事業者に組合員証を提出する方法により組合員で

あることの確認を受けるときは、組合員証に高齢受給者証を添えて提出するものとする。ただし、当該指定訪問看護事業者において、当

該組合員が同項第二号又は第三号の規定の適用を受けることの確認を行うことができるときは、この限りでない。

（移送費）

第百八条の二　法第五十八条の三の規定により、移送費の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した移送費請求書を組合に提

出しなければならない。

一　組合員の氏名

二　組合員証の組合員等記号・番号又は個人番号

三　所属機関の名称及び所在地

四　移送を受けた者の氏名及び生年月日

五　傷病名並びに発病又は負傷の年月日及び原因

六　移送に要した費用の額及び移送費の請求金額

七　移送の方法及び経路

八　付添いがあつた場合はその付添人の氏名及び住所
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２　前項の請求書には、次に掲げる事項を記載した医師又は歯科医師の意見書及び当該移送に要した費用の額に関する証拠書類を添付しな

ければならない。

一　移送を必要と認めた理由（付添いがあつた場合は併せてその付添いを必要と認めた理由）

二　病院又は診療所に入院した場合には、その期間並びに病院又は診療所の名称及び所在地

三　移送の方法及び経路

３　第百七条第三項の規定は、前項の意見書について準用する。

（特別療養証明書）

第百九条　法第六十一条第一項の規定により組合員の資格を喪失した後療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療

養費、療養費、訪問看護療養費又は移送費の支給を受けようとする者は、その資格を喪失した後、遅滞なく、健康保険法第百二十六条第

一項の規定による日雇特例被保険者手帳を添えて、別紙様式第二十二号による特別療養証明書交付申請書を組合に提出しなければならな

い。

２　組合は、前項の規定による申請書の提出があつたときは、遅滞なく、別紙様式第二十三号による特別療養証明書を作成し、その者に交

付しなければならない。この場合において、組合は、別紙様式第二十八号による特別療養給付管理台帳を作成し、所要の事項を記載して

整理するものとする。

３　組合員の資格を喪失した後療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費又は移送費の支給

を受ける者は、その給付若しくは支給を受けることができなくなつたとき、又は受けなくなつたときは、遅滞なく、特別療養証明書を組

合に返納しなければならない。

４　第九十五条、第九十六条、第九十八条第二項、第九十九条、第百四条第二項、第百六条の五及び第百八条第一項の規定は、法第六十一

条第一項の規定の適用を受ける者について準用する。この場合において、第九十八条第二項中「前項の資格喪失の原因が死亡である場合

又は同項」とあるのは「第百九条第三項」と、「受けるべき者」とあるのは「受けるべき者（その者がない場合には埋葬を行つた者）」

と、第九十九条中「別紙様式第十七号による組合員証整理簿」とあるのは「別紙様式第二十四号による特別療養証明書整理簿」と、第百

四条第二項第一号中「組合員証」とあるのは「特別療養証明書」と、同項第三号中「組合員の」とあるのは「法第六十一条第一項の規定

の適用を受ける者の」と、第百八条第一項中「組合員証」とあるのは「特別療養証明書」とする。

（家族療養費）

第百十条　第百四条及び第百六条の規定は、被扶養者が保険医療機関等から療養を受ける場合について準用する。この場合において、第百

四条第二項第一号中「組合員証」とあるのは「組合員被扶養者証」と、同項第三号中「組合員の」とあるのは「被扶養者の」と、同条第

三項中「法第五十七条第二項第二号又は第三号」とあるのは「法第五十九条第二項第一号ハ又はニ」と、「組合員が」とあるのは「被扶

養者が」と、「組合員証」とあるのは「組合員被扶養者証」と、「組合員で」とあるのは「被扶養者で」と、「同項第二号又は第三号」と

あるのは「同号ハ又はニ」と読み替えるものとする。

２　第百六条の五、第百七条及び前条の規定は、家族療養費について準用する。この場合において、第百六条の五第二項中「入院時食事療

養費請求書」とあるのは「家族療養費請求書」と、「組合員証」とあるのは「組合員証及び組合員被扶養者証」と、第百七条第一項中「法

第五十八条」とあるのは「法第五十九条第七項において準用する法第五十八条」と、「療養費請求書」とあるのは「家族療養費請求書」

と、「組合員証」とあるのは「組合員証及び組合員被扶養者証」と、同条第二項中「法第五十八条」とあるのは「法第五十九条第七項に

おいて準用する法第五十八条」と、同条第四項中「療養費請求書」とあるのは「家族療養費請求書」と、前条第一項中「法第六十一条第

一項」とあるのは「法第六十一条第一項又は第二項」と、「資格を喪失した後」とあるのは「退職又は死亡後」と、同条第三項中「資格

を喪失した後」とあるのは「退職又は死亡後」と、同条第四項中「法第六十一条第一項」とあるのは「法第六十一条第一項又は第二項」

と、「第百九条第三項」とあるのは「第百十条において読み替えて準用する第百九条第三項」と読み替えるものとする。

（家族訪問看護療養費）

第百十条の二　第百九条の規定は、家族訪問看護療養費について準用する。この場合において、第百九条第一項中「法第六十一条第一項」

とあるのは「法第六十一条第一項又は第二項」と、「資格を喪失した後」とあるのは「退職又は死亡後」と、同条第三項中「資格を喪失

した後」とあるのは「退職又は死亡後」と、同条第四項中「法第六十一条第一項」とあるのは「法第六十一条第一項又は第二項」と、「第

百九条第三項」とあるのは「第百十条の二において読み替えて準用する第百九条第三項」と読み替えるものとする。

２　第百八条第一項及び第二項の規定は、被扶養者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受ける場合について準用する。この場合にお

いて、同条第一項中「組合員証」とあるのは「組合員被扶養者証」と、同条第二項中「法第五十七条第二項第二号又は第三号」とあるの

は「法第五十九条第二項第一号ハ又はニ」と、「組合員が」とあるのは「被扶養者が」と、「組合員証」とあるのは「組合員被扶養者証」

と、「組合員で」とあるのは「被扶養者で」と、「同項第二号又は第三号」とあるのは「同号ハ又はニ」と読み替えるものとする。

（家族移送費）

第百十条の三　第百八条の二の規定は、家族移送費について準用する。この場合において、同条第一項中「移送費請求書」とあるのは「家

族移送費請求書」と、「組合員証」とあるのは「組合員証及び組合員被扶養者証」と読み替えるものとする。

（月間の高額療養費の決定の請求等）

第百十条の四　法第六十二条の二第一項の規定により高額療養費（令第二十三条の三の二の規定により支給される高額療養費に限る。以下

この条において同じ。）の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した高額療養費請求書を組合に提出しなければならない。

一　組合員の氏名

二　組合員証（療養者が被扶養者であるときは、組合員被扶養者証を含む。）の組合員等記号・番号又は個人番号

三　所属機関の名称及び所在地

四　療養者の氏名及び生年月日

五　傷病名、傷病の原因及び初診日

六　初診に係る医療機関若しくは薬局又は指定訪問看護事業者の名称及び所在地並びに保険医療機関等の区分

七　療養又は指定訪問看護の期間

八　療養（食事療養及び生活療養を除く。）又は指定訪問看護に要した費用及び高額療養費の請求金額

九　支給を受けようとする高額療養費に係る療養が令第二十三条の三の二第一項第二号に規定する一般疾病医療費の支給その他総務省令

で定める医療に関する給付が行われるべき療養であるときは、その旨

十　令第二十三条の三の二第一項から第五項までの規定により支給される高額療養費の額の算定の基礎となるなお負担すべき額があると

きは、その旨

十一　支給を受けようとする高額療養費に係る療養を受けた月以前の十二月間に受けた療養について高額療養費の支給を既に三回以上受

けているときは、その旨

十二　組合員証又は組合員被扶養者証を使用しなかつた場合は、使用しなかつた理由
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２　前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一　組合員又はその被扶養者が令第二十三条の三の二第一項から第五項までの規定により支給される高額療養費の額の算定の基礎となる

に規定するなお負担すべき額があるときは、当該負担すべき額に関する証拠書類

二　組合員が令第二十三条の三の四第一項第五号又は第三項第五号若しくは第六号に掲げる者のいずれかに該当する者であるときは、そ

の事実を証明する書類

３　高額療養費の支給を受けようとする場合において、組合員又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の療

養機関から受けた療養（七十歳に達する日の属する月以前の療養に係る自己負担額にあつては、二万千円（令第二十三条の三の四第五項

に規定する七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万五百円）以上のものに限る。）が二以上あるときは、それぞれの療

養ごとの高額療養費請求書とこれらの療養に係る金額の合算額により算定した高額療養費請求書とを併せて、組合に提出しなければなら

ない。

（特定疾病給付対象療養に係る組合の認定）

第百十条の四の二　令第二十三条の三の二第七項の規定による組合の認定（以下この条において「認定」という。）を受けようとする者（そ

の者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員）は、次に掲げる事項を、健康保険法施行令（大正十五年勅令第二百四十三号）

第四十一条第七項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付（以下この項及び第四項において「給付」という。）の実施機関（以

下この条において「実施機関」という。）を経由して、組合に申し出なければならない。

一　組合員の氏名

二　組合員証（認定を受けようとする者が被扶養者であるときは、組合員被扶養者証を含む。）の組合員等記号・番号又は個人番号

三　認定を受けようとする者の氏名及び生年月日

四　認定を受けようとする者が受けるべき給付の名称

２　認定を受けようとする者（その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員）が令第二十三条の三の四第一項第五号又は第三

項第五号若しくは第六号のいずれかに該当するときは、前項の申出の際に、その旨を証する書類を提出しなければならない。

３　組合は、第一項の申出に基づき認定を行つたときは、実施機関を経由して、認定を受けた者（その者が被扶養者であるときは、その者

を扶養する組合員）に対し、当該者が該当する令第二十三条の三の四第一項各号又は第三項各号に掲げる者の区分（第五項及び第六項に

おいて「所得区分」という。）を通知しなければならない。

４　認定を受けた者（その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員）は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、遅

滞なく、実施機関を経由して、その旨を組合に申し出なければならない。この場合において、第二号に該当するに至つたことによる申出

については、第二項の規定を準用する。

一　令第二十三条の三の四第一項第五号又は第三項第五号若しくは第六号のいずれかに該当していた者が当該いずれかに該当しないこと

となつたとき。

二　令第二十三条の三の四第一項第五号又は第三項第五号若しくは第六号のいずれかに該当することとなつたとき。

三　認定を受けた者が給付を受けないこととなつたとき。

５　組合は、認定を受けた者（その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員）が該当する所得区分に変更が生じたときは、遅

滞なく、実施機関を経由して、当該者に対し、変更後の所得区分を通知しなければならない。

６　認定を受けた者は、令第二十三条の三の二第一項第一号に規定する病院等から同条第七項に規定する特定疾病給付対象療養（以下この

条において「特定疾病給付対象療養」という。）を受けようとするときは、第三項又は前項の規定により通知された所得区分を当該病院

等に申し出なければならない。

７　認定を受けた者（令第二十三条の三の四第三項第一号又は第二号に掲げる者及び第百十条の五第一項の組合の認定又は第百十条の六第

一項の申請に基づく組合の認定を受けている者を除く。）が特定疾病給付対象療養を受けた場合において、同一の月に同一の保険医療機

関等又は指定訪問看護事業者から療養（食事療養及び生活療養並びに令第二十三条の三の二第一項第一号に規定する組合員又はその被扶

養者が同条第八項の規定に該当する場合における同項に規定する療養を除く。第百十条の五第六項及び第百十条の六第六項において同

じ。）を受けたときの令第二十三条の三の五第一項又は第三項から第五項までの規定の適用については、当該認定を受けた者は、第百十

条の五第一項の組合の認定又は第百十条の六第一項の申請に基づく組合の認定を受けているものとみなす。

（特定疾病の認定）

第百十条の四の三　令第二十三条の三の二第九項の規定による組合の認定（以下この条において「認定」という。）を受けようとする者（そ

の者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員）は、次に掲げる事項を記載した書類を組合に提出しなければならない。

一　組合員の住所及び氏名

二　組合員証（認定を受けようとする者が被扶養者であるときは、組合員被扶養者証を含む。）の組合員等記号・番号又は個人番号

三　認定を受けようとする者の氏名及び生年月日

四　認定を受けようとする者がかかつている令第二十三条の三の二第九項に規定する疾病の名称

２　前項の書類には、認定を受けようとする者が同項第四号に掲げる疾病にかかつていることに関する医師又は歯科医師の意見書その他当

該疾病にかかつていることを証明する書類を添付しなければならない。

３　組合は、前二項の規定による書類の提出に基づき認定を行つたときは、別紙様式第二十六号による特定疾病療養受療証を作成し、認定

を受けた者（その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員）に交付しなければならない。

４　認定を受け、保険医療機関等から令第二十三条の三の二第九項に規定する療養を受けようとする者が、第百四条第二項（第三号を除

く。）に規定する方法により組合員であることの確認を受けるとき（第百十条第一項の規定により読み替えて準用する第百四条第二項（第

三号を除く。）に規定する方法により被扶養者であることの確認を受けるときを含む。）は、特定疾病療養受療証を当該保険医療機関等に

提出しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない事情により、提出することができないときは、この限りでない。

５　前項ただし書の場合においては、その事情がなくなつた後、遅滞なく、特定疾病療養受療証を当該保険医療機関等に提出しなければな

らない。

６　第九十五条から第九十九条までの規定は、特定疾病療養受療証について準用する。

７　前各項の規定は、法第六十一条第一項又は第二項の規定の適用を受ける者について準用する。この場合において、第一項中「被扶養

者」とあるのは「法第六十一条第一項の規定の適用を受ける組合員であつた者が退職した際に被扶養者であつた者」と、「その者を扶養

する組合員」とあるのは「退職した際にその者を扶養していた組合員であつた者」と、同項第二号中「組合員証」とあるのは「特別療養

証明書」と、第三項中「被扶養者」とあるのは「法第六十一条第一項の規定の適用を受ける組合員であつた者が退職した際に被扶養者で

あつた者」と、「その者を扶養する組合員」とあるのは「退職した際にその者を扶養していた組合員であつた者」と読み替えるものとす

る。
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（年間の高額療養費の決定の請求等）

第百十条の四の四　法第六十二条の二第一項の規定により高額療養費（令第二十三条の三の三第一項の規定により支給される高額療養費に

限る。以下この条において同じ。）の支給を受けようとする基準日組合員（令第二十三条の三の三第一項第一号に規定する基準日組合員

をいう。以下同じ。）（以下この条において「申請者」という。）は、次に掲げる事項を記載した申請書を組合に提出しなければならない。

一　組合員証の組合員等記号・番号又は個人番号

二　計算期間（令第二十三条の三の三第一項に規定する計算期間をいう。以下同じ。）の始期及び終期

三　申請者及び基準日被扶養者（令第二十三条の三の三第一項第三号に規定する基準日被扶養者をいう。以下同じ。）の氏名及び生年月日

四　申請者が計算期間における当該組合の組合員であつた間に、高額療養費に係る外来療養（令第二十三条の三の二第五項に規定する外

来療養をいう。以下この号及び次条において同じ。）（七十歳に達する日の属する月の翌月以降の外来療養に限る。次条において同じ。）

を受けた者の氏名及びその年月

五　申請者及び基準日被扶養者が、計算期間において、それぞれ加入していた医療保険者（高齢者の医療の確保に関する法律第七条第二

項に規定する保険者及び同法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。以下同じ。）の名称及びその加入期間

２　前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第一号に掲げる証明書は、記載すべき額が零である場合は、

前項の申請書にその旨を記載して、添付を省略することができる。

一　令第二十三条の三の三第一項第二号から第六号まで、第八号から第十二号まで及び第十四号から第十八号までに掲げる額に関する証

明書（同項第三号、第九号又は第十五号に掲げる額に関する証明書について、組合が不要と認める場合における当該証明書を除く。）

二　基準日（令第二十三条の三の三第一項に規定する基準日をいう。以下同じ。）における申請者の所得区分を証する書類

３　第一項の規定による申請書の提出を受けた組合は、次に掲げる事項を、前項第一号の証明書を交付した者又は番号利用法第二十二条第

一項の規定により当該証明書と同一の内容を含む利用特定個人情報（番号利用法第十九条第八号に規定する利用特定個人情報をいう。以

下同じ。）を提供した者に対し、遅滞なく通知しなければならない。

一　当該申請者に適用される令第二十三条の三の三第一項に規定する基準日組合員合算額、基準日被扶養者合算額及び元被扶養者合算額

二　その他高額療養費の支給に必要な事項

４　精算対象者（計算期間の中途で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。）が死亡した日その他これ

に準ずる日において、当該精算対象者を扶養する組合員は、当該精算対象者に係る高額療養費の金額の算定の申請を行うことができる。

この場合においては、当該申請を行う者を第一項の申請者とみなして、同項及び第二項の規定を適用する。

５　前項の申請があつた場合においては、第三項中「通知しなければならない」とあるのは、「通知しなければならない。ただし、精算対

象者（計算期間の中途で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。）に対する証明書を交付した者又は当該証明書と同一の内容を

含む利用特定個人情報を提供した者以外の者に対する通知は省略することができる」と読み替えて、同項の規定を適用する。

（年間の高額療養費の支給及び証明書の交付の申請等）

第百十条の四の五　法第六十二条の二第一項の規定により高額療養費（令第二十三条の三の三第二項から第七項までの規定により支給され

る高額療養費に限る。以下この条において同じ。）の支給を受けようとする者（令第二十三条の三の三第二項から第七項までに規定する

組合員であつた者をいう。以下この条において「申請者」という。）は、次に掲げる事項を記載した申請書を組合に提出しなければなら

ない。ただし、第三項第四号に掲げる額が零である場合にあつては、この限りでない。

一　組合員証の組合員等記号・番号又は個人番号

二　計算期間の始期及び終期

三　基準日に加入する医療保険者の名称

四　申請者及び計算期間においてその被扶養者であつた者の氏名及び生年月日

五　申請者が計算期間における当該組合の組合員であつた間に、高額療養費に係る外来療養を受けた者の氏名及びその年月

２　前項の申請書には、基準日における申請者の所得区分を証する書類を添付しなければならない。

３　組合は、第一項の規定による申請書の提出を受けたときは、次に掲げる事項を記載した証明書を申請者に交付しなければならない。た

だし、前条第二項第一号に規定する場合又は第六項に規定する場合に該当するときは、この限りでない。

一　組合員証の組合員等記号・番号

二　申請者が計算期間において当該組合の組合員であつた期間

三　申請者の氏名及び生年月日

四　令第二十三条の三の三第一項第三号、第九号若しくは第十五号に掲げる額、計算期間（申請者が当該組合の組合員であつた間に限

る。）において、当該申請者が当該組合の組合員（法第五十七条第二項第三号の規定が適用される者である場合を除く。）として受けた

外来療養に係る令第二十三条の三の三第一項第一号に規定する合算額又は計算期間（申請者が当該組合の組合員であり、かつ、当該申

請者の被扶養者であつた者が当該申請者の被扶養者であつた間に限る。）において、当該申請者の被扶養者であつた者が当該組合の組

合員の被扶養者（法第五十九条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。）として受けた外来療養に係る令第二十三条

の三の三第一項第一号に規定する合算額

五　証明書を交付する者の名称及び所在地

六　その他必要な事項

４　第一項の申請書の提出を受けた組合は、当該申請に係る基準日の翌日から二年以内に同項第三号に掲げる医療保険者から高額療養費の

支給に必要な事項の通知が行われない場合において、申請者等に対して当該申請に関する確認を行つたときは、当該申請書は提出されな

かつたものとみなすことができる。

５　組合は、精算対象者（計算期間の中途で死亡した者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。）に係る高額療養費の額

の算定に必要な第三項の証明書の交付申請を、当該組合の組合員であつた者（当該精算対象者を除く。）から受けたときは、当該証明書

を交付しなければならない。

６　第一項の申請書は、同項第三号に掲げる医療保険者を経由して提出することができる。この場合において、当該医療保険者を経由して

当該申請書の提出を受けた組合は、当該医療保険者に対し、番号利用法第二十二条第一項の規定により第三項第一号、第二号及び第四号

から第六号までに掲げる事項に関する内容を含む利用特定個人情報を提供しなければならない。

（限度額適用の認定等）

第百十条の五　組合は、次条第一項の規定による認定を受けている場合を除き、組合員の標準報酬月額に基づき、令第二十三条の三の五第

一項第一号イ、ロ、ハ若しくはニ、第二号ハ若しくはニ若しくは第三号ハ若しくはニ（これらの規定を同条第四項又は第五項において引

用する場合を含む。）の規定による組合の認定又は同条第四項若しくは第五項の規定による組合の認定（令第二十三条の三の四第二項第

一号から第四号までのいずれかに掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。）を行わなければならない。ただし、この項の
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規定による認定を受けた者が次条第一項の規定による認定を受けるに至つたときは、この項の規定による認定を取り消さなければならな

い。

２　組合は、前項の規定による認定を受けた者（その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員）から次に掲げる事項を記載し

た限度額適用認定証交付申請書の提出があつたときは、別紙様式第二十五号による限度額適用認定証を作成し、認定を受けた者（その者

が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員）に交付しなければならない。

一　組合員の氏名

二　組合員証（前項の規定による認定を受けた者が被扶養者であるときは、組合員被扶養者証を含む。）の組合員等記号・番号又は個人

番号

三　所属機関の名称及び所在地

四　前項の規定による認定を受けた者の氏名及び生年月日

五　前項の規定による認定を受けた者の入院期間

六　前項の規定による認定を受けた者が令第二十三条の三の四第一項第一号から第四号まで、同条第二項第一号から第四号まで、同条第

三項第三号若しくは第四号又は同条第四項第三号若しくは第四号のいずれかに該当する旨

３　前項の限度額適用認定証交付申請書には、第一項の規定による認定を受けた者が令第二十三条の三の四第一項第一号から第四号まで、

同条第二項第一号から第四号まで、同条第三項第三号若しくは第四号又は同条第四項第三号若しくは第四号のいずれかに該当することを

証明する書類を添付しなければならない。

４　第一項の規定による認定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、限度額適用認定証を組合に返納しなければ

ならない。

一　組合員の資格を喪失したとき。

二　組合員が継続長期組合員の資格を取得したとき。

三　被扶養者がその要件を欠くに至つたとき。

四　第一項ただし書の規定により認定が取り消されたとき。

五　令第二十三条の三の五第一項第一号イに掲げる者が令第二十三条の三の四第一項第一号に掲げる者に該当しなくなつたとき、令第二

十三条の三の五第一項第一号ロに掲げる者が令第二十三条の三の四第一項第二号に掲げる者に該当しなくなつたとき、令第二十三条の

三の五第一項第一号ハに掲げる者が令第二十三条の三の四第一項第三号に掲げる者に該当しなくなつたとき、令第二十三条の三の五第

一項第一号ニに掲げる者が令第二十三条の三の四第一項第四号に掲げる者に該当しなくなつたとき、令第二十三条の三の五第一項第二

号ハに掲げる者が令第二十三条の三の四第三項第三号に掲げる者に該当しなくなつたとき、令第二十三条の三の五第一項第二号ニに掲

げる者が令第二十三条の三の四第三項第四号に掲げる者に該当しなくなつたとき、令第二十三条の三の五第一項第三号ハに掲げる者が

令第二十三条の三の四第四項第三号に掲げる者に該当しなくなつたとき若しくは令第二十三条の三の五第一項第三号ニに掲げる者が令

第二十三条の三の四第四項第四号に掲げる者に該当しなくなつたとき又は令第二十三条の三の五第四項若しくは第五項の規定により令

第二十三条の三の四第二項第一号から第四号までのいずれかに掲げる区分に該当していることにつき第一項の規定による認定を受けて

いる者が当該区分に該当しなくなつたとき。

六　組合員又はその被扶養者が後期高齢者医療の被保険者等となつたとき。

七　限度額適用認定証の有効期限に至つたとき。

５　第九十五条から第九十九条までの規定（第九十八条第一項の規定を除く。）は、限度額適用認定証について準用する。この場合におい

て、第九十八条第二項中「前項の資格喪失の」とあるのは「第百十条の五第四項第一号の資格喪失又は同項第三号の要件を欠くに至つ

た」と、「埋葬料」とあるのは「埋葬料又は家族埋葬料」と読み替えるものとする。

６　第一項の規定による認定を受け、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養を受けようとする者は、第百四条第二項（第三号を

除く。）に規定する方法又は第百八条第一項に規定する方法により組合員であることの確認を受ける場合（第百十条第一項の規定により

読み替えて準用する第百四条第二項（第三号を除く。）に規定する方法又は第百十条の二第二項の規定により読み替えて準用する第百八

条第一項に規定する方法により被扶養者であることの確認を受ける場合を含む。）において、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業

者から認定を受けていることの確認を求められたときは、限度額適用認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなけ

ればならない。ただし、緊急その他やむを得ない事情により、提出することができない場合には、この限りでない。

７　前項ただし書の場合においては、その事情がなくなつた後、遅滞なく、限度額適用認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業

者に提出しなければならない。

（限度額適用・標準負担額減額の認定）

第百十条の六　令第二十三条の三の五第一項第一号ホ、第二号ホ若しくはヘ、第三号ホ若しくはヘ若しくは第四号ロ（これらの規定を同条

第四項又は第五項において引用する場合を含む。）の規定による組合の認定又は同条第四項若しくは第五項の規定による組合の認定（令

第二十三条の三の四第二項第五号に掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。）（以下この条において単に「認定」という。）

を受けようとする者（その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員）は、次に掲げる事項を記載した書類を、組合に提出し

なければならない。

一　組合員の氏名

二　組合員証（認定を受けようとする者が被扶養者であるときは、組合員被扶養者証を含む。）の組合員等記号・番号又は個人番号

三　所属機関の名称及び所在地

四　認定を受けようとする者の氏名及び生年月日

五　認定を受けようとする者の入院期間

六　認定を受けようとする者が令第二十三条の三の四第一項第五号、第三項第五号若しくは第六号、第四項第五号若しくは第六号若しく

は第五項第二号のいずれかに掲げる区分に該当する旨又は同条第二項第五号に掲げる区分に該当する旨

２　前項の書類には、認定を受けようとする者が令第二十三条の三の四第一項第五号、第三項第五号若しくは第六号、第四項第五号若しく

は第六号若しくは第五項第二号のいずれかに掲げる区分に該当することを証明する書類又は同条第二項第五号に掲げる区分に該当するこ

とを証明する書類を添付しなければならない。

３　組合は、前二項の規定による書類の提出に基づき認定を行つたときは、別紙様式第二十五号の二による限度額適用・標準負担額減額認

定証（以下「限度額適用証」という。）を作成し、有効期限を定め、認定を受けた者（その者が被扶養者であるときは、その者を扶養す

る組合員）に交付しなければならない。

４　認定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、限度額適用証を組合に返納しなければならない。

一　組合員の資格を喪失したとき。

二　組合員が継続長期組合員の資格を取得したとき。
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三　被扶養者がその要件を欠くに至つたとき。

四　令第二十三条の三の五第一項第一号ホに掲げる者が令第二十三条の三の四第一項第五号に掲げる者に該当しなくなつたとき、令第二

十三条の三の五第一項第二号ホに掲げる者が令第二十三条の三の四第三項第五号に掲げる者に該当しなくなつたとき、令第二十三条の

三の五第一項第二号ヘに掲げる者が令第二十三条の三の四第三項第六号に掲げる者に該当しなくなつたとき、令第二十三条の三の五第

一項第三号ホに掲げる者が令第二十三条の三の四第四項第五号に掲げる者に該当しなくなつたとき、令第二十三条の三の五第一項第三

号ヘに掲げる者が令第二十三条の三の四第四項第六号に掲げる者に該当しなくなつたとき若しくは令第二十三条の三の五第一項第四号

ロに掲げる者が令第二十三条の三の四第五項第二号に掲げる者に該当しなくなつたとき又は令第二十三条の三の五第四項若しくは第五

項の規定により令第二十三条の三の四第二項第五号に掲げる区分に該当していることにつき認定を受けている者が当該区分に該当しな

くなつたとき。

五　組合員又はその被扶養者が後期高齢者医療の被保険者等となつたとき。

六　限度額適用証の有効期限に至つたとき。

５　第九十五条から第九十九条までの規定（第九十八条第一項の規定を除く。）は、限度額適用証について準用する。この場合において、

第九十八条第二項中「前項の資格喪失の」とあるのは「第百十条の六第四項第一号の資格喪失又は同項第三号の要件を欠くに至つた」

と、「埋葬料」とあるのは「埋葬料又は家族埋葬料」と読み替えるものとする。

６　認定を受け、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養を受けようとする者は、第百四条第二項（第三号を除く。）に規定する

方法又は第百八条第一項に規定する方法により組合員であることの確認を受ける場合（第百十条第一項の規定により読み替えて準用する

第百四条第二項（第三号を除く。）に規定する方法又は第百十条の二第二項の規定により読み替えて準用する第百八条第一項に規定する

方法により被扶養者であることの確認を受ける場合を含む。）において、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から認定を受けて

いることの確認を求められたときは、限度額適用証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。ただし、

緊急その他やむを得ない事情により、提出することができない場合には、この限りでない。

７　前項ただし書の場合においては、その事情がなくなつた後、遅滞なく、限度額適用証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に

提出しなければならない。

（高額介護合算療養費の決定の請求等）

第百十条の七　申請者（法第六十二条の三の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとする基準日組合員をいう。以下この条にお

いて同じ。）は、次に掲げる事項を記載した申請書を組合に提出しなければならない。

一　組合員証の組合員等記号・番号又は個人番号

二　計算期間の始期及び終期

三　申請者及び基準日被扶養者の氏名及び生年月日

四　申請者が計算期間における当該組合の組合員であつた間に、高額介護合算療養費に係る療養を受けた者の氏名及びその年月

五　申請者及び基準日被扶養者が、計算期間において、それぞれ加入していた医療保険者及び介護保険者（介護保険法第三条の規定によ

り介護保険を行う市町村及び特別区をいう。）の名称及びその加入期間

２　前項の申請書には、令第二十三条の三の六第一項第二号から第七号までに掲げる額に関する証明書（同項第三号に掲げる額に関する証

明書について、組合が不要と認める場合における当該証明書を除く。）をそれぞれ添付しなければならない。ただし、記載すべき額が零

である証明書は、前項の申請書にその旨を記載して、添付を省略することができる。

３　申請者が、令第二十三条の三の七第一項第五号又は第二項第五号若しくは第六号のいずれかに該当するときは、当該申請者は、第一項

の申請書にその旨を証する書類を添付しなければならない。

４　第一項の規定による申請書の提出を受けた組合は、次に掲げる事項を、第二項の証明書を交付した者又は番号利用法第二十二条第一項

の規定により当該証明書と同一の内容を含む利用特定個人情報を提供した者に対し、遅滞なく通知しなければならない。

一　当該申請者に適用される令第二十三条の三の六第一項に規定する介護合算算定基準額及び介護合算一部負担金等世帯合算額

二　当該申請者に適用される令第二十三条の三の六第二項に規定する七十歳以上介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算一部負担金

等世帯合算額

三　その他高額介護合算療養費等（高齢者の医療の確保に関する法律第七条第一項に規定する医療保険各法若しくは高齢者の医療の確保

に関する法律の規定による高額介護合算療養費又は介護保険法の規定による高額医療合算介護サービス費若しくは高額医療合算介護予

防サービス費をいう。次項及び次条第四項において同じ。）の支給に必要な事項

５　精算対象者（計算期間の中途で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。）が死亡した日その他これ

に準ずる日において、当該精算対象者を扶養する組合員は、当該精算対象者に係る高額介護合算療養費等の額の算定の申請を行うことが

できる。この場合においては、当該申請を行う者を第一項の申請者とみなして、第一項から第三項までの規定を適用する。

６　前項の申請があつた場合においては、第四項中「通知しなければならない」とあるのは、「通知しなければならない。ただし、精算対

象者（計算期間の中途で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。）に対する証明書を交付した者又は当該証明書と同一の内容を

含む利用特定個人情報を提供した者以外の者に対する通知は省略することができる」と読み替えて、同項の規定を適用する。

（高額介護合算療養費の支給及び証明書の交付の申請等）

第百十条の八　法第六十二条の三の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとする者（令第二十三条の三の六第三項から第五項ま

で及び第七項に規定する組合員であつた者をいう。以下この条において「申請者」という。）は、次に掲げる事項を記載した申請書を組

合に提出しなければならない。ただし、次項第四号に掲げる額が零である場合にあつては、この限りでない。

一　組合員証の組合員等記号・番号又は個人番号

二　計算期間の始期及び終期

三　基準日において加入する医療保険者の名称

四　申請者及び計算期間においてその被扶養者であつた者の氏名及び生年月日

五　申請者が計算期間における当該組合の組合員であつた間に、高額介護合算療養費に係る療養を受けた者の氏名及びその年月

２　組合は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、次に掲げる事項を記載した証明書を申請者に交付しなければならない。ただ

し、前条第二項に規定する場合又は第五項に規定する場合に該当するときは、この限りでない。

一　組合員証の組合員等記号・番号

二　申請者が計算期間において組合の組合員であつた期間

三　申請者の氏名及び生年月日

四　令第二十三条の三の六第一項第三号に掲げる額又は同項第二号に掲げる組合員であつた間に、当該申請者が受けた療養若しくはその

被扶養者であつた者がその被扶養者であつた間に受けた療養に係る同項第一号に規定する合算額

五　証明書を発行する者の名称及び所在地
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六　その他必要な事項

３　第一項の申請書の提出を受けた組合は、当該申請に係る基準日の翌日から二年以内に同項第三号の医療保険者から高額介護合算療養費

の支給に必要な事項の通知が行われない場合において、申請者等に対して当該申請に関する確認を行つたときは、当該申請書は、提出さ

れなかつたものとみなすことができる。

４　組合は、精算対象者（計算期間の中途で死亡した者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。）に係る高額介護合算療

養費等の額の算定に必要な第二項の証明書の交付申請を、当該組合の組合員であつた者（当該精算対象者を除く。）から受けたときは、

当該証明書を交付しなければならない。

５　第一項の申請書は、同項第三号に掲げる医療保険者を経由して提出することができる。この場合において、当該医療保険者を経由して

当該申請書の提出を受けた組合は、当該医療保険者に対し、番号利用法第二十二条第一項の規定により第二項第一号、第二号及び第四号

から第六号までに掲げる事項に関する内容を含む利用特定個人情報を提供しなければならない。

（出産費及び家族出産費）

第百十一条　法第六十三条の規定により出産費又は家族出産費の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した出産費請求書又は

家族出産費請求書に出産についての医師又は助産師の証明書を添えて、組合に提出しなければならない。

一　組合員証（家族出産費の支給を受けようとするときは、組合員被扶養者証を含む。）の組合員等記号・番号又は個人番号

二　出産者の氏名

三　出産日及び出産の場所

四　その他必要な事項

２　令第二十三条の四ただし書の加算した金額の支給を受けようとする者は、前項の出産費請求書又は家族出産費請求書に同条ただし書に

規定する出産であることを証明する書類を添付しなければならない。

（埋葬料及び家族埋葬料）

第百十二条　法第六十五条又は第六十六条の規定により埋葬料又は家族埋葬料の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項（組合員が死

亡した場合にあつては当該組合員の個人番号を除き、被扶養者が死亡した場合にあつては当該被扶養者の個人番号を除く。）を記載した

埋葬料請求書又は家族埋葬料請求書に市町村長の埋葬許可証又は火葬許可証の写し（法第六十五条第二項の規定により埋葬料の支給を受

けようとする者にあつては、これらの書類及び埋葬に要した費用の額に関する証拠書類）を添えて、組合に提出しなければならない。た

だし、やむを得ない理由がある場合には、死亡の事実を証明する書類又は法第百四十四条の三十三第一項第二号の規定に基づき組合の委

託を受けて地方公務員等共済組合法施行規則（昭和三十七年自治省令第二十号）第二条の十第二項第一号に掲げる事務を行う社会保険診

療報酬支払基金が、地方公共団体情報システム機構から当該書類と同一の内容を含む機構保存本人確認情報（住民基本台帳法（昭和四十

二年法律第八十一号）第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。）の提供を受けることができるときは、

当該機構保存本人確認情報をもつて、埋葬許可証又は火葬許可証の写しにかえることができる。

一　組合員の氏名

二　組合員証（組合員の死亡の当時被扶養者であつた者が埋葬料の支給を受けようとするとき、又は組合員が家族埋葬料の支給を受けよ

うとするときは、組合員被扶養者証を含む。）の組合員等記号・番号又は個人番号

三　所属機関の名称及び所在地

四　死亡した者の氏名及び生年月日

五　死亡した日、死亡の場所及び死亡の原因

六　埋葬した日

七　介護保険法による給付を受けていた者が死亡したときは、同法の規定による被保険者証に記載された保険者番号、被保険者番号及び

保険者の名称

（傷病手当金）

第百十三条　法第六十八条の規定により傷病手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した傷病手当金請求書にその事実

を証明する書類を添えて、組合に提出しなければならない。

一　組合員の氏名

二　組合員証の組合員等記号・番号又は個人番号

三　所属機関の名称及び所在地

四　資格を取得した日及び資格を喪失した日

五　傷病名及び発病の日並びに勤務できなくなつた 初の日

六　介護保険法による給付を受けたときは、同法の規定による被保険者証に記載された保険者番号、被保険者番号及び保険者の名称

七　標準報酬の等級及び月額

八　傷病手当金の請求に係る期間及び請求金額

九　障害厚生年金の額及び支給開始年月

十　国民年金法による障害基礎年金の額及び支給開始年月

十一　障害手当金の額及び支給年月日

十二　法第六十八条第八項に規定する退職老齢年金給付の額及び支給開始年月

十三　同一の傷病に関し、法第六十八条第十一項に規定する休業補償等の支給を受け、又は受けようとする場合においては、その旨

２　前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一　療養のために勤務できないことに関する医師の証明書

二　勤務しなかつた期間に支払われた報酬についての所属機関の長又は給与事務担当者の証明書

（出産手当金）

第百十四条　法第六十九条の規定により出産手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した出産手当金請求書を組合に提

出しなければならない。

一　組合員の氏名

二　組合員証の組合員等記号・番号又は個人番号

三　所属機関の名称及び所在地

四　資格を取得した日及び資格を喪失した日

五　出産日及び出産予定日

六　勤務できなかつた期間

七　標準報酬の等級及び月額
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八　出産手当金の請求に係る期間及び請求金額

九　多胎妊娠の場合においては、その旨

２　前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一　出産についての医師又は助産師の証明書

二　出産の予定日に関する医師又は助産師の意見書

三　多胎妊娠の場合においては、その旨の医師の証明書

四　勤務しなかつた期間に支払われた報酬についての所属機関の長又は給与事務担当者の証明書

（休業手当金）

第百十五条　法第七十条の規定により休業手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した休業手当金請求書を組合に提出

しなければならない。

一　組合員の氏名

二　組合員証の組合員等記号・番号又は個人番号

三　所属機関の名称及び所在地

四　勤務できなかつた期間及び理由

五　標準報酬の等級及び月額

六　休業手当金の請求に係る期間及び請求金額

２　前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一　法第七十条各号のいずれかに該当することに関する所属機関の長の証明書

二　勤務しなかつた期間に支払われた報酬についての所属機関の長又は給与事務担当者の証明書

（育児休業手当金）

第百十五条の二　法第七十条の二第一項（同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の規定により育児休業手当金の支給

を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した育児休業手当金請求書を組合に提出しなければならない。

一　組合員の氏名

二　組合員証の組合員等記号・番号又は個人番号

三　所属機関の名称及び所在地

四　育児休業の初日及び末日

五　育児休業に係る子の生年月日

六　標準報酬の等級及び月額

七　育児休業手当金の請求に係る期間及び請求金額

八　その他必要な事項

２　前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一　育児休業に関する所属機関の長の証明書

二　勤務しなかつた期間に支払われた報酬についての所属機関の長又は給与事務担当者の証明書

三　その他必要な書類

３　第一項の請求に係る育児休業の期間に変更があつたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した育児休業手当金変更請求書に、育児

休業の期間の変更に関する所属機関の長の証明書を添えて、組合に提出しなければならない。

一　組合員の氏名

二　組合員証の組合員等記号・番号又は個人番号

三　変更後の育児休業の初日及び末日

四　変更後の育児休業手当金の請求に係る期間及び請求金額

４　法第七十条の二第二項の規定により育児休業に係る子が一歳に達した日後も育児休業手当金の支給を受けようとする者は、その者の配

偶者が当該育児休業に係る子の一歳に達する日以前のいずれかの日において育児休業をしていることを証明する書類を組合に提出しなけ

ればならない。

（介護休業手当金）

第百十五条の三　法第七十条の三第一項に規定する要介護家族その他主務省令で定める者は、組合員と同居し、かつ、次の各号のいずれか

に該当する者であつて負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により二週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの

とする。

一　父母の配偶者

二　配偶者の父母の配偶者

三　子の配偶者

四　配偶者の子

２　法第七十条の三第一項に規定する主務省令で定める組合員は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和三十一年法律第百六十

二号）第三十七条第一項に規定する県費負担教職員である組合員とする。

３　法第七十条の三第一項に規定する主務省令で定める者の承認は、市町村の教育委員会の承認とする。

第百十五条の四　法第七十条の三第一項の規定により介護休業手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した介護休業手

当金請求書を組合に提出しなければならない。

一　組合員の氏名

二　組合員証の組合員等記号・番号又は個人番号

三　所属機関の名称及び所在地

四　組合員の介護を必要とする者の住所、氏名及び組合員との続柄

五　介護休業の初日及び末日

六　標準報酬の等級及び月額

七　介護休業手当金の請求に係る期間及び請求金額

２　前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一　介護休業に関する所属機関の長の証明書

二　勤務しなかつた期間に支払われた報酬についての所属機関の長又は給与事務担当者の証明書
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３　第一項の請求に係る介護休業の期間に変更があつたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した介護休業手当金変更請求書に、介護

休業の期間の変更に関する所属機関の長の証明書を添えて、組合に提出しなければならない。

一　組合員の氏名

二　組合員証の組合員等記号・番号又は個人番号

三　変更後の介護休業の初日及び末日

四　変更後の介護休業手当金の請求に係る期間及び請求金額

（弔慰金及び家族弔慰金）

第百十六条　法第七十二条の規定により弔慰金又は家族弔慰金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した弔慰金請求書又は

家族弔慰金請求書を組合に提出しなければならない。

一　組合員の氏名

二　組合員証（組合員の死亡の当時被扶養者であつた者が弔慰金の支給を受けようとするとき、又は組合員が家族弔慰金の支給を受けよ

うとするときは、組合員被扶養者証を含む。）の組合員等記号・番号

三　所属機関の名称及び所在地

四　標準報酬の等級及び月額

五　弔慰金又は家族弔慰金の請求金額

２　前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一　死亡した者の氏名、生年月日、死亡した日、死亡の場所、死亡の原因及びその状況並びに法第七十二条に規定する非常災害により死

亡したことについての市町村長又は警察署長の証明書

二　弔慰金の支給を受けようとする者にあつては、遺族の順位を証明する書類

（災害見舞金）

第百十七条　法第七十三条の規定により災害見舞金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した災害見舞金請求書を組合に提

出しなければならない。

一　組合員の氏名

二　組合員証の組合員等記号・番号

三　所属機関の名称及び所在地

四　標準報酬の等級及び月額

五　災害見舞金の請求金額

２　前項の請求書には、り災者の氏名、り災の日、り災の場所、り災の原因及びその状況並びに損害の程度についての市町村長、消防署長

又は警察署長の証明書を添えなければならない。

（附加給付）

第百十八条　法第五十四条の規定により短期給付の支給を受けようとする者は、運営規則で定めるところにより、請求書に必要な書類を添

えて、組合に提出しなければならない。

（短期給付の決定及び通知）

第百十九条　組合は、法第五十三条第一項に掲げる短期給付（法第五十六条及び第五十七条の規定による療養の給付、法第五十七条の三第

三項から第五項までの規定の適用を受ける入院時食事療養費、法第五十七条の四第三項において準用する法第五十七条の三第三項から第

五項までの規定の適用を受ける入院時生活療養費、法第五十七条の五第三項において準用する法第五十七条の三第三項から第五項までの

規定の適用を受ける保険外併用療養費、法第五十八条の二第三項及び第四項の規定の適用を受ける訪問看護療養費、法第五十九条第三項

から第五項までの規定の適用を受ける家族療養費、法第五十九条の三第三項において準用する法第五十八条の二第三項及び第四項の規定

の適用を受ける家族訪問看護療養費並びに令第二十三条の三の五第一項から第十項までの規定の適用を受ける高額療養費を除く。）又は

法第五十四条に規定する短期給付に係る請求書の提出を受けた場合には、遅滞なく、これを審査決定し、請求額と決定額とが異なると

き、又は請求に応ずることができないときは、理由を付してその旨を文書で請求者に通知しなければならない。

（高齢者の医療の確保に関する法律の障害の認定を受けた者の届出）

第百十九条の二　組合員は、組合員又はその被扶養者が高齢者の医療の確保に関する法律第五十条第二号に該当する者となつたときは、遅

滞なく、次に掲げる事項を記載した書類を組合に提出しなければならない。

一　組合員証（認定を受けた者が被扶養者であるときは、組合員被扶養者証を含む。）の組合員等記号・番号又は個人番号

二　認定を受けた者の氏名及び生年月日

三　高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者証に記載された資格取得年月日及び有効期限

２　組合員は、組合員又はその被扶養者が前項の障害に該当しなくなつたとき又は前項の書類の記載事項に変更があつたときは、遅滞な

く、その旨を組合に届け出なければならない。

（介護保険第二号被保険者の資格の届出）

第百十九条の三　組合員は、組合員又はその被扶養者（四十歳以上六十五歳未満の者に限る。次条において同じ。）が介護保険法施行法（平

成九年法律第百二十四号）第十一条第一項に該当したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類を組合に提出しなければならな

い。

一　組合員（被扶養者にあつては、組合員及びその被扶養者）の氏名及び生年月日

二　組合員証（被扶養者にあつては、組合員被扶養者証を含む。）の組合員等記号・番号又は個人番号

三　介護保険法施行法第十一条第一項に該当した年月日及びその事由

第百十九条の四　組合員は、組合員又はその被扶養者が介護保険法施行法第十一条第一項に該当しなくなつたときは、遅滞なく、次に掲げ

る事項を記載した書類を組合に提出しなければならない。

一　組合員（被扶養者にあつては、組合員及びその被扶養者）の氏名及び生年月日

二　組合員証（被扶養者にあつては、組合員被扶養者証を含む。）の組合員等記号・番号又は個人番号

三　介護保険法施行法第十一条第一項に該当しなくなつた年月日及びその事由

（医療費の通知）

第百十九条の五　組合は、組合員又はその被扶養者が支払つた医療費の額を当該組合員又はその被扶養者に通知するときは、次に掲げる事

項を含めて通知することを標準とする。

一　組合員又はその被扶養者の氏名

二　療養を受けた年月

三　療養を受けた者の氏名
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四　療養を受けた病院、診療所、薬局その他の療養機関の名称

五　組合員又はその被扶養者が支払つた医療費の額

六　組合の名称

第三節　長期給付等

第一款　通則

（長期給付の適用範囲）

第百十九条の六　令第二十四条の二第二項第二号に規定する主務省令で定める規定は、次に掲げる規定とする。

一　女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律第三条第一項（同条第三項において準用する場合を含む。）

二　構造改革特別区域法第二十三条第二項又は第五項

第二款　厚生年金保険給付

（厚生年金保険給付の請求等）

第百二十条　この節に規定するもののほか、厚生年金保険給付（組合（指定都市職員共済組合等にあつては、市町村連合会。以下この条、

次条第一項、第百二十三条、第百二十五条第三号及び第百二十七条において同じ。）が支給するものに限る。以下この款において同じ。）

又は厚生年金保険法附則第二十九条第一項の規定による脱退一時金（組合が支給するものに限る。）に係る請求、届出その他の行為につ

いては、厚生年金保険法施行規則（昭和二十九年厚生省令第三十七号）第三章第一節（第三十条第一項第三号ロ、第六号、第七号及び第

十一号ロ、第二項第四号の三並びに第三項、第三十条の三、第三十条の五の二第二項第三号から第五号まで、第三十六条、第四十一条第

五項及び第六項並びに第四十二条第一項第六号ロ及び第三項第四号を除く。）、第二節（第四十四条第一項第九号ロ及び第四項、第四十八

条の二、第五十二条、第五十七条第五項並びに第五十八条第一項第六号ロ及び第三項第四号を除く。）、第三節（第六十条第一項第三号ロ

及び第十四号ロ、第三項第十一号並びに第五項、第六十条の二第一項第三号ロ、第六十九条、第七十二条第一項第三号ロ、第七十四条第

五項並びに第七十五条第三項第四号を除く。）及び第三節の二、第三章の二（第七十八条の十を除く。）並びに第三章の三（第七十八条の

十八を除く。）に定めるところによるものとする。この場合において、これらの規定中「第一号厚生年金被保険者期間」とあるのは「第

三号厚生年金被保険者期間」と、「機構」とあり、及び「厚生労働大臣」とあるのは「組合（指定都市職員共済組合、市町村職員共済組

合及び都市職員共済組合にあつては、地方公務員等共済組合法第二十七条第四項の規定により市町村連合会の業務をこれらの組合に行わ

せることとした場合を除き、市町村連合会）」とするほか、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同

表の下欄に掲げる字句とする。

第三十条第一項第二号 又は 及び

第三十条第一項第三号 被保険者（ 法第二条の五第一項第一号に規定する第一

号厚生年金被保険者（平成二十四年一元化

法第一条の規定による改正前の法による被

保険者及び

第五号から第七号までにおいて同じ。 以下同じ。

第三十条第一項第八号 附則第九条の三第二項及び第九条の四第三項 附則第九条の三

第十九条第三項、第二十条第三項 第十九条第三項、第二十条の二第三項

第二十七条第十五項及び第十六項 第二十七条第十五項及び第十七項

を含む。）並びに平成六年改正法附則第三十一条第三項の規定によ

りなおその効力を有するものとされた平成六年改正法第二条の規

定による改正前の法第四十四条第一項（以下「法第四十四条第一

項」という。）

を含む。）

第三十条第一項第十一

号

イ及びロ イ

第三十条第一項第十一

号イ

希望する者（ロに規定する者を除く。） 希望する者

第三十条第二項第三号 共済組合の 法第二条の五第一号に規定する第一号厚生

年金被保険者期間（以下「第一号厚生年金

被保険者期間」という。）を有する者にあつ

ては厚生労働大臣が、共済組合の

、当該共済組合 当該共済組合

国民年金法施行規則 それぞれ国民年金法施行規則

第三十条第五項 第四十四条の三第一項、なお効力を有する平成二十四年一元化法

改正前の法（平成二十四年一元化法附則第十二条第二項の規定に

よりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第

一条の規定による改正前の法をいう。以下同じ。）第四十四条の三

第一項又は国民年金法等の一部を改正する法律（平成十二年法律

第十八号。以下「平成十二年改正法」という。）附則第十七条第一

項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改

正法第五条の規定による改正前の法第四十四条の三第一項

第四十四条の三第一項

第三十条第六項 第四十四条の三第一項又はなお効力を有する平成二十四年一元化

法改正前の法第四十四条の三第一項

第四十四条の三第一項

第三十条第八項 第二条の五第一項第一号 第二条の五第一項第三号

附則第八条の二第一項から第三項まで 附則第八条の二第一項及び第四項

第三十条の二第一項 老齢厚生年金及び平成六年改正法附則第三十一条第一項に規定す

る改正前の老齢厚生年金（

老齢厚生年金（

第三十条の二第一項第

一号の二

又は 及び
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第三十条の二第二項第

一号の二

又は 及び

第三十条の四第一項 第四十四条の三第一項、なお効力を有する平成二十四年一元化法

改正前の法第四十四条の三第一項又は平成十二年改正法附則第十

七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成

十二年改正法第五条の規定による改正前の法第四十四条の三第一

項

第四十四条の三第一項

第三十条の五第一項 第三十八条第二項又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改

正前の法第三十八条第二項（昭和六十年改正法附則第五十六条第

三項において準用する場合を含む。）

第三十八条第二項

第三十条の五第一項第

四号

法又は旧法 法

第三十条の五の二第二

項

第三十八条の二第一項（平成十六年度、平成十七年度、平成十九

年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並び

に国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関

する経過措置に関する政令（平成十六年政令第二百九十八号。以

下「平成十六年経過措置政令」という。）第三十二条第一項及び第

三十三条第一項において準用する場合を含む。）、

第三十八条の二第一項又は

を含む。）又は平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適

用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正

前国共済法第七十四条の二第一項

を含む。）

第三十条の五の二第二

項第一号

に限る。）又は旧法による年金たる保険給付 に限る。）

第三十条の五の三第三

項

第三十八条の二第三項（平成十六年経過措置政令第三十二条第一

項及び第三十三条第一項において準用する場合を含む。）、

第三十八条の二第三項又は

を含む。）又は平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適

用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正

前国共済法第七十四条の二第三項

を含む。）

第三十一条第一項 第九条の三第二項及び第四項、第九条の四第三項及び第五項 第九条の三第二項及び第四項

、第二十条第三項及び第五項並びに第二十七条第十五項及び第十

六項において準用する場合を含む。）並びに平成六年改正法附則第

三十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた

平成六年改正法第三条の規定による改正前の法第四十四条第三項

、第二十条の二第三項及び第五項並びに第

二十七条第十五項及び第十七項において準

用する場合を含む。）

十日以内に 速やかに

第三十一条の二第二項 附則第十九条第一項又は第二十条第一項 附則第十九条第一項又は第二十条の二第一

項

第三十二条 対象者が法第四十四条第四項各号（第四号 対象者が法第四十四条第四項各号（第一号、

第四号

第四項並びに第九条の四第三項及び第五項 第四項

、第二十条第三項及び第五項並びに第二十七条第十五項及び第十

六項において準用する場合を含む。）又は平成六年改正法附則第三

十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平

成六年改正法第三条の規定による改正前の法第四十四条第四項各

号（第四号、第八号及び第十号を除く。）

、第二十条の二第三項及び第五項並びに第

二十七条第十五項及び第十七項において準

用する場合を含む。）

十日以内に 速やかに

第三十二条の四第二項 が被保険者 が法第二条の五第一号に規定する第一号厚

生年金被保険者（以下「第一号厚生年金被

保険者」という。）

第三十三条第一項 者（ 者（第一号厚生年金被保険者期間を有して

いない者又は

第三十三条第三項 者（ 者（第一号厚生年金被保険者期間を有して

いない者又は

附則第十一条の六第一項、第二項若しくは第四項（これらの 附則第十一条の六第一項（当該

第三十四条第一項 第三十八条第一項若しくはなお効力を有する平成二十四年一元化

法改正前の法第三十八条第一項

第三十八条第一項

第三十五条第一項及び

第二項

受給権者に係る 受給権者又は加給年金額の対象者に係る

第三十五条第三項 の受給権者の生存 の受給権者若しくは加給年金額の対象者の

生存

当該受給権者の生存 当該受給権者又は加給年金額の対象者の生

存

第三十五条の三第一項 附則第十九条第一項又は第二十条第一項 附則第十九条第一項又は第二十条の二第一

項

第三十七条第一項 十日以内に 速やかに
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第三十七条第四項 第二条の五第一項第二号から第四号まで 第二条の五第一項第一号、第二号又は第四

号

第二号等老齢厚生年金 第一号等老齢厚生年金

第三十八条第一項 十日以内に 速やかに

第三十八条第三項 第二号等老齢厚生年金 第一号等老齢厚生年金

第三十九条第三項 ときは、 ときに、併せて組合が支給する老齢厚生年

金の払渡希望金融機関の変更を届け出たと

きは、

第四十条の二第六項 第二号等老齢厚生年金 第一号等老齢厚生年金

第四十一条第一項 法第九十八条第四項の規定による老齢厚生年金 老齢厚生年金

とする。 とする。ただし、組合が住民基本台帳法第

三十条の九の規定により当該受給権者に係

る本人確認情報の提供を受けることができ

る場合は、この限りでない。

第四十一条第四項 第二号等老齢厚生年金 第一号等老齢厚生年金

第四十二条第一項第六

号

イ及びロ イ

第四十四条第一項第二

号

又は 及び

第四十四条第一項第五

号

又は業務上 又は公務上若しくは業務上

第四十四条第一項第九

号

イ及びロ イ

第四十四条第二項第三

号及び第四十七条の二

第二項第一号

共済組合の 第一号厚生年金被保険者にあつては厚生労

働大臣が、共済組合の

、当該共済組合 当該共済組合

国民年金法施行規則 それぞれ国民年金法施行規則

第四十六条 法第四十四条第四項第一号から第三号まで 法第四十四条第四項第二号及び第三号

十日以内に 速やかに

第四十七条の三第一項

及び第四十九条第一項

十日以内に 速やかに

第五十条の二第二項第

二号

共済組合の 第一号厚生年金被保険者にあつては厚生労

働大臣が、共済組合の

、当該共済組合 当該共済組合

国民年金法施行規則 それぞれ国民年金法施行規則

第五十条の三第一項 掲げる給付（老齢厚生年金及び障害厚生年金並びに障害基礎年金

（受給権者が当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害厚生

年金の受給権を有するものに限る。）を除く。以下この条において

同じ。）

掲げる給付

第五十一条第一項及び

第二項

受給権者に係る 受給権者又は加給年金額の対象者に係る

第五十一条第三項 の受給権者の生存 の受給権者若しくは加給年金額の対象者の

生存

当該受給権者の生存 当該受給権者又は加給年金額の対象者の生

存

第五十三条第一項 十日以内に 速やかに

第五十三条第四項 第二条の五第一項第二号から第四号まで 第二条の五第一項第一号、第二号又は第四

号

第二号等障害厚生年金 第一号等障害厚生年金

第五十四条第一項 十日以内に 速やかに

第五十四条第三項 第二号等障害厚生年金 第一号等障害厚生年金

第五十五条第三項 ときは、 ときに、併せて組合が支給する障害厚生年

金の払渡希望金融機関の変更を届け出たと

きは、

第五十六条の二第六項 第二号等障害厚生年金 第一号等障害厚生年金

第五十七条第一項 法第九十八条第四項の規定による障害厚生年金 障害厚生年金

とする。 とする。ただし、組合が住民基本台帳法第

三十条の九の規定により当該受給権者に係

る本人確認情報の提供を受けることができ

る場合は、この限りでない。

第五十七条第四項 第二号等障害厚生年金 第一号等障害厚生年金

第五十八条第一項第六

号

イ及びロ イ
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第六十条第一項第一号

の二

又は 及び

第六十条第一項第八号 又は業務上 又は公務上若しくは業務上

第六十条第一項第十四

号

イ及びロ イ

第六十条第三項第九号

の二

共済組合の 第一号厚生年金被保険者期間を有する者に

あつては厚生労働大臣が、共済組合の

、当該共済組合 当該共済組合

国民年金法施行規則 それぞれ国民年金法施行規則

第六十条第三項第十二

号

第九号、第十一号、第十三号又は第十五号 第十七号

該当する者（同項第十六号の規定に該当する者にあつては、退職

共済年金を受けることができるものに限る。）

該当する者

第六十条の二第一項第

三号

イ及びロ イ

第六十一条第一項第四

号

第二条の五第一項第二号から第四号まで 第二条の五第一項第一号、第二号又は第四

号

第二号等遺族厚生年金 第一号等遺族厚生年金

第六十二条第一項及び

第六十三条第一項

十日以内に 速やかに

第七十条第一項 十日以内に 速やかに

第七十条第四項 第二号等遺族厚生年金 第一号等遺族厚生年金

第七十条の二第一項 十日以内に 速やかに

第七十一条第一項 十日以内に 速やかに

第七十一条第三項 第二号等遺族厚生年金 第一号等遺族厚生年金

第七十二条第一項第三

号

イ及びロ イ

第七十二条第三項 ときは、 ときに、併せて組合が支給する遺族厚生年

金の払渡希望金融機関の変更を届け出たと

きは、

第七十三条の二第六項 第二号等遺族厚生年金 第一号等遺族厚生年金

第七十四条第一項 法第九十八条第四項の規定による遺族厚生年金 遺族厚生年金

とする。 とする。ただし、組合が住民基本台帳法第

三十条の九の規定により当該受給権者に係

る本人確認情報の提供を受けることができ

る場合は、この限りでない。

第七十四条第四項 第二号等遺族厚生年金 第一号等遺族厚生年金

第七十六条の三 法附則第二十九条第九項において準用する法第九十八条第四項の

規定による脱退一時金

脱退一時金

第七十八条の六第五項 法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者期

間（以下「第二号厚生年金被保険者期間」という。）、同項第三号

に規定する第三号厚生年金被保険者期間（以下「第三号厚生年金

被保険者期間」という。）

第一号厚生年金被保険者期間、法第二条の

五第一項第二号に規定する第二号厚生年金

被保険者期間（以下「第二号厚生年金被保

険者期間」という。）

第七十八条の十一第三

項及び第七十八条の十

九第三項

第二号厚生年金被保険者期間、第三号厚生年金被保険者期間 第一号厚生年金被保険者期間、第二号厚生

年金被保険者期間

２　前項の規定により読み替えて適用される厚生年金保険法施行規則第三章の規定中「組合（指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合

及び都市職員共済組合にあつては、地方公務員等共済組合法第二十七条第四項の規定により市町村連合会の業務をこれらの組合に行わせ

ることとした場合を除き、市町村連合会）が支給する」とあるのは、指定都市職員共済組合等については、「市町村連合会が支給する」

と読み替えてこれらの規定を適用するものとする。

（厚生年金保険給付に関する通知等）

第百二十一条　組合は、厚生年金保険給付又は厚生年金保険法附則第二十九条第一項の規定による脱退一時金に関する処分を行つたとき

は、速やかに、文書でその内容を請求者又は受給権者に通知しなければならない。この場合において、請求に応ずることができないもの

であるときは、理由を付さなければならない。

２　前項の規定による通知が老齢厚生年金、障害厚生年金又は遺族厚生年金の裁定に係るものであるときは、組合は、併せて、次に掲げる

事項を記載した当該年金の年金証書を受給権者に交付しなければならない。

一　年金の種類及び年金証書の年金コード（厚生年金保険法施行規則第三十条第一項第九号に規定する年金コードをいう。以下同じ。）

二　受給権者の氏名、生年月日及び基礎年金番号

三　受給権を取得した年月

３　組合は、必要があると認めるときは、受給権者に対して年金証書の提出を求めることができる。

（年金証書の再交付）

第百二十二条　組合は、第百二十条第一項の規定により適用することとされた厚生年金保険法施行規則（以下この節において単に「厚生年

金保険法施行規則」という。）第四十条第一項、第五十六条第一項又は第七十三条第一項の規定による申請があつたときは、当該年金の

年金証書を作成して申請者に交付しなければならない。
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（支払の一時差止め）

第百二十三条　組合は、厚生年金保険給付の受給権者が正当な理由がなく、厚生年金保険法施行規則第三十二条の三第一項の届書若しくは

これに添えるべき書類（同条第三項の規定の適用を受けるものに限る。）、第三十五条第三項に規定する書類、第三十五条の二の書類等、

第三十五条の三第一項に規定する届書若しくはこれに添えるべき書類等、第三十五条の四の書類等、第四十条の二第三項に規定する書

類、第五十一条第三項に規定する書類、第五十一条の二の書類等、第五十一条の三第一項に規定する届書、第五十一条の四の書類等、第

五十六条の二第三項に規定する書類、第六十八条第三項に規定する書類、第六十八条の二若しくは第六十八条の三の書類等、第七十条の

二第一項に規定する届書又は第七十三条の二第三項の書類を提出しないときは、それらの書類等が提出されるまで当該受給権者に係る厚

生年金保険給付の支払を差し止めることができる。

（添付書類の特例）

第百二十四条　厚生年金保険法施行規則第三章の規定による届出（氏名の変更、住所の変更、死亡、障害の現状若しくは加給年金額の対象

者がある者の届出又は加給年金額対象者の不該当の届出（加給年金額の対象者である配偶者に係る当該届出に限る。）に限る。以下この

項において「厚生年金保険法施行規則第三章の規定による変更届出等」という。）を厚生年金保険法施行規則第三章の規定による変更届

出等のうち同種の届出と同時に行うときは、厚生年金保険法施行規則第三章の規定による変更届出等に係る届書に記載することとされた

事項及び添えなければならないこととされた書類等のうち、一の届書に記載し、又は添えたものについては、他の届書に記載し、又は添

えることを要しないものとする。この場合においては、当該他の届書に記載することとされた事項のうち、年金コードは記載することを

要しないものとする。

２　組合は、非常災害に際して特に必要があると認めるときは、この命令の規定によつて申請書、申出書、請求書又は届書に添えるべき書

類について、その添付を省略させ、又はこれに代わるべき他の書類を添えて提出させることができる。

３　厚生年金保険法施行規則第三章、第三章の二又は第三章の三の規定によつて請求書、申請書、申出書又は届書に添えて提出すべき受給

権者その他関係者の生存、生年月日、障害の状態、身分関係又は生計維持若しくは生計同一の事実を明らかにすることができる書類（以

下この条において「添付書類」という。）については、一の添付書類によつて、他の添付書類に係る事項を明らかにすることができると

きは、当該他の添付書類は、省略することができる。

４　厚生年金保険法施行規則第三章の規定によつて同時に二以上の請求書、申請書、申出書又は届書を提出する場合において、一の請求

書、申請書、申出書又は届書の添付書類によつて、他の請求書、申請書、申出書又は届書の添付書類に係る事項を明らかにすることがで

きるときは、他の請求書、申請書、申出書又は届書の余白にその旨を記載して、他の請求書、申請書、申出書又は届書の当該添付書類

は、省略することができる。同一の世帯に属する二人以上の者が同時に請求書、申請書、申出書又は届書を提出する場合における他方の

請求書、申請書、申出書又は届書の当該添付書類についても、同様とする。

５　厚生年金保険法施行規則第三章の規定によつて申請書、申出書又は届書に記載すべき事項又は添付すべき書類等については、他の申請

書、申出書又は届書に記載されている事項、添付されている書類等により明らかであると組合が認めるときは、当該申請書、申出書又は

届書に記載し、又は添付することを要しないものとする。

６　厚生年金保険法施行規則第三章の二又は第三章の三の規定によつて請求書に記載すべき事項又は添付すべき書類等については、他の請

求書に記載されている事項、添付されている書類等により明らかであると組合が認めるときは、当該請求書に記載し、又は添付すること

を要しないものとする。

第百二十五条　前章及びこの章第三節第一款の規定により次に掲げる書類を提出し又は請求書、申請書、申出書又は届書（以下この条及び

次条において「請求書等」という。）に添えなければならない場合において、厚生年金保険法第百条の二第一項の規定による情報の提供

を受けることにより組合が当該書類に係る事実を確認することができるときは、前章及びこの章第三節第一款の規定にかかわらず、当該

書類を提出し又は請求書等に添えることを要しないものとする。

一　厚生労働大臣、共済組合（存続組合及び指定基金を含む。）又は日本私立学校振興・共済事業団が国民年金法施行規則様式第一号に

より第一号厚生年金被保険者期間、共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を確認した書類

二　国民年金法附則第七条第一項に規定する合算対象期間（国民年金等改正法附則第八条第五項及び国民年金法等の一部を改正する法律

（平成元年法律第八十六号）附則第四条第一項の規定により合算対象期間に算入される期間を含む。）を明らかにすることができる書類

三　厚生年金保険法施行規則第三十条第一項第九号に規定する公的年金給付（組合が支給するものとされたものを除く。）の支給状況に

関する書類

（実施機関による届書等の受理、送付等）

第百二十六条　厚生年金保険法第二条の五第一項に規定する実施機関（組合を除く。以下この条において同じ。）は、厚生年金保険法施行

令（昭和二十九年政令第百十号）第四条の二の十四第一項の規定により、厚生年金保険法施行規則第三章第一節（第三十条の二第一項、

第三十条の三第一項、第三十五条の二第一項及び第三十五条の三第一項を除く。）、第二節（第四十五条第一項、第四十五条の二第一項、

第四十六条、第四十九条の二、第五十条の三第一項、第五十三条第一項、第五十四条第一項、第五十五条第一項、第五十六条第二項、第

五十六条の二第一項、第五十七条第一項及び第五十八条第一項に限る。）若しくは第三節（第六十七条の二及び第六十八条の二第二項を

除く。）、第三章の二若しくは第三章の三の規定による請求書等の受理及びこれらの書類に係る事実についての審査を行うものとする。

２　実施機関は、前項の規定により請求書等を受理したときは、必要な審査を行い、組合にこれを送付し、又は電磁的方法により送らなけ

ればならない。

３　第一項の規定により同項の請求書等が実施機関に受理されたときは、その受理されたときに組合に提出があつたものとみなす。

４　厚生年金保険法施行規則第三十条に規定する請求書（厚生年金保険法附則第七条の三第一項第四号に規定する特定警察職員等であつ

て、同法附則第八条の二第一項の表の下欄に掲げる年齢（当該者が同法附則第七条の三第一項第二号に規定する者である場合には、同法

附則第八条の二第二項の表の下欄に掲げる年齢）に達していない者が提出するものに限る。）については、前三項の規定は適用しない。

（年金原簿等の作成）

第百二十七条　組合は、厚生年金保険給付の受給権者ごとに、年金原簿及び年金支給簿を備え、厚生年金保険給付の裁定、改定及び支給に

必要な事項を記載して整理しなければならない。

２　第三号厚生年金被保険者（第三号厚生年金被保険者であつた者を含む。）である受給権者については、第九十条の二中「組合員原票」

とあるのは「組合員原票及び年金原簿並びに年金支給簿（厚生年金保険給付に関する部分に限る。）」と、「賞与の支払年月」とあるのは

「賞与の支払年月及び厚生年金保険給付に関する事項」と読み替えて、同条の規定を適用する。

３　組合員たる離婚時みなし被保険者期間を有する者である受給権者については、第九十一条の三第三項中「みなし組合員原票」とあるの

は「みなし組合員原票並びに年金原簿及び年金支給簿（厚生年金保険給付に関する部分に限る。）」と読み替えて、同項の規定を適用す

る。
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４　組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者である受給権者については、第九十一条の五第三項中「被扶養配偶者みなし組

合員原票」とあるのは「被扶養配偶者みなし組合員原票並びに年金原簿及び年金支給簿（厚生年金保険給付に関する部分に限る。）」と読

み替えて、同項の規定を適用する。

第三款　退職等年金給付

（退職年金の決定の請求）

第百二十八条　退職年金について、法第四十二条第一項の規定による決定を受けようとする者（法第九十二条又は第九十三条に規定する一

時金について、法第四十二条第一項の規定による決定を受けようとする者を除く。）は、次に掲げる事項を記載した請求書を組合に提出

しなければならない。

一　請求者の氏名、生年月日、住所、個人番号及び基礎年金番号

二　退職当時の所属機関の名称（組合員にあつては、当該組合員の所属機関の名称）

三　退職年月日

四　法第八十条第一項第一号に定める場合に該当するときは、当該給付の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日及び

その年金証書の記号番号

五　有期退職年金について、法第八十七条第二項に規定する支給期間の短縮の申出又は第九十一条第一項の規定による一時金の支給の請

求をしようとするときは、その旨

六　法第八十八条第一項の規定による退職年金の支給を受けようとする者（法附則第十九条第一項の規定による退職年金の支給の請求を

既に行つた者を除く。）で、法第九十四条に規定する退職年金の支給の繰下げを行うときは、その旨

七　過去に法第九十六条第二項の規定により有期退職年金を受ける権利を失つた者は、その旨

八　禁錮以上の刑に処せられたとき又は法第百十一条第一項（令第四十五条第四項の規定によりみなして適用する場合を含む。）に規定

する懲戒処分若しくは退職手当支給制限等処分を受けたときは、その旨

九　法附則第十九条第一項の規定により退職年金の支給を繰り上げて受けようとするときは、その旨

十　次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項

イ　支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する者　払渡金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに支給を

受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する旨

ロ　イに掲げる者以外の者　払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号

十一　その他必要な事項

２　前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一　組合員期間等証明書

二　預金口座の口座番号についての当該払渡金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができ

る書類

三　その他必要な書類

３　組合は、第一項の請求書を提出する者について、地方公共団体情報システム機構から機構保存本人確認情報の提供を受け、第一項第一

号に掲げる事項その他必要な事項について確認を行うものとする。この場合において、これらの事項（前項の規定により提出された書類

により確認できる事項を除く。）について確認を行うことができなかつた場合には、組合は、その請求者に対し当該これらの事項につい

て確認できる書類の提出を求めることができる。

４　第一項の請求書を提出する者が、同時に厚生年金保険法による老齢厚生年金の裁定請求をするときは、第二項の規定にかかわらず、同

項の規定により当該請求書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該老齢厚生年金の裁定請求書に添えたもの（請求

者が厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者である場合には、当該老齢厚生年金の裁定請求書に添えたものを含

む。）については、第一項の請求書に併せて提出することを要しないものとする。

（整理退職の場合の一時金の決定の請求）

第百二十九条　法第九十二条第一項に規定する一時金について、法第四十二条第一項の規定による決定を受けようとする者は、次に掲げる

事項を記載した請求書を組合に提出しなければならない。

一　請求者の氏名、生年月日、住所、個人番号及び基礎年金番号

二　退職当時の所属機関の名称

三　退職年月日

四　地方公務員法（昭和二十五年法律第二百六十一号）第二十八条第一項第四号の規定による免職の処分又はこれに相当する処分を受け

て退職した者に該当する旨

五　次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項

イ　支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する者　払渡金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに支給を

受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する旨

ロ　イに掲げる者以外の者　払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号

六　その他必要な事項

２　前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一　組合員期間等証明書

二　地方公務員法第二十八条第一項第四号の規定による免職の処分又はこれに相当する処分を受けて退職した者に該当する旨を証する

書類

三　預金口座の口座番号についての当該払渡金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができ

る書類

四　その他必要な書類

３　組合は、第一項の請求書を提出する者について、地方公共団体情報システム機構から機構保存本人確認情報の提供を受け、同項第一号

に掲げる事項その他必要な事項について確認を行うものとする。この場合において、これらの事項（前項の規定により提出された書類に

より確認できる事項を除く。）について確認を行うことができなかつた場合には、組合は、その請求者に対し当該これらの事項について

確認できる書類の提出を求めることができる。

（遺族に対する一時金の決定の請求）

第百三十条　法第九十三条第一項に規定する一時金について、法第四十二条第一項の規定による決定を受けようとする者は、次に掲げる事

項を記載した請求書を組合に提出しなければならない。

一　請求者の氏名、生年月日、住所、個人番号及び基礎年金番号並びに請求者と組合員又は組合員であつた者との身分関係

35



二　組合員又は組合員であつた者の氏名、生年月日、基礎年金番号及び死亡した年月日

三　組合員又は組合員であつた者の退職当時又は死亡当時の所属機関の名称

四　次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項

イ　支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する者　払渡金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに支給を

受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する旨

ロ　イに掲げる者以外の者　払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号

五　その他必要な事項

２　前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一　組合員又は組合員であつた者の死亡に関して市町村長に提出した死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書に記載してある事項につ

いての市町村長による証明書又はこれに準ずる書類

二　組合員期間等証明書

三　請求者と組合員又は組合員であつた者との身分関係を明らかにすることができる市町村長による証明書、戸籍の抄本若しくは戸籍の

謄本、除籍の抄本若しくは除籍の謄本又は法定相続情報一覧図の写し

四　死亡した組合員又は組合員であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持していたことを証する書類

五　請求者が婚姻の届出をしていないが組合員又は組合員であつた者と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実

を証する書類

六　請求者（配偶者、十八歳に達した日以後 初の三月三十一日までの間にある子又は孫、父母及び祖父母を除く。）が、障害等級の一

級又は二級の障害の状態にあるときは、その障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書

七　預金口座の口座番号についての当該払渡金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができ

る書類

八　その他必要な書類

３　組合は、第一項の請求書を提出する者について、地方公共団体情報システム機構から機構保存本人確認情報の提供を受け、第一項第一

号及び第二号に掲げる事項その他必要な事項について確認を行うものとする。この場合において、これらの事項（前項の規定により提出

された書類により確認できる事項を除く。）について確認を行うことができなかつた場合には、組合は、その請求者に対し当該これらの

事項について確認できる書類の提出を求めることができる。

４　第一項の請求書を提出する者が、同一の給付事由により同時に厚生年金保険法による遺族厚生年金の裁定請求をするときは、第二項の

規定にかかわらず、同項の規定により当該請求書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該遺族厚生年金の裁定請求

書に添えたものについては、第一項の請求書に併せて提出することを要しないものとする。

（三歳に満たない子を養育する組合員等の給付算定基礎額の計算の特例を受ける場合の申出等）

第百三十一条　法第七十九条第一項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を組合に提出することによつて行うものとする。

一　申出者の氏名、生年月日、住所、個人番号又は基礎年金番号及び組合員証の組合員等記号・番号

二　法第七十九条第一項に規定する基準月において組合員であつた当時の所属機関の名称

三　三歳に満たない子（以下この条において「子」という。）を養育することとなつた年月日

四　地方公務員等共済組合法施行規則第二条の六の四に規定する事由が生じた場合にあつては、当該事由が生じた年月日

五　子の氏名、生年月日及び個人番号

六　その他必要な事項

２　前項の申出書を提出する場合には、次に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えなければならない。

一　子を養育することとなつたことによる法第七十九条第一項の申出をする者　次に掲げる書類

イ　当該子の生年月日及びその子と申出者との身分関係を明らかにすることができる市町村長その他相当な機関による証明書又は戸籍

の謄本若しくは戸籍の抄本

ロ　当該子を養育することとなつた年月日を証する書類

ハ　その他必要な書類

二　地方公務員等共済組合法施行規則第二条の六の四各号に掲げる事由が生じた年月日において子を養育することによる法第七十九条第

一項の申出をする者　次に掲げる書類。ただし、当該子について、前号の申出をしたことがある者及びこの号の申出をしたことがある

者については、イに掲げる書類を提出することを要しない。

イ　当該子の生年月日及びその子と申出者との身分関係を明らかにすることができる市町村長その他相当な機関による証明書又は戸籍

の謄本若しくは戸籍の抄本

ロ　地方公務員等共済組合法施行規則第二条の六の四に規定する事由が生じた年月日に当該子を養育していることを証する書類

ハ　その他必要な書類

３　法第七十九条第一項の申出をした者は、同項第三号から第六号までのいずれかに該当するに至つたときは、速やかに、次に掲げる事項

を記載した届出書を組合に提出しなければならない。

一　申出者の氏名、生年月日及び住所

二　個人番号又は基礎年金番号及び組合員証の組合員等記号・番号

三　子の氏名及び生年月日

四　法第七十九条第一項第三号から第六号までのいずれかに該当するに至つた年月日

五　その他必要な事項

（厚生年金保険法による三歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例に係る申出）

第百三十二条　前条の規定は、厚生年金保険法第二十六条第一項の申出について準用する。この場合において、前条中「法第七十九条第一

項」とあるのは「厚生年金保険法第二十六条第一項」と、「地方公務員等共済組合法施行規則第二条の六の四」とあるのは「厚生年金保

険法施行規則第十条の三」と、「組合員であつた当時の所属機関」とあるのは「被保険者であつた者が使用されていた事業所」と読み替

えるものとする。

（厚生年金保険法による三歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例に係る申出の特例）

第百三十三条　第三号厚生年金被保険者が法第七十九条第一項の申出をした場合には、厚生年金保険法第二十六条第一項の申出をしたもの

とみなす。

２　第三号厚生年金被保険者が第百三十一条第三項に規定する届出書を組合に提出した場合には、併せて厚生年金保険法第二十六条第一項

第三号から第六号までのいずれかに該当した旨の届出がなされたものとみなす。
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（併給調整事由該当の届出等）

第百三十四条　退職年金の受給権者は、法第八十条第一項第一号に定める場合に該当することとなつたときは、速やかに、次に掲げる事項

を記載した届出書を組合に提出しなければならない。

一　受給権者の氏名、生年月日及び住所

一の二　個人番号又は基礎年金番号

二　退職年金の年金証書の記号番号

三　退職年金の支給の停止の原因となつた公務障害年金（以下この条及び次条において「併給調整年金である公務障害年金」という。）

の支給を受けることができることとなつた年月日及びその年金証書の記号番号

四　その他必要な事項

２　法第八十条第二項の規定により退職年金の支給の停止の解除を申請しようとする者（以下この項において「退職年金の停止解除申請

者」という。）は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した申請書を組合に提出しなければならない。

一　受給権者の氏名、生年月日及び住所

一の二　個人番号又は基礎年金番号

二　当該申請に係る退職年金の年金証書の記号番号

三　当該申請を行う日が、当該申請に係る退職年金について法第八十条第一項の規定によりその支給を停止すべき事由が生じた日の属す

る月と同一の月に属するときは、併給調整年金である公務障害年金又は当該退職年金について、退職年金の停止解除申請者にあつては

法第八十条第二項又は第三項の規定（以下「停止解除規定」という。）による支給の停止の解除を申請していない旨

四　当該申請を行う日が、当該申請に係る退職年金について法第八十条第一項の規定によりその支給を停止すべき事由が生じた日の属す

る月の翌月以後に属するときは、併給調整年金である公務障害年金又は当該退職年金について、退職年金の停止解除申請者にあつては

当該支給を停止すべき事由が生じた日以後に行われた停止解除規定による支給の停止の解除の申請を撤回した旨

五　その他必要な事項

３　前項第四号に掲げる事項を記載した申請書を提出する場合には、同号の撤回を証する書類その他の必要な書類を併せて提出しなければ

ならない。

（併給調整事由消滅の届出）

第百三十五条　退職年金の受給権者は、併給調整年金である公務障害年金の支給を停止すべき事由が消滅したときは、次に掲げる事項を記

載した届出書を組合に提出しなければならない。

一　受給権者の氏名、生年月日及び住所

一の二　個人番号又は基礎年金番号

二　退職年金の年金証書の記号番号

三　併給調整年金である公務障害年金の支給停止事由消滅の事由

四　その他必要な事項

２　組合は、前項の届出書を提出する者について、地方公共団体情報システム機構から機構保存本人確認情報の提供を受け、同項第一号に

掲げる事項その他必要な事項について確認を行うものとする。この場合において、これらの事項について確認を行うことができなかつた

場合には、組合は、その受給権者に対し当該これらの事項について確認できる書類の提出を求めることができる。

（受給権者の申出による支給停止に係る届出等）

第百三十六条　法第八十一条第一項に規定する申出をしようとする退職年金の受給権者は、次に掲げる事項を記載した申出書を組合に提出

しなければならない。

一　法第八十一条第一項の申出をする旨

二　受給権者の氏名、生年月日及び住所

二の二　個人番号又は基礎年金番号

三　退職年金の年金証書の記号番号

四　その他必要な事項

２　組合は、前項の申出書を提出する者について、地方公共団体情報システム機構から機構保存本人確認情報の提供を受け、同項第二号に

掲げる事項その他必要な事項について確認を行うものとする。この場合において、これらの事項について確認を行うことができなかつた

場合には、組合は、その受給権者に対し当該これらの事項について確認できる書類の提出を求めることができる。

（受給権者の申出による支給停止の撤回等）

第百三十七条　法第八十一条第二項の規定による申出の撤回をしようとする退職年金の受給権者は、次に掲げる事項を記載した申出書を組

合に提出しなければならない。

一　法第八十一条第一項の申出の撤回をする旨

二　受給権者の氏名、生年月日及び住所

二の二　個人番号又は基礎年金番号

三　退職年金の年金証書の記号番号

四　その他必要な事項

２　組合は、前項の申出書を提出する者について、地方公共団体情報システム機構から機構保存本人確認情報の提供を受け、同項第二号に

掲げる事項その他必要な事項について確認を行うものとする。この場合において、これらの事項について確認を行うことができなかつた

場合には、組合は、その受給権者に対し当該これらの事項について確認できる書類の提出を求めることができる。

（退職による終身退職年金及び有期退職年金の額の計算の請求）

第百三十八条　組合員である退職年金の受給権者が退職し、法第九十五条第二項の規定による終身退職年金の額の計算及び同条第四項の規

定による有期退職年金の額の計算の請求をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を組合に提出しなければならない。た

だし、有期退職年金にあつては、法第九十六条第二項の規定により当該有期退職年金を受ける権利が消滅している場合は、この限りでな

い。

一　受給権者の氏名、生年月日及び住所

二　退職当時の所属機関の名称

三　退職年金の年金証書の記号番号

四　退職年月日

五　その他必要な事項

２　前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
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一　組合員期間等証明書

二　その他必要な書類

３　第一項及び前項の規定は、法附則第十九条第二項の規定による退職年金の受給権者であつて、同条第一項の規定による請求があつた日

以後の組合員期間を有する者が退職し、法第九十五条第二項の規定による終身退職年金の額の計算及び同条第四項の規定による有期退職

年金の額の計算の請求をしようとする場合について、準用する。

（公務障害年金の決定の請求）

第百三十九条　公務障害年金について、法第四十二条第一項の規定による決定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を

組合に提出しなければならない。

一　請求者の氏名、生年月日、住所、個人番号及び基礎年金番号

二　退職当時の所属機関の名称（組合員にあつては、当該組合員の所属機関の名称）

三　退職年月日

四　給付事由の発生原因

五　初診日及び障害認定日

六　障害の原因である病気又は負傷が第三者の行為によつて生じたものであるとき又は公務によつて生じたものであるときは、その旨

七　法第八十条第一項第二号に定める場合に該当するときは、当該給付の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日及び

その年金証書の記号番号

八　法第九十八条第六項に定める場合に該当し、厚生年金保険法による年金たる保険給付（令第二十五条の十一に規定する厚生年金保険

法による年金たる保険給付に相当する給付を含む。）を受けることができるとき（厚生年金保険法第四十七条第一項ただし書（同法第

四十七条の二第二項、第四十七条の三第二項、第五十二条第五項及び第五十四条第三項において準用する場合を含む。）の規定に該当

することにより同法による障害厚生年金を受ける権利を有しないとき、又は同法第五十八条第一項ただし書の規定に該当することによ

り同法による遺族厚生年金を受ける権利を有しないときを除く。）は、法第九十八条第七項の厚生年金相当額に相当する給付の名称、

その支給を受けることができることとなつた年月日及びその年金証書の記号番号又は年金コード

九　厚生年金保険法第四十七条第一項ただし書（同法第四十七条の二第二項、第四十七条の三第二項、第五十二条第五項及び第五十四条

第三項において準用する場合を含む。）の規定に該当することにより同法による障害厚生年金を受ける権利を有しないとき、又は同法

第五十八条第一項ただし書の規定に該当することにより同法による遺族厚生年金を受ける権利を有しないときは、その旨

十　禁錮以上の刑に処せられたとき又は法第百十一条第一項（令第四十五条第四項の規定によりみなして適用する場合を含む。）に規定

する懲戒処分若しくは退職手当支給制限等処分を受けたときは、その旨

十一　次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項

イ　支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する者　払渡金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに支給を

受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する旨

ロ　イに掲げる者以外の者　払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号

十二　その他必要な事項

２　前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一　組合員期間等証明書

二　障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書

三　前項第八号に規定する場合に該当するときは、同号に規定する年金証書の写し

四　請求者について地方公務員災害補償法（昭和四十二年法律第百二十一号）による傷病補償年金若しくは障害補償年金又はこれらに相

当する補償を受けることができるときは、補償事由が発生した日、補償期間、障害補償の等級及び補償金額を記載した当該補償の実施

機関の長による証明書

五　預金口座の口座番号についての当該払渡金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができ

る書類

六　前項第五号の初診日を明らかにすることができる書類

七　その他必要な書類

３　組合は、第一項の請求書を提出する者について、地方公共団体情報システム機構から機構保存本人確認情報の提供を受け、同項第一号

に掲げる事項その他必要な事項について確認を行うものとする。この場合において、これらの事項（前項の規定により提出された書類に

より確認できる事項を除く。）について確認を行うことができなかつた場合には、組合は、その請求者に対し当該これらの事項について

確認できる書類の提出を求めることができる。

４　第一項の請求書を提出する者が、同時に厚生年金保険法による障害厚生年金（当該公務障害年金と同一の給付事由に基づいて支給され

るものに限る。）の裁定請求をするときは、第二項の規定にかかわらず、同項の規定により当該請求書と併せて提出しなければならない

こととされた書類のうち当該障害厚生年金の裁定請求書に添えたものについては、第一項の請求書に併せて提出することを要しないもの

とする。

（併給調整事由該当の届出等）

第百四十条　公務障害年金の受給権者は、法第八十条第一項第二号に定める場合に該当することとなつたときは、速やかに、次に掲げる事

項を記載した届出書を組合に提出しなければならない。

一　受給権者の氏名、生年月日及び住所

一の二　個人番号又は基礎年金番号

二　公務障害年金の年金証書の記号番号

三　公務障害年金の支給の停止の原因となつた他の年金である給付（以下この条及び次条において「公務障害年金に係る併給調整年金」

という。）の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日及びその年金証書の記号番号

四　その他必要な事項

２　法第八十条第二項の規定により公務障害年金の支給の停止の解除を申請しようとする者は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項

を記載した申請書を組合に提出しなければならない。

一　受給権者の氏名、生年月日及び住所

一の二　個人番号又は基礎年金番号

二　当該申請に係る公務障害年金の年金証書の記号番号
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三　当該申請を行う日が、当該申請に係る公務障害年金について法第八十条第一項の規定によりその支給を停止すべき事由が生じた日の

属する月と同一の月に属するときは、公務障害年金に係る併給調整年金について停止解除規定による支給の停止の解除を申請していな

い旨

四　当該申請を行う日が、当該申請に係る公務障害年金について法第八十条第一項の規定によりその支給を停止すべき事由が生じた日の

属する月の翌月以後に属するときは、公務障害年金に係る併給調整年金について当該支給を停止すべき事由が生じた日以後に行われた

停止解除規定による支給の停止の解除の申請を撤回した旨

五　その他必要な事項

３　前項第四号に掲げる事項を記載した申請書を提出する場合には、同号の撤回を証する書類その他の必要な書類を併せて提出しなければ

ならない。

（併給調整事由消滅の届出）

第百四十一条　公務障害年金の受給権者は、公務障害年金に係る併給調整年金の支給を停止すべき事由が消滅したときは、次に掲げる事項

を記載した届出書を組合に提出しなければならない。

一　受給権者の氏名、生年月日及び住所

一の二　個人番号又は基礎年金番号

二　公務障害年金の年金証書の記号番号

三　公務障害年金に係る併給調整年金の支給停止事由消滅の事由

四　その他必要な事項

２　組合は、前項の届出書を提出する者について、地方公共団体情報システム機構から機構保存本人確認情報の提供を受け、同項第一号に

掲げる事項その他必要な事項について確認を行うものとする。この場合において、これらの事項について確認を行うことができなかつた

場合には、組合は、その受給権者に対し当該これらの事項について確認できる書類の提出を求めることができる。

（受給権者の申出による支給停止に係る届出等）

第百四十二条　法第八十一条第一項に規定する申出をしようとする公務障害年金の受給権者は、次に掲げる事項を記載した申出書を組合に

提出しなければならない。

一　法第八十一条第一項の申出をする旨

二　受給権者の氏名、生年月日及び住所

二の二　個人番号又は基礎年金番号

三　公務障害年金の年金証書の記号番号

四　その他必要な事項

２　組合は、前項の申出書を提出する者について、地方公共団体情報システム機構から機構保存本人確認情報の提供を受け、同項第二号に

掲げる事項その他必要な事項について確認を行うものとする。この場合において、これらの事項について確認を行うことができなかつた

場合には、組合は、その受給権者に対し当該これらの事項について確認できる書類の提出を求めることができる。

（受給権者の申出による支給停止の撤回等）

第百四十三条　法第八十一条第二項の規定による申出の撤回をしようとする公務障害年金の受給権者は、次に掲げる事項を記載した申出書

を組合に提出しなければならない。

一　法第八十一条第一項の申出の撤回をする旨

二　受給権者の氏名、生年月日及び住所

二の二　個人番号又は基礎年金番号

三　公務障害年金の年金証書の記号番号

四　その他必要な事項

２　組合は、前項の申出書を提出する者について、地方公共団体情報システム機構から機構保存本人確認情報の提供を受け、同項第二号に

掲げる事項その他必要な事項について確認を行うものとする。この場合において、これらの事項について確認を行うことができなかつた

場合には、組合は、その受給権者に対し当該これらの事項について確認できる書類の提出を求めることができる。

（障害の程度が変わつたときの改定の請求等）

第百四十四条　公務障害年金の受給権者は、法第九十九条第一項又は第二項の規定による当該公務障害年金の額の改定を請求しようとする

ときは、次に掲げる事項を記載した請求書を組合に提出しなければならない。

一　受給権者の氏名、生年月日及び住所

一の二　個人番号又は基礎年金番号

二　公務障害年金の年金証書の記号番号

三　公務障害年金を受ける原因となつた病気又は負傷の名称

四　その他必要な事項

２　前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一　当該請求書を提出する日前三月以内に作成された障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書

二　その他必要な書類

３　第一項の請求書を提出する者が、同時に厚生年金保険法による障害厚生年金（当該公務障害年金と同一の給付事由に基づいて支給され

るものに限る。）の改定請求をするときは、前項の規定により当該請求書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該

障害厚生年金の改定請求書に添えたものについては、同項の規定にかかわらず、第一項の請求書に併せて提出することを要しないものと

する。

（障害等級に該当しなくなつたときの届出）

第百四十五条　公務障害年金の受給権者は、障害の程度が障害等級に該当しなくなつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出

書を組合に提出しなければならない。

一　受給権者の氏名、生年月日及び住所

一の二　個人番号又は基礎年金番号

二　公務障害年金の年金証書の記号番号

三　障害の程度が障害等級に該当しなくなつた年月日

四　その他必要な事項
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（障害の状態等に関する届出）

第百四十六条　公務障害年金の受給権者であつて、その障害の程度の診査が必要であると認めて組合が指定したものは、組合が指定する日

（以下「指定日」という。）までに、次に掲げる事項を記載した届出書を組合に提出しなければならない。ただし、当該公務障害年金の全

額につき支給が停止されているときは、この限りでない。

一　受給権者の氏名、生年月日及び住所

一の二　個人番号又は基礎年金番号

二　公務障害年金の年金証書の記号番号

三　その他必要な事項

２　前項の届出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一　指定日前三月以内に作成された障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書

二　その他必要な書類

３　組合（指定都市職員共済組合等にあつては、市町村連合会）は、前二項の書類が提出されるまで、法第八十五条第二項の規定により、

指定日の属する月の翌月以後に支払うべき公務障害年金の支払を差し止めることができる。

４　第一項の届出書を提出する者が、同時に厚生年金保険法による障害厚生年金（当該公務障害年金と同一の給付事由に基づいて支給され

るものに限る。）について厚生年金保険法施行規則第五十一条の四の書類等を提出するときは、第二項の規定にかかわらず、同項の規定

により当該届出書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該障害厚生年金に係る届出書に添えたものについては、第

一項の届出書に併せて提出することを要しないものとする。

（公務遺族年金の決定の請求）

第百四十七条　公務遺族年金について、法第四十二条第一項の規定による決定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を

組合に提出しなければならない。

一　請求者の氏名、生年月日、住所、個人番号及び基礎年金番号並びに請求者と組合員又は組合員であつた者との身分関係

二　組合員又は組合員であつた者の氏名、生年月日、基礎年金番号及び死亡した年月日

三　組合員又は組合員であつた者の退職当時又は死亡当時の所属機関の名称

四　組合員又は組合員であつた者の死亡の原因が第三者の行為によつて生じたものであるとき又は公務によつて生じたものであるとき

は、その旨

五　法第八十条第一項第三号に定める場合に該当するときは、その給付の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができ

ることとなつた年月日及びその年金証書の記号番号

六　法第百四条第六項に定める場合に該当し、厚生年金保険法による年金たる保険給付（令第二十五条の十一に規定する厚生年金保険法

による年金たる保険給付に相当する給付を含む。）を受けることができるとき（厚生年金保険法第四十七条第一項ただし書（同法第四

十七条の二第二項、第四十七条の三第二項、第五十二条第五項及び第五十四条第三項において準用する場合を含む。）の規定に該当す

ることにより同法による障害厚生年金を受ける権利を有しないとき、又は同法第五十八条第一項ただし書の規定に該当することにより

同法による遺族厚生年金を受ける権利を有しないときを除く。）は、法第百四条第七項の厚生年金相当額に相当する給付の名称、その

支給を受けることができることとなつた年月日及びその年金証書の記号番号又は年金コード

七　厚生年金保険法第四十七条第一項ただし書（同法第四十七条の二第二項、第四十七条の三第二項、第五十二条第五項及び第五十四条

第三項において準用する場合を含む。）の規定に該当することにより同法による障害厚生年金を受ける権利を有しないとき、又は同法

第五十八条第一項ただし書の規定に該当することにより同法による遺族厚生年金を受ける権利を有しないときは、その旨

八　請求者が、組合員又は組合員であつた者の配偶者である場合において、同一の給付事由により国民年金法による遺族基礎年金の支給

を受ける権利を有するときは、その旨

九　請求者が、組合員又は組合員であつた者の子である場合において、当該組合員又は組合員であつた者の夫が六十歳に達していないと

きは、その旨

十　組合員又は組合員であつた者の死亡について、その配偶者が国民年金法による遺族基礎年金の支給を受ける権利を有しない場合であ

つて、その子が当該遺族基礎年金の支給を受ける権利を有するときは、その旨

十一　次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項

イ　支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する者　払渡金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに支給を

受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する旨

ロ　イに掲げる者以外の者　払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号

十二　その他必要な事項

２　前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一　組合員又は組合員であつた者の死亡に関して市町村長に提出した死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書に記載してある事項につ

いての市町村長による証明書又はこれに準ずる書類

二　請求者と組合員又は組合員であつた者との身分関係を明らかにすることができる市町村長による証明書、戸籍の抄本若しくは戸籍の

謄本、除籍の抄本若しくは除籍の謄本又は法定相続情報一覧図の写し

三　死亡した組合員又は組合員であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持していたことを証する書類

四　請求者が婚姻の届出をしていないが組合員又は組合員であつた者と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実

を証する書類

五　請求者（配偶者、父母及び祖父母を除く。）が障害等級の一級又は二級の障害の状態にあるときは、その障害の状態に関する医師又

は歯科医師の診断書

六　組合員期間等証明書

七　前項第五号に規定する場合に該当するときは、同号に規定する年金証書の写し

八　請求者について地方公務員災害補償法による遺族補償年金又はこれに相当する補償を受けることができるときは、補償事由が発生し

た日及び補償金額を記載した当該補償の実施機関の長による証明書

九　預金口座の口座番号についての当該払渡金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができ

る書類

十　その他必要な書類

３　組合は、第一項の請求書を提出する者について、地方公共団体情報システム機構から機構保存本人確認情報の提供を受け、同項第一号

及び第二号に掲げる事項その他必要な事項について確認を行うものとする。この場合において、これらの事項（前項の規定により提出さ
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れた書類により確認できる事項を除く。）について確認を行うことができなかつた場合には、組合は、その請求者に対し当該これらの事

項について確認できる書類の提出を求めることができる。

４　第一項の請求書を提出する者が、同時に厚生年金保険法による遺族厚生年金（当該公務遺族年金と同一の給付事由に基づいて支給され

るものに限る。）の裁定請求をするときは、第二項の規定にかかわらず、同項の規定により当該請求書と併せて提出しなければならない

こととされた書類のうち当該遺族厚生年金の裁定請求書に添えたものについては、第一項の請求書に併せて提出することを要しないもの

とする。

（併給調整事由該当の届出等）

第百四十八条　公務遺族年金の受給権者は、法第八十条第一項第三号に定める場合に該当することとなつたときは、速やかに、次に掲げる

事項を記載した届出書を組合に提出しなければならない。

一　受給権者の氏名、生年月日及び住所

一の二　個人番号又は基礎年金番号

二　公務遺族年金の年金証書の記号番号

三　公務遺族年金の支給の停止の原因となつた他の年金である給付（以下この条及び次条において「公務遺族年金に係る併給調整年金」

という。）の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日及びその年金証書の記号番号

四　その他必要な事項

２　法第八十条第二項の規定により公務遺族年金の支給の停止の解除を申請しようとする者（以下この項において「公務遺族年金の停止解

除申請者」という。）は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した申請書を組合に提出しなければならない。

一　受給権者の氏名、生年月日及び住所

一の二　個人番号又は基礎年金番号

二　組合員又は組合員であつた者の退職当時又は死亡当時の所属機関の名称

三　当該申請に係る公務遺族年金の年金証書の記号番号

四　当該申請を行う日が、当該申請に係る公務遺族年金について法第八十条第一項の規定によりその支給を停止すべき事由が生じた日の

属する月と同一の月に属するときは、公務遺族年金に係る併給調整年金又は当該公務遺族年金について、公務遺族年金の停止解除申請

者にあつては停止解除規定による支給の停止の解除を申請していない旨

五　当該申請を行う日が、当該申請に係る公務遺族年金について法第八十条第一項の規定によりその支給を停止すべき事由が生じた日の

属する月の翌月以後に属するときは、公務遺族年金に係る併給調整年金又は当該公務遺族年金について、公務遺族年金の停止解除申請

者にあつては当該支給を停止すべき事由が生じた日以後に行われた停止解除規定による支給の停止の解除の申請を撤回した旨

六　その他必要な事項

３　前項第五号に掲げる事項を記載した申請書を提出する場合には、同号の撤回を証する書類その他の必要な書類を併せて提出しなければ

ならない。

（併給調整事由等消滅の届出）

第百四十九条　公務遺族年金の受給権者は、公務遺族年金に係る併給調整年金の支給を停止すべき事由が消滅したときは、次に掲げる事項

を記載した届出書を組合に提出しなければならない。

一　受給権者の氏名、生年月日及び住所

一の二　個人番号又は基礎年金番号

二　公務遺族年金の年金証書の記号番号

三　公務遺族年金に係る併給調整年金の支給停止事由消滅の事由

四　その他必要な事項

２　法第百五条第一項から第三項までの規定により支給が停止されている公務遺族年金の受給権者は、その支給を停止される事由が消滅し

たときは、次に掲げる事項を記載した届出書を組合に提出しなければならない。

一　受給権者の氏名、生年月日及び住所

一の二　個人番号又は基礎年金番号

二　公務遺族年金の年金証書の記号番号

三　公務遺族年金の支給停止事由消滅の事由

四　その他必要な事項

３　前二項の届出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一　受給権者が障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態になつたことにより前二項の届出書を提出する場合には、当該届出書を提

出する日前三月以内に作成された障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書

二　その他必要な書類

４　組合は、第一項又は第二項の届出書を提出する者について、地方公共団体情報システム機構から機構保存本人確認情報の提供を受け、

第一項第一号又は第二項第一号に掲げる事項その他必要な事項について確認を行うものとする。この場合において、これらの事項（前項

の規定により提出された書類により確認できる事項を除く。）について確認を行うことができなかつた場合には、組合は、その受給権者

に対し当該これらの事項について確認できる書類の提出を求めることができる。

（受給権者の申出による支給停止に係る届出等）

第百五十条　法第八十一条第一項に規定する申出をしようとする公務遺族年金の受給権者は、次に掲げる事項を記載した申出書を組合に提

出しなければならない。

一　法第八十一条第一項の申出をする旨

二　受給権者の氏名、生年月日及び住所

二の二　個人番号又は基礎年金番号

三　公務遺族年金の年金証書の記号番号

四　その他必要な事項

２　組合は、前項の申出書を提出する者について、地方公共団体情報システム機構から機構保存本人確認情報の提供を受け、同項第二号に

掲げる事項その他必要な事項について確認を行うものとする。この場合において、これらの事項について確認を行うことができなかつた

場合には、組合は、その受給権者に対し当該これらの事項について確認できる書類の提出を求めることができる。

（受給権者の申出による支給停止の撤回等）

第百五十一条　法第八十一条第二項の規定による申出の撤回をしようとする公務遺族年金の受給権者は、次に掲げる事項を記載した申出書

を組合に提出しなければならない。
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一　法第八十一条第一項の申出の撤回をする旨

二　受給権者の氏名、生年月日及び住所

二の二　個人番号又は基礎年金番号

三　公務遺族年金の年金証書の記号番号

四　その他必要な事項

２　組合は、前項の申出書を提出する者について、地方公共団体情報システム機構から機構保存本人確認情報の提供を受け、同項第二号に

掲げる事項その他必要な事項について確認を行うものとする。この場合において、これらの事項について確認を行うことができなかつた

場合には、組合は、その受給権者に対し当該これらの事項について確認できる書類の提出を求めることができる。

（所在不明による支給停止の申請）

第百五十二条　法第百六条第一項の規定により所在不明である受給権者の公務遺族年金の支給の停止を申請しようとする者は、次に掲げる

事項を記載した申請書を組合に提出しなければならない。

一　申請者の氏名、生年月日、住所及び個人番号又は基礎年金番号並びに申請者と組合員であつた者との身分関係

二　所在不明である受給権者の氏名

三　公務遺族年金の年金証書の記号番号

四　次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項

イ　支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する者　払渡金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに支給を

受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する旨

ロ　イに掲げる者以外の者　払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号

五　その他必要な事項

２　前項の申請書を提出する場合には、法第百六条第一項に該当する事実があるときは、その事実を証する書類その他の必要な書類を添え

なければならない。

（出生の届出）

第百五十三条　公務遺族年金の受給権者は、法第二条第三項に規定する胎児であつた子が出生したときは、次に掲げる事項を記載した届出

書を組合に提出しなければならない。

一　受給権者の氏名、生年月日及び住所

一の二　個人番号又は基礎年金番号

二　公務遺族年金の年金証書の記号番号

三　子の氏名及び生年月日

四　その他必要な事項

２　前項の届出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一　その子と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長による証明書又は戸籍の抄本若しくは戸籍の謄本

二　子が障害等級の一級又は二級の障害の状態にあるときは、その障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書

三　その他必要な書類

３　組合は、その子について、地方公共団体情報システム機構から機構保存本人確認情報の提供を受け、第一項第三号に掲げる事項その他

必要な事項について確認を行うものとする。この場合において、これらの事項（前項の規定により提出された書類により確認できる事項

を除く。）について確認を行うことができなかつた場合には、組合は、その受給権者に対し当該これらの事項について確認できる書類の

提出を求めることができる。

４　第一項の届出書を提出する者が、同時に厚生年金保険法による遺族厚生年金（当該公務遺族年金と同一の給付事由に基づいて支給され

るものに限る。）について厚生年金保険法施行規則第六十二条第一項の規定により請求を行うときは、第二項の規定にかかわらず、同項

の規定により当該届出書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該遺族厚生年金に係る請求書に添えたものについて

は、第一項の届出書に併せて提出することを要しないものとする。

（二級以上の障害の状態にある子等である公務遺族年金の受給権者等の届出）

第百五十三条の二　公務遺族年金の受給権者であつて、その障害の程度の診査が必要であると認めて組合が指定した者は、指定日までに、

次に掲げる事項を記載した届出書を組合に提出しなければならない。ただし、当該公務遺族年金の全額につき支給が停止されているとき

は、この限りでない。

一　受給権者の氏名、生年月日及び住所

一の二　個人番号又は基礎年金番号

二　公務遺族年金の年金証書の記号番号

三　その他必要な事項

２　前項の届出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一　指定日前三月以内に作成された障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書

二　その他必要な書類

３　組合（指定都市職員共済組合等にあつては、市町村連合会）は、前二項の書類が提出されるまで、法第八十五条第二項の規定により、

指定日の属する月の翌月以後に支払うべき公務遺族年金の支払を差し止めることができる。

４　第一項の届出書を提出する者が、同時に厚生年金保険法による遺族厚生年金（当該公務遺族年金と同一の給付事由に基づいて支給され

るものに限る。）について厚生年金保険法施行規則第六十八条の三の書類等を提出するときは、第二項の規定にかかわらず、同項の規定

により提出しなければならないこととされた書類については、第一項の届出書に併せて提出することを要しないものとする。

（日本国籍を有しない者に対する一時金の決定の請求）

第百五十三条の三　法附則第十九条の二第一項の規定による一時金について決定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書

を組合に提出しなければならない。

一　請求者の氏名、生年月日、国籍、住所及び基礎年金番号

二　退職当時の所属機関の名称

三　厚生年金保険法附則第二十九条第一項の規定による脱退一時金の支給を請求した旨

四　公務障害年金又は令附則第三十条の四に規定する給付を受ける権利を有したことがない旨

五　払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号

六　その他必要な事項

２　前項の請求書を提出する場合には、次に掲げる書類を添えなければならない。
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一　請求者の生年月日及び国籍を証する書類

二　その他必要な書類

３　第一項の請求書を提出する者が、同時に厚生年金保険法附則第二十九条第一項の規定による脱退一時金の支給を請求するときは、前項

の規定にかかわらず、同項の規定により当該請求書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該脱退一時金の請求書に

添えたものについては、第一項の請求書に併せて提出することを要しないものとする。

（退職等年金給付に関する通知）

第百五十四条　組合（指定都市職員共済組合等にあつては、市町村連合会。第百五十六条の二第一項及び第三項、第百五十六条の三第二

項、第百五十九条の三第二項及び第三項、第百六十一条第二項並びに第百六十二条において同じ。）は、退職等年金給付に係る処分を行

つたときは、速やかに、文書でその内容を請求者又は受給権者に通知しなければならない。この場合において、請求に応ずることができ

ないものであるときは、理由を付さなければならない。

（年金証書）

第百五十五条　組合は、前条の通知が退職等年金給付（法第九十一条から第九十三条までの規定による一時金を除く。第百五十六条の二か

ら第百六十一条までにおいて同じ。）の決定に係るものであるときは、前条の通知に併せて、次に掲げる事項を記載した年金証書を交付

しなければならない。

一　受給権者の氏名及び生年月日

二　年金の種類及び年金証書の記号番号

三　年金の受給権発生年月

四　その他必要な事項

２　組合は、必要があると認めるときは、退職等年金給付の受給権者（以下「年金受給権者」という。）に対して年金証書の提出を求める

ことができる。

（年金証書の再交付の申請）

第百五十六条　年金受給権者は、年金証書を亡失し、又は著しく損傷したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した年金証書再交付申

請書に亡失の事実を明らかにする書類又はその損傷した年金証書を添えて、組合に提出しなければならない。

一　受給権者の氏名、生年月日及び住所

一の二　個人番号又は基礎年金番号

二　年金証書の記号番号

三　再交付申請の理由

四　その他必要な事項

２　年金受給権者は、年金証書に記載された氏名に変更があつたときは、前項の申請書を、組合に提出することができる。

３　前項の申請書には、年金証書を添えなければならない。

４　組合は、第一項又は第二項の申請書の提出を受けたときは、新たな年金証書を交付しなければならない。

５　年金受給権者は、年金証書の再交付を受けた後において、亡失した年金証書を発見したときは、遅滞なく、これを組合に返納しなけれ

ばならない。

（生存の確認）

第百五十六条の二　組合は、法第七十八条第四項に規定する支給期月の前月において、地方公共団体情報システム機構から年金受給権者に

係る機構保存本人確認情報の提供を受け、当該受給権者の生存の事実を確認するものとする。ただし、年金受給権者が同時に厚生年金保

険給付の受給権者である場合において、組合が厚生年金保険法第百条の二第一項の規定による情報の提供を受けることにより当該年金受

給権者に係る生存の事実を確認できるときは、この限りでない。

２　組合（指定都市職員共済組合等にあつては、法第二十七条第四項の規定により市町村連合会の業務をこれらの組合に行わせることとし

た場合を除き、市町村連合会）は、前項の機構保存本人確認情報の提供を受けるため、組合（指定都市職員共済組合等にあつては、市町

村連合会）が必要と認める場合は年金受給権者に対し、当該年金受給権者に係る住民基本台帳法第七条第十三号に規定する住民票コード

又は個人番号の報告を求めることができる。

３　組合は、第一項の規定により、生存の事実が確認されなかつた年金受給権者に対しては、同項の支給期月以後に支払うべき年金である

給付の全部又は一部の支払を差し止めることができる。

（所在不明の届出）

第百五十六条の二の二　年金受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、当該受給権者の所在が一月以上明らかでないと

きは、速やかに、次に掲げる事項を記載した所在不明届出書を組合（指定都市職員共済組合等にあつては、法第二十七条第四項の規定に

より市町村連合会の業務をこれらの組合に行わせることとした場合を除き、市町村連合会）に提出しなければならない。

一　所在不明届出書を提出する者の氏名及び住所並びに当該者と受給権者との身分関係

二　受給権者と同一世帯である旨

三　受給権者の氏名及び生年月日

四　受給権者の年金証書の記号番号

五　受給権者が所在不明となつた年月日

六　その他必要な事項

（機構保存本人確認情報の提供を受けることができない受給権者等に係る届出）

第百五十六条の三　組合（指定都市職員共済組合等にあつては、法第二十七条第四項の規定により市町村連合会の業務をこれらの組合に行

わせることとした場合を除き、市町村連合会）は、第百五十六条の二第一項の規定に基づく機構保存本人確認情報の提供を受けることが

できない場合又は前条の所在不明届出書の提出を受けた場合には、当該年金受給権者に対し、毎年、組合が定める日（指定都市職員共済

組合等にあつては、市町村連合会が定める日。次項において同じ。）までに次に掲げる事項を記載し、かつ、当該受給権者の署名した届

書（署名することが困難な受給権者にあつては、当該受給権者の代理人が署名した届書）の提出を求めることができる。

一　受給権者の氏名及び生年月日

一の二　個人番号又は基礎年金番号

二　年金証書の記号番号

２　組合は、前項の届書の提出があるまで、同項の組合が定める日の属する月の翌月以後に支払うべき年金である給付の支払を差し止める

ことができる。

第百五十七条　削除

第百五十八条　削除
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（年金受給権者の異動報告等）

第百五十九条　年金受給権者は、氏名を改めたとき、転居したとき、住居表示に関する法律（昭和三十七年法律第百十九号）により住居表

示が変更されたとき、払渡金融機関を変更するとき又は禁錮以上の刑に処せられたとき若しくは退職手当支給制限等処分（国家公務員共

済組合法第九十七条第一項に規定する退職手当支給制限等処分をいう。以下この条において同じ。）に相当する処分を受けたときは、次

に掲げる事項を記載した年金受給権者異動報告書を組合に提出しなければならない。ただし、氏名を改めたこと、転居したこと又は住居

表示が変更されたことにつき、組合が地方公共団体情報システム機構から機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、こ

の限りでない。

一　届出者の氏名及び住所

二　年金受給権者の氏名（氏名を改めたことを届け出るときは、従前の氏名）、生年月日及び住所

三　年金の種類及び当該年金の年金証書の記号番号、個人番号又は基礎年金番号

四　異動年月日

五　氏名を改めたときは、その旨

六　転居したときは、転居後の住所及び従前の住所

七　住居表示が変更されたときは、変更後の住所及び従前の住所

八　払渡金融機関を変更するときは、次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項

イ　支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する者　新たな払渡金融機関の名称、所在地及び公金受取口座の口座番

号並びに支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する旨並びに従前の払渡金融機関

ロ　イに掲げる者以外の者　新たな払渡金融機関の名称、所在地及び預金口座の口座番号並びに従前の払渡金融機関

九　禁錮以上の刑に処せられたとき又は退職手当支給制限等処分に相当する処分を受けたときは、当該刑に処せられ、又は当該処分を受

けた年月日

２　前項の報告書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一　氏名を改めたときは、年金証書

二　前項第八号ロに掲げる者が払渡金融機関を変更するときは、新たな払渡金融機関の預金口座の口座番号についての当該払渡金融機関

の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類

三　禁錮以上の刑に処せられたとき又は退職手当支給制限等処分に相当する処分を受けたときは、当該刑に処せられ、又は当該処分を受

けたことを証する書類

３　組合は、年金受給権者が氏名を改めた場合において、前項の規定により年金証書の提出があつたときは、遅滞なく、その記載事項を訂

正して、その年金受給権者に交付しなければならない。

４　年金受給権者が同時に厚生年金保険給付の受給権を有する場合において、当該年金受給権者がこの命令又は他の法令の規定で第一項の

規定に相当するものに基づく当該厚生年金保険給付に係る同項の届出に相当する行為を行つたときは、同項の報告書を提出したものとみ

なす。ただし、同項第八号に掲げる事項について、年金受給権者が払渡金融機関の変更を希望しない場合は、この限りでない。

（年金受給権者の個人番号の変更の届出）

第百五十九条の二　年金受給権者は、その個人番号を変更したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を組合に提出しなければ

ならない。

一　年金受給権者の氏名、生年月日及び住所

二　変更前及び変更後の個人番号

三　個人番号の変更年月日

四　年金証書の記号番号

（公務遺族年金の受給権者の氏名変更の理由の届出）

第百五十九条の三　公務遺族年金の受給権者は、その氏名を変更した場合であつて第百五十九条第一項の規定による報告書の提出を要しな

いときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書に戸籍抄本その他の氏名の変更の理由を明らかにすることができる書類を添えて、

組合に提出しなければならない。

一　受給権者の氏名、生年月日、住所及び個人番号又は基礎年金番号

二　公務遺族年金の年金証書の記号番号

三　氏名の変更の理由

四　その他必要な事項

２　前項の規定による届出を行う者が、遺族厚生年金（組合が支給するものに限る。）に係る同様の届出を行つた場合は、同項の届書を提

出することを要しないものとする。

３　組合は、公務遺族年金の受給権者が正当な理由がなく、第一項に規定する届書を提出しないときは、当該届書が提出されるまで当該受

給権者に係る公務遺族年金の支払を差し止めることができる。

（退職年金受給権者等の再就職届）

第百六十条　老齢厚生年金若しくは障害厚生年金（組合（指定都市職員共済組合等にあつては、市町村連合会）が支給するものに限る。）

又は退職年金若しくは公務障害年金の受給権者が、再び組合員となつたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した年金受給権者再就

職届書に当該年金の年金証書を添えて、その者の属することとなつた組合を経由して、元の組合（指定都市職員共済組合等にあつては、

法第二十七条第四項の規定により市町村連合会の業務をこれらの組合に行わせることとした場合を除き、市町村連合会。次項において同

じ。）に提出しなければならない。

一　受給権者の氏名、生年月日及び住所

一の二　個人番号又は基礎年金番号

二　年金の種類及び当該年金の年金証書の記号番号

三　再び組合員となつた日

四　所属機関又は勤務先の名称

五　所属組合の名称及び組合員の種別

六　その他必要な事項

２　組合は、前項の規定により年金証書の提出を受けたときは、年金証書に所要の事項を記載して、その者に交付しなければならない。

（年金受給権の消滅の届出）

第百六十一条　年金受給権者が死亡し、又はその権利を喪失したとき（公務障害年金を受ける権利を有していた者が死亡したことにより公

務遺族年金が支給されることとなるとき又は法第九十六条第二項、第百二条第一項第二号若しくは第三号、第百七条第一項第五号若しく
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は同条第二項第一号若しくは第三号に該当したときを除く。）は、その遺族、法第四十七条第一項の規定により支払未済の給付の支給を

受ける者若しくは戸籍法（昭和二十二年法律第二百二十四号）の規定による死亡の届出義務者又は年金を受ける権利を喪失した者は、遅

滞なく、次に掲げる事項（受給権者が死亡した場合にあつては、個人番号を除く。）を記載した年金受給権消滅届書に年金証書を添えて、

組合に提出しなければならない。ただし、年金受給権者が死亡したことにつき、組合が地方公共団体情報システム機構から機構保存本人

確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。

一　受給権者であつた者の氏名、生年月日及び住所

一の二　個人番号又は基礎年金番号

二　年金の種類及び当該年金の年金証書の記号番号

三　受給権が消滅した日及びその事由

四　その他必要な事項

２　前項の規定による届出を行う者が、厚生年金保険給付（組合が支給するものに限る。）に係る同様の届出を行つた場合は、同項の届書

を提出することを要しないものとする。

（年金原簿等の作成）

第百六十二条　組合は、年金受給権者ごとに、年金原簿及び年金支給簿を備え、退職等年金給付の決定、改定及び支給に必要な事項を記載

して整理しなければならない。

第四章の二　福祉事業

（療養の給付等に関する記録の提供）

第百六十二条の二　組合は、法第百十二条第一項第一号に規定する組合員等（以下この章において「組合員等」という。）の求めに応じ、

当該組合員等の健康の保持増進のため必要な範囲内において、当該組合員等に対し、当該組合が保有する当該組合員等が受けた療養の給

付等に関する記録を電磁的方法により提供することができる。

（法第百十二条第三項の主務省令で定める者等）

第百六十二条の三　法第百十二条第三項の主務省令で定める者は、次に掲げる者とする。

一　労働安全衛生法（昭和四十七年法律第五十七号）第二条第三号に規定する事業者その他の者であつて、その使用する組合員等に対し

健康診断（高齢者の医療の確保に関する法律第二十条の規定による特定健康診査に相当する項目を実施するものに限る。以下この条及

び次条において同じ。）を実施している者（労働安全衛生法その他の法令に基づき健康診断を実施する責務を有する者を除く。）

二　船員法（昭和二十二年法律第百号）の適用を受ける船舶所有者及び同法第五条第一項の規定により船舶所有者に関する規定の適用を

受ける者

２　法第百十二条第三項の主務省令で定めるものは、事業者等（同項に規定する事業者等をいう。次条において同じ。）が保存している組

合員等に係る健康診断に関する記録の写し（労働安全衛生法その他の法令に基づき当該事業者等が保存しているものを除く。）とする。

（事業者等が行う記録の写しの提供）

第百六十二条の四　組合が、法第百十二条第三項の規定により組合員等を使用している事業者等又は使用していた事業者等に対して提供を

求めることができる健康診断に関する記録の写し（前条第二項に規定する記録の写しを含む。以下この条において同じ。）は、特定健康

診査及び特定保健指導の実施に関する基準（平成十九年厚生労働省令第百五十七号）第二条各号に掲げる項目に関する記録の写しその他

法第百十二条第一項第一号の規定により組合員等の健康の保持増進のために必要な事業を行うに当たつて組合が必要と認める情報とす

る。

２　法第百十二条第三項の規定により健康診断に関する記録の写しの提供を求められた事業者等は、同条第四項の規定により当該記録の写

しを提供するに当たつては、電磁的方法により作成された当該健康診断に関する記録を記録した光ディスクを送付する方法その他の適切

な方法により行うものとする。

第四章の三　実施機関積立金及び退職等年金給付組合積立金等の管理及び運用

（実施機関の基本方針に定めるべき事項）

第百六十二条の五　法第百十二条の四第一項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

一　実施機関積立金（厚生年金保険法第七十九条の二に規定する実施機関積立金をいう。以下この条において同じ。）の管理及び運用の

基本的な方針

二　実施機関積立金の管理及び運用に関し遵守すべき事項

三　実施機関積立金の管理及び運用における長期的な観点からの資産の構成に関する事項

四　その他実施機関積立金の適切な管理及び運用に関し必要な事項

（管理運用機関の基本方針に定めるべき事項）

第百六十二条の六　法第百十二条の十一第一項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

一　退職等年金給付組合積立金等（法第百十二条の十第二項第四号に規定する退職等年金給付組合積立金等をいう。以下この条において

同じ。）の管理及び運用の基本的な方針

二　退職等年金給付組合積立金等の管理及び運用に関し遵守すべき事項

三　退職等年金給付組合積立金等の管理及び運用における長期的な観点からの資産の構成に関する事項

四　その他退職等年金給付組合積立金等の管理及び運用に関し必要な事項

第四章の四　費用の負担

（出産育児交付調整金額）

第百六十二条の七　当該年度の前々年度の概算出産育児交付金の額（法第百十三条の二第二項において準用する健康保険法第百五十二条の

四に規定する概算出産育児交付金の額をいう。次項において同じ。）が同年度の確定出産育児交付金の額（法第百十三条の二第二項にお

いて準用する健康保険法第百五十二条の五に規定する確定出産育児交付金の額をいう。次項において同じ。）を超える場合における出産

育児交付調整金額（法第百十三条の二第二項において準用する健康保険法第百五十二条の三第二項に規定する出産育児交付調整金額をい

う。次項において同じ。）は、その超える額に出産育児交付算定率（健康保険法施行規則（大正十五年内務省令第三十六号）第百三十四

条の三に規定する出産育児交付算定率をいう。次項において同じ。）を乗じて得た額とする。

２　当該年度の前々年度の概算出産育児交付金の額が同年度の確定出産育児交付金の額に満たない場合における出産育児交付調整金額は、

その満たない額に出産育児交付算定率を乗じて得た額とする。

（出産費及び家族出産費の支給に要する費用の見込額の算定方法）

第百六十二条の八　令第二十九条の五の規定により読み替えて準用する健康保険法第百五十二条の四に規定する出産費及び家族出産費の支

給に要する費用の見込額は、第一号に掲げる額に第二号及び第三号に掲げる率を乗じて得た額とする。
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一　当該年度の前々年度における当該組合員に係る出産費及び家族出産費の支給に要した費用の額（法第六十三条第一項（同条第二項に

おいて準用する場合を含む。）及び第三項に規定する政令で定める金額に係る部分に限る。）

二　健康保険法施行規則第百三十四条の四第一項第二号に掲げる率

三　健康保険法施行規則第百三十四条の四第一項第三号に掲げる率

２　当該年度の前々年度の四月二日以降に新たに設立された組合及び同日から当該年度の四月一日までの間に合併又は分割により成立した

組合に係る出産費及び家族出産費の支給に要する費用の見込額は、前項の規定にかかわらず、その間における当該組合に係る出産費及び

家族出産費の支給に要した費用の額その他の事情を勘案してあらかじめ社会保険診療報酬支払基金が主務大臣の承認を受けて算定する額

とする。

第五章　掛金等

第百六十三条　削除

（掛金等の払込みの通知）

第百六十四条　令第三十条第二項の通知は、次に掲げる事項を記載した通知書を同項に規定する組合員に交付し、又は公示送達することに

よりするものとする。

一　組合に払い込むべき金額

二　令第三十条第一項に規定する払い込むべき期限

三　令第三十条第二項に規定する組合の指定する期限

２　前項第三号の期限は、同項の規定により通知書を交付した日又は同項の公示送達の効力が生ずる日から十日以上を経過した日でなけれ

ばならない。

（掛金等の還付）

第百六十四条の二　組合は、法第百十五条第六項の規定により掛金等を還付する場合は、次に掲げる事項を記載した掛金還付通知書を当該

組合員に交付しなければならない。

一　組合員の氏名

二　還付金額

三　還付することとなつた理由

四　還付年月日

五　その他必要な事項

２　前項の規定は、令第四十九条第三項又は附則第三十条の二の九第三項の規定による任意継続掛金又は特例退職掛金の還付について準用

する。

（育児休業期間中の掛金の免除の申出）

第百六十四条の三　法第百十四条の二第一項の規定により掛金の免除の申出をしようとする者は、次に掲げる事項（第六号に掲げる事項に

あつては、育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月が同一である場合に限る。）を記載した

育児休業等掛金免除申出書を組合に提出しなければならない。

一　組合員の氏名

二　組合員証の組合員等記号・番号又は個人番号

三　所属機関の名称及び所在地

四　育児休業等をしている旨

五　育児休業等の期間に係る掛金の免除の申出をした日、その育児休業等を開始した日、その育児休業等が終了する日及びその育児休業

等に係る子の生年月日

六　育児休業等の日数

２　前項の申出書には同項第四号及び第五号の事実を証明する書類を添えなければならない。

３　法第百十四条の二第一項の規定により掛金が免除されている者に係る育児休業等の期間が延長され、又は第一項第五号に掲げる育児休

業等が終了する日前に終了した場合には、次に掲げる事項を記載した育児休業等掛金免除変更申出書を組合に提出しなければならない。

ただし、当該者が育児休業等の終了する日の前日までに法第百十四条の二の二の規定の適用を受ける産前産後休業を開始したことにより

育児休業等を終了したときは、この限りでない。

一　組合員の氏名

二　組合員証の組合員等記号・番号又は個人番号

三　所属機関の名称及び所在地

四　育児休業等の期間に係る掛金の免除の申出をした日、その育児休業等を開始した日並びに変更前及び変更後のその育児休業等が終了

する日

４　前項の申出書には、同項第四号の事実を証明する書類を添えなければならない。

５　法第百十四条の二第一項第二号に規定する育児休業等の日数として主務省令で定めるところにより計算した日数は、その育児休業等を

開始した日の属する月における当該育児休業等を開始した日から当該育児休業等を終了する日までの期間の日数（組合員が育児休業、介

護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成三年法律第七十六号）第九条の二第一項に規定する出生時育児休業を

する場合には、同法第九条の五第四項の規定に基づき当該組合員を使用する事業主が当該組合員を就業させる日数（当該事業主が当該組

合員を就業させる時間数を当該組合員に係る一日の所定労働時間数で除して得た数（その数に一未満の端数があるときは、これを切り捨

てた数）をいう。）を除いた日数）とする。ただし、当該組合員が当該月において二以上の育児休業等をする場合（法第百十四条の二第

二項の規定によりその全部が一の育児休業等とみなされる場合を除く。）には、これらの育児休業等につきそれぞれこの項の規定により

計算した日数を合算して得た日数とする。

６　法第百十四条の二第二項に規定する主務省令で定める場合は、組合員が二以上の育児休業等をしている場合であつて、一の育児休業等

を終了した日とその次の育児休業等を開始した日との間に当該組合員が勤務した日がないときとする。

（厚生年金保険法による育児休業期間中の被保険者に係る保険料の徴収の特例の申出）

第百六十四条の四　前条の規定は、厚生年金保険法第八十一条の二第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定による育児休

業期間中の保険料の徴収の特例に係る申出について準用する。この場合において、前条第一項中「法第百十四条の二第一項の規定により

掛金の免除の申出」とあるのは「厚生年金保険法第八十一条の二第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定により保険料

の徴収の特例の申出」と、同項第三号中「所属機関」とあるのは「事業所」と、同項第五号中「掛金の免除の申出」とあるのは「保険料

の徴収の特例の申出」と、前条第三項中「法第百十四条の二第一項の規定により掛金が免除」とあるのは「厚生年金保険法第八十一条の

二第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定により保険料の徴収の特例が適用」と、「法第百十四条の二の二の規定の適
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用」とあるのは「厚生年金保険法第八十一条の二の二の規定の適用」と、同項第三号中「所属機関」とあるのは「事業所」と、同項第四

号中「掛金の免除の申出」とあるのは「保険料の徴収の特例の申出」と読み替えるものとする。

（厚生年金保険法による育児休業期間中の被保険者に係る保険料の徴収の特例の申出等の特例）

第百六十四条の五　第三号厚生年金被保険者が法第百十四条の二第一項の申出をした場合には、併せて同一の事由により厚生年金保険法第

八十一条の二第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項の申出をしたものとみなす。

２　第三号厚生年金被保険者が厚生年金保険法第八十一条の二第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項の申出をした場合には、

併せて同一の事由により法第百十四条の二第一項の申出をしたものとみなす。

（産前産後休業期間中の掛金の免除の申出）

第百六十四条の六　法第百十四条の二の二の規定により掛金の免除の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した産前産後休業掛

金免除申出書を組合に提出しなければならない。

一　組合員の氏名

二　組合員証の組合員等記号・番号又は個人番号

三　所属機関の名称及び所在地

四　産前産後休業をしている旨

五　多胎妊娠の場合にあつては、その旨

六　産前産後休業の期間に係る掛金の免除の申出をした日、その産前産後休業を開始した日、その産前産後休業が終了する日及びその産

前産後休業に係る子の出産予定年月日（申出をしようとする者が産前産後休業に係る子を既に出産した場合にあつては、当該子の生年

月日）

２　前項の申出書には、同項第四号から第六号までの事実を証明する書類を添えなければならない。

３　法第百十四条の二の二の規定により掛金が免除されている者に係る第一項第六号に掲げる産前産後休業が終了する日に変更があつた場

合には、次に掲げる事項を記載した産前産後休業掛金免除変更申出書を組合に提出しなければならない。

一　組合員の氏名

二　組合員証の組合員等記号・番号又は個人番号

三　所属機関の名称及び所在地

四　産前産後休業の期間に係る掛金の免除の申出をした日、その産前産後休業を開始した日、変更前及び変更後のその産前産後休業が終

了する日並びにその産前産後休業に係る子の出産予定年月日（申出をしようとする者が産前産後休業に係る子を既に出産した場合にあ

つては、当該子の生年月日）

４　前項の申出書には、同項第四号の事実を証明する書類を添えなければならない。

（厚生年金保険法による産前産後休業期間中の被保険者に係る保険料の徴収の特例の申出）

第百六十四条の七　前条の規定は、厚生年金保険法第八十一条の二の二第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項に規定する産前

産後休業期間中の保険料の徴収の特例に係る申出について準用する。この場合において、前条第一項中「法第百十四条の二の二の規定に

より掛金の免除の申出」とあるのは「厚生年金保険法第八十一条の二の二第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定によ

り保険料の徴収の特例の申出」と、同項第三号中「所属機関」とあるのは「事業所」と、同項第六号中「掛金の免除の申出」とあるのは

「保険料の徴収の特例の申出」と、同条第三項中「法第百十四条の二の二の規定により掛金が免除」とあるのは「厚生年金保険法第八十

一条の二の二第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定により保険料の徴収の特例が適用」と、同項第三号中「所属機

関」とあるのは「事業所」と、同項第四号中「掛金の免除の申出」とあるのは「保険料の徴収の特例の申出」と読み替えるものとする。

（厚生年金保険法による産前産後休業期間中の被保険者に係る保険料の徴収の特例の申出等の特例）

第百六十四条の八　第三号厚生年金被保険者が法第百十四条の二の二の申出をした場合には、併せて同一の事由により厚生年金保険法第八

十一条の二の二第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項の申出をしたものとみなす。

２　第三号厚生年金被保険者が厚生年金保険法第八十一条の二の二第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項の申出をした場合に

は、併せて同一の事由により法第百十四条の二の二の申出をしたものとみなす。

（厚生年金保険法第三十一条の二の規定による保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報の通知）

第百六十四条の九　厚生年金保険法第三十一条の二の規定による通知（組合が行うものに限る。）は、次に掲げる事項を記載した書面によ

つて行うものとする。

一　厚生年金保険の被保険者期間の月数

二　 近一年間の被保険者期間における厚生年金保険の標準報酬月額及び標準賞与額

三　被保険者期間における厚生年金保険の標準報酬月額及び標準賞与額に応じた保険料（被保険者の負担するものに限る。）の総額

四　国民年金法施行規則第十五条の四第一項第一号（ロを除く。）に掲げる事項

五　国民年金法による老齢基礎年金（以下「老齢基礎年金」という。）及び老齢厚生年金の額の見込額

六　その他必要な事項

２　前項の規定にかかわらず、厚生年金保険法第三十一条の二の規定による通知（組合が行うものに限る。）が行われる被保険者が三十五

歳、四十五歳及び五十九歳に達する日の属する年度における同条の通知は、当該被保険者に係る前項各号に掲げる事項（同項第二号に掲

げる事項及び 近一年間の被保険者期間における保険料の納付状況を除く。）のほか、次に掲げる事項を記載した書面によつて行うもの

とする。

一　国民年金法施行規則第十五条の四第二項第一号に掲げる事項

二　すべての国民年金法第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者としての被保険者期間における保険料の納付状況並びに被保険者

期間における厚生年金保険の標準報酬月額及び標準賞与額

（退職等年金分掛金の払込みの実績の通知）

第百六十四条の十　組合は、組合員に対し、当該組合員の退職等年金分掛金（法第百十四条第二項に規定する退職等年金分掛金をいう。次

項において同じ。）の払込みの実績に関する次に掲げる情報を通知するものとする。

一　退職等年金給付の算定の基礎となる組合員期間の月数

二　 近一年間の組合員期間の各月における標準報酬の月額及び標準期末手当等の額の合計額

三　 近一年間の組合員期間において適用される付与率及び基準利率並びに当該組合員期間の各月における付与額及び基準利率に基づく

利息の額（次号において単に「利息の額」という。）

四　 近一年間における付与額及び利息の額の累計額

五　その他必要な事項
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２　組合は、組合員が退職したとき、又は組合員であつた者が三十五歳、四十五歳、五十九歳及び六十三歳に達したときは、その者に対

し、その者の退職等年金分掛金の払込みの実績に関する前項各号（第二号及び第三号を除く。）に掲げる情報を通知するものとする。た

だし、その者が年金受給権者であるときは、この限りでない。

第六章　雑則

（法第八十三条の規定による充当を行うことができる場合）

第百六十四条の十一　法第八十三条の規定による退職等年金給付の支払金の金額の過誤払による返還金に係る債権への充当は、次に掲げる

場合に行うことができる。

一　退職年金の受給権者の死亡を給付事由とする法第九十三条第一項に規定する一時金の支給を受ける者が、当該退職年金の受給権者の

死亡に伴う当該退職年金の支払金の金額の過誤払による返還金に係る債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。

二　公務障害年金の受給権者の死亡を給付事由とする公務遺族年金の受給権者が、当該公務障害年金の受給権者の死亡に伴う当該公務障

害年金の支払金の金額の過誤払による返還金に係る債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。

三　公務遺族年金の受給権者が同一の給付事由に基づく他の公務遺族年金の受給権者の死亡に伴う当該公務遺族年金の支払金の金額の過

誤払による返還金に係る債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。

（書類の保存期限）

第百六十五条　次の各号に掲げる組合の帳簿又は書類の保存期限は、その処理の終わつた翌事業年度から起算して当該各号に掲げる期間と

する。

一　元帳及び補助簿　十年

二　財産関係帳簿及び書類　十年

三　長期給付等に係る伝票、収入及び支出の証ひよう書類、給付関係帳簿、給付の請求書その他の関係書類　十年

四　伝票、収入及び支出の証ひよう書類、給付関係帳簿又は給付の請求書その他給付関係書類（前号に掲げるものを除く。）　五年

五　報告書類　三年

六　その他の証ひよう書類　運営規則で定める期間

（法第百四十四条の二十四の二第一項の主務省令で定める者等）

第百六十五条の二　法第百四十四条の二十四の二第一項の主務省令で定める者は、次に掲げる者とする。

一　主務大臣

二　厚生年金保険法第二条の五第一項に規定する実施機関

三　組合員の給与支給機関

四　社会保険診療報酬支払基金

五　国民健康保険団体連合会

六　国民健康保険法（昭和三十三年法律第百九十二号）第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人

七　保険医療機関等

八　法第五十八条第一項に規定する診療、手当又は薬剤の支給を行う保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の療養機関

九　指定訪問看護事業者

十　都道府県知事

十一　市町村長

十二　日本年金機構

十三　地方公務員災害補償基金

２　法第百四十四条の二十四の二第二項の主務省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

一　医療保険者（組合を除く。）が、高齢者の医療の確保に関する法律第七条第一項に規定する医療保険各法（法を除く。）若しくは高齢

者の医療の確保に関する法律に基づく事業又は当該事業に関連する事務を行う場合

二　組合（市町村連合会を含む。次号において同じ。）から委託を受けた者が、当該委託を受けた法第百十二条第一項各号及び法第百十

二条の二第一項に規定する事業に関連する事務を行う場合

三　組合員の同意を得た者又は組合員から委託を受けた者が、それぞれ当該同意を得た又は当該委託を受けた組合（組合から委託を受け

た者を含む。）に対する請求その他の行為を行う場合

四　国立研究開発法人国立がん研究センターが、がん登録等の推進に関する法律（平成二十五年法律第百十一号）第二十三条第一項の規

定により厚生労働大臣から委任を受けた事務を行う場合

五　がん登録等の推進に関する法律第二十四条第一項の規定により都道府県知事から事務の委任を受けた者が、当該事務を行う場合

六　独立行政法人医薬品医療機器総合機構が、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法（平成十四年法律第百九十二号）第十五条第一項

第五号ハに掲げる業務または同号ヘに掲げる業務（同号ハに掲げる業務に附帯する業務に限る。）を行う場合

七　医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律（平成二十九年法律第二十八号）第十条第

一項に規定する認定匿名加工医療情報作成事業者又は同法第三十四条第一項に規定する認定仮名加工医療情報作成事業者が、それぞれ

同法第二条第六項に規定する匿名加工医療情報作成事業又は同条第七項に規定する仮名加工医療情報作成事業を行う場合

七の二　医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律第二条第五項に規定する医療情報取扱

事業者が、同法第五十二条第一項各号又は第五十七条第一項各号に掲げる事項について通知を受けた本人に係る同法第二条第一項に規

定する医療情報を取得する場合

八　第四号から前号までに掲げる場合のほか、次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定めるものを行う場合

イ　国の行政機関（前項に掲げる者を除く。）　適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査

ロ　大学、研究機関その他の学術研究を目的とする機関又は団体　疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究そ

の他の公衆衛生の向上及び増進に関する研究

ハ　民間事業者　医療分野の研究開発に資する分析（特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。）

九　法第百十二条の二第一項に規定する特定健康診査等、労働安全衛生法第六十六条第一項に規定する健康診断その他の健康診断を実施

する機関が、当該健康診断を実施する場合

十　社会保険労務士（社会保険労務士法人を含む。）が、社会保険労務士法（昭和四十三年法律第八十九号）第二条第一項各号に掲げる

事務を行う場合

十一　独立行政法人環境再生保全機構が、石綿による健康被害の救済に関する法律（平成十八年法律第四号）第十一条の規定により医療

費を支給する場合
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（市町村職員共済組合又は都市職員共済組合に対する承認等）

第百六十六条　市町村職員共済組合又は都市職員共済組合に対する第十五条ただし書、第十六条ただし書、第二十三条第二項、第三十二条

第二項ただし書、第四十八条第一項第八号、第五十三条第四項、第五十四条第二項、第五十四条の二第二項及び第五十八条第三項の規定

の適用については、これらの規定中「主務大臣」とあるのは「都道府県知事」とする。

２　市町村職員共済組合又は都市職員共済組合が、この命令の規定に基づいて主務大臣に承認の申請をしようとする場合には、都道府県知

事を経由してしなければならない。

（事業報告書）

第百六十七条　指定都市職員共済組合等の理事長は、毎事業年度末日現在における別に総務大臣が定める様式による事業報告書（以下この

条において「事業報告書」という。）を作成し、翌事業年度五月十日までに、市町村連合会に提出しなければならない。

２　組合の理事長は、毎事業年度末日現在における事業報告書を作成し、翌事業年度五月末日（指定都市職員共済組合等に係るものにあつ

ては、翌事業年度五月十日）までに、主務大臣（市町村職員共済組合及び都市職員共済組合に係るものにあつては、都道府県知事）に提

出しなければならない。

３　市町村連合会は、毎事業年度末日現在における指定都市職員共済組合等の事業報告書を、各組合につき一通ずつ取りまとめ、かつ、集

計して、翌事業年度五月末日までに、主務大臣に提出しなければならない。

（外部監査）

第百六十八条　法第百四十四条の二十七第四項の規定による監査は、別に定める監査要領に従つて行わなければならない。

第百六十九条　法第百四十四条の二十七第四項に規定する当該職員は、同項の監査をする場合には、別紙様式第三十七号による監査証票を

携帯し、関係者の請求があつたときは、提示しなければならない。

２　前項の当該職員は、同項の監査を行なう場合には、会計単位の長及び出納職員又はこれらの者の代理人に対し、現金、預金通帳、帳

簿、証ひよう書類等の提示、事実の説明、資料の作成その他監査に必要な事項を要求することができる。

第百七十条　会計単位の長及び出納職員は、法第百四十四条の二十七第四項の規定による監査に立会しなければならない。ただし、これら

の職員が事故のため自ら立会することができない場合には、その代理人が立会しなければならない。

（内部監査）

第百七十一条　組合の理事長又はその委任を受けた者は、毎事業年度の末日、出納主任に異動があつた場合及び必要と認める場合におい

て、組合の業務及び財産の状況について監査を行なわなければならない。

（検査証票）

第百七十二条　法第百四十四条の二十八第四項に規定する検査証票は、別紙様式第三十八号による。

（地方公共団体又は特定地方独立行政法人の報告等）

第百七十三条　地方公共団体又は特定地方独立行政法人は、毎月における組合員数、被扶養者数、標準報酬の月額及び標準期末手当等の額

並びに掛金等に関する報告を、翌月五日までに、組合に提出しなければならない。

２　前項に規定する報告の内容については、運営規則の定めるところによる。

３　地方公共団体又は特定地方独立行政法人は、組合員又は組合員であつた者に係る年金である給付の額の決定及び改定の基礎となるべき

標準報酬の月額及び標準期末手当等の額に関し、組合から報告又は資料の提出を求められたときは、遅滞なく、これをしなければならな

い。

４　地方公共団体又は特定地方独立行政法人は、令第六十八条第一項第六号に規定する給付金、貸付金その他組合員に係る支払金の送付を

受けたときは、遅滞なく、これを受領すべき者に支払わなければならない。

（印鑑の提出）

第百七十三条の二　組合は、理事長の印鑑を次の各号に掲げる組合の区分に従い、当該各号に掲げる者に提出しなければならない。

一　地方職員共済組合等、都職員共済組合及び指定都市職員共済組合　主務大臣

二　市町村職員共済組合及び都市職員共済組合　都道府県知事

２　前項の規定は、同項の印鑑を改めた場合について準用する。

（請求書等の確認）

第百七十四条　組合員、組合員であつた者又はその者の遺族がこの命令の規定により、組合（指定都市職員共済組合等にあつては、法第二

十七条第四項の規定により市町村連合会の業務をこれらの組合に行わせることとした場合を除き、市町村連合会。この項において同じ。）

に対し次に掲げる書類を提出する場合は、所属機関の長（組合員であつた者又はその遺族については、当該組合員であつた者の退職又は

死亡の時における所属機関の長）を経由して、組合に提出しなければならない。

一　組合員又は組合員であつた者の組合員期間等証明書

二　年金受給権者再就職届書

三　傷病手当金、出産手当金、休業手当金、育児休業手当金又は介護休業手当金の請求書

四　第百三十一条第一項又は第三項に規定する申出書又は届出書

五　育児休業等掛金免除申出書又は育児休業等掛金免除変更申出書

六　産前産後休業掛金免除申出書又は産前産後休業掛金免除変更申出書

２　組合員、組合員であつた者又はその者の遺族がこの命令の規定により、組合に対し第四章第二節に規定する請求書を提出する場合は、

所属機関の長又は所属所長を経由して、組合に提出しなければならない。

（船員組合員原票）

第百七十五条　組合は、船員組合員の資格を取得した者に対しては、第九十条の規定にかかわらず、船員組合員原票を備え、船員組合員の

資格の得喪、被扶養者、標準報酬の月額、標準期末手当等の額その他所要の事項を記載して整理しなければならない。

２　第九十条第二項から第四項までの規定は、船員組合員原票について準用する。ただし、船員短期組合員（法の長期給付に関する規定の

適用を受けない船員組合員をいう。以下同じ。）については、船員組合員であつた者で引き続き船員短期組合員となつた者を除き、同条

第三項及び第四項の規定は準用しない。

（船員組合員証等）

第百七十六条　船員組合員の資格を取得した者は、第九十三条の規定にかかわらず、船員組合員の資格を取得した日から五日以内に、次に

掲げる事項を記載した船員組合員資格取得届書を、所属機関の長を経由して、組合に提出しなければならない。ただし、船員組合員とな

つた者が、法第七十四条第二項各号のいずれかに該当するときは第一号に規定する基礎年金番号を当該船員組合員資格取得届書に記載す

ることを要しないものとする。

一　船員組合員の氏名（片仮名で振り仮名を付するものとする。）、生年月日、性別、住所、個人番号及び基礎年金番号

二　所属機関の名称

49



三　船員組合員の資格を取得した年月日

四　その他必要な事項

２　組合は、前項の届書を受理したときは、別紙様式第四十号による船員組合員証を作成し、船員組合員の資格を取得した者に交付しなけ

ればならない。この場合において、その者に被扶養者があるときは、同時に、別紙様式第四十一号による船員組合員被扶養者証を作成

し、その者に交付しなければならない。

３　第九十四条の二第一項の規定は、第一項の規定による届出を受けた場合について準用する。この場合において、第九十四条の二第一項

中「第九十三条第一項」とあるのは「第百七十六条第一項」と、「組合員」とあるのは「船員組合員」と読み替えるものとする。

４　第九十五条から第九十九条までの規定は、船員組合員証及び船員組合員被扶養者証について準用する。この場合において、第九十七条

第一項中「ものとする」とあるのは「ものとする。この場合において、組合は、組合の定めるところにより、船員組合員被扶養者証の交

付を行つた船員組合員に対し、被扶養者の要件の確認を行うものとする」と、第九十九条中「別紙様式第十七号による組合員証整理簿」

とあるのは「別紙様式第四十二号による船員組合員証整理簿」又は「別紙様式第四十三号による船員組合員被扶養者証整理簿」と読み替

えるものとする。

（船員組合員の療養の給付等）

第百七十七条　第百四条から第百十条の六までの規定は、船員組合員又はその被扶養者が法第百三十六条の規定により、船員保険法（昭和

十四年法律第七十三号）第五十三条（第四項を除く。）、第六十一条から第六十五条まで、第六十八条、第七十六条、第七十八条、第七十

九条、第八十二条又は第八十三条の規定の例により療養を受ける場合について準用する。この場合において、第百四条第二項第一号及び

第三項、第百六条の五第二項第二号、第百七条第一項、第百八条第一項及び第二項、第百八条の二第一項第二号、第百十条の四第一項、

第百十条の四の三第一項第二号並びに第百十条の六第一項第二号中「組合員証」とあるのは「船員組合員証」と、第百四条第二項第三号

中「組合員の」とあるのは「船員組合員の」と、第百四条第二項及び第三項並びに第百八条第二項中「組合員で」とあるのは「船員組合

員で」と、第百四条第三項及び第百八条第二項中「組合員が」とあるのは「船員組合員が」と、第百十条第一項、第百十条の二第二項、

第百十条の四第一項、第百十条の四の三第一項第二号及び第百十条の六第一項第二号中「組合員被扶養者証」とあるのは「船員組合員被

扶養者証」と、第百十条第二項及び第百十条の三中「組合員証及び組合員被扶養者証」とあるのは「船員組合員証及び船員組合員被扶養

者証」と、第百十条第一項中「被扶養者の」とあるのは「船員組合員の被扶養者の」と、同項及び第百十条の二第二項中「被扶養者が」

とあるのは「船員組合員の被扶養者が」と、「被扶養者で」とあるのは「船員組合員の被扶養者で」と読み替えるものとする。

（船員組合員療養補償証明書）

第百七十七条の二　船員組合員は、法第百三十六条の規定によりその例によることとされる船員保険法の規定により、船員法第八十九条第

二項に規定する療養補償に相当する療養の給付、当該療養補償に相当する入院時食事療養費に係る療養、当該療養補償に相当する入院時

生活療養費に係る療養、当該療養補償に相当する保険外併用療養費に係る療養又は当該療養補償に相当する訪問看護療養費に係る指定訪

問看護を受けようとするときは、船舶所有者の交付する別紙様式第四十四号による船員組合員療養補償証明書を保険医療機関等又は指定

訪問看護事業者に提出しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない事情により、提出することができないときは、この限りで

ない。

２　前項ただし書の場合においては、その事情がなくなつた後、遅滞なく、船員組合員療養補償証明書を当該保険医療機関等又は指定訪問

看護事業者に提出しなければならない。

３　船員組合員は、前二項の規定により保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に船員組合員療養補償証明書を提出したときは、遅滞な

く、その写しを組合に提出しなければならない。

（船員組合員の一部負担金の額等の返還）

第百七十八条　船員組合員は、法第百三十六条の規定によりその例によることとされる船員保険法の規定により、船員法第八十九条第二項

に規定する療養補償に相当する療養の給付、当該療養補償に相当する入院時食事療養費に係る療養、当該療養補償に相当する入院時生活

療養費に係る療養、当該療養補償に相当する保険外併用療養費に係る療養又は当該療養補償に相当する訪問看護療養費に係る指定訪問看

護を受けた場合において、船員保険法第六十六条の規定の例により、同法第五十五条第一項若しくは第六十条第二項の規定の例により負

担した一部負担金の額、同法第六十一条第二項の規定の例による食事療養標準負担額、同法第六十二条第二項の規定の例による生活療養

標準負担額、同法第六十三条第二項の規定の例により算定した費用の額からその療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給さ

れる金額に相当する金額を控除した金額、同法第六十四条第二項の規定の例により控除された額に相当する金額又は同法第六十五条第四

項の規定の例により算定した費用の額からその指定訪問看護に要した費用につき訪問看護療養費として支給される金額に相当する金額を

控除した金額（以下この条において「一部負担金等」という。）の支払を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した船員組合員

一部負担金等返還請求書に、船員組合員証を添えて、組合に提出しなければならない。

一　船員組合員の氏名及び生年月日

二　船員組合員証の組合員等記号・番号

三　所属機関の名称

四　初診日

五　傷病名

六　医療機関若しくは薬局又は指定訪問看護事業者の名称及び所在地

七　一部負担金等、療養費又は高額療養費の額

八　請求金額

２　組合は、前項の規定により船員組合員証の提出を受けたときは、これに所要の事項を記載して、その者に返付しなければならない。

３　第一項の場合において、運営規則で定める者については、所轄機関の長の証明書をもつて船員組合員証にかえることができる。この場

合においては、前項の規定による船員組合員証への所要の事項の記載は、当該所轄機関の長が行なうものとする。

（継続長期組合員となつた者の資格取得の届出等）

第百七十八条の二　継続長期組合員となつた者は、法第百四十条第一項に規定する転出（以下この条において「転出」という。）の後、遅

滞なく、次に掲げる事項を記載した継続長期組合員資格取得届書を当該転出の際に所属していた組合に提出しなければならない。

一　組合員の氏名及び生年月日

二　転出をした日

三　転出の際に所属していた所属機関の名称及び所在地

四　転出をした者が法第百四十条第一項に規定する公庫等職員（次項第二号において「公庫等職員」という。）となつた日

五　法第百四十条第一項に規定する公庫等の名称及び所在地

２　前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一　任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ転出をしたことを証明する書類
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二　引き続き公庫等職員となつたことを証明する書類

３　法第百四十条第三項の規定により継続長期組合員であるものとみなされることとなつた者は、同項に規定する他の公庫等職員（以下こ

の項において「他の公庫等職員」という。）となつた日から六十日以内に、次に掲げる事項を記載した継続長期組合員転出入届書に引き

続き他の公庫等職員となつたことを証明する書類を添えて、組合に提出しなければならない。

一　組合員の氏名及び生年月日

二　他の公庫等職員となつた日

三　他の公庫等の名称及び所在地

４　組合は、第一項又は前項の届書の提出があつたときは、これらの書類を提出した者の氏名、決定した標準報酬の月額及び標準期末手当

等の額、当該標準報酬の月額及び標準期末手当等の額に対する掛金及び負担金の率その他必要な事項を転出に係る公庫等又は他の公庫等

に通知しなければならない。

５　公庫等は、継続長期組合員に賞与（厚生年金保険法第三条第一項第四号に規定する賞与をいう。）を支給したときは、遅滞なく、当該

賞与の額その他必要な事項を組合に通知しなければならない。

６　継続長期組合員が法第百四十条第二項第一号又は第二号に該当するに至つたときは、その者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した

継続長期組合員資格喪失届書を転出の際に所属していた組合に提出しなければならない。

一　組合員又は組合員であつた者の氏名及び生年月日

二　継続長期組合員の資格を喪失するに至つた事由

三　前号の事由が生じた時に所属していた公庫等の名称及び所在地

７　前項の届書には、同項第二号の事由に該当したことを証明する書類を添えなければならない。この場合において、転出の日から起算し

て五年以内に引き続き職員となつた者は、当該書類に併せて、その旨を証明する書類を添えなければならない。

（組合役職員等の範囲）

第百七十九条　法第百四十一条第一項又は第二項に規定する職員に準ずるものとして主務省令で定めるものは、常時勤務に服することを要

する組合の役員及び組合に使用され、組合から給与を受ける者又は常時勤務に服することを要する連合会（同項に規定する連合会をい

う。以下この条において同じ。）の役員及び連合会に使用され、連合会から給与を受ける者とし、次に掲げる者（二月以内の期間を定め

て使用される者であつて主務大臣が定めるものを除き、かつ、第三号から第五号までに掲げる者にあつては、国の組合の組合員又は私学

教職員共済制度の加入者であるものを除く。）を含むものとし、次項に掲げる者を含まないものとする。

一　地方公務員法第二十七条第二項に規定する休職の処分に相当する処分を受けた者又は同法第二十九条第一項に規定する停職の処分に

相当する処分を受けた者

二　育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第五条第一項の規定により育児休業をしている者又は同法

第二十三条第一項に規定する所定労働時間の短縮措置若しくは同条第二項に規定する育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは始業

時刻変更等の措置若しくは同法第二十四条第一項各号に定める制度若しくは措置に準じて講ずる措置を受けている者

三　常時勤務に服することを要しない組合又は連合会に使用され、組合又は連合会から給与を受ける者のうち、主務大臣の定めるところ

により、常時勤務に服することを要する地方公務員について定められている勤務時間により勤務をすることを要することとされている

もの

四　前号に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない組合又は連合会に使用され、組合又は連合会から給与を受ける者のうち、そ

の一週間の所定勤務時間及び一月間の所定勤務日数が、常時勤務に服することを要する地方公務員について定められている一週間の勤

務時間及び一月間の勤務日数の四分の三以上であるもの

五　前二号に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない組合又は連合会に使用され、組合又は連合会から給与を受ける者のうち、

次のいずれにも該当するもの

イ　一週間の所定勤務時間が二十時間以上であること。

ロ　報酬月額（健康保険法第三条第一項第九号ロに規定する 低賃金法（昭和三十四年法律第百三十七号）第四条第三項各号に掲げる

賃金に相当するものとして厚生労働省令で定めるものを除く。次条第一項第四号ロ、第百七十九条の三第一項第四号ロ及び第百七十

九条の四第一項第四号ロにおいて同じ。）について、法第四十三条第八項及び令第二十二条の規定の例により算定した額が、八万八

千円以上であること。

ハ　学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第五十条に規定する高等学校の生徒、同法第八十三条に規定する大学の学生その他の

健康保険法第三条第一項第九号ハに規定する厚生労働省令で定める者でないこと。

２　前項の規定により職員に準ずるものとして主務省令で定めるものに含まないものとされる者は、臨時に使用される者のうち、次に掲げ

る者（二月以内の期間を定めて使用される者であつて主務大臣が定めるものに限る。）とする。

一　地方公務員法第二十二条の三第一項又は第四項の規定により臨時的に任用された者に相当する者

二　地方公務員法第二十六条の六第七項又は地方公務員の育児休業等に関する法律（平成三年法律第百十号）第六条第一項の規定により

常時勤務を要する職に臨時的に任用された者に相当する者

三　地方公務員法第二十六条の六第七項第一号、令和三年改正法附則第四条第一項若しくは第二項若しくは附則第五条第一項から第四項

まで又は地方公務員の育児休業等に関する法律第六条第一項第一号の規定により採用された者に相当する者

３　令第四十条の二第三項の規定により読み替えられた令第二十四条の二第一項に規定する主務省令で定める者は、第一項第三号に掲げる

者（常時勤務に服することを要する組合又は連合会の職員について定められている勤務時間以上勤務した日（雇用契約により、勤務を要

しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。）が引き続いて十二月を超えるに至つた者で、その超えるに至つた日以後引き続き

当該勤務時間により勤務することを要することとされているものを除く。）又は同項第四号若しくは第五号に掲げる者とする。

４　令第四十条の二第三項の規定により読み替えられた令第二十四条の二第二項に規定する主務省令で定める者は、次に掲げる者とする。

一　地方公務員法第二十二条の三第一項又は第四項の規定により臨時的に任用された者に相当する者

二　地方公務員法第二十六条の六第七項又は地方公務員の育児休業等に関する法律第六条第一項の規定により常時勤務を要する職に臨時

的に任用された者に相当する者

（職員引継一般地方独立行政法人の役職員）

第百七十九条の二　法第百四十一条の二に規定する職員に準ずるものとして主務省令で定めるものは、常時勤務に服することを要する地方

独立行政法人法（平成十五年法律第百十八号）第十二条に規定する役員及び職員引継一般地方独立行政法人に使用され、職員引継一般地

方独立行政法人から給与を受ける者とし、次に掲げる者（二月以内の期間を定めて使用される者であつて主務大臣が定めるものを除き、

かつ、第二号から第四号までに掲げる者にあつては、国の組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であるものを除く。）を含むも

のとし、次項に掲げる者を含まないものとする。
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一　育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第五条第一項の規定により育児休業をしている者又は同法

第二十三条第一項に規定する所定労働時間の短縮措置若しくは同条第二項に規定する育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは始業

時刻変更等の措置若しくは同法第二十四条第一項各号に定める制度若しくは措置に準じて講ずる措置を受けている者

二　常時勤務に服することを要しない職員引継一般地方独立行政法人に使用され、職員引継一般地方独立行政法人から給与を受ける者の

うち、主務大臣の定めるところにより、常時勤務に服することを要する職員引継一般地方独立行政法人の職員について定められている

勤務時間により勤務することを要することとされているもの

三　前号に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない職員引継一般地方独立行政法人に使用され、職員引継一般地方独立行政法人

から給与を受ける者のうち、その一週間の所定勤務時間及び一月間の所定勤務日数が、常時勤務に服することを要する職員引継一般地

方独立行政法人の職員について定められている一週間の勤務時間及び一月間の勤務日数の四分の三以上であるもの

四　前二号に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない職員引継一般地方独立行政法人に使用され、職員引継一般地方独立行政法

人から給与を受ける者のうち、次のいずれにも該当するもの

イ　一週間の所定勤務時間が二十時間以上であること。

ロ　報酬月額について、法第四十三条第八項及び令第二十二条の規定の例により算定した額が、八万八千円以上であること。

ハ　学校教育法第五十条に規定する高等学校の生徒、同法第八十三条に規定する大学の学生その他の健康保険法第三条第一項第九号ハ

に規定する厚生労働省令で定める者でないこと。

２　前項の規定により職員に準ずるものとして主務省令で定めるものに含まないものとされる者は、臨時に使用される者のうち、次に掲げ

る者（二月以内の期間を定めて使用される者であつて主務大臣が定めるものに限る。）とする。

一　地方公務員法第二十二条の三第一項又は第四項の規定により臨時的に任用された者に相当する者

二　地方公務員法第二十六条の六第七項又は地方公務員の育児休業等に関する法律第六条第一項の規定により常時勤務を要する職に臨時

的に任用された者に相当する者

三　地方公務員法第二十六条の六第七項第一号、令和三年改正法附則第四条第一項若しくは第二項若しくは附則第五条第一項から第四項

まで若しくは地方公務員の育児休業等に関する法律第六条第一項第一号の規定により採用された者に相当する者又は大学の教員等の任

期に関する法律第五条第一項の規定により採用された者

（定款変更一般地方独立行政法人の役職員）

第百七十九条の三　法第百四十一条の三に規定する職員に準ずるものとして主務省令で定めるものは、常時勤務に服することを要する地方

独立行政法人法第十二条に規定する役員及び定款変更一般地方独立行政法人に使用され、定款変更一般地方独立行政法人から給与を受け

る者とし、次に掲げる者（二月以内の期間を定めて使用される者であつて主務大臣が定めるものを除き、かつ、第二号から第四号までに

掲げる者にあつては、国の組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であるものを除く。）を含むものとし、次項に掲げる者を含ま

ないものとする。

一　育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第五条第一項の規定により育児休業をしている者又は同法

第二十三条第一項に規定する所定労働時間の短縮措置若しくは同条第二項に規定する育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは始業

時刻変更等の措置若しくは同法第二十四条第一項各号に定める制度若しくは措置に準じて講ずる措置を受けている者

二　常時勤務に服することを要しない定款変更一般地方独立行政法人に使用され、定款変更一般地方独立行政法人から給与を受ける者の

うち、主務大臣の定めるところにより、常時勤務に服することを要する定款変更一般地方独立行政法人の職員について定められている

勤務時間により勤務することを要することとされているもの

三　前号に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない定款変更一般地方独立行政法人に使用され、定款変更一般地方独立行政法人

から給与を受ける者のうち、その一週間の所定勤務時間及び一月間の所定勤務日数が、常時勤務に服することを要する定款変更一般地

方独立行政法人の職員について定められている一週間の勤務時間及び一月間の勤務日数の四分の三以上であるもの

四　前二号に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない定款変更一般地方独立行政法人に使用され、定款変更一般地方独立行政法

人から給与を受ける者のうち、次のいずれにも該当するもの

イ　一週間の所定勤務時間が二十時間以上であること

ロ　報酬月額について、法第四十三条第八項及び令第二十二条の規定の例により算定した額が、八万八千円以上であること

ハ　学校教育法第五十条に規定する高等学校の生徒、同法第八十三条に規定する大学の学生その他の健康保険法第三条第一項第九号ハ

に規定する厚生労働省令で定める者でないこと

２　前項の規定により職員に準ずるものとして主務省令で定めるものに含まないものとされる者は、臨時に使用される者のうち、次に掲げ

る者（二月以内の期間を定めて使用される者であつて主務大臣が定めるものに限る。）とする。

一　地方公務員法第二十二条の三第一項又は第四項の規定により臨時的に任用された者に相当する者

二　地方公務員法第二十六条の六第七項又は地方公務員の育児休業等に関する法律第六条第一項の規定により常時勤務を要する職に臨時

的に任用された者に相当する者

三　地方公務員法第二十六条の六第七項第一号、令和三年改正法附則第四条第一項若しくは第二項若しくは附則第五条第一項から第四項

まで又は地方公務員の育児休業等に関する法律第六条第一項第一号の規定により採用された者に相当する者

（職員引継等合併一般地方独立行政法人の役職員）

第百七十九条の四　法第百四十一条の四に規定する職員に準ずるものとして主務省令で定めるものは、常時勤務に服することを要する地方

独立行政法人法第十二条に規定する役員及び職員引継等合併一般地方独立行政法人に使用され、職員引継等合併一般地方独立行政法人か

ら給与を受ける者とし、次に掲げる者（二月以内の期間を定めて使用される者であつて主務大臣が定めるものを除き、かつ、第二号から

第四号までに掲げる者にあつては、国の組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であるものを除く。）を含むものとし、次項に掲

げる者を含まないものとする。

一　育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第五条第一項の規定により育児休業をしている者又は同法

第二十三条第一項に規定する所定労働時間の短縮措置若しくは同条第二項に規定する育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは始業

時刻変更等の措置若しくは同法第二十四条第一項各号に定める制度若しくは措置に準じて講ずる措置を受けている者

二　常時勤務に服することを要しない職員引継等合併一般地方独立行政法人に使用され、職員引継等合併一般地方独立行政法人から給与

を受ける者のうち、主務大臣の定めるところにより、常時勤務に服することを要する職員引継等合併一般地方独立行政法人の職員につ

いて定められている勤務時間により勤務することを要することとされているもの

三　前号に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない職員引継等合併一般地方独立行政法人に使用され、職員引継等合併一般地方

独立行政法人から給与を受ける者のうち、その一週間の所定勤務時間及び一月間の所定勤務日数が、常時勤務に服することを要する職

員引継等合併一般地方独立行政法人の職員について定められている一週間の勤務時間及び一月間の勤務日数の四分の三以上であるもの

四　前二号に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない者のうち、次のいずれにも該当するもの
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イ　一週間の所定勤務時間が二十時間以上であること

ロ　報酬月額について、法第四十三条第八項及び令第二十二条の規定の例により算定した額が、八万八千円以上であること

ハ　学校教育法第五十条に規定する高等学校の生徒、同法第八十三条に規定する大学の学生その他の健康保険法第三条第一項第九号ハ

に規定する厚生労働省令で定める者でないこと

２　前項の規定により職員に準ずるものとして主務省令で定めるものに含まないものとされる者は、臨時に使用される者のうち、次に掲げ

る者（二月以内の期間を定めて使用される者であつて主務大臣が定めるものに限る。）とする。

一　地方公務員法第二十二条の三第一項又は第四項の規定により臨時的に任用された者に相当する者

二　地方公務員法第二十六条の六第七項又は地方公務員の育児休業等に関する法律第六条第一項の規定により常時勤務を要する職に臨時

的に任用された者に相当する者

三　地方公務員法第二十六条の六第七項第一号、令和三年改正法附則第四条第一項若しくは第二項若しくは附則第五条第一項から第四項

まで又は地方公務員の育児休業等に関する法律第六条第一項第一号の規定により採用された者に相当する者

（職員引継一般地方独立行政法人等の役職員の取扱い）

第百七十九条の五　令第四十一条の二第二項の規定により読み替えられた令第二十四条の二第一項に規定する主務省令で定める者は、第百

七十九条の二第一項第二号に掲げる者（常時勤務に服することを要する職員引継一般地方独立行政法人の職員について定められている勤

務時間以上勤務した日（雇用契約により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。）が引き続いて十二月を超える

に至つた者で、その超えるに至つた日以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要することとされているものを除く。）、第百七十

九条の三第一項第二号に掲げる者（常時勤務に服することを要する定款変更一般地方独立行政法人の職員について定められている勤務時

間以上勤務した日（雇用契約により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。）が引き続いて十二月を超えるに至

つた者で、その超えるに至つた日以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要することとされているものを除く。）若しくは前条

第一項第二号に掲げる者（常時勤務に服することを要する職員引継等合併一般地方独立行政法人の職員について定められている勤務時間

以上勤務した日（雇用契約により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。）が引き続いて十二月を超えるに至つ

た者で、その超えるに至つた日以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要することとされているものを除く。）又は第百七十九

条の二第一項第三号、第百七十九条の三第一項第三号若しくは前条第一項第三号に掲げる者若しくは第百七十九条の二第一項第四号、第

百七十九条の三第一項第四号若しくは前条第一項第四号に掲げる者とする。

２　令第四十一条の二第二項の規定により読み替えられた令第二十四条の二第二項に規定する主務省令で定める者は、次に掲げる者とす

る。

一　地方公務員法第二十二条の三第一項又は第四項の規定により臨時的に任用された者に相当する者

二　地方公務員法第二十六条の六第七項又は地方公務員の育児休業等に関する法律第六条第一項の規定により常時勤務を要する職に臨時

的に任用された者に相当する者

（国の職員の取扱い）

第百七十九条の六　令第四十二条第二項第三号に規定する主務省令で定める規定は、次に掲げる規定とする。

一　人事院規則八―一二（職員の任免）第四十二条第二項

二　一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律（平成九年法律第六十五号）第三条第一項

三　国と民間企業との間の人事交流に関する法律第十九条第一項

四　一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律（平成十二年法律第百二十五号）第三条第一項又は第二項

五　科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律（平成二十年法律第六十三号）第十四条第一項（同条第二項の規定により任期

を定める場合に限る。）

六　国家公務員の配偶者同行休業に関する法律（平成二十五年法律第七十八号）第七条第一項第一号

七　国家公務員法等の一部を改正する法律（令和三年法律第六十一号）附則第四条第一項又は第二項

第百八十条から第百八十一条の二まで　削除

（任意継続組合員となるための申出）

第百八十二条　令第四十六条第一項第五号に規定する主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

一　退職のときの所属機関の名称

二　退職のときの組合員証及び組合員被扶養者証の組合員等記号・番号又は個人番号

（任意継続組合員原票）

第百八十三条　組合は、任意継続組合員ごとに、別紙様式第四十五号による任意継続組合員原票を備え、任意継続組合員の資格の得喪、被

扶養者その他所要の事項を記載して整理しなければならない。

（任意継続組合員証等）

第百八十四条　組合は、法第百四十四条の二第一項の規定による申出を受理したときは、別紙様式第四十六号による任意継続組合員証を作

成し、任意継続組合員の資格を取得した者に交付しなければならない。この場合において、その者に被扶養者があるときは、同時に、別

紙様式第四十六号の二による任意継続組合員被扶養者証を作成し、その者に交付しなければならない。

２　令第四十六条第二項第三号に規定する主務省令で定める事項は、任意継続組合員証及び任意継続組合員被扶養者証の組合員等記号・番

号とする。

３　第九十四条の二第一項の規定は、法第百四十四条の二第一項の規定による申出を受理した場合について準用する。この場合において、

第九十四条の二第一項中「第九十三条第一項の規定による届出」とあるのは「第百八十四条第一項の規定による申出」と、「当該届出に

係る組合員」とあるのは「当該申出に係る任意継続組合員」と読み替えるものとする。

４　第九十五条から第九十九条までの規定は、任意継続組合員証及び任意継続組合員被扶養者証について準用する。この場合において、第

九十七条第一項中「ものとする」とあるのは「ものとする。この場合において、組合は、組合の定めるところにより、任意継続組合員被

扶養者証の交付を行つた任意継続組合員に対し、被扶養者の要件の確認を行うものとする」と、第九十九条中「別紙様式第十七号による

組合員証整理簿」とあるのは「別紙様式第四十七号による任意継続組合員証整理簿及び別紙様式第四十七号の二による任意継続組合員被

扶養者証整理簿」と、「組合員証」とあるのは「任意継続組合員証及び任意継続組合員被扶養者証」と読み替えるものとする。

（前納された任意継続掛金の還付の手続）

第百八十四条の二　法第百四十四条の二第三項の規定により前納された任意継続掛金について令第四十九条の六第一項の規定によりその還

付を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類を、当該任意継続掛金が前納された組合に提出しなければならない。

一　還付を受けようとする者の住所及び氏名

二　任意継続組合員であつた者の氏名及び任意継続組合員証の組合員等記号・番号又は個人番号

三　還付を受けようとする金額
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四　還付を受けようとする理由

五　第一号に規定する者が第二号に規定する者の相続人であるときは、同号に規定する者との続柄

２　前項の場合において、還付を請求しようとする者が任意継続組合員であつた者の相続人であるときは、次に掲げる書類を同項の書類に

添えなければならない。

一　任意継続組合員であつた者の死亡診断書又はこれに代わるべき書類

二　還付を受けようとする者が任意継続組合員であつた者の先順位の相続人であることを証明する書類

（任意継続組合員の療養の給付等）

第百八十四条の二の二　第百四条から第百十条の六までの規定は、任意継続組合員又はその被扶養者について準用する。この場合におい

て、第百四条第二項第一号及び第三項、第百六条の五第二項第二号、第百七条第一項、第百八条第一項及び第二項、第百八条の二第一項

第二号、第百十条の四第一項、第百十条の四の三第一項第二号並びに第百十条の六第一項第二号中「組合員証」とあるのは「任意継続組

合員証」と、第百四条第二項第三号中「組合員の」とあるのは「任意継続組合員の」と、第百四条第二項及び第三項並びに第百八条第二

項中「組合員で」とあるのは「任意継続組合員で」と、第百四条第三項及び第百八条第二項中「組合員が」とあるのは「任意継続組合員

が」と、第百十条第一項、第百十条の二第二項、第百十条の四第一項、第百十条の四の三第一項第二号及び第百十条の六第一項第二号中

「組合員被扶養者証」とあるのは「任意継続組合員被扶養者証」と、第百十条第二項及び第百十条の三中「組合員証及び組合員被扶養者

証」とあるのは「任意継続組合員証及び任意継続組合員被扶養者証」と、第百十条第一項中「被扶養者の」とあるのは「任意継続組合員

の被扶養者の」と、同項及び第百十条の二第二項中「被扶養者が」とあるのは「任意継続組合員の被扶養者が」と、「被扶養者で」とあ

るのは「任意継続組合員の被扶養者で」と読み替えるものとする。

（法第百四十四条の三十三第二項の主務省令で定めるもの）

第百八十四条の三　法第百四十四条の三十三第二項の主務省令で定めるものは、健康保険法第二百五条の四第二項に規定する厚生労働省令

で定めるものとする。

（様式の特例）

第百八十五条　組合は、特別の事情により別紙様式各号に定める申請書、届書その他の書類について当該様式により難いと認めるときは、

主務大臣が指定するものを除き、これと異なる様式によることができる。

（適用除外）

第百八十六条　この命令の規定は、法第百四十四条の三第三項に規定する団体組合員に係る事項については、適用しない。

（電子情報処理組織による申請等）

第百八十七条　法、令及びこの命令の規定に基づき組合員及び給与支給機関が書面等（情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律

（平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。）第三条第五号に規定する書面等をいう。以下同じ。）により組合

（指定都市職員共済組合等にあつては、法第二十七条第四項の規定により市町村連合会の業務をこれらの組合に行わせることとした場合

を除き、市町村連合会。次条第一項、第百八十九条第一項及び第百九十条において同じ。）に申請等（情報通信技術活用法第三条第八号

に規定する申請等をいう。以下同じ。）を行う場合には、電子情報処理組織を使用して行うことができる。

２　前項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等を行う場合には、電磁的記録（情報通信技術活用法第三条第七号に規定する電磁

的記録をいう。以下同じ。）により行うものとする。

３　第一項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等を行う場合には、暗証番号及び識別番号を電子計算機に入力すること又は電子

署名（電子署名及び認証業務に関する法律（平成十二年法律第百二号）第二条第一項に規定する電子署名をいう。以下同じ。）により署

名等（情報通信技術活用法第三条第六号に規定する署名等をいう。以下同じ。）に代えるものとする。

（電子情報処理組織による処分通知等）

第百八十八条　法、令及びこの命令の規定に基づき組合が書面等により組合員に処分通知等（情報通信技術活用法第三条第九号に規定する

処分通知等をいう。以下同じ。）を行う場合には、電子情報処理組織を使用して行うことができる。

２　前項の規定により電子情報処理組織を使用して処分通知等を行う場合には、電磁的記録により行うものとする。

３　第一項の規定により電子情報処理組織を使用して処分通知等を行う場合には、暗証番号及び識別番号を電子計算機に入力すること又は

電子署名により署名等に代えるものとする。

（電磁的記録による作成等）

第百八十九条　法、令及びこの命令の規定に基づき組合が作成等（情報通信技術活用法第三条第十一号に規定する作成等をいう。次項にお

いて同じ。）を行う場合には、書面等に代えて電磁的記録により行うことができる。

２　前項の規定により作成等を行う場合には、暗証番号及び識別番号を電子計算機に入力すること又は電子署名により署名等に代えるもの

とする。

（組合が利用特定個人情報の提供を受けることができるときの添付書類の特例）

第百九十条　第四章の規定によつて組合に提出すべき書類に添えなければならない書類について、組合が番号利用法第二十二条第一項の規

定により当該書類と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、当該書類の添付を省略することができる。

附　則

（施行期日）

第一条　この命令は、昭和三十七年十二月一日から施行する。ただし、次条及び附則第七条の規定は、公布の日から施行する。

（地方の組合の経過的長期給付に係る財務の特例）

第一条の二　組合は、第六条第一項の規定にかかわらず、当分の間、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改

正する法律（平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。）附則第七十五条の二第一項に規定する地方の組合

の経過的長期給付（以下「地方の組合の経過的長期給付」という。）に関する取引を経理するための経理単位として経過的長期経理を設

けるものとする。

２　組合の経過的長期経理における資産勘定、負債勘定、資本勘定、利益勘定及び損失勘定に属する勘定科目は、附則別表第一による。

３　第二章第二節（第六条、第七条の二、第十二条第一項、第十二条の二、第十二条の三、第十四条、第五十八条第一項及び第二項、第六

十九条から第七十一条まで、第七十三条から第八十三条の二まで並びに第八十五条から第八十八条までを除く。）の規定は、第一項に規

定する経過的長期経理について準用する。この場合において、第七条第一項及び第二項中「及び退職等年金経理」とあるのは「、退職等

年金経理及び経過的長期経理」と、第十二条第二項及び第十三条第一項中「退職等年金経理」とあるのは「経過的長期経理」と、「退職

等年金給付事業」とあるのは「地方の組合の経過的長期給付事業」と、第二十五条第五号中「退職等年金経理における給付、標準報酬の

月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合」とあるのは「経過的長期経理における給付」と、第七十二条第三項中「厚生年金保険経理

の厚生年金保険給付組合積立金又は退職等年金経理の退職等年金給付組合積立金」とあるのは「経過的長期経理の経過的長期給付組合積

立金」と、第八十三条の三の見出し中「退職等年金給付組合積立金」とあるのは「経過的長期給付組合積立金」と、同条中「退職等年金
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経理」とあるのは「経過的長期経理」と、「退職等年金給付組合積立金」とあるのは「経過的長期給付組合積立金」と読み替えるものと

する。

４　指定都市職員共済組合等は、第六条第一項の規定にかかわらず、当分の間、地方の組合の経過的長期給付に係る業務上の余裕金に関す

る取引を経理するための経理単位として経過的長期預託金管理経理を設けるものとする。

５　指定都市職員共済組合等の経過的長期預託金管理経理における資産勘定、負債勘定、資本勘定、利益勘定及び損失勘定に属する勘定科

目は、附則別表第二による。

６　第二章第二節（第六条から第七条の二まで、第十二条第一項、第十二条の二、第十二条の三、第十四条、第五十八条第一項及び第二

項、第六十九条から第七十一条まで、第七十二条第一項及び第二項、第七十三条から第八十三条の三まで並びに第八十五条から第八十八

条までを除く。）の規定は、第四項に規定する経過的長期預託金管理経理について準用する。この場合において、第十二条第二項及び第

十三条第一項中「退職等年金預託金管理経理」とあるのは「経過的長期預託金管理経理」と、「退職等年金給付事業」とあるのは「地方

の組合の経過的長期給付事業」と、第二十五条第七号中「退職等年金預託金管理経理」とあるのは「経過的長期預託金管理経理」と読み

替えるものとする。

（経過的長期給付組合積立金等資金に係る資金運用の特例等）

第一条の三　第十二条の二及び第十二条の三の規定は、経過的長期給付組合積立金等資金（被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年

金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改

正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令（平成二十七年

政令第三百四十七号。以下「平成二十七年経過措置政令」という。）第百四十七条第一項の規定により読み替えられた令第十六条の二第

一項に規定する経過的長期給付組合積立金等資金をいう。）について準用する。この場合において、第十二条の二中「令第十六条の二第

二項」とあるのは「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被

用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合

法による長期給付等に関する経過措置に関する政令（平成二十七年政令第三百四十七号。以下「平成二十七年経過措置政令」という。）

第百四十七条第一項の規定により準用することとされた令第十六条の二第二項」と、第十二条の三中「退職等年金給付組合積立金等資金

（令第十六条第一項に規定する退職等年金給付組合積立金等資金をいう。）」とあるのは「経過的長期給付組合積立金等資金（平成二十七

年経過措置政令第百四十七条第一項の規定により読み替えられた令第十六条の二第一項に規定する経過的長期給付組合積立金等資金をい

う。）」と読み替えるものとする。

（地方の組合の経過的長期給付組合積立金等に係る基本方針に定めるべき事項）

第一条の四　第百六十二条の六の規定は、平成二十四年一元化法附則第七十五条の二第一項に規定する地方の組合の経過的長期給付組合積

立金又は同条第二項に規定する地方の組合の経過的長期給付調整積立金の管理及び運用について準用する。この場合において、第百六十

二条の六中「法第百十二条の十一第一項」とあるのは「平成二十四年一元化法附則第七十五条の三において準用する法第百十二条の十一

第一項」と、「退職等年金給付組合積立金等（法第百十二条の十第二項第四号に規定する退職等年金給付組合積立金等をいう。以下この

条において同じ。）」とあるのは「地方の組合の経過的長期給付組合積立金等（被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等

の一部を改正する法律（平成二十四年法律第六十三号）附則第七十五条の二第一項に規定する地方の組合の経過的長期給付組合積立金又

は同条第二項に規定する地方の組合の経過的長期給付調整積立金をいう。以下この条において同じ。）」と、「退職等年金給付組合積立金

等の」とあるのは「地方の組合の経過的長期給付組合積立金等の」と読み替えるものとする。

（組合の設立のための事業計画及び予算の作成）

第二条　法附則第三条第三項並びに法附則第五条第五項（法附則第八条第一項の規定によりその例によることとされる場合を含む。）及び

法附則第六条第五項（法附則第八条第一項第二号の規定によりその例によることとされる場合を含む。）の規定により自治大臣、文部大

臣及び警察庁長官並びに組合設立委員が作成する当該組合の事業計画及び予算については、第二章第二節第四款の規定の例による。

（保健経理への資金の繰入れの特例）

第二条の二　組合は、当分の間、組合員及びその被扶養者の健康の保持増進のための必要な事業の充実を図り、もつて短期給付事業の財政

の安定化に資するため、短期経理の前事業年度における剰余金に相当する金額の範囲内において、主務大臣の承認を得た額を限度として

必要な資金を当該経理から保健経理に繰り入れることができる。

２　第八十六条の規定は、組合が前項の規定による繰入金をもつて固定資産を取得した場合について準用する。

（市町村職員共済組合の貸付金の利率の特例）

第三条　旧町村職員恩給組合（法附則第四条に規定する旧町村職員恩給組合をいう。）又は旧市町村職員共済組合（法附則第四条に規定す

る旧市町村職員共済組合をいう。）の長期経理の余裕金に係る地方公共団体への貸付金を、法附則第十一条第一項前段の規定により市町

村職員共済組合が承継した場合の当該貸付金の利率については、その返還期限が経過するまでの間、第十二条第二項の規定にかかわら

ず、なお従前の例によることができる。

（資金の運用に関する特例）

第三条の二　財政融資資金法（昭和二十六年法律第百号）第七条第三項の規定により財務大臣が定める利率（預託期間が十年の預託金に係

るものに限る。）が年四・〇パーセントを下回つている間（次条において「特例期間」という。）においては、第十二条第二項中「年四・

〇パーセント」とあるのは、「財政融資資金法（昭和二十六年法律第百号）第七条第三項の規定により財務大臣が定める利率（預託期間

が十年の預託金に係るものに限る。）」として、同項の規定を適用する。

第三条の三　特例期間及び主務大臣が必要と認める期間においては、厚生年金保険経理（指定都市職員共済組合等にあつては、厚生年金保

険預託金管理経理）の余裕金を他の経理単位に貸し付ける場合の利率については、第十三条第一項後段の規定にかかわらず、法に基づく

厚生年金保険給付事業の財政の安定に配慮して主務大臣が総務大臣と協議して定める利率によることができる。

第四条　削除

（地方職員共済組合等に係る経過措置）

第五条　国家公務員共済組合法施行規則（昭和三十三年大蔵省令第五十四号。以下「国の規則」という。）の規定に基づいてなされた取引

金融機関の指定、印鑑の登録、取引きその他の行為又は手続（勘定科目及び現金による支払に係る大蔵大臣の承認を除く。）は、その行

為又は手続のなされた日において、この命令中の相当する規定に基づいてなされたものとみなす。

（組合が実施する財産形成事業に係る財務の特例等）

第六条　組合が実施する地方公務員共済組合等が行う地方公務員等の財産形成事業に関する政令（昭和五十三年政令第二十五号。附則第八

条第一項において「政令第二十五号」という。）第二条の財産形成事業（以下「財産形成事業」という。）に対する財務に関する規定の適

用については、次条から附則第十条までに定めるところによる。

第七条　財産形成事業に係る第四条の経理単位は、財形経理とし、財形経理においては、財産形成事業に関する取引を経理するものとす

る。
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第八条　財形経理については、第十三条第一項の規定は適用しない。ただし、財産形成事業の円滑な実施のため必要がある場合において、

政令第二十五号第四条第一項に規定する事業資金以外の資金に充てるため他の経理単位の余裕金を借り入れるときは、この限りでない。

２　前項の規定により借り入れた借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。

第九条　事業計画には、財形経理における住宅の種類、住宅の現況、住宅の建設又は購入の計画及び住宅の分譲の計画並びに貸付金の種

類、貸付金の現況及び貸付金の利率並びに当該事業年度の資金計画を明らかにしなければならない。

第十条　財形経理に係る第五十八条第一項の各勘定に属する同条第二項の勘定科目は、主務大臣が別表第一号表に準じて定めるところによ

る。

２　前項の勘定科目については、第五十八条第三項中「前項」とあるのは、「附則第十条第一項」として、同項の規定を適用する。

第十一条　法附則第四十条の三の二の規定により高齢者の医療の確保に関する法律附則第七条第一項に規定する病床転換支援金等の納付が

行われる場合における第六条の規定の適用については、同条第一項第一号中「後期高齢者支援金等」という。）」とあるのは、「後期高齢

者支援金等」という。）、同法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金等」とする。

（電子資格確認に係る個人番号カードの交付の申請の支援）

第十二条　組合は、当分の間、電子資格確認に係る組合員及びその被扶養者の個人番号カード（番号利用法第二条第七項に規定する個人番

号カードをいう。）の交付の申請（番号利用法第十六条の二第一項に規定する申請をいう。）が円滑に行われるよう、必要な支援を組合員

に対し、及び直接に又は組合員を通じてその被扶養者に対し、行うことができる。

（旧職域加算退職給付の決定の請求）

第十三条　旧職域加算退職給付（平成二十四年一元化法附則第六十条第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額（以下「改正前地

共済法による職域加算額」という。）のうち退職を給付事由とするものをいう。以下同じ。）について決定を受けようとする者は、次に掲

げる事項を記載した請求書を組合（指定都市職員共済組合等にあつては、法第二十七条第四項の規定により市町村連合会の業務をこれら

の組合に行わせることとした場合を除き、市町村連合会。次条から附則第十六条まで、附則第十七条第一項、附則第十八条から附則第二

十条まで、附則第二十一条第一項、附則第二十二条から附則第二十九条まで、附則第三十条第一項、附則第三十一条第一項、附則第三十

二条、附則第三十三条第一項、附則第三十四条第一項、附則第三十五条第一項及び附則第三十七条において同じ。）に提出しなければな

らない。

一　請求者の氏名、生年月日、住所、個人番号及び基礎年金番号

二　退職年月日

三　改正前地共済法（平成二十四年一元化法附則第六十条第一項、第三項又は第五項の規定によりなおその効力を有するものとされた平

成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の法をいい、平成二十七年経過措置政令第五条、第六条第一項又は第七条第一項の規定

により読み替えられた規定にあつては、これらの規定による読替え後のものとする。以下附則第二十六条までにおいて同じ。）第七十

六条第一項第一号又は平成二十四年一元化法附則第六十一条の二第二項第一号に該当するときは、その給付の名称、その支給を行う者

の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日及びその年金証書の記号番号

四　禁錮以上の刑に処せられたとき又は改正前地共済法第百十一条第一項（平成二十四年一元化法附則第六十条第五項の規定によりなお

その効力を有するものとされた改正前の令第四十五条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。）に規定する懲戒処分若しく

は退職手当支給制限等処分を受けたときは、その旨

五　次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項

イ　支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する者　払渡金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに支給を

受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する旨

ロ　イに掲げる者以外の者　払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号

六　その他必要な事項

２　前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一　組合員期間等証明書

二　預金口座の口座番号についての当該払渡金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができ

る書類

三　その他必要な書類

３　第一項の請求書を提出する者が、同時に厚生年金保険法による老齢厚生年金の裁定請求をするときは、前二項の規定にかかわらず、第

一項の請求書に記載することとされた事項又は前項の規定により当該請求書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当

該老齢厚生年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第一項の請求書に記載し、又は併せて提出することを要しないもの

とする。

（旧職域加算障害給付の決定の請求）

第十四条　旧職域加算障害給付（改正前地共済法による職域加算額のうち障害を給付事由とするものをいう。以下同じ。）について決定を

受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を組合に提出しなければならない。

一　請求者の氏名、生年月日、住所、個人番号及び基礎年金番号

二　退職年月日

三　給付事由の発生原因

四　初診日及び障害認定日

五　障害の原因である病気又は負傷が第三者の行為によつて生じたものであるとき又は公務若しくは通勤によつて生じたものであるとき

は、その旨

六　改正前地共済法第七十六条第一項第二号又は平成二十四年一元化法附則第六十一条の二第二項第二号に定める場合に該当するとき

は、その給付の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日及びその年金証書の記号番号

七　禁錮以上の刑に処せられたとき又は改正前地共済法第百十一条第一項（平成二十四年一元化法附則第六十条第五項の規定によりなお

その効力を有するものとされた改正前の令第四十五条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。）に規定する懲戒処分若しく

は退職手当支給制限等処分を受けたときは、その旨

八　次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項

イ　支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する者　払渡金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに支給を

受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する旨

ロ　イに掲げる者以外の者　払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号

九　その他必要な事項

２　前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
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一　組合員期間等証明書

二　障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書

三　請求者について地方公務員災害補償法の規定による傷病補償年金若しくは障害補償年金又はこれらに相当する補償を受けることがで

きるときは、補償事由の発生した日、補償期間、障害補償の等級及び補償金額を記載した当該補償の実施機関の長による証明書

四　前項第四号の初診日を明らかにすることができる書類

五　預金口座の口座番号についての当該払渡金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができ

る書類

六　その他必要な書類

３　第一項の請求書を提出する者が、同時に厚生年金保険法による障害厚生年金（当該旧職域加算障害給付と同一の給付事由に基づいて支

給されるものに限る。）の裁定請求をするときは、前二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載することとされた事項及び前項の

規定により当該請求書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該障害厚生年金の裁定請求書に記載し、又は添えたも

のについては、第一項の請求書に記載し、又は併せて提出することを要しないものとする。

（障害の程度が変わつたときの改定の請求等）

第十五条　旧職域加算障害給付の受給権者は、改正前地共済法第八十九条第一項若しくは第二項又は改正前地共済法第九十一条の規定によ

る当該旧職域加算障害給付の額の改定を請求しようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を組合に提出しなければならない。

一　受給権者の氏名、生年月日及び住所

一の二　個人番号又は基礎年金番号

二　旧職域加算障害給付の年金証書の記号番号

三　旧職域加算障害給付を受ける原因となつた病気又は負傷の名称

四　改正前地共済法第九十一条に規定する場合に該当するときは、国民年金法による障害基礎年金の年金証書の記号番号

五　その他必要な事項

２　前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一　旧職域加算障害給付の年金証書

二　当該請求書を提出する日前三月以内に作成された障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書

三　その他必要な書類

３　第一項の請求書を提出する者が、同時に厚生年金保険法による障害厚生年金（当該旧職域加算障害給付と同一の給付事由に基づいて支

給されるものに限る。）の改定請求をするときは、前項の規定により当該請求書と併せて提出しなければならないこととされた書類のう

ち当該障害厚生年金の改定請求書に添えたものについては、同項の規定にかかわらず、第一項の請求書に併せて提出することを要しない

ものとする。

（障害等級に該当しなくなつたときの届出）

第十六条　旧職域加算障害給付の受給権者は、障害の程度が障害等級に該当しなくなつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届

出書を組合に提出しなければならない。

一　受給権者の氏名、生年月日及び住所

一の二　個人番号又は基礎年金番号

二　旧職域加算障害給付の年金証書の記号番号

三　障害の程度が障害等級に該当しなくなつた年月日

四　その他必要な事項

（障害の状態等に関する届出）

第十七条　旧職域加算障害給付の受給権者であつて、その障害の程度の診査が必要であると認めて組合が指定したものは、組合が指定した

日（以下「指定日」という。）までに、次に掲げる事項を記載した届出書を組合に提出しなければならない。ただし、当該旧職域加算障

害給付の全額につき支給が停止されているときは、この限りでない。

一　受給権者の氏名、生年月日及び住所

一の二　個人番号又は基礎年金番号

二　旧職域加算障害給付の年金証書の記号番号

三　その他必要な事項

２　前項の届出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一　指定日前三月以内に作成された障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書

二　その他必要な書類

３　前二項の規定は、旧職域加算障害給付が決定され、その額が改定され、又はその支給の停止が解除された日以後一年以内に指定日が到

来するときは、これを適用しない。

４　組合（指定都市職員共済組合等にあつては、市町村連合会）は、第一項及び第二項の書類が提出されるまで、改正前地共済法第七十七

条第二項の規定により、指定日の属する月の翌月以後に支払うべき旧職域加算障害給付の支払を差し止めることができる。

５　第一項の届出書を提出する者が、同時に厚生年金保険法による障害厚生年金（当該旧職域加算障害給付と同一の給付事由に基づいて支

給されるものに限る。）について厚生年金保険法施行規則第五十一条の四の書類等を提出するときは、第二項の規定にかかわらず、同項

の規定により当該届出書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該障害厚生年金に係る届出書に添えたものについて

は、第一項の届出書に併せて提出することを要しないものとする。

（旧職域加算遺族給付の決定の請求）

第十八条　旧職域加算遺族給付（改正前地共済法による職域加算額のうち死亡を給付事由とするものをいう。以下同じ。）について決定を

受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を組合に提出しなければならない。

一　請求者の氏名、生年月日、住所、個人番号及び基礎年金番号並びに請求者と組合員又は組合員であつた者との身分関係

二　組合員又は組合員であつた者の氏名、生年月日、基礎年金番号及び死亡した年月日

三　改正前地共済法第七十六条第一項第三号又は平成二十四年一元化法附則第六十一条の二第二項第三号に定める場合に該当するとき

は、その給付の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日及びその年金証書の記号番号

四　請求者が、組合員又は組合員であつた者の子である場合において、当該組合員又は組合員であつた者の夫が六十歳に達していないと

きは、その旨

五　組合員又は組合員であつた者の死亡について、その夫が国民年金法による遺族基礎年金の支給を受ける権利を有するときは、その旨
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六　組合員又は組合員であつた者の死亡について、その配偶者が国民年金法による遺族基礎年金の支給を受ける権利を有しない場合であ

つて子が当該遺族基礎年金の支給を受ける権利を有するときは、その旨

七　次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項

イ　支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する者　払渡金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに支給を

受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する旨

ロ　イに掲げる者以外の者　払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号

八　その他必要な事項

２　前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一　組合員又は組合員であつた者の死亡に関して市町村長に提出した死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書に記載してある事項につ

いての市町村長による証明書又はこれに準ずる書類

二　請求者と組合員又は組合員であつた者との身分関係を明らかにすることができる市町村長による証明書、戸籍の抄本若しくは戸籍の

謄本、除籍の抄本若しくは除籍の謄本又は法定相続情報一覧図の写し

三　請求者の収入の金額を証する書類

四　前項第三号に規定する場合に該当するときは、同号に規定する年金証書の写し

五　請求者が婚姻の届出をしていないが組合員又は組合員であつた者と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実

を証する書類

六　請求者（組合員又は組合員であつた者の配偶者、父母及び祖父母を除く。）が障害等級の一級又は二級の障害の状態にあるときは、

その障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書

七　請求者について地方公務員災害補償法による遺族補償年金又はこれに相当する補償を受けることができるときは、補償事由が発生し

た日及び補償金額を記載した当該補償の実施機関の長による証明書

八　預金口座の口座番号について当該払渡金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる

書類

九　死亡の原因となつた病気又は負傷に係る初診日を明らかにすることができる書類

十　その他必要な書類

３　第一項の請求書を提出する者が、同時に厚生年金保険法による遺族厚生年金（当該旧職域加算遺族給付と同一の給付事由に基づいて支

給されるものに限る。）の裁定請求をするときは、前二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載することとされた事項及び前項の

規定により当該請求書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該遺族厚生年金の裁定請求書に記載し、又は添えたも

のについては、第一項の請求書に記載し、又は併せて提出することを要しないものとする。

（所在不明による支給停止の申請）

第十九条　平成二十七年経過措置政令第十一条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第六十七条第一項又は第六十八条第一項

の規定により所在不明である受給権者の旧職域加算遺族給付の支給の停止を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を

組合に提出しなければならない。

一　申請者の氏名、生年月日、住所及び個人番号又は基礎年金番号並びに申請者と組合員であつた者との身分関係

二　所在不明である受給権者の氏名

三　旧職域加算遺族給付の年金証書の記号番号

四　次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項

イ　支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する者　払渡金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに支給を

受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する旨

ロ　イに掲げる者以外の者　払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号

五　その他必要な事項

２　前項の申請書を提出する場合には、平成二十七年経過措置政令第十一条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第六十七条

第一項又は第六十八条第一項に該当する事実があるときは、その事実を証する書類その他の必要な書類を添えなければならない。

（出生の届出）

第二十条　旧職域加算遺族給付の受給権者は、改正前地共済法第二条第三項に規定する胎児であつた子が出生したときは、次に掲げる事項

を記載した届出書を組合に提出しなければならない。

一　受給権者の氏名、生年月日及び住所

一の二　個人番号又は基礎年金番号

二　旧職域加算遺族給付の年金証書の記号番号

三　子の氏名及び生年月日

四　その他必要な事項

２　前項の届出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一　その子と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長による証明書又は戸籍の抄本若しくは戸籍の謄本

二　子が障害等級の一級又は二級の障害の状態にあるときは、その障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書

三　その他必要な書類

３　第一項の届出書を提出する者が、同時に厚生年金保険法による遺族厚生年金（当該旧職域加算遺族給付と同一の給付事由に基づいて支

給されるものに限る。）について厚生年金保険法施行規則第六十二条第一項の規定により請求を行うときは、前項の規定にかかわらず、

同項の規定により当該届出書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該遺族厚生年金に係る請求書に添えたものにつ

いては、第一項の届出書に併せて提出することを要しないものとする。

（二級以上の障害の状態にある子等である旧職域加算遺族給付の受給権者等の届出）

第二十一条　旧職域加算遺族給付の受給権者であつて、その障害の程度についての診査が必要であると認めて組合が指定したものは、指定

日までに、次に掲げる事項を記載した届出書を組合に提出しなければならない。ただし、当該旧職域加算遺族給付の全額につき支給が停

止されているときは、この限りでない。

一　受給権者の氏名、生年月日及び住所

一の二　個人番号又は基礎年金番号

二　旧職域加算遺族給付の年金証書の記号番号

三　その他必要な事項

２　前項の届出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
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一　指定日前三月以内に作成された障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書

二　その他必要な書類

３　前二項の規定は、旧職域加算遺族給付が決定され、その額が改定され、又はその支給の停止が解除された日以後一年以内に指定日が到

来するときは、これを適用しない。

４　組合（指定都市職員共済組合等にあつては、市町村連合会）は、第一項及び第二項の書類が提出されるまで、改正前地共済法第七十七

条第二項の規定により、指定日の属する月の翌月以後に支払うべき旧職域加算遺族給付の支払を差し止めることができる。

５　第一項の届出書を提出する者が、同時に厚生年金保険法による遺族厚生年金（当該旧職域加算遺族給付と同一の給付事由に基づいて支

給されるものに限る。）について厚生年金保険法施行規則第六十八条の三の書類等を提出するときは、第二項の規定にかかわらず、同項

の規定により当該届出書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該遺族厚生年金に係る届出書に添えたものについて

は、第一項の届出書に併せて提出することを要しないものとする。

（支給停止の解除の申請）

第二十二条　改正前地共済法第七十六条第三項の規定により改正前地共済法による職域加算額の停止の解除を受けようとする者は、次に掲

げる事項を記載した申請書を組合に提出しなければならない。

一　受給権者の氏名、生年月日及び住所

一の二　個人番号又は基礎年金番号

二　退職当時の所属機関（組合員にあつては、所属機関）の名称及び所在地

三　停止の解除を受けようとする改正前地共済法による職域加算額の名称及び年金証書の記号番号

四　受給権者が受ける権利を有する年金（前号の年金を除く。）の名称及び年金証書の記号番号（当該年金についてその決定を請求して

いる場合には、当該年金の名称、請求先及び請求した日）

五　停止の解除を受けようとする年金について改正前地共済法第七十六条第一項又は平成二十四年一元化法附則第六十一条の二第二項の

規定により支給を停止すべき事由の生じた日

六　第四号の年金について、当該申請を行う日が当該申請に係る年金について改正前地共済法第七十六条第一項又は平成二十四年一元化

法附則第六十一条の二第二項の規定によりその支給を停止すべき事由が生じた日の属する月と同一の月に属するときは、改正前地共済

法第七十六条第三項、平成二十四年一元化法附則第六十一条の二第三項の規定により準用することとされた法第八十条第二項又は平成

二十七年経過措置政令第七条第二項の規定により読み替えられた改正前の令第二十五条の二各号に掲げる他の法令の規定による年金の

支給の停止の解除の申請を行つていない旨

七　第四号の年金について、当該申請を行う日が当該申請に係る年金について改正前地共済法第七十六条第一項又は平成二十四年一元化

法附則第六十一条の二第二項の規定によりその支給を停止すべき事由が生じた日の属する月の翌月以降に属するときは、改正前地共済

法第七十六条第三項若しくは平成二十四年一元化法附則第六十一条の二第三項の規定により準用することとされた法第八十条第二項の

規定による年金の支給の停止の解除の申請又は平成二十七年経過措置政令第七条第二項の規定により読み替えられた令第二十五条の二

各号に掲げる他の法令の規定による年金の支給の停止の解除の申請を、改正前地共済法第七十六条第六項、平成二十四年一元化法附則

第六十一条の二第三項の規定により準用することとされた法第八十条第五項又はこれに相当する他の法令の規定により撤回した旨

２　前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一　前項第六号又は第七号の事実を証明する書類

二　当該申請に係る年金の年金証書

３　改正前地共済法第七十六条第六項の規定又はこれに相当する他の法令の規定により第一項の規定による申請を撤回しようとする者は、

次に掲げる事項を記載した書類を組合に提出しなければならない。

一　受給権者の氏名及び生年月日

一の二　個人番号又は基礎年金番号

二　退職当時の所属機関（組合員にあつては、所属機関）の名称及び所在地

三　停止の解除の申請を撤回しようとする年金の名称及び年金証書の記号番号

（申出による支給停止に係る届出等）

第二十三条　改正前地共済法第七十六条の二第一項の規定による申出をしようとする改正前地共済法による職域加算額の受給権者は、次に

掲げる事項を記載した申出書を組合に提出しなければならない。

一　改正前地共済法第七十六条の二第一項の申出をする旨

二　受給権者の氏名、生年月日及び住所

二の二　個人番号又は基礎年金番号

三　年金証書の記号番号

四　その他必要な事項

（申出による支給停止の撤回等）

第二十四条　改正前地共済法第七十六条の二第三項の規定による申出の撤回をしようとする改正前地共済法による職域加算額の受給権者

は、次に掲げる事項を記載した申出書を組合に提出しなければならない。

一　改正前地共済法第七十六条の二第一項の申出を撤回する旨

二　受給権者の氏名、生年月日及び住所

二の二　個人番号又は基礎年金番号

三　年金証書の記号番号

四　その他必要な事項

（改正前地共済法による職域加算額に係る支払未済の給付）

第二十五条　改正前地共済法第四十七条第一項の規定により改正前地共済法による職域加算額の支給を受けようとする者は、次に掲げる事

項を記載した請求書を組合に提出しなければならない。

一　請求者の氏名、生年月日及び住所並びに請求者と受給権者（改正前地共済法第四十三条に規定する受給権者（短期給付に係るものを

除く。）をいう。以下この条において同じ。）との身分関係

一の二　請求者の個人番号

二　受給権者の氏名、生年月日及び基礎年金番号

三　受給権者の年金証書の記号番号

四　受給権者の死亡の年月日

五　請求者以外に改正前地共済法第四十七条第一項の規定に該当する者があるときは、その者と受給権者との身分関係
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六　次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項

イ　支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する者　払渡金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに支給を

受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する旨

ロ　イに掲げる者以外の者　払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号

七　その他必要な事項

２　前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一　死亡した受給権者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長による証明書、戸籍の抄本若しくは戸籍の謄本、除籍

の抄本若しくは除籍の謄本又は法定相続情報一覧図の写し

二　死亡した受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証する書類

三　預金口座の口座番号についての当該払渡金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができ

る書類

四　その他必要な書類

３　第一項の請求書を提出する者が同時に厚生年金保険給付の受給権を有する場合において、当該受給権者がこの命令又は他の法令の規定

で同項の規定に相当するものに基づく当該厚生年金保険給付に係る同項の請求に相当する行為を行つたとき（組合が当該請求書を確認す

ることができた場合に限る。）は、同項の請求書を提出したものとみなす。

（改正前地共済法による職域加算額の届出等）

第二十六条　第百五十四条から第百六十二条までの規定は、改正前地共済法による職域加算額に係る届出その他の行為について準用する。

（改正前地共済法による年金である給付の届出等）

第二十七条　平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付に係る請求、届出その他の行為

については、地方公務員等共済組合法施行規程等の一部を改正する命令（平成二十七年内閣府・総務省・文部科学省令第二号）による改

正前の地方公務員等共済組合法施行規程（以下「改正前施行規程」という。）第百一条、第百一条の三、第四章第三節（第百二十一条、

第百二十一条の三から第百二十三条まで、第百二十八条、第百二十八条の四から第百二十九条まで、第百三十二条、第百三十三条、第百

三十四条第一項及び第二項、第百三十七条、第百三十九条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十五条第二項、第百六十条の二から第

百六十条の四まで並びに第百六十二条の二から第百六十二条の十一までを除く。）及び第百六十五条の規定は、なおその効力を有する。

この場合において、次の表の上欄に掲げる改正前施行規程の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み

替えるものとする。

改正前施行規程第百一条の

三第一項

組合は、 組合（指定都市職員共済組合等にあつては、法（平成二十四年一元化

法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとさ

れた平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の法をいい、被

用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正

する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等

を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正す

る法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関す

る経過措置に関する政令（平成二十七年政令第三百四十七号。以下

「平成二十七年経過措置政令」という。）第十四条第一項の規定により

読み替えられた規定にあつては、同項の規定による読替え後のものと

する。以下同じ。）第二十七条第四項の規定により市町村連合会の業

務をこれらの組合に行わせることとした場合を除き、市町村連合会。

以下この条、第百二十条第一項、第三項及び第四項、第百二十一条の

二第一項、第百二十三条の二から第百二十七条の二まで、第百二十八

条の二第一項及び第三項、第百三十条第一項及び第三項、第百三十四

条第三項、第百三十五条第一項、第百三十六条第一項、第百三十八条

第一項、第百四十条から第百四十二条まで、第百四十四条から第百四

十八条まで、第百五十五条第一項及び第三項、第百五十六条、第百五

十九条第一項及び第三項並びに第百六十一条において同じ。）は、

知事等から本人確認情報 地方公共団体情報システム機構から住民基本台帳法（昭和四十二年法

律第八十一号）第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報

（以下「機構保存本人確認情報」という。）

改正前施行規程第百一条の

三第三項

本人確認情報 機構保存本人確認情報

改正前施行規程第百二十条

第一項第一号

一　請求者の氏名、生年月日及び住

所

一　請求者の氏名、生年月日及び住所

一の二　個人番号（行政手続における特定の個人を識別するための番

号の利用等に関する法律（平成二十五年法律第二十七号。以下「番号

利用法」という。）第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同

じ。）又は基礎年金番号

改正前施行規程第百二十条

第一項第七号

令第二十五条の六に規定する年金で

ある給付

厚生年金保険法施行令（昭和二十九年政令第百十号）第三条の七に規

定する年金である給付

並びに当該年金の年金証書の記号及

び番号

、当該年金の年金証書の記号及び番号並びに配偶者の個人番号又は基

礎年金番号

改正前施行規程第百二十一

条の二第一項第一号

一　請求者の氏名及び生年月日 一　請求者の氏名及び生年月日

一の二　個人番号又は基礎年金番号

改正前施行規程第百二十一

条の二第一項第四号

障害共済年金、国家公務員共済組合

法による障害共済年金、私立学校教

職員共済法による障害共済年金、移

行農林共済年金（平成十三年統合法

附則第十六条第四項に規定する移行

厚生年金保険法施行令第三条の七に規定する年金である給付（障害を

給付事由とする年金である給付に限る。）
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農林共済年金をいう。以下同じ。）の

うち障害共済年金、特例障害農林年

金、厚生年金保険法による障害厚生

年金又は国民年金法による障害基礎

年金

改正前施行規程第百二十一

条の二第一項第五号

五　加給年金額対象者となるべき者

があるときは、その者の氏名、生年

月日及び請求者との続柄

五　加給年金額対象者となるべき者があるときは、その者の氏名、生

年月日及び請求者との続柄

五の二　加給年金額対象者（第七号に規定する配偶者を除く。）の個

人番号

改正前施行規程第百二十一

条の二第一項第六号

障害等級 厚生年金保険法（昭和二十九年法律第百十五号）第四十七条第二項に

規定する障害等級（以下単に「障害等級」という。）

改正前施行規程第百二十一

条の二第一項第七号

法第八十一条第七項に規定する退職

共済年金若しくは障害共済年金又は

令第二十五条の六に規定する年金で

ある給付

厚生年金保険法施行令第三条の七に規定する年金である給付

並びに当該年金の年金証書の記号及

び番号

、当該年金の年金証書の記号及び番号並びに配偶者の個人番号又は基

礎年金番号

改正前施行規程第百二十一

条の二第二項第五号

別紙様式第三十号による診断書 診断書

改正前施行規程第百二十三

条の二第一号並びに第百二

十三条の三第一項第一号及

び第二項第一号

一　受給権者の氏名及び生年月日 一　受給権者の氏名及び生年月日

一の二　個人番号又は基礎年金番号

改正前施行規程第百二十三

条の三第二項第五号

法第八十一条第七項に規定する退職

共済年金若しくは障害共済年金又は

令第二十五条の六に規定する年金で

ある給付

厚生年金保険法施行令第三条の七に規定する年金である給付

改正前施行規程第百二十四

条第一号

一　受給権者の氏名及び生年月日 一　受給権者の氏名及び生年月日

一の二　個人番号又は基礎年金番号

改正前施行規程第百二十

五条

知事等から本人確認情報 地方公共団体情報システム機構から機構保存本人確認情報

改正前施行規程第百二十五

条第一号

一　受給権者の氏名及び生年月日 一　受給権者の氏名及び生年月日

一の二　個人番号又は基礎年金番号

改正前施行規程第百二十五

条第三号

及び受給権者との続柄 、個人番号及び受給権者との続柄

改正前施行規程第百二十六

条第一項

法第八十一条第七項に規定する退職

共済年金若しくは障害共済年金又は

令第二十五条の六に規定する年金で

ある給付

厚生年金保険法施行令第三条の七に規定する年金である給付

改正前施行規程第百二十六

条第一項第一号及び第二項

第一号

一　受給権者の氏名及び生年月日 一　受給権者の氏名及び生年月日

一の二　個人番号又は基礎年金番号

改正前施行規程第百二十

七条

法第八十一条第七項に規定する退職

共済年金若しくは障害共済年金又は

令第二十五条の六に規定する年金で

ある給付

厚生年金保険法施行令第三条の七に規定する年金である給付

改正前施行規程第百二十七

条第一号

一　受給権者の氏名及び生年月日 一　受給権者の氏名及び生年月日

一の二　個人番号又は基礎年金番号

改正前施行規程第百二十七

条第三号

及び生年月日 、生年月日及び個人番号

改正前施行規程第百二十七

条の二第一項第一号

一　受給権者の氏名及び生年月日 一　受給権者の氏名及び生年月日

一の二　個人番号又は基礎年金番号

改正前施行規程第百二十七

条の二第一項第三号

三　加給年金額対象者となるべき者

の氏名、生年月日及び受給権者との

続柄

三　加給年金額対象者となるべき者の氏名、生年月日及び受給権者と

の続柄

三の二　加給年金額対象者（第五号に規定する配偶者を除く。）の個

人番号

第百二十七条の二第一項第

五号

法第八十一条第七項に規定する退職

共済年金若しくは障害共済年金又は

令第二十五条の六に規定する年金で

ある給付

厚生年金保険法施行令第三条の七に規定する年金である給付

並びに当該年金の年金証書の記号及

び番号

、当該年金の年金証書の記号及び番号並びに配偶者の個人番号又は基

礎年金番号

改正前施行規程第百二十七

条の二第三項第三号

別紙様式第三十号による診断書 診断書
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改正前施行規程第百二十八

条の二第一項

受給権者が、 受給権者（第百二十一条第一項、第百二十一条の三第一項又は第百二

十二条の請求書に雇用保険被保険者番号を記載していない者に限る。

以下この項及び第三項において同じ。）が、

提出しなければならない。 提出しなければならない。ただし、当該受給権者が雇用保険被保険者

番号を記載した届出書を組合に提出したことがあるときは、この限り

でない。

改正前施行規程第百二十八

条の二第一項第一号

一　受給権者の氏名及び生年月日 一　受給権者の氏名及び生年月日

一の二　個人番号又は基礎年金番号

改正前施行規程第百二十八

条の二第一項第三号

雇用保険被保険者番号 雇用保険法施行規則第十条第一項の規定による雇用保険被保険者証の

交付を受けた者（組合が番号利用法第二十二条第一項の規定により雇

用保険被保険者番号（直近に公布された雇用保険被保険者証に記載さ

れている被保険者番号をいう。以下同じ。）の提供を受けることがで

きる者を除く。）にあつては、雇用保険被保険者番号

改正前施行規程第百二十八

条の二第三項

法附則第二十六条の三第一項 平成二十七年経過措置政令第十七条第一項の規定により読み替えられ

た厚生年金保険法附則第十一条の六第一項、附則第十三条の六第四項

又は平成二十七年経過措置政令第十七条第一項の規定により読み替え

られた国民年金法等の一部を改正する法律（平成六年法律第九十五

号）附則第二十六条第一項

提出しなければならない。 提出しなければならない。ただし、当該受給権者が雇用保険被保険者

番号を記載した届出書を組合に提出したことがあるときは、この限り

でない。

改正前施行規程第百三十条

第一項第一号及び第三項第

一号並びに第百三十条の二

第一項第一号

一　請求者の氏名、生年月日及び住

所

一　請求者の氏名、生年月日及び住所

一の二　個人番号又は基礎年金番号

改正前施行規程第百三十条

の二第一項第六号

法第九十二条第四項において準用す

る法第八十一条第七項に規定する退

職共済年金若しくは障害共済年金又

は令第二十五条の六に規定する年金

である給付

厚生年金保険法施行令第三条の七に規定する年金である給付

並びに当該年金の年金証書の記号及

び番号

、当該年金の年金証書の記号及び番号並びに個人番号又は基礎年金

番号

改正前施行規程第百三十五

条第一項第一号

一　受給権者の氏名及び生年月日 一　受給権者の氏名及び生年月日

一の二　個人番号又は基礎年金番号

改正前施行規程第百三十六

条第一項

法第九十九条の四第一項から第三項

まで

平成二十七年経過措置政令第十七条第一項の規定により読み替えられ

た厚生年金保険法第六十五条の二又は第六十六条

改正前施行規程第百三十六

条第一項第一号及び第百三

十八条第一項第一号

一　受給権者の氏名及び生年月日 一　受給権者の氏名及び生年月日

一の二　個人番号又は基礎年金番号

改正前施行規程第百四十条

第一号、第百四十一条第一

号及び第百四十二条第一号

一　組合員であつた者の氏名及び生

年月日

一　組合員であつた者の氏名及び生年月日

一の二　個人番号又は基礎年金番号

改正前施行規程第百四十四

条第一項第一号

一　請求者の氏名、生年月日及び住

所

一　請求者の氏名、生年月日及び住所

一の二　個人番号又は基礎年金番号

改正前施行規程第百四十四

条第三項第一号

一　受給権者の氏名及び生年月日 一　受給権者の氏名及び生年月日

一の二　個人番号又は基礎年金番号

改正前施行規程第百四十四

条第三項第三号

及び受給権者との続柄 、個人番号及び受給権者との続柄

改正前施行規程第百四十五

条第一項第二号

二　受給権者の氏名及び生年月日 二　受給権者の氏名及び生年月日

二の二　個人番号又は基礎年金番号

改正前施行規程第百四十五

条第一項第四号

及び組合員であつた者との続柄 、個人番号及び組合員であつた者との続柄

改正前施行規程第百四十五

条第三項第二号

二　受給権者の氏名及び生年月日 二　受給権者の氏名及び生年月日

二の二　個人番号又は基礎年金番号

改正前施行規程第百四十七

条第一項第一号

一　受給権者の氏名、生年月日及び

住所

一　受給権者の氏名、生年月日及び住所

一の二　個人番号又は基礎年金番号

改正前施行規程第百四十七

条第一項第八号

及び生年月日並びにその者が引き続

き受給権者によつて生計を維持して

いる旨（その者が加給年金額対象配

偶者であるときは、その者の氏名及

び生年月日並びにその者が受給権者

によつて生計を維持している旨）

、生年月日及び個人番号並びにその者が引き続き受給権者によつて生

計を維持している旨（その者が加給年金額対象配偶者であるときは、

その者の氏名、生年月日及び個人番号並びにその者が受給権者によつ

て生計を維持している旨）

改正前施行規程第百四十七

条第三項第一号

一　受給権者の氏名及び生年月日 一　受給権者の氏名及び生年月日

一の二　個人番号又は基礎年金番号
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改正前施行規程第百四十七

条の二第二号及び第百四十

七条の三第一項第二号

二　受給権者の氏名、生年月日及び

住所

二　受給権者の氏名、生年月日及び住所

二の二　個人番号又は基礎年金番号

改正前施行規程第百四十七

条の三第一項第五号

法第八十一条第七項に規定する退職

共済年金若しくは障害共済年金又は

令第二十五条の六に規定する年金で

ある給付

厚生年金保険法施行令第三条の七に規定する年金である給付

改正前施行規程第百五十

四条

市町村職員共済組合及び都市職員共

済組合

指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合

（以下「指定都市職員共済組合等」という。）

長期給付及び法附則第二十八条の十

三第一項に規定する脱退一時金（以

下「長期給付等」という。）

長期給付

改正前施行規程第百五十五

条第一項

決定又は改定 決定

改正前施行規程第百五十六

条第一項第一号

一　受給権者の氏名、生年月日及び

住所

一　受給権者の氏名、生年月日及び住所

一の二　個人番号又は基礎年金番号

改正前施行規程第百五十六

条の二第一項

知事等 地方公共団体情報システム機構

本人確認情報 機構保存本人確認情報

改正前施行規程第百五十六

条の二第二項

市町村職員共済組合及び都市職員共

済組合

指定都市職員共済組合等

本人確認情報 機構保存本人確認情報

住民票コード 住民票コード又は個人番号

改正前施行規程第百五十六

条の二第三項

本人確認情報 機構保存本人確認情報

改正前施行規程第百五十六

条の二の二

市町村職員共済組合及び都市職員共

済組合

指定都市職員共済組合等

改正前施行規程第百五十六

条の二の二第三号

三　受給権者の氏名及び生年月日 三　受給権者の氏名及び生年月日

三の二　個人番号又は基礎年金番号

改正前施行規程第百五十六

条の三第一項

市町村職員共済組合及び都市職員共

済組合

指定都市職員共済組合等

本人確認情報 機構保存本人確認情報

改正前施行規程第百五十六

条の三第一項第一号

一　受給権者の氏名及び生年月日 一　受給権者の氏名及び生年月日

一の二　個人番号又は基礎年金番号

改正前施行規程第百五十七

条第一項

市町村職員共済組合及び都市職員共

済組合

指定都市職員共済組合等

改正前施行規程第百五十七

条第一項第一号

一　受給権者の氏名及び生年月日 一　受給権者の氏名及び生年月日

一の二　個人番号又は基礎年金番号

改正前施行規程第百五十七

条第一項第四号

並びに当該年金の年金証書の記号及

び番号（当該年金についてその決定

を請求している場合には、当該年金

の名称、その請求先及び請求した日）

、当該年金の年金証書の記号及び番号（当該年金についてその決定を

請求している場合には、当該年金の名称、その請求先及び請求した

日）並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号

改正前施行規程第百五十七

条第二項

一月 三月

改正前施行規程第百五十九

条第一項

又は振込金融機関を変更するとき 払渡金融機関を変更するとき又は禁錮以上の刑に処せられたとき若し

くは退職手当支給制限等処分（国家公務員共済組合法（昭和三十三年

法律第百二十八号）第九十七条第一項に規定する退職手当支給制限等

処分をいう。以下この条において同じ。）に相当する処分を受けたとき

転居したこと 氏名を改めたこと、転居したこと

知事等から本人確認情報 地方公共団体情報システム機構から機構保存本人確認情報

改正前施行規程第百五十九

条第一項第三号

年金証書の記号及び番号 年金証書の記号及び番号又は個人番号若しくは基礎年金番号

改正前施行規程第百五十九

条第一項第九号

九　振込金融機関を変更するときは、

新たな振込金融機関及び従前の振込

金融機関

九　払渡金融機関を変更するときは、次のイ又はロに掲げる者の区分

に応じ、当該イ又はロに定める事項

イ　支給を受けようとする預金口座として公的給付の支給等の迅速か

つ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律（令和三年法

律第三十八号）第三条第一項、第四条第一項及び第五条第二項の規定

による登録に係る預金口座（以下この号において「公金受取口座」と

いう。）を利用する者　新たな払渡金融機関の名称、所在地及び公金

受取口座の口座番号並びに支給を受けようとする預金口座として公金

受取口座を利用する旨並びに従前の払渡金融機関

ロ　イに掲げる者以外の者　新たな払渡金融機関の名称、所在地及び

預金口座の口座番号並びに従前の払渡金融機関

十　禁錮以上の刑に処せられたとき又は退職手当支給制限等処分に相

当する処分を受けたときは、当該刑に処せられ、又は当該処分を受け

た年月日
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改正前施行規程第百五十九

条第二項第三号

三　振込金融機関を変更するときは、

新たな振込金融機関の名称及び所在

地並びに預金口座番号を記載した書

類

三　前項第九号ロに掲げる者が払渡金融機関を変更するときは、新た

な払渡金融機関の預金口座の口座番号についての当該払渡金融機関の

証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにする

ことができる書類

四　禁錮以上の刑に処せられたとき又は退職手当支給制限等処分に相

当する処分を受けたときは、当該刑に処せられ、又は当該処分を受け

たことを証する書類

改正前施行規程第百六十条

第一項

市町村職員共済組合及び都市職員共

済組合

指定都市職員共済組合等

改正前施行規程第百六十条

第一項第一号

一　受給権者の氏名及び生年月日 一　受給権者の氏名及び生年月日

一の二　個人番号又は基礎年金番号

改正前施行規程第百六十条

第五項

市町村職員共済組合及び都市職員共

済組合

指定都市職員共済組合等

改正前施行規程第百六十

一条

、第百三十七条の規定の適用を受け

ることとなるとき及び

及び

遺族共済年金 遺族厚生年金

、法第四十七条第一項の規定により

支払未済の給付の支給を受ける相続

人若しくは戸籍法

若しくは戸籍法

知事等から本人確認情報 地方公共団体情報システム機構から機構保存本人確認情報

改正前施行規程第百六十一

条第一号

一　受給権者の氏名及び生年月日 一　受給権者の氏名及び生年月日

一の二　個人番号又は基礎年金番号

改正前施行規程第百六十

二条

別紙様式第三十三号による年金原簿

及び別紙様式第三十四号による年金

支給簿

年金原簿及び年金支給簿

所要の事項 年金の決定、改定及び支給に必要な事項

（支払未済の給付）

第二十八条　改正前地共済法（平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年

一元化法第三条の規定による改正前の法をいい、平成二十七年経過措置政令第十四条第一項の規定により読み替えられた規定にあつて

は、同項の規定による読替え後のものとする。以下同じ。）第四十七条第一項の規定により年金である給付の支給を受けようとする者は、

次に掲げる事項を記載した請求書を組合に提出しなければならない。

一　請求者の氏名、生年月日及び住所並びに請求者と受給権者（改正前地共済法第四十三条に規定する受給権者（短期給付に係るものを

除く。）をいう。以下この条において同じ。）との身分関係

一の二　請求者の個人番号

二　受給権者の氏名、生年月日及び基礎年金番号

三　受給権者の年金証書の記号番号

四　受給権者の死亡の年月日

五　請求者以外に改正前地共済法第四十七条第一項の規定に該当する者があるときは、その者と受給権者との身分関係

六　次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項

イ　支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する者　払渡金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに支給を

受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する旨

ロ　イに掲げる者以外の者　払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号

七　その他必要な事項

２　前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一　死亡した受給権者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長による証明書、戸籍の抄本若しくは戸籍の謄本、除籍

の抄本若しくは除籍の謄本又は法定相続情報一覧図の写し

二　死亡した受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証する書類

三　預金口座の口座番号についての当該払渡金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができ

る書類

四　その他必要な書類

３　第一項の請求書を提出する者が同時に厚生年金保険給付の受給権を有する場合において、当該受給権者がこの命令又は他の法令の規定

で同項の規定に相当するものに基づく当該厚生年金保険給付に係る同項の請求に相当する行為を行つたとき（組合が当該請求書を確認す

ることができた場合に限る。）は、同項の請求書を提出したものとみなす。

（個人番号の変更の届出）

第二十八条の二　平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付の受給権者は、その個人番

号を変更したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を組合に提出しなければならない。

一　受給権者の氏名、生年月日及び住所

二　変更前及び変更後の個人番号

三　個人番号の変更年月日

四　受給権者の年金証書の記号番号

（改正前地共済法による年金である給付の受給権者の氏名変更の理由の届出）

第二十八条の三　平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付のうち遺族共済年金（以下

この条において「改正前地共済法による遺族共済年金」という。）の受給権者は、その氏名を変更した場合であつて附則第二十七条の規

定により読み替えて適用するなおその効力を有する改正前施行規程第百五十九条第一項の規定による報告書の提出を要しないときは、速

やかに、次に掲げる事項を記載した届書に戸籍抄本その他の氏名の変更の理由を明らかにすることができる書類を添えて、組合に提出し

なければならない。
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一　受給権者の氏名、生年月日、住所及び個人番号又は基礎年金番号

二　年金証書の記号番号

三　氏名の変更の理由

四　その他必要な事項

２　組合（指定都市職員共済組合等にあつては、市町村連合会）は、改正前地共済法による遺族共済年金の受給権者が正当な理由がなく、

前項に規定する届書を提出しないときは、当該届書が提出されるまで当該受給権者に係る改正前地共済法による遺族共済年金の支払を差

し止めることができる。

（年金証書の再交付の申請の特例）

第二十八条の四　平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付の受給権者は、その氏名を

変更した場合は、附則第二十七条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前施行規程第百五十六条第一項の規定による申請書

を組合に提出することができる。

２　前項の申請書には、年金証書を添えなければならない。

３　組合は、第一項の申請書の提出を受けたときは、新たな年金証書を交付しなければならない。

（厚生年金保険の被保険者である退職共済年金の受給権者に係る改定の請求）

第二十九条　平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付のうち退職共済年金の受給権者

が、改正前地共済法附則第二十四条の二第六項若しくは第七項又は平成二十七年経過措置政令第十七条第一項の規定により読み替えられ

た厚生年金保険法第四十三条第三項の規定により当該退職共済年金の額の改定を請求しようとするときは、次に掲げる事項を記載した請

求書を組合に提出しなければならない。

一　受給権者の氏名、生年月日、住所及び個人番号又は基礎年金番号

二　施行日の前日における所属機関の名称

三　退職共済年金の年金証書の記号番号

四　その他必要な事項

２　前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一　組合員期間等証明書

二　その他必要な書類

（国会議員等となつたときの支給停止の届出）

第三十条　平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付のうち退職共済年金及び同項に規

定する旧地共済法による年金である給付（退職を給付事由とするものに限る。）（以下第三十二条までにおいて「改正前地共済法による退

職共済年金等」という。）の受給権者は、厚生年金保険法第四十六条第一項に規定する国会議員又は地方公共団体の議会の議員（以下「国

会議員等」という。）となつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を組合に提出しなければならない。ただし、衆議院

議長、参議院議長又は地方公共団体の議会の議長に対する資料の提供の求めその他の方法により、組合が当該受給権者に係る第三号から

第五号までに掲げる事項を確認したときは、この限りでない。

一　受給権者の氏名、生年月日、住所及び個人番号又は基礎年金番号

二　改正前地共済法による退職共済年金等の年金証書の記号番号

三　国会議員等となつた年月日

四　国会議員等である日の属する月における厚生年金保険法施行令第三条の六第一項第二号又は第三号に掲げる額及び同項第二号又は第

三号と同一の月以前の一年間の各月における同条第二項第二号又は第三号に掲げる額

五　所属する議会の名称

２　前項の届出書には、同項第四号及び第五号に掲げる事項を明らかにする書類その他の必要な書類を添えなければならない。ただし、同

項の届出書に相当の記載を受けたときは、この限りでない。

３　組合（指定都市職員共済組合等にあつては、市町村連合会）は、改正前地共済法による退職共済年金等の受給権者が前項の書類を提出

しないときは、当該書類が提出されるまで、改正前地共済法第七十七条第二項の規定により、第一項の届出書が提出された日の属する月

の翌月以後に支払うべき当該改正前地共済法による退職共済年金等の支払を差し止めることができる。

（総報酬月額相当額を算定する場合に必要な事項の異動の届出）

第三十一条　国会議員等である改正前地共済法による退職共済年金等の受給権者は、前条第一項第四号に掲げる事項に異動があつたとき

は、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を組合に提出しなければならない。ただし、衆議院議長、参議院議長又は地方公共団体

の議会の議長に対する資料の提供の求めその他の方法により、組合が当該受給権者に係る第三号及び第四号に掲げる事項を確認したとき

は、この限りでない。

一　受給権者の氏名、生年月日、住所及び個人番号又は基礎年金番号

二　改正前地共済法による退職共済年金等の年金証書の記号番号

三　異動の事由及びその年月日

四　異動後の前条第一項第四号に掲げる事項

五　その他必要な事項

２　前項の届出書を提出する場合には、同項第四号に掲げる事項を明らかにする書類その他の必要な書類を添えなければならない。

（国会議員等でなくなつたことの届出）

第三十二条　国会議員等である改正前地共済法による退職共済年金等の受給権者は、国会議員等でなくなつたときは、速やかに、次に掲げ

る事項を記載した届出書を組合に提出しなければならない。ただし、衆議院議長、参議院議長又は地方公共団体の議会の議長に対する資

料の提供の求めその他の方法により、組合が当該受給権者に係る第三号に掲げる事項を確認したときは、この限りでない。

一　受給権者の氏名、生年月日、住所及び個人番号又は基礎年金番号

二　改正前地共済法による退職共済年金等の年金証書の記号番号

三　国会議員等でなくなつた年月日

（障害の状態等に関する届出）

第三十三条　平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付のうち障害共済年金及び同項に

規定する旧地共済法による年金である給付（障害を給付事由とするものに限る。）（以下この条において「改正前地共済法による障害共済

年金等」という。）の受給権者であつて、その障害についての程度の診査が必要であると認めて組合が指定したものは、指定日までに、

次に掲げる事項を記載した届出書を組合に提出しなければならない。ただし、当該改正前地共済法による障害共済年金等の全額につき支

給が停止されているときは、この限りでない。
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一　受給権者の氏名、生年月日及び住所

一の二　個人番号又は基礎年金番号

二　改正前地共済法による障害共済年金等の年金証書の記号番号

三　その他必要な事項

２　前項の届出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一　その障害の状態に関する指定日前三月以内に作成された障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書

二　その他必要な書類

３　組合（指定都市職員共済組合等にあつては、市町村連合会）は、前二項の書類が提出されるまで、改正前地共済法第七十七条第二項の

規定により、指定日の属する月の翌月以後に支払うべき改正前地共済法による障害共済年金等の支払を差し止めることができる。

（所在不明による改正前地共済法による遺族共済年金等の支給停止の申請）

第三十四条　平成二十七年経過措置政令第十七条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第六十七条第一項及び第六十八条第一

項の規定により所在不明である受給権者の平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付

のうち遺族共済年金及び同項に規定する旧地共済法による年金である給付（死亡を給付事由とするものに限る。）（以下この条及び次条に

おいて「改正前地共済法による遺族共済年金等」という。）の支給の停止を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を

組合に提出しなければならない。

一　申請者の氏名、生年月日、住所及び個人番号又は基礎年金番号並びに申請者と組合員であつた者との身分関係

二　所在不明である受給権者の氏名

三　改正前地共済法による遺族共済年金等の年金証書の記号番号

四　その他必要な事項

２　前項の申請書には、所在不明者の所在が一年以上明らかでないことを証する書類その他の必要な書類を併せて提出しなければならな

い。

（六十歳未満の障害等級の二級以上の障害の状態にある夫等である改正前地共済法による遺族共済年金等の受給権者等の届出）

第三十五条　六十歳未満の障害等級の一級若しくは二級の障害の状態にある夫、父母若しくは祖父母である改正前地共済法による遺族共済

年金等の受給権者又は障害等級の一級若しくは二級の障害の状態にある子若しくは孫である受給権者であつて、その障害についての程度

の診査が必要であると認めて組合が指定したものは、指定日までに、次に掲げる事項を記載した届出書を組合に提出しなければならな

い。ただし、当該改正前地共済法による遺族共済年金等の全額につき、支給が停止されているときは、この限りではない。

一　受給権者の氏名、生年月日及び住所

一の二　個人番号又は基礎年金番号

二　改正前地共済法による遺族共済年金等の年金証書の記号番号

三　その他必要な事項

２　前項の届出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一　その障害の状態に関する指定日前三月以内に作成された医師又は歯科医師の診断書

二　その他必要な書類

３　組合（指定都市職員共済組合等にあつては、市町村連合会）は、改正前地共済法第七十七条第二項の規定により、前二項の書類が提出

されるまで、指定日の属する月の翌月以後に支払うべき改正前地共済法による遺族共済年金等の支払を差し止めることができる。

（添付書類等の特例）

第三十六条　第百二十条の規定により適用することとされた厚生年金保険法施行規則第三章の規定による届出（氏名の変更、住所の変更、

死亡若しくは国会議員等となつたときの支給停止の届出又は国会議員等でなくなつたことの届出に限る。以下この条において「厚生年金

保険法施行規則第三章の規定による変更届出等」という。）を改正前地共済法による職域加算額又は平成二十四年一元化法附則第六十一

条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付若しくは同項に規定する旧地共済法による年金である給付に係る届出のうち同

種の届出と同時に行うときは、改正前地共済法による職域加算額又は平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共

済法による年金である給付若しくは同項に規定する旧地共済法による年金である給付に係る届出に記載することとされた事項及び添えな

ければならないこととされた書類等のうち、厚生年金保険法施行規則第三章の規定による変更届出等の届書に記載し、又は添えたものに

ついては、当該届出書に記載し、又は添えることを要しないものとする。

（退職一時金等の返還の申出）

第三十七条　平成二十四年一元化法附則第六十三条第一項各号に掲げる一時金を受けた者が同条第二項の規定（平成二十四年一元化法附則

第六十四条において準用する場合を含む。）により平成二十四年一元化法附則第六十三条第一項に規定する支給額等の返還を申し出よう

とするときは、次に掲げる事項を記載した一時金返還申出書を組合に提出しなければならない。

一　受給権者の氏名及び生年月日

二　組合員であつた者の氏名及び生年月日

三　一時金の支給額等の金額

四　その他必要な事項

（平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による退職共済年金等の請求等）

第三十八条　平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定により組合（指定都市職員共済組合等にあつては、市町村連合会）が支給

する退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金に対する請求、届出その他の行為については、当該退職共済年金、障害共済年金又は

遺族共済年金をそれぞれ厚生年金保険法による老齢厚生年金、障害厚生年金又は遺族厚生年金とみなして、第四章第一節及び第三節の規

定を準用する。この場合において、「第三号厚生年金被保険者期間」とあるのは「平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項に規定す

る地共済組合員等期間」と読み替えるものとする。

（組合が利用特定個人情報の提供を受けることができるときの添付書類の特例）

第三十九条　附則第十三条から第二十五条まで、附則第二十八条及び附則第二十八条の三の規定によつて組合に提出すべき書類に添えなけ

ればならない書類について、組合が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受

けることができるときは、当該書類の添付を省略することができる。

第三十九条の二　附則第二十七条の規定により読み替えられたなおその効力を有する改正前施行規程第四章第三節（第百二十一条、第百二

十一条の三から第百二十三条まで、第百二十八条、第百二十八条の四から第百二十九条まで、第百三十二条、第百三十三条、第百三十四

条第一項及び第二項、第百三十七条、第百三十九条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十五条第二項、第百六十条の二から第百六十

条の四まで並びに第百六十二条の二から第百六十二条の十一までを除く。）の規定によつて組合に提出すべき書類に添えなければならな
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い書類について、組合が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることが

できるときは、当該書類の添付を省略することができる。

附　則　（昭和三七年一一月三〇日総理府・文部省・自治省令第二号）　抄

１　この命令は、昭和三十七年十二月一日から施行する。

附　則　（昭和三八年八月二日総理府・文部省・自治省令第一号）

この命令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和三九年七月一八日総理府・文部省・自治省令第一号）

この命令は、昭和三十九年十月一日から施行する。ただし、附則第四条の改正規定は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和四〇年四月二七日総理府・文部省・自治省令第一号）

この命令は、公布の日から施行する。ただし、第七条の改正規定は、昭和四十一年四月一日から施行する。

附　則　（昭和四〇年一〇月九日総理府・文部省・自治省令第二号）　抄

（施行期日）

１　この命令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和四一年三月三一日総理府・文部省・自治省令第一号）

この命令は、昭和四十一年四月一日から施行する。

附　則　（昭和四一年七月一一日総理府・文部省・自治省令第二号）

１　この命令は、公布の日から施行する。

２　改正後の地方公務員等共済組合法施行規程第百四十条の二の規定は、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律（昭和四十一年

法律第百二十三号）附則第四条第一項の規定による申出をしようとする者について準用する。

附　則　（昭和四二年三月二〇日総理府・文部省・自治省令第一号）

この命令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和四二年七月三一日総理府・文部省・自治省令第二号）

この命令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和四二年九月三〇日総理府・文部省・自治省令第三号）

この命令は、昭和四十二年十月一日から施行する。

附　則　（昭和四五年四月一日総理府・文部省・自治省令第一号）

この命令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和四六年一一月一日総理府・文部省・自治省令第一号）

この命令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和四八年六月一五日総理府・文部省・自治省令第一号）

（施行期日）

１　この命令は、公布の日から施行する。

（継続療養証明書に係る経過措置）

２　この命令の施行の際、現に地方公務員等共済組合法施行規程第百五条第二項の規定により継続療養証明書の交付を受けている者につい

ては、この命令による改正前の同条第三項から第五項までの規定は、なお効力を有する。

附　則　（昭和四八年一〇月一日総理府・文部省・自治省令第二号）　抄

１　この命令は、公布の日から施行する。ただし、この命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程（以下「新規程」という。）

第百三十三条第一項第一号、第百三十九条及び第百四十条の二並びに別紙様式目次（別紙様式第四十九号の一及び別紙様式第四十九号の

二に係る分に限る。）、別紙様式第四十九号の一、別紙様式第四十九号の二及び別紙様式第五十号は、昭和四十八年九月一日から適用す

る。

附　則　（昭和四九年四月二七日総理府・文部省・自治省令第一号）

この命令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和四九年六月二五日総理府・文部省・自治省令第二号）

この命令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和五一年四月二〇日総理府・文部省・自治省令第一号）

この命令は、公布の日から施行し、この命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程の規定は、昭和五十一年四月一日から適

用する。

附　則　（昭和五一年四月二三日総理府・文部省・自治省令第二号）

この命令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和五一年七月一二日総理府・文部省・自治省令第三号）

この命令は、公布の日から施行し、この命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程第百三十四条並びに別紙様式目次及び別

紙様式第四十四号の規定は、昭和五十一年七月一日から適用する。

附　則　（昭和五一年一〇月二九日総理府・文部省・自治省令第四号）

１　この命令は、公布の日から施行する。

２　この命令による改正後の第百二十八条の二、第百二十九条第二項及び第三項、第百三十二条第二項、第百三十三条第一項及び第三項か

ら第五項まで、第百三十四条の見出し、第百三十四条第二項及び第三項、第百三十六条の二、第百五十五条第一項及び第二項、第百五十

七条第三項、第百六十一条、第百七十四条第四号、別紙様式目次、別紙様式第十四号、別紙様式第十九号、別紙様式第二十三号、別紙様

式第二十六号の一から別紙様式第二十六号の三まで、別紙様式第四十六号の一から別紙様式第四十七号まで、別紙様式第六十五号、別紙

様式第七十二号の二、別紙様式第七十二号の五、別紙様式第七十四号、別紙様式第七十五号、別紙様式第七十九号、別紙様式第八十号、

別紙様式第八十五号並びに別表第一号表第一号表の二の規定は、昭和五十一年十月一日から適用する。

附　則　（昭和五二年六月一八日総理府・文部省・自治省令第一号）

この命令は、公布の日から施行し、この命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程の規定は、昭和五十二年六月七日から適

用する。

附　則　（昭和五四年一月一一日総理府・文部省・自治省令第一号）

この命令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和五五年三月三一日総理府・文部省・自治省令第一号）

１　この命令は、公布の日から施行する。
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２　この命令による改正後の第二条、第九十二条、第九十二条の二、第九十三条第二項、第九十八条第一項、第百二十条、第百二十五条、

第百二十九条第三項第四号、第百三十三条第一項及び第五項、第百三十八条、第百三十九条、第百四十三条第一項、第百四十八条第二

項、第百五十七条第三項、第百五十九条、第百七十四条第五号、第百七十八条の二、附則第八条、別紙様式目次、別紙様式第一号、別紙

様式第十二号、別紙様式第十二号の二、別紙様式第三十六号、別紙様式第四十号、別紙様式第四十三号、別紙様式第四十六号の一、別紙

様式第四十八号、別紙様式第四十九号の一から別紙様式第四十九号の四まで、別紙様式第七十四号及び別表第一号表（同表の第一号表の

二の利益及び損失勘定科目（損益計算書勘定科目）の表中脱退一時金及び特例死亡一時金に係る部分に限る。）の規定は、昭和五十五年

一月一日から適用する。

３　この命令の施行の際現に存するこの命令による改正前の別紙様式第四十三号、別紙様式第四十六号の一から別紙様式第四十七号まで、

別紙様式第五十三号、別紙様式第五十四号、別紙様式第五十九号、別紙様式第六十二号、別紙様式第六十三号及び別紙様式第七十四号に

よる用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附　則　（昭和五五年七月一二日総理府・文部省・自治省令第二号）

１　この命令は、公布の日から施行し、この命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程の規定は、昭和五十五年七月一日から適

用する。

２　この命令による改正後の第百二十九条第三項の規定は、昭和五十五年七月一日以後に障害年金を受ける権利を有することとなつた者に

ついて適用し、同日前に障害年金を受ける権利を有することとなつた者については、なお従前の例による。

附　則　（昭和五六年三月二三日総理府・文部省・自治省令第一号）

１　この命令は、公布の日から施行し、この命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程の規定は、昭和五十六年三月一日から適

用する。

２　この命令の施行の際現に交付されているこの命令による改正前の別紙様式第十四号による組合員証、別紙様式第十九号による遠隔地被

扶養者証、別紙様式第七十九号による船員組合員証、別紙様式第八十号による船員被扶養者証及び別紙様式第八十五号による任意継続組

合員証は、それぞれこの命令による改正後の別紙様式第十四号、別紙様式第十九号、別紙様式第七十九号、別紙様式第八十号及び別紙様

式第八十五号の様式によるものとみなす。

附　則　（昭和五六年八月二〇日総理府・文部省・自治省令第二号）

１　この命令は、公布の日から施行する。

２　この命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程（以下「新規程」という。）第百三十四条の二の規定及び別紙様式第四十六

号の一は昭和五十六年四月一日から、新規程第百三十三条第一項第四号の規定は同年六月九日から適用する。

附　則　（昭和五七年三月二七日総理府・文部省・自治省令第一号）

１　この命令は、昭和五十七年四月一日から施行する。ただし、第十条第一項第三号にただし書を加える改正規定は、公布の日から施行す

る。

２　この命令の施行の際現に交付されているこの命令による改正前の別紙様式第十四号による組合員証、別紙様式第十九号による遠隔地被

扶養者証及び別紙様式第八十五号による任意継続組合員証は、それぞれこの命令による改正後の別紙様式第十四号、別紙様式第十九号及

び別紙様式第八十五号の様式によるものとみなす。

附　則　（昭和五七年八月七日総理府・文部省・自治省令第二号）

この命令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和五七年九月二七日総理府・文部省・自治省令第三号）

この命令は、昭和五十七年十月一日から施行する。

附　則　（昭和五八年二月二四日総理府・文部省・自治省令第一号）

１　この命令は、公布の日から施行する。

２　この命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程第六条第一項第一号及び第百十九条の二の規定は、昭和五十八年二月一日か

ら適用する。

３　この命令の施行の際現に交付されているこの命令による改正前の別紙様式第十四号による組合員証、別紙様式第十九号による遠隔地被

扶養者証、別紙様式第二十三号による継続療養証明書、別紙様式第七十九号による船員組合員証、別紙様式第八十号による船員被扶養者

証及び別紙様式第八十五号による任意継続組合員証は、それぞれこの命令による改正後の別紙様式第十四号、別紙様式第十九号、別紙様

式第二十三号、別紙様式第七十九号、別紙様式第八十号及び別紙様式第八十五号の様式によるものとみなす。

附　則　（昭和五八年一〇月一四日総理府・文部省・自治省令第二号）

この命令は、昭和五十九年四月一日から施行する。

附　則　（昭和五九年三月三〇日総理府・文部省・自治省令第一号）

１　この命令は、昭和五十九年四月一日（以下「施行日」という。）から施行する。

２　旧公企体共済法（地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法（昭和三十七年法律第百五十三号）第五十七条第八項に規定す

る旧公企体共済法をいう。次項において同じ。）の規定による一時金である長期給付の支給を受けた旧公企体期間保有組合員（地方公務

員等共済組合法施行令（昭和三十七年政令第三百五十二号。以下「令」という。）附則第七十一条の三第二項に規定する旧公企体期間保

有組合員をいう。次項において同じ。）は、施行日から六十日を経過する日以前に、この命令による改正後の地方公務員等共済組合法施

行規程（次項において「改正後の規程」という。）第九十一条第一項の規定の例により、前歴報告書を提出しなければならない。ただし、

その者が当該一時金について令附則第七十一条の三第二項において準用する国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法（昭和三

十三年法律第百二十九号。次項において「国の施行法」という。）第五十一条の十二第二項第三号の申出をした者であるときは、この限

りでない。

３　施行日の前日において旧公企体共済法の規定による年金を受ける権利を有していた旧公企体期間保有組合員（当該年金について令附則

第七十一条の三第二項において準用する国の施行法第五十一条の十三第一項の申出をした者を除く。）は、施行日から六十日を経過する

日以前に、改正後の規程第百六十条第一項の規定の例により、再就職届を提出しなければならない。

附　則　（昭和五九年九月二九日総理府・文部省・自治省令第二号）

１　この命令は、昭和五十九年十月一日から施行する。ただし、第二条、第百二十条、第百二十二条、第百二十九条第一項、第百三十条第

一項、第百三十二条第一項、第百三十三条第一項、第百三十六条の二第一項、第百三十七条第一項及び第百七十四条の改正規定、第百八

十四条の次に四条を加える改正規定（第百八十四条の二を加える部分を除く。）、別紙様式目次の改正規定（別紙様式第四十三号及び別紙

様式第四十六号の一を改正する部分に限る。）、別紙様式第一号の第一号の五及び別紙様式第三十六号の改正規定、別紙様式第四十三号の

次に一様式を加える改正規定、別紙様式第四十六号の一の改正規定、別紙様式第七十四号の改正規定（（１）、（５）及び（６）を改正す

る部分に限る。）並びに別紙様式第七十五号の（３）の改正規定は、昭和六十年三月三十一日から施行する。

２　この命令の施行の際現に交付されているこの命令による改正前の別紙様式第十四号による組合員証、別紙様式第十九号による遠隔地被

扶養者証、別紙様式第二十三号による継続療養証明書、別紙様式第七十九号による船員組合員証、別紙様式第八十号による船員被扶養者
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証及び別紙様式第八十五号による任意継続組合員証は、それぞれこの命令による改正後の別紙様式第十四号、別紙様式第十九号、別紙様

式第二十三号、別紙様式第七十九号、別紙様式第八十号及び別紙様式第八十五号の様式によるものとみなす。

附　則　（昭和六〇年三月三〇日総理府・文部省・自治省令第一号）

この命令は、公布の日から施行する。ただし、別紙様式第十号及び別紙様式第四十九号の一から別紙様式第四十九号の三までの改正規

定は、昭和六十年四月一日から施行する。

附　則　（昭和六一年三月三一日総理府・文部省・自治省令第一号）

１　この命令は、昭和六十一年四月一日から施行する。

２　この命令の施行の際現に交付されているこの命令による改正前の別紙様式第六十五号による年金証書は、この命令による改正後の別紙

様式第三十一号の様式によるものとみなす。

３　別段の定めがあるもののほか、この命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程の規定は、この命令の施行の日以後に給付事

由又は改定の事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由又は改定の事由が生じた給付については、なお従前の例による。

附　則　（昭和六二年三月一八日総理府・文部省・自治省令第一号）

この命令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和六二年七月二〇日総理府・文部省・自治省令第二号）

この命令は、昭和六十三年四月一日から施行する。

附　則　（昭和六三年三月三〇日総理府・文部省・自治省令第一号）

この命令は、昭和六十三年四月一日から施行する。

附　則　（昭和六三年一〇月三一日総理府・文部省・自治省令第二号）

この命令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二年三月三〇日総理府・文部省・自治省令第一号）

１　この命令は、公布の日から施行する。ただし、第六条第一項第二号の改正規定、第十四条第一項及び第三項の改正規定並びに同条第四

項を削る改正規定、第百六十四条の二第二項の改正規定、附則第四条第一項の改正規定並びに別表第一号表の第一号表の一の改正規定

は、平成二年四月一日から施行する。

２　この命令の施行の際現に交付されているこの命令による改正前の別紙様式第三十一号による年金証書は、この命令による改正後の別紙

様式第三十一号の様式によるものとみなす。

附　則　（平成三年三月二九日総理府・文部省・自治省令第一号）

この命令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成四年三月二七日総理府・文部省・自治省令第一号）

１　この命令は、平成四年四月一日から施行する。

２　この命令の施行の際現に交付されているこの命令による改正前の別紙様式第二十三号による継続療養証明書及び別紙様式第三十一号に

よる年金証書は、それぞれこの命令による改正後の別紙様式第二十三号及び別紙様式第三十一号の様式によるものとみなす。

附　則　（平成四年三月三一日総理府・文部省・自治省令第二号）

この命令は、平成四年四月一日から施行する。

附　則　（平成五年四月七日総理府・文部省・自治省令第一号）

１　この命令は、平成六年四月一日から施行する。ただし、第百六十五条第一号及び第二号の改正規定は、公布の日から施行する。

２　この命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程の規定は、平成六年度以降の事業計画及び予算並びに決算について適用し、

平成五年度の決算については、なお従前の例による。

附　則　（平成六年三月一七日総理府・文部省・自治省令第一号）

１　この命令は、平成六年四月一日から施行する。ただし、第百五十九条第二項第二号の改正規定及び第百六十一条の改正規定並びに附則

第二条の次に一条を加える改正規定は、公布の日から施行する。

２　この命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程の規定は、平成六年度以降の事業計画及び予算並びに決算について適用し、

平成五年度の決算については、なお従前の例による。

附　則　（平成六年九月三〇日総理府・文部省・自治省令第二号）

１　この命令は、平成六年十月一日から施行する。

２　この命令の施行の日（以下「施行日」という。）前に行われた看護又は移送に係る申請及び施行日前に行われた看護又は移送に係る療

養費の請求については、なお従前の例による。

３　施行日前に入院していた組合員又は組合員であった者であって、被扶養者がいないものに係る施行日前までの傷病手当金及び出産手当

金の請求については、なお従前の例による。

４　出産の日が施行日前である組合員又は組合員であった者に係る出産費、配偶者出産費及び育児手当金の請求については、なお従前の例

による。

５　健康保険法等の一部を改正する法律（平成六年法律第五十六号）附則第四十九条第二項（同条第三項において準用する場合を含む。）

の規定による付添看護に係る申請及び療養費の請求については、なお従前の例による。

６　健康保険法等の一部を改正する法律（平成六年法律第五十六号）附則第二十五条第二項の規定の適用がある場合における第六条の規定

の適用については、同条第一項第一号中「第五十三条第一項」とあるのは、「第五十三条第一項及び同法附則第三条第一項」とする。

７　施行日において現に交付されているこの命令による改正前の別紙様式第十四号による組合員証、別紙様式第十九号による遠隔地被扶養

者証、別紙様式第二十三号による継続療養証明書、別紙様式第二十五号による特定疾病療養受療証、別紙様式第三十八号による検査証

票、別紙様式第四十号による船員組合員証、別紙様式第四十一号による船員被扶養者証及び別紙様式第四十六号による任意継続組合員証

は、それぞれこの命令による改正後の別紙様式第十四号、別紙様式第十九号、別紙様式第二十三号、別紙様式第二十六号、別紙様式第三

十八号、別紙様式第四十号、別紙様式第四十一号及び別紙様式第四十六号の様式によるものとみなす。

附　則　（平成七年三月三一日総理府・文部省・自治省令第一号）

１　この命令は、平成七年四月一日から施行する。

２　この命令の施行の際現に存するこの命令による改正前の別紙様式第十号から別紙様式第十三号まで、別紙様式第十五号から別紙様式第

十八号まで、別紙様式第二十号から別紙様式第二十二号まで、別紙様式第二十四号、別紙様式第二十八号、別紙様式第三十二号、別紙様

式第三十九号、別紙様式第四十二号から別紙様式第四十五号まで及び別紙様式第四十七号による用紙は、当分の間、使用することができ

る。

３　この命令の施行の際現に交付されているこの命令による改正前の別紙様式第十四号による組合員証、別紙様式第十九号による遠隔地被

扶養者証、別紙様式第二十三号による継続療養証明書、別紙様式第三十七号による監査証票、別紙様式第三十八号による検査証票、別紙
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様式第四十一号による船員被扶養者証及び別紙様式第四十六号による任意継続組合員証は、それぞれこの命令による改正後の別紙様式第

十四号、別紙様式第十九号、別紙様式第二十三号、別紙様式第三十七号、別紙様式第三十八号、別紙様式第四十一号及び別紙様式第四十

六号の様式によるものとみなす。

附　則　（平成七年八月三一日総理府・文部省・自治省令第二号）

１　この命令は、公布の日から施行し、この命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程附則第三条の三の規定は、平成七年一月

十七日から適用する。

２　この命令の施行の際現に存するこの命令による改正前の別紙様式第三十五号及び別紙様式第三十六号による用紙は、当分の間、これを

取り繕い使用することができる。

附　則　（平成八年三月二七日総理府・文部省・自治省令第一号）

この命令は、平成八年四月一日から施行する。ただし、目次の改正規定、第百六十四条の三第一項第四号の改正規定及び第百七十九条

第二号の改正規定は、公布の日から施行する。

附　則　（平成九年三月三一日総理府・文部省・自治省令第一号）

１　この命令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条の改正規定及び別紙様式第十号の改正規定は、平成九年四月一日から施行す

る。

２　この命令の施行の際現に存するこの命令による改正前の別紙様式第十号及び別紙様式第三十五号による用紙は、当分の間、これを取り

繕い使用することができる。

附　則　（平成九年八月二六日総理府・文部省・自治省令第二号）

１　この命令は、平成九年九月一日から施行する。

２　この命令の施行の際現に交付されているこの命令による改正前の別紙様式第十四号による組合員証、別紙様式第十九号による遠隔地被

扶養者証、別紙様式第二十三号による継続療養証明書、別紙様式第四十号による船員組合員証、別紙様式第四十一号による船員被扶養者

証及び別紙様式第四十六号による任意継続組合員証は、それぞれこの命令による改正後の別紙様式第十四号、別紙様式第十九号、別紙様

式第二十三号、別紙様式第四十号、別紙様式第四十一号及び別紙様式第四十六号の様式によるものとみなす。

３　この命令の施行の際現に存するこの命令による改正前の別紙様式第二十七号による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することが

できる。

附　則　（平成一〇年一月二九日総理府・文部省・自治省令第一号）

１　この命令は、公布の日から施行する。ただし、別表第一号表の改正規定は、平成十年四月一日から施行する。

２　この命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程の規定は、平成十年度以降の事業計画及び予算並びに決算について適用し、

平成九年度の決算については、なお従前の例による。

附　則　（平成一〇年三月三一日総理府・文部省・自治省令第二号）

この命令は、平成十年四月一日から施行する。

附　則　（平成一〇年九月四日総理府・文部省・自治省令第三号）

この命令は、平成十年十一月一日から施行する。

附　則　（平成一一年三月二九日総理府・文部省・自治省令第一号）

この命令は、平成十一年四月一日から施行する。

附　則　（平成一一年一〇月二一日総理府・文部省・自治省令第二号）

１　この命令は、平成十二年四月一日から施行する。

２　この命令の施行の際現に交付されているこの命令による改正前の別紙様式第三十七号による監査証票及び別紙様式第三十八号による検

査証票は、それぞれこの命令による改正後の別紙様式第三十七号及び別紙様式第三十八号の様式によるものとみなす。

附　則　（平成一二年三月三一日総理府・文部省・自治省令第一号）

１　この命令は、公布の日から施行する。

２　この命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程（次項において「改正後の規程」という。）第百十五条の三及び第百十五条

の四の規定は、平成十一年四月一日から適用する。

３　改正後の規程第六十七条から第六十七条の三までの規定は、平成十一年四月一日に始まる事業年度に係る地方公務員等共済組合法第二

十二条第三項に規定する書類から適用する。

附　則　（平成一二年三月三一日総理府・文部省・自治省令第二号）

１　この命令は、平成十二年四月一日から施行する。

２　この命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程の規定は、平成十二年度以降の事業計画及び予算並びに決算について適用

し、平成十一年度の決算については、なお従前の例による。

３　この命令の施行の際現に存するこの命令による改正前の別紙様式第三十二号による用紙は、当分の間、使用することができる。

４　この命令の施行の際現に交付されているこの命令による改正前の別紙様式第三十七号による監査証票は、この命令による改正後の別紙

様式第三十七号の様式によるものとみなす。

附　則　（平成一二年九月一四日総理府・文部省・自治省令第三号）

１　この命令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。

２　この命令の施行の際現に交付されているこの命令による改正前の別紙様式第二十五号による標準負担額減額認定証、別紙様式第三十七

号による監査証票及び別紙様式第三十八号による検査証票は、それぞれこの命令による改正後の別紙様式第二十五号、別紙様式第三十七

号及び別紙様式第三十八号の様式によるものとみなす。

附　則　（平成一二年一〇月三一日総理府・文部省・自治省令第四号）

この命令は、平成十二年十一月一日から施行する。

附　則　（平成一二年一二月二八日総理府・文部省・自治省令第五号）

１　この命令は、平成十三年一月一日から施行する。ただし、第百七十九条第三号の改正規定は、平成十三年四月一日から施行する。

２　この命令の施行の際現に交付されているこの命令による改正前の別紙様式第十四号による組合員証、別紙様式第十九号による遠隔地被

扶養者証、別紙様式第二十三号による継続療養証明書、別紙様式第三十七号による監査証票、別紙様式第四十号による船員組合員証、別

紙様式第四十一号による船員被扶養者証及び別紙様式第四十六号による任意継続組合員証は、それぞれこの命令による改正後の別紙様式

第十四号、別紙様式第十九号、別紙様式第二十三号、別紙様式第三十七号、別紙様式第四十号、別紙様式第四十一号及び別紙様式第四十

六号によるものとみなす。

附　則　（平成一三年三月三〇日内閣府・総務省・文部科学省令第一号）

１　この命令は、平成十三年四月一日から施行する。
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２　この命令による改正後の別紙様式第七号の第七号の十の規定は、平成十三年度以降の事業年度に係る固定資産明細表について適用し、

平成十二年度の事業年度に係る固定資産明細表については、なお従前の例による。

３　この命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程の規定は、平成十三年度以降の事業計画及び予算並びに決算について適用

し、平成十二年度の決算については、なお従前の例による。

附　則　（平成一四年二月二八日内閣府・総務省・文部科学省令第一号）

この命令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日（平成十四年三月一日）から施行する。

附　則　（平成一四年三月二九日内閣府・総務省・文部科学省令第二号）

この命令は、平成十四年四月一日から施行する。

附　則　（平成一四年六月二八日内閣府・総務省・文部科学省令第三号）

この命令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第百五十六条の次に第百五十六条の二を加える改正規定及び第百五十七条第

一項第三号の改正規定は、平成十四年八月五日から施行する。

附　則　（平成一四年九月三〇日内閣府・総務省・文部科学省令第四号）

１　この命令は、平成十四年十月一日から施行する。

２　この命令による改正前の別紙様式第十四号による組合員証、別紙様式第十九号による遠隔地被扶養者証、別紙様式第二十三号による継

続療養証明書、別紙様式第四十号による船員組合員証、別紙様式第四十一号による船員被扶養者証及び別紙様式第四十六号による任意継

続組合員証は、当分の間、この命令による改正後の別紙様式第十四号、別紙様式第十九号、別紙様式第二十三号、別紙様式第四十号、別

紙様式第四十一号及び別紙様式第四十六号の様式によるものとみなす。

３　この命令の施行の際現に存するこの命令による改正前の別紙様式第十六号及び別紙様式第三十五号の用紙は、当分の間、これを取り繕

い使用することができる。

附　則　（平成一五年三月三一日内閣府・総務省・文部科学省令第一号）

１　この命令は、平成十五年四月一日から施行する。

２　この命令による改正前の別紙様式第十四号による組合員証、別紙様式第十九号による遠隔地被扶養者証、別紙様式第四十号による船員

組合員証、別紙様式第四十一号による船員被扶養者証及び別紙様式第四十六号による任意継続組合員証は、当分の間、この命令による改

正後の別紙様式第十四号、別紙様式第十九号、別紙様式第四十号、別紙様式第四十一号及び別紙様式第四十六号によるものとみなす。

３　この命令の施行の際現に存するこの命令による改正前の別紙様式第十六号、別紙様式第三十三号の一、別紙様式第三十三号の二及び別

紙様式第三十三号の三の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附　則　（平成一五年五月一日内閣府・総務省・文部科学省令第二号）

１　この命令は、公布の日から施行する。

２　雇用保険法等の一部を改正する法律（平成十五年法律第三十一号）附則第十一条第一項の規定により雇用保険法（昭和四十九年法律第

百十六号）第六十一条の規定による高年齢雇用継続基本給付金の支給についてなお従前の例によることとされた者及び雇用保険法等の一

部を改正する法律附則第十一条第二項の規定により雇用保険法第六十一条の二の規定による高年齢再就職給付金の支給についてなお従前

の例によることとされた者に係るこの命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程第百二十八条の四の規定の適用については、

なお従前の例による。

附　則　（平成一六年三月三一日内閣府・総務省・文部科学省令第一号）

１　この命令は、平成十六年四月一日から施行する。

２　この命令による改正前の別紙様式第十四号による組合員証、別紙様式第十九号による遠隔地被扶養者証、別紙様式第二十号による高齢

受給者証、別紙様式第二十三号による特別療養証明書、別紙様式第二十五号による標準負担額減額認定証、別紙様式第二十五号の二によ

る限度額適用・標準負担額減額認定証、別紙様式第二十六号による特定疾病療養受療証、別紙様式第四十号による船員組合員証、別紙様

式第四十一号による船員被扶養者証及び別紙様式第四十六号による任意継続組合員証は、当分の間、この命令による改正後の別紙様式第

十四号、別紙様式第十九号、別紙様式第二十号、別紙様式第二十三号、別紙様式第二十五号、別紙様式第二十五号の二、別紙様式第二十

六号、別紙様式第四十号、別紙様式第四十一号及び別紙様式第四十六号によるものとみなす。

３　この命令の施行の際現に存するこの命令による改正前の別紙様式第三十五号の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができ

る。

附　則　（平成一六年一二月二八日内閣府・総務省・文部科学省令第二号）

この命令は、信託業法の施行の日（平成十六年十二月三十日）から施行する。

附　則　（平成一七年四月一日内閣府・総務省・文部科学省令第一号）

１　この命令は、公布の日から施行する。

２　平成十七年度から平成二十一年度までの各年度におけるこの命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程（以下「新規程」と

いう。）附則第二条の二第一項及び第二項の規定の適用については、これらの規定中「年三・二パーセント」とあるのは、「年三・二パー

セント（平成十七年度にあつては年四・〇パーセント、平成十八年度にあつては年一・六パーセント、平成十九年度にあつては年二・三

パーセント、平成二十年度にあつては年二・六パーセント、平成二十一年度にあつては年三パーセント）」とする。

３　平成十七年度から平成二十年度までの各年度における新規程第十二条第二項、第十三条第一項及び附則第三条の二の規定の適用につい

ては、これらの規定中「年三・二パーセント」とあるのは、「年三・二パーセント（平成十七年度にあつては年一・六パーセント、平成

十八年度にあつては年二・三パーセント、平成十九年度にあつては年二・六パーセント、平成二十年度にあつては年三パーセント）」と

する。

附　則　（平成一七年一一月一一日内閣府・総務省・文部科学省令第二号）

１　この命令は、公布の日から施行する。

２　組合は、この命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程（以下「新規程」という。）の規定にかかわらず、当分の間、この

命令による改正前の別紙様式第十四号による組合員証、別紙様式第十九号による遠隔地被扶養者証、別紙様式第二十号による高齢受給者

証、別紙様式第四十号による船員組合員証、別紙様式第四十一号による船員被扶養者証及び別紙様式第四十六号による任意継続組合員証

（以下「旧組合員証等」という。）を交付することができる。この場合において、旧組合員証等については、新規程の規定にかかわらず、

なお従前の例による。

３　この命令の施行の際現に交付されている旧組合員証等については、新規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。

４　この命令の施行の際現に存するこの命令による改正前の別紙様式第十六号、別紙様式第二十一号及び別紙様式第四十三号の用紙は、当

分の間、これを取り繕い使用することができる。

附　則　（平成一八年三月三〇日内閣府・総務省・文部科学省令第一号）

この命令は、平成十八年四月一日から施行する。
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附　則　（平成一八年九月二八日内閣府・総務省・文部科学省令第二号）

１　この命令は、平成十八年十月一日から施行する。

２　この命令による改正前の別紙様式第二十号による高齢受給者証、別紙様式第二十三号による特別療養証明書、別紙様式第二十五号によ

る標準負担額減額認定証、別紙様式第二十五号の二による限度額適用・標準負担額減額認定証及び別紙様式第二十六号による特定疾病療

養受療証は、当分の間、この命令による改正後の別紙様式第二十号、別紙様式第二十三号、別紙様式第二十五号、別紙様式第二十五号の

二及び別紙様式第二十六号によるものとみなす。

３　この命令の施行の際現に存するこの命令による改正前の別紙様式第三十五号及び別表第一号表第一号表の一の用紙は、当分の間、これ

を取り繕い使用することができる。

附　則　（平成一八年九月二九日内閣府・総務省・文部科学省令第三号）

（施行期日）

第一条　この命令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、平成十八年十月一日から施行する。

（経過措置）

第二条　平成十八年十月一日以後の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律（平成十六年法律第百三十二号）第四条の規定による

改正後の地方公務員等共済組合法第百七条第一項の規定による請求に関し必要な手続その他の行為は、この命令の施行の日前において

も、この命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程第百六十二条の二の規定の例によりすることができる。

附　則　（平成一九年三月三〇日内閣府・総務省・文部科学省令第一号）

１　この命令は、平成十九年四月一日から施行する。

２　地方公務員等共済組合法施行令の一部を改正する政令（平成十八年政令第三百七十五号。次項において「改正令」という。）附則第四

条第一項の規定により市町村職員共済組合及び都市職員共済組合から全国市町村職員共済組合連合会（以下「市町村連合会」という。）

に承継した資産の移換が完了するまでの間における市町村職員共済組合及び都市職員共済組合の長期経理における資産勘定、負債勘定及

び資本勘定に属する勘定科目については、この命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程別表第一号表第一号表の二にかかわ

らず、なお従前の例による。この場合において、この命令による改正前の地方公務員等共済組合法施行規程別表第一号表第一号表の二中

「未達回送金」とあるのは、「／未達回送金／承継資産仮勘定／」とする。

３　改正令附則第四条第一項の規定により市町村職員共済組合及び都市職員共済組合から市町村連合会に承継した資産の移換が完了するま

での間における市町村職員共済組合及び都市職員共済組合の預託金管理経理における資産勘定、負債勘定及び資本勘定に属する勘定科目

に係るこの命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程別表第一号表第一号表の二の二の適用については、同表中「未収金」と

あるのは、「／未収金／承継資産仮勘定／」とする。

附　則　（平成一九年八月一日内閣府・総務省・文部科学省令第二号）

この命令は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一　第百六十二条の二第一項第三号及び第四項、第百六十四条の四第一項第四号並びに第百六十六条第一項の改正規定　地方公務員の育

児休業等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日

二　第十条第一項第二号の改正規定　証券取引法等の一部を改正する法律第三条の規定の施行の日

附　則　（平成一九年九月二八日内閣府・総務省・文部科学省令第三号）

この命令は、平成十九年十月一日から施行する。

附　則　（平成一九年一一月二七日内閣府・総務省・文部科学省令第四号）

この命令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二〇年三月三一日内閣府・総務省・文部科学省令第一号）　抄

（施行期日）

第一条　この命令は、平成二十年四月一日から施行する。

第二条　この命令の施行の際現に存するこの命令による改正前の別紙様式第十号、別紙様式第三十四号、別紙様式第三十七号、別紙様式第

三十八号及び別表一号表第一号表の九は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

（減価償却に関する経過措置）

第四条　この省令による改正後の第七十三条の規定は、平成二十年四月一日以後に取得した有形固定資産の減価償却について適用する。

２　平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に取得した有形固定資産の償却は、次の各号のいずれかに定める方法による

ものとする。

一　平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に取得した有形固定資産の平成二十年四月一日における残存価額から当該

有形固定資産の取得価額に十分の九を乗じて得た額を当該有形固定資産の耐用年数に相当する年数で除して得た額を償却限度額として

平成二十年度以後の毎事業年度において償却する。ただし、償却後の当該有形固定資産の残存価額が取得価額の十分の一に達したとき

は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和四十年大蔵省令第十五号）の別表に定める耐用年数にかかわらず、耐用年数経過後

の事業年度において当該償却限度額（当該償却限度額が取得価額から当該事業年度の前事業年度までの各事業年度においてした償却の

額の累計額及び一円を控除して得た額（以下この号及び第二号において「償却残額」という。）を超えるときは、償却残額とする。）に

より償却することができる。

二　平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に取得した有形固定資産の平成二十年四月一日における残存価額から当該

有形固定資産の取得価額を当該有形固定資産の耐用年数に相当する数で除して得た金額を償却限度額として平成二十年度以後の毎事業

年度において償却する。ただし、減価償却資産の耐用年数等に関する省令の別表に定める耐用年数に相当する年数の事業年度において

償却してもなお一円を上回る残存価額があるときは、減価償却資産の耐用年数等に関する省令の別表に定める耐用年数にかかわらず、

耐用年数経過後の事業年度において当該償却限度額（当該償却限度額が償却残額を超えるときは、償却残額とする。）により償却する

ことができる。

３　平成十九年三月三十一日以前に取得した有形固定資産の平成二十年度以後の毎事業年度の減価償却については、この省令による改正前

の第七十三条第二項の規定による平成二十年四月一日の残存価額にかかわらず、平成十九年度までの各事業年度においてした償却の額の

累計額が取得価額の百分の九十五に相当する額に達するまで従前の例により算定した償却限度額（その額と累計償却額の合計額が取得価

額の百分の九十五を超えるときは、その超える額を当該限度額から控除した額）により減価償却を行い、その達した年度の翌事業年度以

後、取得価額から取得価額の百分の九十五に相当する額及び一円を控除した金額に事業年度の月数を六十で除した割合を乗じた金額（当

該計算した金額と当該事業年度の前事業年度までにした償却の額の累計額との合計額が当該資産の取得価額から一円を控除した金額を超

える場合には、当該超える部分の金額を控除した金額）を償却するものとする。

附　則　（平成二〇年三月三一日内閣府・総務省・文部科学省令第二号）
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（施行期日）

第一条　この命令は、平成二十年四月一日から施行する。

（事業報告書に関する経過措置）

第二条　この命令による改正後の別紙様式第三十五号による事業報告書の様式は、この命令の施行の日以後に開始する事業年度に係る事業

報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係る事業報告書については、なお従前の例による。

第三条　この命令による改正後の第六条及び別表第一号表の規定は、この命令の施行の日以後に開始する事業年度に係る経理単位について

適用する。

（様式の特例）

第四条　この命令による改正前の別紙様式第十四号による組合員証、別紙様式第二十号による高齢受給者証、別紙様式第二十三号による特

別療養証明書、別紙様式第二十五号による限度額適用認定証、別紙様式第二十五号の二による限度額適用・標準負担額減額認定証、別紙

様式第二十六号による特定疾病療養受療証及び別紙様式第二十七号第二十七号の一による診療報酬領収済明細書は、当分の間、この命令

による改正後の別紙様式第十四号、別紙様式第二十号、別紙様式第二十三号、別紙様式第二十五号、別紙様式第二十五号の二、別紙様式

第二十六号及び別紙様式第二十七号第二十七号の一の様式によるものとみなす。

第五条　この命令の施行の際現に存するこの命令による改正前の別紙様式第十四号、別紙様式第二十号、別紙様式第二十一号の二、別紙様

式第二十三号、別紙様式第二十五号、別紙様式第二十五号の二、別紙様式第二十六号及び別紙様式第二十七号第二十七号の一は、当分の

間、これを取り繕い使用することができる。

第六条　この命令の施行の際に交付されているこの命令による改正前の別紙様式第十四号による組合員証、別紙様式第二十号による高齢受

給者証、別紙様式第二十三号による特別療養証明書、別紙様式第二十五号による限度額適用認定証、別紙様式第二十五号の二による限度

額適用・標準負担額減額認定証、別紙様式第二十六号による特定疾病療養受療証及び別紙様式第二十七号第二十七号の一による診療報酬

領収済明細書は、それぞれ改正後の別紙様式第十四号、別紙様式第二十号、別紙様式第二十三号、別紙様式第二十五号、別紙様式第二十

五号の二、別紙様式第二十六号及び別紙様式第二十七号第二十七号の一の様式によるものとみなす。

第七条　健康保険法施行令等の一部を改正する政令（平成二十年政令第百十六号）附則第十四条の規定の適用がある場合における第六条の

規定の適用については、同条第一項第一号中「並びに」とあるのは、「並びに健康保険法等の一部を改正する法律（平成十八年法律第八

十三号）附則第三十八条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第七条の規定による改正前の老人保健法（昭和五十七年法

律第八十号）第五十三条第一項に規定する拠出金、」とする。

附　則　（平成二〇年一一月二八日内閣府・総務省・文部科学省令第三号）

この命令は、平成二十年十二月一日から施行する。

附　則　（平成二〇年一二月二五日内閣府・総務省・文部科学省令第四号）

（施行期日）

第一条　この命令は、平成二十一年一月一日から施行する。ただし、別紙様式第三十五号（３）の改正規定は、平成二十一年四月一日から

施行する。

（様式の特例）

第二条　この命令の施行の際現に交付されているこの命令による改正前の別紙様式第二十三号による特別療養証明書及び別紙様式第二十五

号の二による限度額適用・標準負担額減額認定証は、それぞれこの命令による改正後の別紙様式第二十三号及び別紙様式第二十五号の二

の様式によるものとみなす。

附　則　（平成二一年三月三一日内閣府・総務省・文部科学省令第一号）

この命令は、平成二十一年四月一日から施行する。

附　則　（平成二一年四月三〇日内閣府・総務省・文部科学省令第二号）

（施行期日）

１　この命令は、平成二十一年五月一日から施行する。

（経過措置）

２　平成二十一年五月から九月までの間においては、地方公務員等共済組合法第五十七条第二項第三号又は第五十九条第二項第一号ニの規

定が適用される者及び地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の三第一項第一号に規定する病院等に地方公務員等共済組合法施行

規程第百十条の五第三項に規定する限度額適用認定証又は同令第百十条の六第三項に規定する限度額適用・標準負担額減額認定証を提出

して地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の三第七項に規定する特定疾患給付対象療養を受けた場合の当該療養を受けた者につ

いては、この命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程第百十条の四の二第一項の申出に基づく組合の認定を受けているもの

とみなす。

附　則　（平成二一年九月三〇日内閣府・総務省・文部科学省令第三号）

この命令は、平成二十一年十月一日から施行する。

附　則　（平成二一年一二月二八日内閣府・総務省・文部科学省令第四号）

この命令は、平成二十二年一月一日から施行する。ただし、第百十五条の二の改正規定は、平成二十二年四月一日から施行する。

附　則　（平成二二年三月三一日内閣府・総務省・文部科学省令第一号）

１　この命令は、平成二十二年四月一日から施行する。

２　この命令の施行の際現に交付されているこの命令による改正前の別紙様式第二十三号による特別療養証明書は、この命令による改正後

の別紙様式第二十三号の様式によるものとみなす。

附　則　（平成二二年六月二九日内閣府・総務省・文部科学省令第二号）

この命令は、平成二十二年六月三十日から施行する。

附　則　（平成二二年七月一六日内閣府・総務省・文部科学省令第三号）

１　この命令は、平成二十二年七月十七日から施行する。

２　組合は、この命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程（以下「新規程」という。）の規定にかかわらず、当分の間、この

命令による改正前の別紙様式第十四号による組合員証、別紙様式第十九号による組合員被扶養者証、別紙様式第四十号による船員組合員

証、別紙様式第四十一号による船員組合員被扶養者証、別紙様式第四十六号による任意継続組合員証及び別紙様式第四十六号の二による

任意継続組合員被扶養者証（以下「旧組合員証等」という。）を交付することができる。この場合において、旧組合員証等の様式につい

ては、新規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。

３　この命令の施行の際現に交付されている旧組合員証等の様式については、新規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。

４　前二項の規定にかかわらず、旧組合員証等については、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附　則　（平成二三年三月三一日内閣府・総務省・文部科学省令第一号）
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１　この命令は、平成二十三年四月一日から施行する。

２　この命令の施行の際現に交付されているこの命令による改正前の別紙様式第二十三号による特別療養証明書は、この命令による改正後

の別紙様式第二十三号の様式によるものとみなす。

附　則　（平成二三年八月二二日内閣府・総務省・文部科学省令第二号）

（施行期日）

第一条　この命令は、平成二十三年十月一日から施行する。

（経過措置）

第二条　この命令の施行の日前に転居若しくは住居表示の変更又は死亡があった場合における転居若しくは住居表示の変更の届出又は死亡

の届出については、なお従前の例による。

附　則　（平成二四年二月二一日内閣府・総務省・文部科学省令第一号）

（施行期日）

第一条　この命令は、平成二十四年四月一日から施行する。

（様式の特例）

第二条　この命令による改正前の別紙様式第二十五号による限度額適用認定証及び別紙様式第二十五号の二による限度額適用・標準負担額

減額認定証は、当分の間、この命令による改正後の別紙様式第二十五号及び別紙様式第二十五号の二の様式によるものとみなす。

第三条　この命令の施行の際現に存するこの命令による改正前の別紙様式第二十五号及び別紙様式第二十五号の二の用紙は、当分の間、こ

れを取り繕い使用することができる。

附　則　（平成二四年三月三〇日内閣府・総務省・文部科学省令第二号）

１　この命令は、平成二十四年四月一日から施行する。

２　この命令の施行の際現に交付されているこの命令による改正前の別紙様式第二十三号による特別療養証明書は、この命令による改正後

の別紙様式第二十三号の様式によるものとみなす。

附　則　（平成二五年三月二九日内閣府・総務省・文部科学省令第一号）　抄

（施行期日）

第一条　この命令は、平成二十五年四月一日から施行する。

（様式の特例）

第二条　この命令の施行の際現に交付されているこの命令による改正前の別紙様式第二十三号による特別療養証明書は、この命令による改

正後の別紙様式第二十三号の様式によるものとみなす。

附　則　（平成二五年六月一四日内閣府・総務省・文部科学省令第二号）

この命令は、公布の日から施行する。ただし、第百七十九条の二の次に二条を加える改正規定のうち第百七十九条の四に係る部分の規

定は、平成二十六年四月一日から施行する。

附　則　（平成二六年三月三一日内閣府・総務省・文部科学省令第一号）

（施行期日）

第一条　この命令は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、附則第四条の規定は、平成二十七年十月一日から施行する。

（退職等年金給付事業の準備行為）

第二条　地方公務員等共済組合法第三条第一項各号列記以外の部分に規定する組合（以下「組合」という。）は、平成二十七年九月三十日

までの間、地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正す

る法律（平成二十四年法律第九十七号）第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第七十六条に規定する退職等年金給付に係

る事業の実施に必要な準備行為をすることができる。

（経理単位の特例）

第三条　組合は、前条に規定する準備行為を行う場合には、当該準備行為に関する取引を経理するための経理単位として退職等年金給付準

備業務経理を設けるものとする。

２　組合の退職等年金給付準備業務経理における資産勘定、負債勘定、資本勘定、利益勘定及び損失勘定に属する勘定科目は、附則別表に

よる。

第四条　組合の退職等年金給付準備業務経理に係る権利及び義務は、平成二十七年十月一日において組合の業務経理が承継する。

（様式の特例）

第五条　この命令の施行の際現に交付されているこの命令による改正前の別紙様式第二十三号による特別療養証明書は、この命令による改

正後の別紙様式第二十三号の様式によるものとみなす。

附則別表

退職等年金給付準備業務経理

資産、負債及び資本勘定科目（貸借対照表勘定科目）

借方 貸方

大項目 中項目 小項目 大項目 中項目 小項目

流動資産 流動負債

現金 短期借入金

小口現金 何々経理より借入金

当座預金 未払消費税

普通預金 未払金

通知預金 未払費用

定期預金 未払賃金

金銭信託 未払利息

有価証券 未払賃借料

貸付信託 預り金

証券投資信託 受入保証金

保管有価証券 前受利益

貯蔵品 仮受金

立替金 預り有価証券
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仮払金 本部勘定

前渡金 前年度繰越金

前払費用 本部より回送金

未収収益 支部勘定

短期貸付金 前年度繰越金

何々経理へ貸付金 支部より回送金

未収金 所属所勘定

本部勘定 前年度繰越金

前年度繰越金 所属所より回送金

本部へ回送金 固定負債

支部勘定 長期借入金

前年度繰越金 何々経理より借入金

支部へ回送金 （引当金）

所属所勘定 退職給与引当金

前年度繰越金 災害補てん引当金

所属所へ回送金 特別修繕引当金

未達回送金 剰余金

固定資産 （欠損金）

（有形固定資産） 資本剰余金

建物 再評価積立金

借入不動産附帯施設 別途積立金

構築物 利益剰余金又は欠損金（△）

機械及び装置

車両及び運搬具 建設積立金

器具及び備品 改良積立金

土地 積立金又は繰越欠損金（△）

建設仮勘定 当期利益金又は当期損失金（△）

（無形固定資産）

借地権

電話加入権

（投資その他の資産）

敷金及び保証金

加入金

繰延資産

開発費

利益及び損失勘定科目（損益計算書勘定科目）

借方 貸方

大項目 中項目 小項目 大項目 中項目 小項目

経常費用 経常収益

（事業費用） （事業収益）

役員報酬 負担金

職員給与 地方公共団体負担金

基本給 国庫負担金

諸手当 組合負担金

非常勤職員手当 払込金

退職給与金 雑収入

厚生費 （補助金等収入）

旅費 補助金

事務費 寄附金

事務用消耗品費 連合会交付金

図書印刷費 （引当金戻入）

送金料 災害補てん引当金戻入

通信運搬費 特別修繕引当金戻入

会議費 （事業外収益）

雑費 利息及び配当金

賃金 貸付金利息

委託費 預金利息

委託管理費 有価証券利息

光熱水料 配当金

電気料 信託収益

ガス料 有価証券売却益

水道料 有価証券評価益

燃料費 償還差益

被服費 承継差益

修繕費 雑益

洗濯費 繰入金
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賃借料 短期経理より繰入

保険料 長期経理より繰入

調査研究費 組合事務費繰入金

普及費 利益金繰入金

広告費 特別利益

諸謝金 前期損益修正益

食糧費 固定資産売却益

負担金 固定資産評価益

消費税 当期損失金

交際費 当期損失金

選挙費

連合会分担金

地方公務員共済組合連合会分担金

市町村連合会分担金

事務費負担金

払込金

信託等売買手数料

雑費

減価償却費

（引当金繰入）

災害補てん引当金繰入

特別修繕引当金繰入

（事業外費用）

支払利息

開発費償却

有価証券売却損

有価証券評価損

償還差損

承継差損

雑損

特別損失

前期損益修正損

固定資産売却損

固定資産除却損

固定資産評価損

当期利益金

当期利益金

附　則　（平成二六年一一月二一日内閣府・総務省・文部科学省令第二号）

（施行期日）

第一条　この命令は、平成二十六年十二月一日から施行する。

（平成二十七年九月三十日までの全国市町村職員共済組合連合会の業務に係る特例）

第二条　この命令の施行の日から被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律（平成二十四年法律第六

十三号）の施行の日の前日までの間におけるこの命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程（以下「新規程」という。）第百

一条の二、第百五十六条の二から第百五十七条まで、第百六十条、第百六十二条の三、第百六十二条の七、第百六十二条の十一及び第百

七十四条の規定の適用については、第百一条の二中「法第二十七条第四項」とあるのは「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年

金保険法等の一部を改正する法律（平成二十四年法律第六十三号。以下「一元化法」という。）附則第五十一条の規定により読み替えて

適用する法第二十七条第四項」と、第百五十六条の二第二項、第百五十六条の二の二、第百五十六条の三第一項、第百五十七条第一項、

第百六十条第一項及び第五項、第百六十二条の三第一項、第百六十二条の七、第百六十二条の十一並びに第百七十四条第一項中「法第二

十七条第四項」とあるのは「一元化法附則第五十一条の規定により読み替えて適用する法第二十七条第四項」とする。

（出納計算表の提出に関する経過措置）

第三条　新規程第六十五条の規定は、平成二十六年十二月末日において作成すべき出納計算表から適用する。

（決算精算表の提出に関する経過措置）

第四条　新規程第六十六条の規定は、平成二十六年度末日において作成すべき決算精算表から適用する。

（事業報告書に関する経過措置）

第五条　新規程第百六十七条の規定は、平成二十六年度末日現在において作成すべき事業報告書から適用する。

附　則　（平成二六年一二月二二日内閣府・総務省・文部科学省令第三号）

（施行期日）

１　この命令は、平成二十七年一月一日から施行する。

（経過措置）

２　平成二十七年一月から同年十二月までの間においては、地方公務員等共済組合法第五十七条第二項第三号又は第五十九条第二項第一号

ニの規定が適用される者及び地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の三第一項第一号に規定する病院等にこの命令による改正後

の地方公務員等共済組合法施行規程（以下「新規程」という。）別紙様式第二十五号による限度額適用認定証又は新規程別紙様式第二十

五号の二による限度額適用・標準負担額減額認定証を提出して同条第七項に規定する特定疾病給付対象療養を受けた場合の当該療養を受

けた者については、新規程第百十条の四の二第一項の申出に基づく組合の認定を受けているものとみなす。

（様式の特例）

３　この命令の施行の際現に存するこの命令による改正前の地方公務員等共済組合法施行規程別紙様式第二十五号及び別紙様式第二十五号

の二の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
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附　則　（平成二七年三月三一日内閣府・総務省・文部科学省令第一号）

（施行期日）

第一条　この命令は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。

（経理単位に関する経過措置）

第二条　組合のこの命令による改正前の地方公務員等共済組合法施行規程（以下「旧規程」という。）第六条第一項第二号に規定する長期

経理に係る権利及び義務は、この命令の施行の日（次条及び附則第四条において「施行日」という。）において組合の厚生年金保険経理

又は経過的長期経理が承継する。

（厚生年金保険給付組合積立金の当初額）

第三条　旧規程第八十三条の二に規定する長期給付積立金のうち、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正

する法律（平成二十四年法律第六十三号。以下「被用者年金一元化法」という。）附則第二十七条第一項の規定により被用者年金一元化

法第一条の規定による改正後の厚生年金保険法（昭和二十九年法律第百十五号）第七十九条の二に規定する実施機関積立金として積み立

てられたものとみなされた額に相当する部分は、施行日において、この命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程（以下「新

規程」という。）第八十三条の二に規定する厚生年金保険給付組合積立金として積み立てられたものとみなす。

（経過的長期給付組合積立金の当初額）

第四条　旧規程第八十三条の二に規定する長期給付積立金のうち、その額から前条の規定により厚生年金保険給付組合積立金として積み立

てられたものとみなされた額を控除した額に相当する部分は、施行日において、新規程附則第一条の二第三項において準用する新規程第

八十三条の三に規定する経過的長期給付組合積立金として積み立てられたものとみなす。

（積立金の移換に関する経過措置）

第五条　被用者年金一元化法附則第五十二条第一項の規定により指定都市職員共済組合から全国市町村職員共済組合連合会（以下「市町村

連合会」という。）に承継した資産の移換が完了するまでの間における指定都市職員共済組合の厚生年金保険経理及び経過的長期経理に

おける資産勘定、負債勘定及び資本勘定に属する勘定科目に係る新規程別表第一号表第一号表の二及び附則別表の適用については、これ

らの表中「指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合」とあるのは、「市町村職員共済組合」とし、「未達回送金」とあるのは、「／未

達回送金／承継資産仮勘定／」とする。

第六条　被用者年金一元化法附則第五十二条第一項の規定により指定都市職員共済組合から市町村連合会に承継した資産の移換が完了する

までの間における指定都市職員共済組合の厚生年金保険預託金管理経理における資産勘定、負債勘定及び資本勘定に属する勘定科目に係

る新規程別表第一号表第一号表の四の適用については、同表中「未収金」とあるのは、「／未収金／承継資産仮勘定／」とする。

２　被用者年金一元化法附則第五十二条第一項の規定により指定都市職員共済組合から市町村連合会に承継した資産の移換が完了するまで

の間における指定都市職員共済組合の退職等年金預託金管理経理における資産勘定、負債勘定及び資本勘定に属する勘定科目に係る新規

程別表第一号表第一号表の五の適用については、同表中「未収金」とあるのは、「／未収金／承継資産仮勘定／」とする。

３　被用者年金一元化法附則第五十二条第一項の規定により指定都市職員共済組合から市町村連合会に承継した資産の移換が完了するまで

の間における指定都市職員共済組合の経過的長期預託金管理経理における資産勘定、負債勘定及び資本勘定に属する勘定科目に係る附則

別表第二の適用については、同表中「未収金」とあるのは、「／未収金／承継資産仮勘定／」とする。

（その他の経過措置）

第七条　前五条に定めるもののほか、この命令の施行に伴う必要な経過措置については、別に総務大臣が定める。

附　則　（平成二七年九月三〇日内閣府・総務省・文部科学省令第二号）

（施行期日）

第一条　この命令は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十七年十月五日から施行する。

（老齢厚生年金の請求の特例）

第二条　被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律（平成二十四年法律第六十三号。以下この条にお

いて「平成二十四年一元化法」という。）附則第六十一条に規定する給付のうち平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方

公務員等共済組合法（昭和三十七年法律第百五十二号）附則第十九条又は第二十六条の規定による退職共済年金の受給権者であつて、厚

生年金保険法（昭和二十九年法律第百十五号）の規定による老齢厚生年金について同法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者

については、この命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程第百二十条第一項により適用することとされた厚生年金保険法施

行規則第三十条の二の規定を適用する。

（その他の経過措置）

第三条　前二条に定めるもののほか、この命令の施行に伴う必要な経過措置については、別に主務大臣が定める。

附　則　（平成二七年一二月二五日内閣府・総務省・文部科学省令第三号）

この命令は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、第百二十八条第三項の改正規定は、行政手続における特定の個人を識別す

るための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第三号に掲げる規定の施行の日（平成二十八年一月

一日）から施行する。

附　則　（平成二八年三月三一日内閣府・総務省・文部科学省令第一号）

この命令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附　則　（平成二八年一一月三〇日内閣府・総務省・文部科学省令第二号）

この命令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二八年一二月二八日内閣府・総務省・文部科学省令第三号）

この命令は、平成二十九年一月一日から施行する。

附　則　（平成二九年三月三一日内閣府・総務省・文部科学省令第一号）

（施行期日）

第一条　この命令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一　別表第一号表及び附則別表第一の改正規定並びに附則第三条の規定　平成二十九年四月一日

二　第百二十条の改正規定及び次条の規定　平成二十九年八月一日

三　目次の改正規定及び第四章第二節中第百十九条の四の次に一条を加える改正規定　平成三十年一月一日

（老齢厚生年金等施行日前請求手続をとった加給年金額の対象者がある者の加算事由該当の届出）

第二条　公的年金制度の財政基盤及び 低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政

令（平成二十九年政令第二十八号）第八条の規定による裁定の請求の手続（次条において「老齢厚生年金等施行日前請求手続」という。）

をとった厚生年金保険法（昭和二十九年法律第百十五号）による老齢厚生年金（地方公務員共済組合（指定都市職員共済組合、市町村職

員共済組合及び都市職員共済組合にあっては、全国市町村職員共済組合連合会（以下この条において「市町村連合会」という。））が支給
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するものに限る。次条において同じ。）又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律（平成二十

四年法律第六十三号）附則第六十五条第一項に規定する退職共済年金（次条において「平成二十四年一元化法附則第六十五条退職共済年

金」という。）の受給権者であって、公的年金制度の財政基盤及び 低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の

施行の日（以下この条において「施行日」という。）において、厚生年金保険法第四十四条第一項に規定する加給年金額の対象者がある

ものは、施行日以後速やかに、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を地方公務員共済組合（指定都市職員共済組合、市町

村職員共済組合及び都市職員共済組合にあっては、地方公務員等共済組合法（昭和三十七年法律第百五十二号）第二十七条第四項の規定

により市町村連合会の業務をこれらの地方公務員共済組合に行わせることとした場合を除き、市町村連合会）に提出しなければならな

い。

一　受給権者の氏名、生年月日及び住所

二　基礎年金番号（国民年金法（昭和三十四年法律第百四十一号）第十四条に規定する基礎年金番号をいう。）

三　加給年金額の対象者の氏名及び生年月日

四　加給年金額の対象者が受給権者によって生計を維持している旨

（施行日前請求手続に係る経過措置）

第三条　老齢厚生年金及び平成二十四年一元化法附則第六十五条退職共済年金に係る老齢厚生年金等施行日前請求手続については、この命

令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程第百二十条の規定により読み替えられた公的年金制度の財政基盤及び 低保障機能の

強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令（平成二十九年厚

生労働省令第十一号）による改正後の厚生年金保険法施行規則（昭和二十九年厚生省令第三十七号）第三十条の規定の例による。

附　則　（平成二九年七月三一日内閣府・総務省・文部科学省令第二号）

（施行期日）

第一条　この命令は、平成二十九年八月一日から施行する。ただし、別紙様式第二十五号の二の改正規定は、平成二十九年十月一日から施

行する。

（様式の特例）

第二条　第一条の規定による改正前の別紙様式第二十五号の二による限度額適用・標準負担額減額認定証は、当分の間、同条の規定による

改正後の別紙様式第二十五号の二の様式によるものとみなす。

第三条　附則第一条ただし書に規定する規定の施行の際現に存する第一条の規定による改正前の別紙様式第二十五号の二の様式は、当分の

間、これを取り繕い使用することができる。

附　則　（平成二九年一一月九日内閣府・総務省・文部科学省令第三号）

この命令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成三〇年三月二日内閣府・総務省・文部科学省令第一号）

この命令は、平成三十年三月五日から施行する。

附　則　（平成三〇年六月二九日内閣府・総務省・文部科学省令第二号）

この命令は、平成三十年七月二日から施行する。

附　則　（平成三〇年七月三〇日内閣府・総務省・文部科学省令第三号）

（施行期日）

第一条　この命令は、平成三十年八月一日から施行する。

（様式の特例）

第二条　この命令による改正前の別紙様式第二十五号による限度額適用認定証及び別紙様式第二十五号の二による限度額適用・標準負担額

減額認定証は、当分の間、この命令による改正後の別紙様式第二十五号及び別紙様式第二十五号の二の様式によるものとみなす。

附　則　（平成三〇年一二月二八日内閣府・総務省・文部科学省令第四号）

（施行期日）

１　この命令は、平成三十一年八月一日から施行する。ただし、次項の規定は、平成三十一年六月一日から施行する。

（経過措置）

２　この命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程（以下「新令」という。）第百四十六条、第百五十三条の二、附則第十七条、

附則第二十一条、附則第二十七条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前施行規程（同条の規定によりなお効力を有するも

のとされた改正前施行規程をいう。）第百五十七条、附則第三十三条又は附則第三十五条の届出を行おうとする者（その誕生日が八月一

日から九月三十日までの間にある者に限る。）は、この命令の施行の日前においても、新令の規定の例により当該届出を行うことができ

る。

附　則　（平成三一年三月二九日内閣府・総務省・文部科学省令第一号）

この命令は、平成三十一年四月十五日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一　第百十条の八及び別表第１号表の１の改正規定　平成三十一年四月一日

二　目次、第百二条第二項、第百四条の二、第百六条の五、第百十条の四、第百十条の四の二、第百十条の六、第百十条の七、第百十三

条、第百九十条、附則第二十七条、附則第三十九条及び附則第三十九条の二の改正規定（附則第二十七条の改正規定にあつては、同条の

表改正前施行規程第百二十条第一項第一号に係る部分及び改正前施行規程第百二十八条の二第一項第一号の項の次に改正前施行規程第百

二十八条の二第一項第三号の項を加える部分に限る。）　平成三十一年七月一日

附　則　（令和元年五月七日内閣府・総務省・文部科学省令第一号）

（施行期日）

１　この命令は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２　この命令の施行の際現に存するこの命令による改正前の様式（次項において「旧様式」という。）により使用されている書類は、当分

の間、この命令による改正後の様式によるものとみなす。

３　この命令の施行の際現に存する旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附　則　（令和元年五月二三日内閣府・総務省・文部科学省令第二号）

この命令は、公布の日から施行する。

附　則　（令和元年六月二四日内閣府・総務省・文部科学省令第三号）

この命令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日（令和元年七月一日）から施行する。

附　則　（令和元年八月三〇日内閣府・総務省・文部科学省令第四号）

（施行期日）
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１　この命令は、令和二年四月一日から施行する。ただし、附則第三項の規定は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２　医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律附則第九条の規定による改正後の地方公務員等

共済組合法（以下この項及び次項において「改正後の法」という。）第二条第一項第二号及びこの命令による改正後の地方公務員等共済

組合法施行規程（以下この項及び次項において「改正後の規程」という。）第二条の二の規定の施行により被扶養者の要件を欠くに至る

者であつて、この命令の施行の際現に地方公務員等共済組合法第五十七条第一項各号に掲げる医療機関に入院しているものの当該入院の

期間における被扶養者としての資格については、その者が引き続き当該組合員と同一の世帯に属し、主としてその組合員の収入により生

計を維持している間（その者が当該組合員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹である場合にあつては、主としてその組合員の

収入により生計を維持している間）に限り、改正後の法第二条第一項第二号及び改正後の規程第二条の二の規定にかかわらず、なお従前

の例による。

３　組合は、この命令の施行の日前においても、改正後の法第二条第一項第二号及び改正後の規程第二条の二の規定の施行により被扶養者

の要件を欠くに至る者を有する組合員から、令和二年四月一日における状況を記載した改正後の規程第九十四条第一項の規定による被扶

養者申告書の提出を受けることができる。

附　則　（令和元年九月二七日内閣府・総務省・文部科学省令第五号）

（施行期日）

１　この命令は、医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律（次項において「改正法」とい

う。）附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２　組合は、この命令の施行の日前においても、組合員及びその被扶養者が改正法附則第九条の規定による改正後の地方公務員等共済組合

法第五十七条第一項に規定する電子資格確認により、組合員又はその被扶養者であることの確認を受けることができるよう、組合員及び

その被扶養者が市町村長（特別区の区長を含む。）に対して行う個人番号カード（行政手続における特定の個人を識別するための番号の

利用等に関する法律（平成二十五年法律第二十七号）第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。）の交付の申請（同法第十七条第

一項に規定する申請をいう。）に必要な支援を組合員に対し、及び直接に又は組合員を通じてその被扶養者に対し、行うことができる。

附　則　（令和元年一一月一日内閣府・総務省・文部科学省令第六号）　抄

（施行期日）

第一条　この命令は、医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規

定の施行の日から施行する。ただし、附則第六条の改正規定中目次に係る部分は令和二年四月一日から、別紙様式目次に係る部分は公布

の日から施行する。

（様式の特例）

第二条　この命令による改正前の別紙様式第十四号による組合員証、別紙様式第十九号による組合員被扶養者証、別紙様式第二十号による

高齢受給者証、別紙様式第二十三号による特別療養証明書、別紙様式第二十五号による限度額適用認定証、別紙様式第二十五号の二によ

る限度額適用・標準負担額減額認定証、別紙様式第二十六号による特定疾病療養受療証、別紙様式第四十号による船員組合員証、別紙様

式第四十一号による船員組合員被扶養者証、別紙様式第四十四号による船員組合員療養補償証明書、別紙様式第四十六号による任意継続

組合員証及び別紙様式第四十六号の二による任意継続組合員被扶養者証は、当分の間、この命令による改正後の別紙様式第十四号、別紙

様式第十九号、別紙様式第二十号、別紙様式第二十三号、別紙様式第二十五号、別紙様式第二十五号の二、別紙様式第二十六号、別紙様

式第四十号、別紙様式第四十一号、別紙様式第四十四号、別紙様式第四十六号及び別紙様式第四十六号の二の様式によるものとみなす。

第三条　この命令の施行の際現に存するこの命令による改正前の別紙様式第十四号、別紙様式第十九号、別紙様式第二十号、別紙様式第二

十三号、別紙様式第二十五号、別紙様式第二十五号の二、別紙様式第二十六号、別紙様式第四十号、別紙様式第四十一号、別紙様式第四

十四号、別紙様式第四十六号及び別紙様式第四十六号の二の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

（地方公務員等共済組合法施行規程の一部を改正する命令附則第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同令に

よる改正前の地方公務員等共済組合法施行規程の読替え）

第四条　地方公務員等共済組合法施行規程の一部を改正する命令（平成十七年内閣府・総務省・文部科学省令第二号）附則第二項の規定に

よりなお従前の例によることとされる場合における同令による改正前の地方公務員等共済組合法施行規程（次条において「平成十七年改

正前施行規程」という。）別紙様式第二十号の規定の適用については、同様式（表）中「平成」とあるのは「令和」と、

「 」とあるのは「 」とする。

（読替え前の平成十七年改正前施行規程別紙様式の特例）

第五条　前条の規定による読替え前の平成十七年改正前施行規程別紙様式第二十号による高齢受給者証は、当分の間、同条の規定による読

替え後の平成十七年改正前施行規程別紙様式第二十号の様式によるものとみなす。

２　この命令の施行の際現に存する前条の規定による読替え前の平成十七年改正前施行規程別紙様式第二十号の用紙は、当分の間、これを

取り繕い使用することができる。

附　則　（令和元年一二月二日内閣府・総務省・文部科学省令第七号）

この命令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政

手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附　則　（令和二年九月二五日内閣府・総務省・文部科学省令第一号）

この命令は、令和二年十月一日から施行する。ただし、別表第１号表の改正規定は、公布の日から施行する。

附　則　（令和二年一〇月二六日内閣府・総務省・文部科学省令第二号）

この命令は、公布の日から施行する。

附　則　（令和二年一二月二八日内閣府・総務省・文部科学省令第三号）

（施行期日）

第一条　この命令は、令和三年一月一日から施行する。
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（経過措置）

第二条　この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式（次項において「旧様式」という。）により使用されている書類は、こ

の命令による改正後の様式によるものとみなす。

２　この命令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附　則　（令和三年一月二九日内閣府・総務省・文部科学省令第一号）

（施行期日）

第一条　この命令は、公布の日から施行する。

（経過措置）

第二条　組合は、この命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程（以下「新規程」という。）の規定にかかわらず、当分の間、

この命令による改正前の別紙様式第十四号による組合員証、別紙様式第十九号による組合員被扶養者証、別紙様式第二十号による高齢受

給者証、別紙様式第二十五号による限度額適用認定証、別紙様式第二十五号の二による限度額適用・標準負担額減額認定証、別紙様式第

二十六号による特定疾病療養受療証、別紙様式第四十号による船員組合員証、別紙様式第四十一号による船員組合員被扶養者証、別紙様

式第四十六号による任意継続組合員証及び別紙様式第四十六号の二による任意継続組合員被扶養者証（以下「旧組合員証等」という。）

を交付することができる。この場合において、旧組合員証等の様式については、新規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。

２　この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式（次項において「旧様式」という。）による用紙は、この命令による改正後

の様式によるものとみなす。

３　前二項の規定にかかわらず、旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用す

ることができる。

附　則　（令和三年八月三一日内閣府・総務省・文部科学省令第二号）

この命令は、公布の日から施行する。

附　則　（令和三年一二月二八日内閣府・総務省・文部科学省令第三号）

（施行期日）

第一条　この命令は、令和四年一月一日から施行する。

（障害厚生年金の額の改定等に関する経過措置）

第二条　国民年金法施行令等の一部を改正する政令（以下「改正令」という。）附則第三条第三項の規定による障害厚生年金（地方公務員

共済組合（指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあっては、全国市町村職員共済組合連合会）が支給する

ものに限る。以下同じ。）の額の改定の請求は、施行規程第百二十条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法施行規則（昭和

二十九年厚生省令第三十七号。以下この条において「読替え後厚年則」という。）第四十七条第一項各号に掲げる事項を記載した請求書

を地方公務員共済組合（指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあっては、地方公務員等共済組合法第二十

七条第四項の規定により全国市町村職員共済組合連合会の業務をこれらの地方公務員共済組合に行わせることとした場合を除き、全国市

町村職員共済組合連合会。以下「組合」という。）に提出することによって行わなければならない。

２　前項の請求書には、読替え後厚年則第四十七条第二項各号に掲げる書類等を添えなければならない。

３　第一項の請求は、障害厚生年金の受給権者（その障害の程度が改正令第一条の規定による改正前の国民年金法施行令（昭和三十四年政

令第百八十四号）別表に定める二級の障害の状態に該当する者に限る。）が同時に当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎

年金の受給権を有する場合においては、改正令附則第二条第二項の規定による請求に併せて行わなければならない。この場合において、

第一項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当

該障害基礎年金の年金額改定請求書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は

添えることを要しないものとする。

４　改正令附則第三条第六項の規定による障害厚生年金の支給の請求をしようとするときは、読替え後厚年則第四十四条第一項各号に掲げ

る事項を記載した請求書を組合に提出しなければならない。

５　前項の請求書には、読替え後厚年則第四十四条第二項各号に掲げる書類等を添えなければならない。

（公務障害年金の額の改定等に関する経過措置）

第三条　改正令附則第三条第三項の規定による地方公務員等共済組合法第七十六条第二号に規定する公務障害年金の額の改定の請求は、施

行規程第百四十四条第一項各号に掲げる事項を記載した請求書を組合に提出することによって行わなければならない。

２　前項の請求書には、施行規程第百四十四条第二項各号に掲げる書類を添えなければならない。

３　第一項の請求書を提出する者が、同時に前条第一項による障害厚生年金（当該公務障害年金と同一の給付事由に基づいて支給されるも

のに限る。）の改定請求をするときは、前項の規定により当該請求書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該障害

厚生年金の改定請求書に添えたものについては、同項の規定にかかわらず、第一項の請求書に併せて提出することを要しないものとす

る。

（旧職域加算障害給付の額の改定等に関する経過措置）

第四条　改正令附則第三条第三項の規定による被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律（平成二十

四年法律第六十三号。次条第一項において「一元化法」という。）附則第六十条第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額のう

ち障害を給付事由とするもの（第三項において「旧職域加算障害給付」という。）の額の改定の請求は、施行規程附則第十五条第一項各

号に掲げる事項を記載した請求書を組合に提出することによって行わなければならない。

２　前項の請求書には、施行規程附則第十五条第二項各号に掲げる書類を添えなければならない。

３　第一項の請求書を提出する者が、同時に附則第二条第一項による障害厚生年金（当該旧職域加算障害給付と同一の給付事由に基づいて

支給されるものに限る。）の改定請求をするときは、前項の規定により当該請求書と併せて提出しなければならないこととされた書類の

うち当該障害厚生年金の改定請求書に添えたものについては、同項の規定にかかわらず、第一項の請求書に併せて提出することを要しな

いものとする。

（障害共済年金の額の改定等に関する経過措置）

第五条　改正令附則第三条第三項の規定による一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち障害共済年金の額の改定の請求は、な

お効力を有する改正前施行規程（一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた施行規程附則第二十七

条に規定する改正前施行規程をいい、同条の規定により読み替えられた規定にあっては、同条の規定による読替え後のものとする。次項

において同じ。）第百三十条第一項各号に掲げる事項を記載した請求書を組合に提出することによって行わなければならない。

２　前項の請求書には、なお効力を有する改正前施行規程第百三十条第二項各号に掲げる書類を添えなければならない。

附　則　（令和四年三月三一日内閣府・総務省・文部科学省令第一号）
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（施行期日）

第一条　この命令は、令和四年四月一日から施行する。

（加給年金額対象者の不該当の届出）

第二条　厚生年金保険法（昭和二十九年法律第百十五号）第四十二条の規定による老齢厚生年金（地方公務員共済組合（指定都市職員共済

組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあっては、全国市町村職員共済組合連合会）が支給するものに限る。以下同じ。）又

は同法第四十七条第一項の規定による障害厚生年金（地方公務員共済組合（指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共

済組合にあっては、全国市町村職員共済組合連合会）が支給するものに限る。以下同じ。）の受給権者（この命令の施行の日（以下「施

行日」という。）において年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に

関する政令（令和三年政令第二百二十九号。以下「経過措置政令」という。）附則第五条第一項の規定により同法第四十六条第六項（同

法第五十四条第三項において準用する場合を含む。）の規定の適用を受けない者に限る。以下この条及び次条において単に「受給権者」

という。）は、その配偶者が、同法第四十四条第四項第一号から第三号までのいずれかに該当するに至ったときは、速やかに、次に掲げ

る事項を記載した届書を地方公務員共済組合（指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあっては、地方公務

員等共済組合法第二十七条第四項の規定により全国市町村職員共済組合連合会の業務をこれらの地方公務員共済組合に行わせることとし

た場合を除き、全国市町村職員共済組合連合会。以下「組合」という。）に提出しなければならない。

一　受給権者の氏名、生年月日及び住所

二　受給権者の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成二十五年法律第二十七号）第二条第五項

に規定する個人番号（以下「個人番号」という。）又は国民年金法（昭和三十四年法律第百四十一号）第十四条に規定する基礎年金番

号（以下「基礎年金番号」という。）

三　受給権者の老齢厚生年金又は障害厚生年金の年金証書の年金コード（厚生年金保険法施行規則（昭和二十九年厚生省令第三十七号）

第三十条第一項第九号に規定する年金コードをいう。以下同じ。）

四　配偶者の氏名及び生年月日

五　配偶者が厚生年金保険法第四十四条第四項第一号から第三号までのいずれかに該当するに至った年月日及びその事由

（加給年金額支給停止事由の該当の届出）

第三条　受給権者は、施行日の属する月以降の月分の老齢厚生年金又は障害厚生年金について、経過措置政令附則第五条第一項第二号に該

当するに至ったとき（当該受給権者の配偶者に対する老齢厚生年金（当該受給権者の老齢厚生年金又は障害厚生年金を支給する地方公務

員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会から支給されるものに限る。）が施行日の前日において厚生年金保険法附則第七条の四第

一項（同法附則第十一条の五及び第十三条の六第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。）の規定によりその全額

につき支給を停止されている場合であって、施行日以後に同法附則第七条の四第一項の規定による支給停止が解除されたときを除く。）

は、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を組合に提出しなければならない。

一　受給権者の氏名、生年月日及び住所

二　受給権者の個人番号又は基礎年金番号

三　受給権者の老齢厚生年金又は障害厚生年金の年金証書の年金コード

四　配偶者の氏名及び生年月日

五　配偶者が支給を受けることができることとなった経過措置政令第五条の規定による改正前の厚生年金保険法施行令（昭和二十九年政

令第百十号）第三条の七各号に掲げる老齢又は退職を支給事由とする給付（以下「老齢又は退職を支給事由とする給付」という。）の

名称、老齢又は退職を支給事由とする給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなった年月日並

びにその年金証書の年金コード又は記号番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号

２　受給権者は、施行日の属する月以降の月分の老齢厚生年金又は障害厚生年金について、経過措置政令附則第五条第一項第三号に該当す

るに至ったとき（当該受給権者の配偶者に対する老齢厚生年金（当該受給権者の老齢厚生年金又は障害厚生年金を支給する地方公務員共

済組合又は全国市町村職員共済組合連合会から支給されるものに限る。）が、障害厚生年金又は国民年金法による障害基礎年金（受給権

者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の受給権を有するものに限る。）の支給を受けることにより支給を

停止されるに至ったときを除く。）は、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を組合に提出しなければならない。

一　受給権者の氏名、生年月日及び住所

二　受給権者の個人番号又は基礎年金番号

三　受給権者の老齢厚生年金又は障害厚生年金の年金証書の年金コード

四　配偶者の氏名及び生年月日

五　配偶者が支給を受けることを選択した年金たる給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることと

なった年月日並びにその年金証書の年金コード又は記号番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号

（改正前地共済法による加給年金額対象者の届出）

第四条　前二条の規定は、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律（平成二十四年法律第六十三

号）附則第六十一条第一項に規定する給付のうち退職共済年金又は障害共済年金について準用する。この場合において、附則第二条中

「附則第五条第一項」とあるのは「附則第五条第五項において読み替えて準用する同条第一項」と、「同法第四十六条第六項（同法」とあ

るのは「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制

度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長

期給付等に関する経過措置に関する政令（平成二十七年政令第三百四十七号。以下この条及び次条第一項第五号において「平成二十七年

地共済経過措置政令」という。）第十七条第一項の規定により読み替えられた被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等

の一部を改正する法律（平成二十四年法律第六十三号）第一条の規定による改正後の厚生年金保険法（昭和二十九年法律第百十五号。以

下この条において「改正後厚生年金保険法」という。）第四十六条第六項（平成二十七年地共済経過措置政令第十七条第一項の規定によ

り読み替えられた改正後厚生年金保険法」と、「同法第四十四条第四項第一号」とあるのは「被用者年金制度の一元化等を図るための厚

生年金保険法等の一部を改正する法律附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第三条の規定による改

正前の地方公務員等共済組合法（第五号において「なお効力を有する改正前地共済法」という。）第八十条第四項第一号」と、同条第五

号中「厚生年金保険法第四十四条第四項第一号」とあるのは「なお効力を有する改正前地共済法第八十条第四項第一号」と、前条第一項

中「附則第五条第一項第二号」とあるのは「附則第五条第五項において読み替えて準用する同条第一項第二号」と、「とき（当該受給権

者の配偶者に対する老齢厚生年金（当該受給権者の老齢厚生年金又は障害厚生年金を支給する地方公務員共済組合又は全国市町村職員共

済組合連合会から支給されるものに限る。）が施行日の前日において厚生年金保険法附則第七条の四第一項（同法附則第十一条の五及び

第十三条の六第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。）の規定によりその全額につき支給を停止されている場合

であって、施行日以後に同法附則第七条の四第一項の規定による支給停止が解除されたときを除く。）」とあるのは「とき」と、同項第五
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号中「経過措置政令第五条」とあるのは「平成二十七年地共済経過措置政令第十七条第二項の規定により読み替えられた経過措置政令第

五条」と、同条第二項中「附則第五条第一項第三号」とあるのは「附則第五条第五項において読み替えて準用する同条第一項第三号」

と、「とき（当該受給権者の配偶者に対する老齢厚生年金（当該受給権者の老齢厚生年金又は障害厚生年金を支給する地方公務員共済組

合又は全国市町村職員共済組合連合会から支給されるものに限る。）が、障害厚生年金又は国民年金法による障害基礎年金（受給権者が

同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の受給権を有するものに限る。）の支給を受けることにより支給を停止

されるに至ったときを除く。）」とあるのは「とき」と読み替えるものとする。

（事業報告書に関する経過措置）

第五条　この命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程第百六十七条の規定は、令和四年度末日現在における事業報告書から適

用し、令和三年度末日現在における事業報告書については、なお従前の例による。

附　則　（令和四年五月二〇日内閣府・総務省・文部科学省令第二号）

（施行期日）

第一条　この命令は、公布の日から施行する。

（様式の特例）

第二条　この命令の施行の際現に交付されているこの命令による改正前の別紙様式第二十号による高齢受給者証、別紙様式第二十五号によ

る限度額適用認定証、別紙様式第二十五号の二による限度額適用・標準負担額減額認定証及び別紙様式第二十六号による特定疾病療養受

療証は、それぞれこの命令による改正後の別紙様式第二十号、別紙様式第二十五号、別紙様式第二十五号の二及び別紙様式第二十六号の

様式によるものとみなす。

第三条　この命令の施行の際現に存するこの命令による改正前の別紙様式第二十号、別紙様式第二十五号、別紙様式第二十五号の二及び別

紙様式第二十六号の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附　則　（令和四年六月二四日内閣府・総務省・文部科学省令第三号）

この命令は、公布の日から施行する。

附　則　（令和四年八月二四日内閣府・総務省・文部科学省令第四号）

（施行期日）

第一条　この命令は、令和四年十月一日から施行する。

（育児休業等に関する経過措置）

第二条　この命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程（以下「改正後の規程」という。）第百六十四条の三（第百六十四条の

四において準用する場合を含む。）の規定は、この命令の施行の日（以下「施行日」という。）以後に開始する地方公務員等共済組合法第

四十三条第十二項に規定する育児休業等について適用し、施行日前に開始した同項に規定する育児休業等については、なお従前の例によ

る。

（継続被保険者に係る届出）

第三条　厚生年金保険法（昭和二十九年法律第百十五号）第二条の五第一項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者期間に基づく年金制

度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令（令和三年政令第二百

二十九号。以下「経過措置政令」という。）第五十五条第一項に規定する障害者・長期加入者の老齢厚生年金の受給権者（同項に規定す

る継続被保険者（以下単に「継続被保険者」という。）に限る。）又は年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律附

則第一条第八号に掲げる規定の施行の日前において支給事由の生じた厚生年金保険法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金

の受給権者（継続被保険者であって、同法附則第十三条の五第一項に規定する繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金（同法附則第八条

の二第三項に規定する者であることにより当該繰上げ調整額が加算されているものを除く。）の受給権者に限る。）は、施行日以後速やか

に、次に掲げる事項を記載した届書に、経過措置政令第五十五条第一項第一号に規定する者に該当することを証する書類を添えて、これ

を地方公務員共済組合（指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあっては、地方公務員等共済組合法第二十

七条第四項の規定により全国市町村職員共済組合連合会の業務をこれらの地方公務員共済組合に行わせることとした場合を除き、全国市

町村職員共済組合連合会）に提出しなければならない。

一　受給権者の氏名、生年月日及び住所

二　受給権者の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成二十五年法律第二十七号）第二条第五項

に規定する個人番号又は国民年金法（昭和三十四年法律第百四十一号）第十四条に規定する基礎年金番号

三　老齢厚生年金の年金証書の年金コード（年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。）

四　継続被保険者に該当する旨（厚生年金保険の被保険者の資格の取得事由を含む。）

（特定法人以外の特定地方独立行政法人等に係る届出）

第四条　地方公務員等共済組合法施行令及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務

員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う

地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令の一部を改正する政令（令和四年政令第二百六十六号。以下

「改正令」という。）附則第三条第二項ただし書、第四項又は第六項の規定による申出は、公的年金制度の財政基盤及び 低保障機能の強

化等のための国民年金法等の一部を改正する法律（平成二十四年法律第六十二号。以下「年金機能強化法」という。）附則第十七条第二

項ただし書、第五項又は第八項の規定による申出をすることができる場合にあっては、当該申出と同時に行わなければならない。

２　改正令附則第三条第二項ただし書、第四項又は第六項の規定による申出に係る手続については、年金機能強化法附則第十七条第二項た

だし書、第五項又は第八項の規定による申出に係る手続に準じて行うものとする。

３　前二項の規定は、改正令附則第四条第三項において同令附則第三条の規定を法人等に使用される者について準用する場合について準用

する。

４　改正令附則第四条第二項の規定により読み替えられた改正令附則第二条第二項に規定する主務省令で定める規定は、改正後の規程第百

七十九条第二項、第百七十九条の二第二項、第百七十九条の三第二項又は第百七十九条の四第二項（改正令附則第四条第二項の規定によ

り読み替えられた附則第二条第二項に規定する総務大臣が定めるものにあっては、改正後の規程第百七十九条第二項及び第四項、第百七

十九条の二第二項及び第百七十九条の五第二項、第百七十九条の三第二項及び第百七十九条の五第二項又は第百七十九条の四第二項及び

第百七十九条の五第二項）とする。

５　改正令附則第四条第三項の規定により読み替えられた改正令附則第三条第一項に規定する主務省令で定める者は、改正後の規程第百七

十九条第一項第五号、第百七十九条の二第一項第四号、第百七十九条の三第一項第四号又は第百七十九条の四第一項第四号に掲げる者と

する。

６　改正令附則第四条第三項の規定により読み替えられた改正令附則第三条第八項に規定する主務省令で定める規定は、改正後の規程第百

七十九条第二項、第百七十九条の二第二項、第百七十九条の三第二項又は第百七十九条の四第二項とする。
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附　則　（令和五年三月二二日内閣府・総務省・文部科学省令第一号）

この命令は、公布の日から施行する。

附　則　（令和五年三月三一日内閣府・総務省・文部科学省令第二号）

この命令は、令和五年四月一日から施行する。

附　則　（令和五年八月三一日内閣府・総務省・文部科学省令第三号）

この命令は、令和五年九月一日から施行する。

附　則　（令和五年九月二九日内閣府・総務省・文部科学省令第四号）

（施行期日）

１　この命令は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２　この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式（次項において「旧様式」という。）により使用されている書類は、この命

令による改正後の様式によるものとみなす。

３　この命令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附　則　（令和六年二月二九日内閣府・総務省・文部科学省令第一号）

この命令は、令和六年三月一日から施行する。

附　則　（令和六年三月二九日内閣府・総務省・文部科学省令第二号）

（施行期日）

第一条　この命令は、令和六年四月一日から施行する。

（様式の特例）

第二条　この命令の施行の際現に交付されているこの命令による改正前の別紙様式第二十五号による限度額適用認定証及び別紙様式第二十

五号の二による限度額適用・標準負担額減額認定証は、それぞれこの命令による改正後の別紙様式第二十五号及び別紙様式第二十五号の

二の様式によるものとみなす。

第三条　この命令の施行の際現に存するこの命令による改正前の別紙様式第二十五号及び別紙様式第二十五号の二の用紙は、当分の間、こ

れを取り繕い使用することができる。

附　則　（令和六年四月三〇日内閣府・総務省・文部科学省令第三号）

この命令は、令和六年五月七日から施行する。

附　則　（令和六年五月二七日内閣府・総務省・文部科学省令第四号）

この命令は、令和六年五月二十七日から施行する。

別紙様式

目次

別紙様式第１号　事業計画

別紙様式第２号　予算

別紙様式第３号　伝票、日記帳

別紙様式第４号　元帳、補助簿

別紙様式第５号　出納計算帳

別紙様式第６号　決算精算表

別紙様式第７号　決算附属明細表、財務諸表附属明細表

別紙様式第８号　財務諸表

別紙様式第９号　組合員原票

別紙様式第１０号　削除

別紙様式第１１号　削除

別紙様式第１２号　削除

別紙様式第１３号　削除

別紙様式第１４号　組合員証

別紙様式第１５号　削除

別紙様式第１６号　削除

別紙様式第１７号　組合員証整理簿

別紙様式第１８号　削除

別紙様式第１９号　組合員被扶養者証

別紙様式第１９号の２　組合員被扶養者証整理簿

別紙様式第２０号　高齢受給者証

別紙様式第２０号の２　高齢受給者証整理簿

別紙様式第２１号　削除

別紙様式第２１号の２　基準収入額適用申請書

別紙様式第２２号　特別療養証明書交付申請書

別紙様式第２３号　特別療養証明書

別紙様式第２４号　特別療養証明書整理簿

別紙様式第２５号　限度額適用認定証

別紙様式第２５号の２　限度額適用・標準負担額減額認定証

別紙様式第２６号　特定疾病療養受療証

別紙様式第２７号　診療報酬領収済明細書

別紙様式第２８号　特別療養給付管理台帳

別紙様式第２９号　削除

別紙様式第３０号　削除

別紙様式第３１号　削除

別紙様式第３２号　削除

別紙様式第３３号　削除
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別紙様式第３４号　削除

別紙様式第３５号　削除

別紙様式第３６号　削除

別紙様式第３７号　監査証票

別紙様式第３８号　検査証票

別紙様式第３９号　削除

別紙様式第４０号　船員組合員証

別紙様式第４１号　船員組合員被扶養者証

別紙様式第４２号　船員組合員証整理簿

別紙様式第４３号　船員組合員被扶養者証整理簿

別紙様式第４４号　船員組合員療養補償証明書

別紙様式第４５号　任意継続組合員原票

別紙様式第４６号　任意継続組合員証

別紙様式第４６号の２　任意継続組合員被扶養者証

別紙様式第４７号　任意継続組合員証整理簿

別紙様式第４７号の２　任意継続組合員被扶養者証整理簿
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別紙様式第１号

別紙様式第1号 

 

 事 業 計 画 目 次  

 

事業計画及び予算表紙      第1号の1 

事 業 計 画 概 況      第1号の2 

支部及び所属所の現況      第1号の3 

施 設 の 現 況      第1号の4 

組 合 員 数 等 推 算      第1号の5 

 

第1号の1 

    事業計画及び予算表紙 

 令和   年度事業計画及び予算  

 

          ○○共済組合  

 

第1号の2 

 

 事 業 計 画 概 況  

 

経 理 単 位 名 概 要 

    

 

備考 各経理単位の事業計画内容を記載すること。 

 

第1号の3 

 

 支 部 及 び 所 属 所 の 現 況  

 

区分 

 

支部名 

単位

所属

所数 

組合

員数 

支部における実施経理単位 

短期 厚年 退年 業務 保健 医療 宿泊 住宅 貯金 貸付 物資 経長 財形 

                                

                                

                                

  

                                

                                

計                               
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第1号の4 

 

〇 〇 経 理 

 

 施 設 の 現 況  

 

区分 

 

 

施設名 

所在

地 

開設

年月 

投 資 額 収

容

人

員 

利

用

率 

利

用

料

金 

備 考 建 物 構築

物 

器具

備品 

土 地 借入不

動産附

帯施設 

その

他 
計 

面積 金額 面積 金額 

                                

                                

                                

                                

                                

                                

 

備考 

 1 医療経理については、「収容人員」欄にベッド数を記載すること。 

 2 住宅経理については、「収容人員」欄に構造及び戸数を記載すること。 

 3 利用率は、宿泊、休憩別に記載し、既施設分については前年度実績率、新施設につい

ては推定利用率を記載すること。 

 4 医療経理については、「利用率」欄にベッドの利用率(既施設分については前年度実

績率、新施設については推定利用率)を記載すること。 

 5 利用料金は、宿泊、休憩別料金の最低最高の料金を記載すること。 

 6 施設の設置廃止については、「備考」欄に記載すること。 

 7 その他の欄の内訳を「備考」欄に記載すること。 
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第1号の5 

 

組 合 員 数 等 推 算 

 

団 体 の 数 
                

  

  
区分 組 合 員 数 

標 準 報 酬

の 月 額 

標 準 期 末

手当等の額 
被扶養者数 

                          
種別 年度 

一 般 組 合 員 

男                         

女                         

計                         

地方公共団体の長 

男                         

女                         

計                         

特定消防組合員 

男                         

女                         

計                         

長 期 組 合 員 

男                         

女                         

計                         

特定消防長期組合

員 

男                         

女                         

計                         

船員一般組合員 

男                         

女                         

計                         

船員継続組合員 

男                         

女                         

計                         

船員継続長期組合

員 

男                         

女                         

計                         

継続長期組合員 

男                         

女                         

計                         

特定警察組合員 

男                         

女                         

計                         

特例継続組合員 

男                         

女                         

計                         

短 期 組 合 員 

男                         

女                         

計                         
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任意継続組合員 

男                         

女                         

計                         

合 計 

男                         

女                         

計                         

第3号厚生年金被

保険者 

男                         

女                         

計                         

介護保険第2号被

保険者 

男                         

女                         

計                         

 

備考 

 1 この表は、毎年度3月末の現在人員及び標準報酬の月額並びに毎年度ごとに支給され

る標準期末手当等の額の合計額を記載すること。この場合において、標準報酬の月額欄

又は標準期末手当等の額欄には、長期給付に係る掛金の標準となつた標準報酬の月額又

は標準期末手当等の額を記載し、短期給付に係る掛金の標準となつた標準報酬の月額又

は標準期末手当等の額は同欄に( )書で記載すること。 

 2 前年度に比し著しい増減のあるものについては、その理由を欄外下部に付記するこ

と。 

 3 標準報酬の月額又は標準期末手当等の額の積算を欄外下部に付記すること。 
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別紙様式第２号

別紙様式第2号 

 予 算 目 次  

 

予 算 総 則      第2号の1 

予 定 損 益 計 算 書      第2号の2 

予定損益計算書説明書      第2号の3 

予 定 貸 借 対 照 表      第2号の4 

予定貸借対照表説明書      第2号の5 

 

第2号の1 

○ ○ 経 理 

 予 算 総 則  

 

事 項 令 和      年 度 令 和      年 度 

      

 

第2号の2 

○ ○ 経 理 

 予 定 損 益 計 算 書  

 

科 目 
令和 年度

決 算 額 

令和 年度

推 計 

令和 年度

推 計 

前年度対比較 増△減 

令和 年度 令和 年度 

  円 円 円 円 円 

備考 この表は、損益計算書科目の順序に従い記載すること。 

 

第2号の3 

○ ○ 経 理 

予定損益計算書説明書 

 

科 目 令 和      年 度 令 和      年 度 

      

備考 科目別に推計の根拠を詳細に記載すること。 
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第2号の4 

○ ○ 経 理 

 予 定 貸 借 対 照 表  

 

科 目 
令 和  

年 度 末 

令 和      年 度 令 和      年 度 

増 △ 減 年 度 末 増 △ 減 年 度 末 

  円 円 円 円 円 

備考 この表は、貸借対照表科目の順序に従い記載すること。 

 

第2号の5 

○ ○ 経 理 

 予定貸借対照表説明書  

 

科 目 令 和      年 度 令 和      年 度 

      

備考 科目別に推計の根拠を詳細に記載すること。 

90



別紙様式第３号

別紙様式第3号 

 伝票及び日記帳目次  

収 入 伝 票      第3号の1 

支 払 伝 票      第3号の2 

振 替 伝 票      第3号の3 

日 記 帳      第3号の4 

第3号の1 

No.          収 入 伝 票     年 月 日起票 
出 納 役 

  

貸方科目 摘 要 番号 金 額 備考 

出納主任                   円   
  

                      

係 
                      

  

                      

記 帳 
                      元

帳 

  

                      

補
助
簿 

  

合 計                 

   (赤色刷とすること。) 

第3号の2 

No.          支 払 伝 票     年 月 日起票 
出 納 役 

  

借方科目 摘 要 番号 金 額 備考 

出納主任                   円 

 

  
  

                      

係 
                      

  

                      

記 帳 
                      元

帳 

  

                      

補
助
簿 

  

合 計                 

(青色刷とすること。) 
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第3号の3 

No.         振 替 伝 票    年 月 日起票 出 納 役   

借 方 
摘 要 番号 

貸 方   

金 額 備考 科目 科目 備考 金 額 

            円                         円 出納主任 

  
                                        

係 
                                        

  

                                        

記 帳 

                                        元

帳 

  

              
合 計 

              補
助
簿 

  

   (黒色刷とすること。) 

 

 

第3号の4 

年 月 日 摘 要 元帳番号 収 入 支 出 

(

日

記

帳) 

      円 円 

          

          

          

          

備考 日記帳は、取引順に記載すること。 
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別紙様式第４号

別紙様式第4号 

 

 

 元帳及び補助簿目次  

  

元 帳       第4号の1 

有 価 証 券、投 資 有 価 証 券 台 帳       第4号の2 

預 金、金 銭 信 託 台 帳       第4号の3 

生 命 保 険 台 帳       第4号の3の2 

借 入 金 台 帳       第4号の4 

貸 付 金 台 帳       第4号の5 

貯 金 台 帳       第4号の6 

不 動 産 台 帳(土 地)       第4号の7 

不 動 産 台 帳(建 物)       第4号の8 

不 動 産 台 帳(構 築 物、立 木 竹)       第4号の9 

投 資 不 動 産 台 帳       第4号の10 

器具及び備品、機械及び装置、医療器

具機械、車両及び運搬具台帳 
      第4号の11 

貯 蔵 品 台 帳       第4号の12 

売 掛 金、未 収 金 台 帳       第4号の13 

買 掛 金、未 払 金 台 帳       第4号の14 

仕 入 台 帳       第4号の15 

売 上 台 帳       第4号の16 

給 付 金 台 帳       第4号の17 

予 算 差 引 帳       第4号の18 

小 口 現 金 出 納 簿       第4号の19 

 

第4号の1 

 

 (口 座)                 

  年

月 日 
摘 要 

伝 票

番 号 
借 方 貸 方 

借 

貸 
残 高 

(

元

帳)       円 円   円 
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第4号の2 

 (口 座)                 

種目   銘柄
別 

  内容   沿革   (

有
価
証
券
、
投
資
有
価
証
券
台
帳) 

  年

月 日 
摘 要 

証券

番号 

増 減 現 在 受 取 利 息 

数量 価 格 数量 価 格 数量 価 格 年月日 金 額 

        
円 

  
円 

  
円 

  
円 

                      

                      

                      

備考 この台帳は、銘柄ごとに別葉とすること。ただし、有価証券信託については信託

先別に別葉とする。 

 

 

第4号の3 

 (口 座)                 

  年

月 日 
摘 要 番号 増 減 現 在 

受 取 利 息 (

預
金
、
金
銭
信
託
台
帳) 

年月日 金 額 

      円 円 円   円 

                

                

                

                

備考 

 1 預金については、預金先ごとに別葉とし、定期預金及び組合の理事長が必要とす

る預金を記載すること。 

 2 金銭信託については信託先別かつ口座別に別葉とすること。 

 3 「番号」欄は、通帳又は証書番号を記載すること。 
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第4号の3の2 

 (口 座)                 

  年

月 日 
摘 要 増 減 現 在 

保 険 収 益 

(

生
命
保
険
台
帳) 

年月日 金 額 

    円 円 円   円 

              

              

              

備考 この台帳は、契約先ごとに別葉とすること。 

 

第4号の4 

 (口 座)                 

  年

月 日 
摘 要 

整理

番号 
借 入 返 済 現 在 

支 払 利 息 

(

借
入
金
台
帳) 

年月日 金 額 

      円 円 円   円 

                

                

備考 

 1 この台帳は、人名勘定とすること。 

 2 短期借入金、長期借入金は別葉とすること。 

 

第4号の5 

 (口 座)                 

  年

月 日 
摘 要 

伝票

番号 
貸 付 返 済 現 在 日数 

受 取 利 息 

(

貸
付
金
台
帳) 

積数 金 額 年月日 

      円 円 円     円   

                    

                    

備考 

 1 この台帳は、人名勘定とすること。 

 2 この台帳は、「カード」式とすることができる。 
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第4号の6 

 

 (口 座)               
  

  年

月 日 
摘 要 

伝票

番号 
預 入 払 出 残 高 日数 

積数及び

利 息 

日数計算

の 説 明 

(

貯
金
台
帳) 

      円 円 円   円   

                  

                  

備考 この台帳は、人名勘定とすること。 

 

 

 

 

第4号の7 

 

 (口 座)           
  

施設名   所在地   種目   沿革   (

不
動
産
台
帳
の
土
地) 

 年

月日 

摘 要 

増 減 現 在 

備 考 数 量 
価格 

数 量 
価格 

数 量 
価格 

公簿 実測 公簿 実測 公簿 実測 

        円     円     円   

                        

                        

                        

備考 

 1 この台帳は、施設ごとに口座を設け種目ごとに別葉とすること。 

 2 「種目」欄には、宅地、原野、道路等の地目を記載すること。 

 3 「摘要」欄には、土地の地番等を記載すること。 

 4 「備考」欄には、登記年月日、平方メートル当たりの単価及び土地買入れに要し

た租税、仲介口銭、整地費等を記載すること。 
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第4号の8 

 (口 座)            

施
設
名 

  
所
在
地 

  種目   
構

造 

  
沿

革 
  (

不
動
産
台
帳
の
建
物) 

番号 
  

 

年

月日 

摘 要 

増 減 現 在 減価償却額 

備 考 数 量 
価格 

数 量 
価格 

数 量 
価格 当期 累計 

建築
面積 

延べ
面積 

建築
面積 

延べ
面積 

建築
面積 

延べ
面積 

        円     円     円 円 円   

                            

                            

備考 

 1 この台帳は、建物1棟ごとに別葉とする。ただし、構造、建築年次が同一程度で棟

続きのものは、1葉として記載することができる。 

 2 「種目」欄には本館、病棟、住宅等の建物の種類を、「番号」欄には整理番号を

記載すること。 

 3 「摘要」欄には、新築、増築、耐用年数等を記載すること。 

 4 「備考」欄には、火災保険金額、登記年月日、主たる修繕の年月日及び金額を記

載すること。 

 

第4号の9 

 (口 座)            

種目 

  
構造又

は細分 

  

沿 革 

  (

不
動
産
台
帳
の
構
築
物
、
立
木
竹) 

 年

月 日 
摘 要 

増 減 現 在 減 価 償 却 額 

数量 価 格 数量 価 格 数量 価 格 当期 累 計 

      円   円   円 円 円 

                    

                    

                    

備考 
 1 この台帳は、へい、門等の構築物並びに立木竹の種目ごとに別葉とすること。 
 2 「摘要」欄には、新設、増設、減価償却等必要事項を記載すること。 

97



第4号の10 

 (口 座)            

施
設
名 

  
所
在
地 

  
種目   構

造 

  
沿

革 
  

(

投
資
不
動
産
台
帳) 

番号   

 

年

月日 

摘 要 

不 動 産 の 内 容 
収納金額 現 在 

備 考 建 物 構築物 土 地 

建築
面積 

延べ
面積 

金額 金 額 面積 金額 元金 利息 
建物
価格 

構築物
価 格 

土地
価格 

        円 円   円 円 円 円 円 円   

                            

                            

                            

備考 

 1 この台帳は、施設ごとに口座を設け、施設の異なるごとに別葉とする。 

 2 「摘要」欄には、契約年月日、割賦収納金額等を記載すること。 

 3 「備考」欄には、割賦年数、火災保険金額、登記年月日等を記載すること。 

 

第4号の11 

 (口 座)          
  

 

年

月 日 

摘 要 

受 入 払 出 現 在 減 価 償 却 額 器
具
及
び
備
品
、
機
械
及
び
装
置
、
医
療
器

具
機
械
、
車
両
及
び
運
搬
具
台
帳 

数量 単価 金額 数量 金額 数量 金額 当 期 累 計 

      円 円   円   円 円 円 

                      

                      

備考 

 1 この台帳は、品名勘定とすること。 

 2 「摘要」欄は、買入れ、保転、減価償却、廃棄等必要事項を記載すること。 
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第4号の12 

 (口 座)            

 

年

月日 

摘 要 

受 入 払 出 残 高 

(

貯
蔵
品
台
帳) 

数量 単価 金額 数量 単価 金額 数量 単価 金額 

      円 円   円 円   円 円 

                      

                      

備考 この台帳は、事務用消耗品、事業用消耗品、薬品、医療材料品、飲食材料品等の

品名勘定とすること。 

 

 

 

第4号の13 

 (口 座)            

  年

月 日 
摘 要 

伝 票

番 号 
借 方 貸 方 

借 

 

貸 

残 高 

(

売
掛
金
、
未
収
金
台
帳) 

      円 円   円 

              

              

備考 この台帳は、人名勘定又は品名勘定とすること。 
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第4号の14 

 (口 座)            

  年

月 日 
摘 要 

伝 票

番 号 
借 方 貸 方 

借 

 

貸 

残 高 

(

買
掛
金
、
未
払
金
台
帳) 

      円 円   円 

              

              

備考 この台帳は、人名勘定又は品名勘定とすること。 

 

 

 

 

第4号の15 

 (口 座)            

 
年

月日 
仕 入 先 

伝票

番号 

送状

番号 
品 名 数量 単 価 金 額 

金 額 内 訳 

(

仕
入
台
帳) 

現 金 掛 

            円 円 円 円 

                    

                    

備考 この台帳は、人名勘定又は品名勘定とすること。 
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第4号の16 

 (口 座)           
  

 
年

月日 
摘 要 

伝票

番号 
品 名 数 量 単 価 金 額 

金 額 内 訳 

(

売
上
台
帳) 

現 金 掛 

          円 円 円 円 

                  

                  

備考 この台帳は、人名勘定又は品名勘定とすること。 

 

 

 

 

第4号の17 

 (口 座)               
  

  年

月 日 
摘 要 

伝 票
番 号 

件 数 日 数 
支 払
金 額 

戻 入
れ 額 

差 引
支出額 

(

給
付
金
台
帳) 

          円 円 円 

                

                

備考 

 1 この台帳は、勘定科目表の小項目ごとに別葉とすること。 

 2 短期経理の療養の給付、入院時食事療養の給付、特定療養の給付、療養費、家族

療養の給付、家族療養費、高額療養の給付及び高額療養費については、入院、外来

の別、内科、歯科等の診療科目別に、組合の理事長又は主務大臣が定める報告書作

成上必要と認める区分に従い前号にかかわらず口座を設けることができる。
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第4号の18 

 (口 座)                

  
年

月 日 
摘 要 予 算 額 

支 出 額 
差引残額 

(

予
算
差
引
帳) 

支部及び所
属所示達額 

支 出 額 計 

    円 円 円 円 円 

              

              

              

備考 

 1 この台帳は、役員報酬、職員給与、旅費及び事務費については、必ず記載するこ

と。 

 2 「摘要」欄には、支出額の内容等必要な事項を記載すること。 

 3 支部及び単位所属所における予算額は、本部及び支部よりの予算示達額を記載す

ること。 

 4 本部及び支部においてはその統轄する会計単位がない場合及び単位所属所におい

ては、支出額の「支部及び所属所示達額」欄は、省略することができる。 

 

 

第4号の19 

 (口 座)              
  

令和 

   年 
受入額 支払額 残 高 

支払額内訳(中項目)       円 

(

小
口
現
金
出
納
簿) 

                

月 日 円 円 円                 

備考 支払額内訳欄の中項目は、必要に応じ組合で記載すること。 
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別紙様式第５号

別紙様式第5号 

 出 納 計 算 表  

 

 〇〇共済組合〇〇〇〇経理出納計算表  

 

 令和  年  月分  

借 方 
勘 定 科 目 

貸 方 

残 累 計 本月分 本月分 累 計 残 

円 円 円   円 円 円 

              

              

              

  

              

              

      
合 計 

      

  令和  年  月  日            出納主任  氏 名 

 この出納計算表を審査したところ事実に相違ないことを証明する。 

 

  令和  年  月  日 

 

出 納 役  氏 名    

備考 

 1 この表は、各経理単位ごとに作成すること。 

 2 貸借対照表科目と損益計算書科目は、それぞれ別に集計して小計を付すること。 
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別紙様式第６号

別紙様式第6号 

 決 算 精 算 表  

 

 〇〇共済組合〇〇〇〇経理決算精算表  

 

 令和    年度分  

借 方 

勘 定 科 目 

貸 方 

差引残高 修 正 
3月分

残 高 

3月分

残 高 
修 正 差引残高 

円 円 円   円 円 円 

              

              

              

  

              

              

      
合 計 

      

  令和  年  月  日           出納主任  氏 名 

 この決算精算表を審査したところ事実に相違ないことを証明する。 

 

  令和  年  月  日 

 

出 納 役  氏 名    

備考 

 1 この表は、毎事業年度3月分出納計算表の残高に、決算手続による修正を行ない作成

すること。 

 2 貸借対照表科目と損益計算書科目は、それぞれ別に集計して小計を付すること。 
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別紙様式第７号

別紙様式第7号 

 

 決算附属明細表及び財務諸表附属明細表目次  

 

  現 金 現 在 高 明 細 表        第7号の1 

預 金 、 金 銭 信 託 明 細 表        第7号の2 

未 呈 示 小 切 手 明 細 表        第7号の3 

有 価 証 券 、 投 資 有 価 証 券 明 細 表        第7号の4 

生 命 保 険 明 細 表        第7号の4の2 

貸 付 金 明 細 表        第7号の5 

借 入 金 明 細 表        第7号の6 

未収金、売掛金、前渡金、支払基金委託

金、立替金、仮払金、未収収益、未払金、

買掛金、前受金、受託商品引受、仮受金、

預り金、未払費用明細表 

       第7号の7 

前 払 費 用 、 未 達 回 送 金 明 細 表        第7号の8 

前 受 収 益 明 細 表        第7号の9 

固 定 資 産 明 細 表        第7号の10 

投 資 不 動 産 明 細 表        第7号の11 

減 価 償 却 費 明 細 表        第7号の12 

積立金、引当金、減価償却累計額明細表        第7号の13 

棚 卸 表        第7号の14 

支 出 実 績 表        第7号の15 

利 益 剰 余 金 又 は 欠 損 金 計 算 書        第7号の16 

 

第7号の1 

 

 現 金 現 在 高 明 細 表  

(令和  年  月  日  時) 

区 分 摘 要 金 額 

    円 

      

備考 

 1 「区分」欄には、現金、小切手、地方公共団体負担金送金通知書、国庫金送金通知書、

公債又は社債等の満期利札等の種目を記載すること。 

 2 「摘要」欄には、金種別に枚数、金額等を記載すること。
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第7号の2 

 

 預金、金銭信託明細表  

 

取引金融機関等の名称 区 分 金 額 摘 要 

        

        

備考 

 1 預金、金銭信託に区分し、別表に記載すること。 

 2 預金については、当座預金、普通預金等に区分し記載すること。 

 3 取引金融機関等ごとに小計を付すること。 

 

 

第7号の3 

 

 未 呈 示 小 切 手 明 細 表  

 

種 別 
元 帳

現在高 

預 金

現在高 

差引過

不足額 

未 呈 示 小 切 手 

備 考 
振 出

月 日 

小切手

番 号 
金 額 

  円 円 円     円   

                

備考 

 1 「種別」欄には、何々銀行等当座取引金融機関名を記載すること。 

 2 「備考」欄には、未呈示小切手の内容等必要な事項を記載すること。
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第7号の4 

 有価証券、投資有価証券明細表  

 

  
銘 柄 券面総額 取得価額 

貸借対照表

計 上 額 
摘 要 

国債、地

方債、社

債、その

他の債券 

  円 円 円   

          

          

計         

株 式 

銘 柄 一株の金額 株 数 取得価額 
貸借対照

表計上額 
摘要 

  円   円 円   

            

            

計           

貸 付 信

託、証券

投 資 信

託、有価

証券信託 

銘 柄 取引金融機関 取得価額 
貸借対照表

計 上 額 
摘 要 

    円 円   

          

          

計         

その他の

証 券 

種 類 取得価額 
貸借対照表

計 上 額 
摘 要 

  円 円   

        

        

計       

備考  取得価額と貸借対照表計上額と相違するときは、その理由を「摘要」欄に記載す

ること。 

 

 

第7号の4の2 

 

 生 命 保 険 明 細 表  

 

取引生命保険会社名 金 額 摘 要 

  円   

      

      

備考 契約先ごとに区分して記載すること。
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第7号の5 

 

 貸 付 金 明 細 表  

 

貸 付 区 分 貸 付 先 
前 期

繰越高 

当 期

増加額 

当 期

減少額 
期末残高 摘 要 

    円 円 円 円   

              

備考 

 1 貸付区分は、短期、長期に区分すること。 

 2 貸付経理及び財形経理において組合員に対する貸付金の貸付先は、各個人別に記載す

ること。ただし、支部又は本部において取りまとめる場合の明細表には、所属所又は支

部名を用い、その所属所又は支部の合計額を記載すること。 

 3 その他の経理単位における貸付先は、保健経理、宿泊経理等に区分し記載すること。 

 4 年度内に償還され期末の残高がないものもその変動を記載すること。 

 5 「摘要」欄には、貸付理由等を記載すること。 

 

 

第7号の6 

 

 借 入 金 明 細 表  

 

借 入 区 分 借 入 先 
前 期

繰越高 

当 期

増加額 

当 期

減少額 
期末残高 摘 要 

    円 円 円 円   

              

備考 

 1 借入区分は、短期、長期に区分すること。 

 2 借入先は、市町村連合会、地方公務員共済組合連合会、短期経理等に区分し借入条件

の異なるごとに細分して記載すること。 

 3 年度内に償還したもので期末の残高がないものもその変動を記載すること。 

 4 借入金の使途、借入条件及び借入金額に著しい増減のある場合には、その理由を「摘

要」欄に記載すること。
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第7号の7 

 

 未収金、売掛金、前渡金、支払基金委託金、立替金、仮払金、未収収益、未払金、買掛

金、前受金、受託商品引受、仮受金、預り金、未払費用明細表 

 

種 別 金 額 氏 名 摘 要 

  円     

        

備考 

 1 未収金、売掛金、前渡金、支払基金委託金、立替金、仮払金、未収収益、未払金、買

掛金、前受金、受託商品引受、仮受金、預り金、未払費用に区分し、別表に記載するこ

と。 

 2 「種別」欄には、地方公共団体負担金、国庫負担金、職員団体負担金、掛金等の区分

を記載すること。 

 3 「氏名」欄には、所属所においては個人名、支部においては所属所名、本部において

は支部名又は所属所名を記載すること。 

 

 

第7号の8 

 

 前払費用、未達回送金明細表  

 

科 目 摘 要 
支 払 貸借対照表

計 上 額 
備 考 

年月日 伝票番号 金 額 

        円 円   

              

備考 

 1 前払費用、未達回送金に区分し、別表に作成すること。 

 2 前払費用については、貸借対照表計上額の算定の基礎を「備考」欄に記載すること。
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第7号の9 

 

 前 受 収 益 明 細 表  

 

科 目 摘 要 
収 入 貸借対照表

計 上 額 
備 考 

年月日 伝票番号 金 額 

        円 円   

              

備考 貸借対照表計上額の算定の基礎を「備考」欄に記載すること。 

 

 

第7号の10 

 

 固 定 資 産 明 細 表  

 

資産の種類 期首残高 
当 期

増加額 

当 期

減少額 
期末残高 

当 期

償却額 

差 引

期末残高 
摘 要 

  円 円 円 円 円 円   

                

備考 

 1 貸借対照表に掲げる勘定科目ごとに記載すること。 

 2 期首残高は、帳簿上の価額を記載すること。 

 3 資産を取得原価以外の評価基準により再評価した場合には、当該資産の取得原価を

「期首残高」欄(期中に再評価した場合には「期末残高」欄)に括弧書で記載すること。 

 4 期末残高から当期償却額を控除した残高を「差引期末残高」欄に記載すること。 

 5 著しい増減については、その理由を「摘要」欄に記載すること。 

 6 新たに取得したものは、「当期増加額」欄に記載すること。
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第7号の11 

 

 投 資 不 動 産 明 細 表  

 

施設

名  

所在

地  
種 目 単位 

期首現

在額  

当 期

増 

当 期

減 

当 期

償還額 

期 末

現在額 
摘 要 

数量 価格 数量 価格 数量 価格 数量 価格 数量 価格 

    
建 物 

延べ

面積 

  円   円   円   円   円   

構 築 物 個 
                    

土 地 
平方

メートル 

                    

建 設

仮 勘 定 

                      

小 計 
                      

                              

備考 当期減は、建設仮勘定から建物等への振替、亡失、処分等の数量、価格を記載する

こと。 

 

 

第7号の12 

 

 減 価 償 却 費 明 細 表  

 

資産の

種 類 
耐用年数 取得原価 

当 期

償却額 

償 却

累計額 

当 期

末残高 

償 却

累計率 
摘 要 

    円 円 円 円     

                

備考 

 1 この表は、減価償却を行う固定資産について、貸借対照表に掲げる資産の種類別、耐

用年数別に記載すること。 

 2 資産を再評価した場合には、当該評価額を「取得原価」欄に記載し、取得原価は、同

欄に括弧書で記載すること。 

 3 償却累計率は、償却累計額の取得原価に対する割合を記載すること。 

 4 「摘要」欄には、年度の中途に取得したものについてはその取得年月日、その他必要

事項を記載すること。

111



第7号の13 

 

 積立金、引当金、減価償却累計額明細表  

 

区 分 前期繰越額 
当 期

増 加 額 

当 期

減 少 額 

貸借対照表

計 上 額 
摘 要 

  円 円 円 円   

            

            

備考 積立金、引当金、減価償却累計額に区分し、別表に作成すること。 

 

 

第7号の14 

 

 棚 卸 表  

 

 貸借対照表

科 目 
品 目 

単

位 

棚 卸 減 損 額  貸借対照表

計 上 額 数量 単価 金額 割合 金額 

        円 円   円 円 

                  

                  

  

                  

                  

令和  年  月  日        棚卸責任者 出納主任 氏 名 

 

同 立 会 人      氏 名    

備考 

 1 この表は、貯蔵品、商品、製品、半製品、原材料等について貸借対照表の科目ごとに

作成すること。 

 2 棚卸価格が1万円以下の品目は、一括して「その他」として記載することができる。 

 3 未達商品もこの表に準じて作成すること。
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第7号の15 

 

 支 出 実 績 表  

 

科 目 予 算 額 支 出 済 額 支出未済額 不 用 額 

  円 円 円 円 

          

備考 

 1 「科目」欄には、役員報酬、職員給与、旅費及び事務費の科目を記載すること。 

 2 「支出未済額」欄には、支払を翌年度へ繰り越す額を記載すること。 

 

 

第7号の16 

 

利益剰余金又は欠損金計算書 

 

自令和×年×月×日 至令和×年×月×日 

 

1 積立金又は繰越欠損金(△)         × × × × 

2 当期利益金又は当期損失金(△)       × × × × 

3 当期処分額                × × × × 

  ××積立金へ積立      × × × 

  ××積立金へ積立      × × ×               

 積立金又は繰越欠損金(△)         × × × × 
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別紙様式第８号

別紙様式第8号 

 

 財 務 諸 表 目 次  

貸 借 対 照 表       第8号の1 

損 益 計 算 書       第8号の2 

 

 

第8号の1 

〇 〇 経 理 

貸 借 対 照 表 

令和  年3月31日現在  

借 方 金額 貸 方 金額 

  円 円 円   円 円 円 

流 動 資 産     ××× 流 動 負 債     ××× 

 現 金 ×××    短 期 借 入 金 ×××   

 普 通 預 金 ×××  未 払 金 ××× 

 定 期 預 金 ×××  未 払 費 用 ××× 

 金 銭 信 託 ×××  仮 受 金 ××× 

 有 価 証 券 ×××  その他の流動負

債 

××× 

 仮 払 金 ××× 

固 定 負 債 
  

×××  前 払 費 用 ××× 

 未 収 金 ××× 
 長 期 借 入 金 ×××   

 その他の流動資

産 

××× 

 支 払 準 備 金 ××× 

 貸 倒 引 当 金 ×××  引 当 金 ××× 

固 定 資 産   ×××   退職給与引当

金 

×××   

 有形固定資産 ×××     〇 〇 引 当 金 ××× 

  建 物 ×××   
 負 債 合 計 

  

××× 

  器具及び備品 ××× 
剰 余 金(欠損金) ××× 

  土 地 ××× 

 資 本 剰 余 金 ×××   
  その他の有形

固定資産 

××× 

  再評価積立金 ×××   

 無形固定資産   ×××   別 途 積 立 金 ××× 

  電 話 加 入 権 ×××    長期給付積立金   ××× 

114



  その他の無形

固定資産 

×××      利益剰余金(欠

損金) 

  ×××   

 投資その他の資

産 
  

×××   〇 〇 積 立 金 ×××   

  積立金(繰越

欠損金) 

××× 

  金 銭 信 託 ×××   

  当 期 利 益 金 

(当期損失金) 
×××   投資有価証券 ××× 

  生 命 保 険 ××× 
 純 資 産 合 計   ××× 

  投 資 不 動 産 ××× 
    

  長 期 貸 付 金 ××× 

  預 託 金 ××× 

  その他の資産 ××× 

繰 延 資 産 
    

××× 

 創 業 費 ×××   

 開 発 費 ××× 

資 産 合 計 ××× 負債・純資産合計 ××× 

 (注) 有形固定資産の減価償却累計額は、×××円である。 

 

 

第8号の2 

〇 〇 経 理 

損 益 計 算 書 

自令和  年4月 1日   

至令和  年3月31日   

損 失 金額 利 益 金額 

  円 円 円   円 円 円 

経 常 費 用     ××× 経 常 収 益     ××× 

 事 業 費 用 ×××    事 業 収 益 ×××   

  〇 〇 給 付 ×××     負 担 金 ×××   

  職 員 給 与 ×××   掛 金 ××× 

  厚 生 費 ×××   施 設 収 入 ××× 

  旅 費 ×××   雑 収 入 ××× 

  事 務 費 ×××  運 用 収 入   ××× 

  光 熱 水 料 ×××   利息及び配当

金 

×××   

  雑 費 ××× 
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  減 価 償 却 費 ×××       有価証券売却

益 

×××     

 引当金等繰入   ××× 
 補助金等収入   ××× 

  貸倒引当金繰

入 

×××   
  交 付 金 ×××   

  補 助 金 ××× 
  〇〇引当金繰

入 

××× 
 引当金等戻入   ××× 

  貸倒引当金戻

入 

×××   
 事 業 外 費 用   ××× 

  支 払 利 息 ×××     〇〇引当金戻

入 

××× 

  有価証券売却

損 

××× 
 事 業 外 収 益   ××× 

  償 還 差 損 ×××   利息及び配当

金 

×××   

  雑 損 ××× 
  有価証券売却

益 

××× 

繰 入 金 
  

××× 

  償 還 差 益 ××× 

  〇〇経理へ相

互繰入 
××× 

  
  雑 益 ××× 

繰 入 金 
  

××× 
特 別 損 失 

  
××× 

  〇〇経理より

相互繰入 

×××   
  前期損益修正

損 

××× 

  
特 別 利 益   ×××   固定資産売却

損 

××× 

  固定資産除却

損 

×××   前期損益修正

益 

××× 

  

当 期 利 益 金 
  

××× 
  固定資産売却

益 

××× 

    
当 期 損 失 金 

  
××× 

合 計 ××× 合 計 ××× 
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別紙様式第９号

別紙様式第9号 

組 合 員 原 票 

組
合
員 

氏
名 

(フリガナ) 生
年
月
日 

昭和 

平成 

令和 

年  月  日 
基礎年金番号 

  

男  

女  

記
事 

  

現
住
所 

〒   

  

  

組
合
内
部
の
異
動 

異動年月日 組合員種別 組合員等記号・番号 組合名 備考 

年  月  日         

年  月  日         

年  月  日         

年  月  日         

年  月  日         

年  月  日         

年  月  日         

被
扶
養
者 

氏名 性別 続柄 生年月日 職業 
同居・別居の別 

(別居の場合その住所) 
設定年月日 設定取消年月日 

      年  月  日     年  月  日 年  月  日 

      年  月  日     年  月  日 年  月  日 

      年  月  日     年  月  日 年  月  日 

      年  月  日     年  月  日 年  月  日 

      年  月  日     年  月  日 年  月  日 

      年  月  日     年  月  日 年  月  日 

      年  月  日     年  月  日 年  月  日 

      年  月  日     年  月  日 年  月  日 

 

組
合
員
資
格
の
得
喪 

番号 組合名 
組合員
種別 

取得年月日 喪失年月日 組合員期間 備考 

1     年  月  日 年  月  日 年   月   

2     年  月  日 年  月  日 年   月   

3     年  月  日 年  月  日 年   月   

4     年  月  日 年  月  日 年   月   

5     年  月  日 年  月  日 年   月   

6     年  月  日 年  月  日 年   月   

7     年  月  日 年  月  日 年   月   

8     年  月  日 年  月  日 年   月   

9     年  月  日 年  月  日 年   月   

10     年  月  日 年  月  日 年   月   

11     年  月  日 年  月  日 年   月   

12     年  月  日 年  月  日 年   月   

13     年  月  日 年  月  日 年   月   

14     年  月  日 年  月  日 年   月   

15     年  月  日 年  月  日 年   月   

給
付 

給付の種類 年金証書記号番号 資格期間 期間 
平均標準
報酬月額 

支給額 決定年月日 支給年月日 

      年 月     年  月  日 年  月  日 

      年 月     年  月  日 年  月  日 

      年 月     年  月  日 年  月  日 

      年 月     年  月  日 年  月  日 

記
事 
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標
準
報
酬
の
月
額
及
び
標
準
期
末
手
当
等
の
額
の
情
報 

番号 
期間 期間

月数 
標準報酬の
等級 

標準報酬の月額又は
標準期末手当等(賞与)の額(円) 

標準賞与額の決定の基礎と
なった賞与の支払年月 

種別 備考 
始期 終期 

1 年 月 日 年 月 日       年   月     

2 年 月 日 年 月 日       年   月     

3 年 月 日 年 月 日       年   月     

4 年 月 日 年 月 日       年   月     

5 年 月 日 年 月 日       年   月     

6 年 月 日 年 月 日       年   月     

7 年 月 日 年 月 日       年   月     

8 年 月 日 年 月 日       年   月     

9 年 月 日 年 月 日       年   月     

10 年 月 日 年 月 日       年   月     

11 年 月 日 年 月 日       年   月     

12 年 月 日 年 月 日       年   月     

13 年 月 日 年 月 日       年   月     

14 年 月 日 年 月 日       年   月     

15 年 月 日 年 月 日       年   月     

16 年 月 日 年 月 日       年   月     

17 年 月 日 年 月 日       年   月     

18 年 月 日 年 月 日       年   月     

19 年 月 日 年 月 日       年   月     

20 年 月 日 年 月 日       年   月     

21 年 月 日 年 月 日       年   月     

22 年 月 日 年 月 日       年   月     

23 年 月 日 年 月 日       年   月     

24 年 月 日 年 月 日       年   月     

25 年 月 日 年 月 日       年   月     

備考 標準報酬の月額及び標準期末手当等の額の情報については、別の帳簿等により管理することも差し支えないこと。 
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別紙様式第１４号

別紙様式第14号 

(表 面) 

(組合員用) 

    本人(組合員)                令和  年  月  日交付 

○○共済組合 

組 合 員 証 

      記号              番号          (枝番) 

      氏名 

      性別 

      生 年 月 日     年  月  日 

      資格取得年月日     年  月  日 

発行機関所在地 

保 険 者 番 号 

名 称                               印 

(裏 面) 

  

 住 所 
    

  

  

 備 考 

  
 ※ 以下の欄に記入することにより、臓器提供に関する意思を表示することができ

ます(記入は自由です。)。 

  記入する場合は、1．2．3．のいずれかの番号を○で囲んでください。 

  

 1．私は、脳死後及び心臓が停止した死後のいずれでも移植の為に臓器を提供します。 

 2．私は、心臓が停止した死後に限り、移植の為に臓器を提供します。 

 3．私は、臓器を提供しません。 

 ≪1又は2を選んだ方で、提供したくない臓器があれば、×をつけてください。≫ 

 【心臓・肺・肝臓・腎臓・膵臓・小腸・眼球】 

 〔特記欄：                                 〕 

 署名年月日：    年  月  日 

 本人署名(自筆)：         家族署名(自筆)：         

備考 1．プラスチツクその他の材料を用い、使用に十分耐えうるものとする。 
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   2．大きさは、縦54ミリメートル、横86ミリメートルとする。 

   3．必要があるときは、横書きの文字を縦書きで表示することその他所要の変更又は

調整を加えることができる。 

   4．組合員に次に掲げる事項を周知するものとする。 

    (1) 組合員証の交付を受けたときは、直ちに住所欄に住所を自署して大切に保管

すること。 

    (2) 保険医療機関等において診療を受けようとするときは、その窓口で、電子資

格確認を受けるか、組合員証を提出すること。 

    (3) 組合員の資格を喪失したときは、遅滞なく組合員証を組合に返納すること。 

    (4) 不正に組合員証を使用した者は、刑法により詐欺罪として懲役の処分を受け

ることがあること。 

    (5) 組合員証の記載事項に変更があつたときは、遅滞なく組合に提出して訂正を

受けること。 

    (6) 臓器提供に関する意思を表示する場合は、次の点に留意するほか、臓器の移

植に関する法律(平成9年法律第104号)に基づく臓器提供意思表示カードの記載

の例によること。 

     (イ) 特記欄については、親族への優先提供の意思等がある場合に記載するこ

と。 

     (ロ) 家族署名欄への記載は、意思表示の有効性の要件とはなつていないこと。 

       また、「家族」は被扶養者の認定を受けている者に限らないこと。 
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別紙様式第１７号

別紙様式第17号 

組 合 員 証 整 理 簿 

組合員等

記号・番号 
組合員氏名 

組合
員種
別 

交 付

年月日 

検 認

年月日 

退 職
等 の
年月日 

返納又
は亡失
年月日 

備 考 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

備考 用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。 
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別紙様式第十八号　削除
別紙様式第１９号

別紙様式第19号 

(表 面) 

(被扶養者用) 

    家族(被扶養者)               令和  年  月  日交付 

○ ○ 共 済 組 合 

組合員被扶養者証 

      記号             番号           (枝番) 

      氏名          組合員氏名 

      性別 

      生 年 月 日    年  月  日 

      認 定 年 月 日    年  月  日 

発行機関所在地 

保 険 者 番 号 

名 称                               印 

(裏 面) 

  

 住 所 
    

  

  

 備 考 

  
 ※ 以下の欄に記入することにより、臓器提供に関する意思を表示することができ

ます(記入は自由です。)。 

  記入する場合は、1．2．3．のいずれかの番号を○で囲んでください。 

  

 1．私は、脳死後及び心臓が停止した死後のいずれでも移植の為に臓器を提供します。 

 2．私は、心臓が停止した死後に限り、移植の為に臓器を提供します。 

 3．私は、臓器を提供しません。 

 ≪1又は2を選んだ方で、提供したくない臓器があれば、×をつけてください。≫ 

  【心臓・肺・肝臓・腎臓・膵臓・小腸・眼球】 

 〔特記欄：                                 〕 

 署名年月日：    年  月  日 

 本人署名(自筆)：         家族署名(自筆)：        

備考 1．プラスチツクその他の材料を用い、使用に十分耐えうるものとする。 
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   2．大きさは、縦54ミリメートル、横86ミリメートルとする。 

   3．必要があるときは、横書きの文字を縦書きで表示することその他所要の変更又は

調整を加えることができる。 

   4．組合員又はその被扶養者に次に掲げる事項を周知するものとする。 

    (1) 組合員被扶養者証の交付を受けたときは、直ちに住所欄に住所を自署して大

切に保管すること。 

    (2) 保険医療機関等において診療を受けようとするときは、その窓口で、電子資

格確認を受けるか、組合員被扶養者証を提出すること。 

    (3) 組合員の資格を喪失したとき又は被扶養者がその要件を欠くに至つたとき

は、遅滞なく組合員被扶養者証を組合に返納すること。 

    (4) 不正に組合員被扶養者証を使用した者は、刑法により詐欺罪として懲役の処

分を受けることがあること。 

    (5) 組合員被扶養者証の記載事項に変更があつたときは、遅滞なく組合に提出し

て訂正を受けること。 

    (6) 臓器提供に関する意思を表示する場合は、次の点に留意するほか、臓器の移

植に関する法律(平成9年法律第104号)に基づく臓器提供意思表示カードの記載

の例によること。 

     (イ) 特記欄については、親族への優先提供の意思等がある場合に記載するこ

と。 

     (ロ) 家族署名欄への記載は、意思表示の有効性の要件とはなつていないこと。 

        また、「家族」は被扶養者の認定を受けている者に限らないこと。 
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別紙様式第１９号の２

別紙様式第19号の2 

組 合 員 被 扶 養 者 証 整 理 簿 

組合員被扶
養者証の組
合 員 等 記
号 ・ 番 号 

組合員氏名 
被扶養者

氏 名 
認定年月日 交付年月日 検認年月日 

認定取消等

年 月 日 

返納又は
亡 失
年 月 日 

備 考 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

備考 用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。 
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別紙様式第２０号

別紙様式第20号 

(表 面) 

令和  年  月  日交付  

○○共済組合 

高齢受給者証 

      記号               番号         (枝番) 

      対象者氏名         組合員氏名 

      生 年 月 日    年  月  日 

      発 効 年 月 日    年  月  日 

      有 効 期 限    年  月  日 

      一部負担金の割合 

発行機関所在地 

保 険 者 番 号 

名 称                              印 

(裏 面) 

注 意 事 項 

1．この証の交付を受けたときには、すぐに住所欄に住所を自署して大切に保管してくだ

さい。 

2．保険診療を受けようとするときは、保険医療機関等の窓口で、電子的確認を受けるか、

この証を組合員証等に添えて渡してください。 

3．組合員の資格がなくなつたとき、その被扶養者でなくなつたとき又は有効期限に達し

たときは、遅滞なくこの証を組合に返してください。 

4．法第2条第1項第2号に規定する後期高齢者医療の被保険者等となつたときは、遅滞なく

この証を組合に返してください。 

5．不正にこの証を使用した者は、刑法により詐欺罪として懲役の処分を受けます。 

6．この証の記載事項に変更があつた場合には、組合員証等を添えて、遅滞なく組合に提

出して訂正を受けてください。 

 住所 
                                   

                                   

  

 備考 

備考1．プラスチツクその他の材料を用い、使用に十分耐えうるものとする。 

  2．大きさは、縦54ミリメートル、横86ミリメートルとする。 

  3．対象者が組合員であるときは、表面の「組合員氏名」欄に本人と記載することとす

る。 

  4．必要があるときは、横書きの文字を縦書きで表示することその他所要の変更又は調

整を加えることができる。 

  5．別途組合員又はその被扶養者に周知することにより、注意事項を省略することがで

きる。 
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別紙様式第２０号の２

別紙様式第20号の2 

高 齢 受 給 者 証 整 理 簿 

組合員等

記号・番号 

組 合 員

氏 名 

高齢受給者

氏 名 及 び

生 年 月 日 

一部負担

金の割合 

交 付

年月日 

検 認

年月日 

退職等

の 

年月日 

返納又

は亡失

年月日 

備 考 

    年 月 日生             

    年 月 日生             

    年 月 日生             

    年 月 日生             

    年 月 日生             

    年 月 日生             

    年 月 日生             

    年 月 日生             

    年 月 日生             

    年 月 日生             

備考 用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。 
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別紙様式第２１号の２

別紙様式第21号の2 

基 準 収 入 額 適 用 申 請 書 

組 合 員 等

記 号 ・ 番 号

又は個人番号 

  

組合員氏名 

 

生 年 月 日 

 

 

年  月  日 

所属局(部) 

 

課 名 

  

  公 的 年 金 給 与 収 入 左 記 以 外 の 収 入 計 (①) 

組 合 員 の 収 入     
(         )収入 

  

被 扶 養 者 に 関 す る 事 項 

氏名及び生年月日 公 的 年 金 給 与 収 入 左 記 以 外 の 収 入 計 (②) 

年  月  日 
    

(         )収入 
  

年  月  日 
    

(         )収入 
  

計         

合 計 収 入 金 額 ( ① ＋ ② )   

  上記のとおり申請します。 

           殿 

      令和   年   月   日 

住 所                       

申 請 者                             

氏 名                       

 1 この申請書には、70歳以上の組合員及び被扶養者(後期高齢者医療の被保険者となつたことにより被扶養者でなくなつた者がいる場合には、その者を

含む。)に係る事項についてのみ記入すること。 

 2 「組合員等記号・番号又は個人番号」欄には、組合員等記号・番号又は個人番号のいずれかを記入すること。 

 3 収入については、退職金及び公租公課の対象とならない収入以外のすべてについて記入すること。 

 備考 用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。 
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別紙様式第２２号

別紙様式第22号 

特 別 療 養 証 明 書 交 付 申 請 書 

旧組合員証の組

合員等記号・番

号又は個人番号 

  旧組合員氏名   
旧組合員の資格

喪 失 年 月 日 年  月  日 
旧所属

機関名 

  

生 年 月 日 年  月  日 

療養者に関

す る 事 項 
氏 名 

  
生年月日 年   月   日 

旧組合員

との続柄 

  
性 別 男 女 

証 明 書 の 受 給 期 限 年   月   日 
他 制 度 に よ る 療 養 給 付 の 可 否 

(可の場合における制度の名称) 
可 否 (制度の名称：           ) 

傷 病 名 
      

給 付 開 始 年 月 日 年    月    日  年    月    日  年    月    日  

資格喪失の際療養の給付等

を担当していた保険医療機

関 等 の 名 称 及 び 所 在 地 

名 称 
  

所 在 地 
  

現 に 療養 の 給 付 等 を 担 当

し て いる 保 険 医 療 機 関 等

の 名 称、 所 在 地 及 び 診 療

に 従 事 す る 保 険 医 の氏 名 

名 称 
  

保 険 医 の 氏 名 
  

所 在 地 
  

この申請を行う際の傷病の

程 度 及 び 療 養 等 の 状 況 

  

  上記のとおり申請します。 

           殿 

     令和  年  月  日 
申請者 

 住 所 

 氏 名 

  上記の記載事項は、事実と相違ないものと認めます。 

     令和  年  月  日 

所属所長 
 職 名 

 氏 名 

「旧組合員証の組合員等記号・番号又は個人番号」欄には、旧組合員証の組合員等記号・番号又は個人番号のいずれかを記入すること。 

備考 用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。 
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別紙様式第２３号

別紙様式第23号 

(表) 

注 意 事 項 

1 この証は、各面をよく読んで大切に持つていてくだ

さい。 

2 この証では、資格喪失の際に、現に診療を受けてい

た傷病及びこれによつて発生した疾病についてのみ、

診療が受けられます。診療を受けようとする際には、

必ずこの証をその窓口で渡してください。 

3 この証で診療を受けたときは、次の金額を支払つて

ください。 

 (1) 保険診療の費用((2)の費用を除く。) 

  ア 組合員であつた者 3割に相当する金額 

    ただし、70歳の誕生日の属する月の翌月(誕生

日が月の初日である場合はその月)以後の場合

は、2割(ただし、昭和19年4月1日までに生まれた

者は1割)に相当する金額となります。 

  イ 被扶養者であつた者 3割に相当する金額 

    ただし、義務教育就学前(6歳の誕生日の前日以

後の最初の3月31日まで)の場合は2割に相当する

金額、70歳の誕生日の属する月の翌月(誕生日が

月の初日である場合はその月)以後の場合は2割

(ただし、昭和19年4月1日までに生まれた者は1

割)に相当する金額となります。 

 (2) 入院時の食事療養又は生活療養に要する費用 

定額の食事療養標準負担額又は生活療養標準負担

額 

4 この証は、健康保険制度の日雇特例被保険者等とし

て療養の給付等が受けられるようになつたとき、組合

員等、私学共済制度の加入者等、健康保険制度の被保

険者等、船員保険制度の被保険者等、国民健康保険制

度の被保険者となつたとき、組合員の資格を喪失して

から起算して6月を経過したとき、法第2条第1項第2号

に規定する後期高齢者医療の被保険者等となつたとき

又は診療を受けていた傷病が治つた等のため不要とな

つたときは、直ちに返納してください。 

5 表面の記載事項のうち組合員であつた者又は受給者

の氏名又は住所に変更があつたときは、この証を提出

するとともに、新旧の氏名又は住所を遅滞なく届け出

てください。 

6 不正にこの証を使用した者は、刑法によつて詐欺罪

として懲役の処分を受けます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 地 方 公 務 員 共 済 組 合

特 別 療 養 証 明 書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ ○ 共 済 組 合 

 

129



(裏) 

    

        

療
養
給
付
記
録
１ 

傷 病 名 

    

  
地方公務員共済組合特別療養証明書 

  

令和  年  月  日 交付  

組
合
員
で
あ
つ
た
者 

記 号   番 号 (枝番) 受 給 期 限 令和  年  月  日 

氏 名 

  
性 別 終了年月日 令和 年 月 日 転帰   

備 考 
  

男 女 

療
養
給
付
記
録
２ 

傷 病 名 

  
生年月日 昭・平・令  年  月  日生 

現 住 所 
  

受 給 期 限 令和  年  月  日 受

給

者 

記 号   番 号 (枝番) 

氏 名 

  
性 別 

終了年月日 令和 年 月 日 転帰 
  

男 女 

備 考 
  

生年月日 昭・平・令  年  月  日生 

療
養
給
付
記
録
３ 

傷 病 名 

  

現 住 所 
  

発

行

機

関 

所 在 地 
  

受 給 期 限 令和  年  月  日 

組合(保

険者)番

号 名 称

及び印 

  
終了年月日 令和 年 月 日 転帰 

  

備 考 
  

    

備考 

 1 用紙の大きさは、縦127ミリメートル、横182ミリメートルとする。 

 2 この証は、受給者1人ごとに作成すること。 

 3 受給者が組合員であつた者であるときは、「受給者」欄の「氏名」欄に本人と記載し、他の欄には斜線を引く

こととし、受給者が組合員の退職又は死亡の際に被扶養者であつた者であるときは、それぞれの欄に当該事項

を記載すること。 

 4 「性別」欄は、該当しない文字を抹消すること。 

 5 「療養給付記録」欄は、保険医療機関等において次の方法により記載すること。ただし、「受給期限」欄につ

いては、特別療養を受けることができる期限を共済組合が記載すること。 

  (1) 歯について保険診療を行つた場合には、患歯の部位を「傷病名」欄に記載すること。 

  (2) 「終了年月日」欄には、受給期限が満了するときは、その満了日を記載し、傷病が転帰したときは、その

年月日を記載すること。 

  (3) 「転帰」欄には、治癒、療養の給付の期間満了、転医、死亡又は療養の中止等の別を記載すること。 

  (4) 船員組合員であつた者が一部負担金を支払つたときは、その額及びその年月日を「備考」欄に記載するこ

と。 

 6 船員組合員であつた者又は船員被扶養者については、本証明書最上欄右側の余白にそれぞれ「船」又は

「 船被 」と表示すること。 

 7 別途組合員であつた者又は受給者に周知することにより、注意事項を省略することができる。 
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別紙様式第２４号

別紙様式第24号 

特 別 療 養 証 明 書 整 理 簿 

旧組合員証

の組合員等

記号・番号 

組合員であつた者の

氏 名 
特別療養者氏名 傷 病 名 交付年月日 

受給期限

満了等の

年 月 日 

返 納 又 は

亡失年月日 
備 考 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

備考 用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。 
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別紙様式第２５号

別紙様式第25号 

(表) 

  

  
○ ○ 共 済 組 合 限 度 額 適 用 認 定 証 

  

令和  年  月  日交付  

組

合

員 

記 号   番 号 (枝番)   

氏 名 

 

生年月日        年     月     日 

適

用

対

象

者 

氏 名 

 

生年月日        年     月     日 

住 所 

  

発 効 年 月 日 令和     年     月     日 

有 効 期 限 令和     年     月     日 

適 用 区 分   

発

行

機

関 

所 在 地   

保 険 者

番 号 

 

名 称

及 び 印 

  

 

    マイナ保険証(※)を利用すれば、事前の手続きなく、

高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。 

    限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、

マイナ保険証をぜひご利用ください。 

※ 電子資格確認に利用される個人番号カードをいいます。 
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(裏) 

 

注 意 事 項 

 

1 この証は、各面をよく読んで大切に持つていてください。 

2 この証によつて療養を受ける際に支払う一部負担金の額は、保険医療機関等又は指定

訪問看護事業者ごとに1か月につき、別に定められた額を限度とします。 

3 保険医療機関等又は指定訪問看護事業者について療養を受けるときには、その窓口で、

電子的確認を受けるか、この証を組合員証等に添えて渡してください。 

4 組合員の資格がなくなつたとき、被扶養者でなくなつたとき、認定の条件に該当しな

くなつたとき又は有効期限に達したときは、遅滞なくこの証を組合に返してください。 

5 法第2条第1項第2号に規定する後期高齢者医療の被保険者等となつたときは、遅滞なく

この証を組合に返してください。 

6 不正にこの証を使用した者は、刑法によつて詐欺罪として懲役の処分を受けます。 

7 表面の記載事項に変更があつた場合には、遅滞なくこの証を組合に提出して訂正を受

けてください。 

備考 

 1 用紙の大きさは、縦127ミリメートル、横91ミリメートルとする。 

 2 この証は、対象者1人ごとに作製すること。 

 3 対象者が組合員であるときは、表面の「適用対象者」の欄の「氏名」欄に「組合員本

人」と記載し、対象者が被扶養者であるときは、それぞれの欄に該当事項を記載するこ

と。 

 4 「有効期限」欄には、この証が無効となる日の前日までを記載すること。 

 5 適用区分欄には、適用対象者が地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の4第1項第2

号又は第2項第2号に掲げる者である場合は「ア」と、同条第1項第3号又は第2項第3号に

掲げる者である場合は「イ」と、同条第1項第1号又は第2項第1号に掲げる者である場合

は「ウ」と、同条第1項第4号又は第2項第4号に掲げる者である場合は「エ」と、同条第

3項第4号又は第4項第4号に掲げる者である場合は「現役並みⅠ」と、同条第3項第3号又

は第4項第3号に掲げる者である場合は「現役並みⅡ」と記載すること。 

 6 必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることそ

の他所要の調整を加えることができること。 

 7 別途組合員又はその被扶養者に周知することにより、注意事項を省略することができ

る。 
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別紙様式第２５号の２

別紙様式第25号の2 

(表) 

  

  
○○共済組合限度額適用・標準負担額減額認定証 

  

令和  年  月  日交付  

記号 
  

番 号 (枝番)     

組

合

員 

氏 名 

 

生年月日 年     月     日 

適
用
・
減
額
対
象
者 

氏 名 

 

生年月日 年     月     日 

住 所 

  

発 効 年 月 日 令和     年     月     日 

有 効 期 限 令和     年     月     日 

適 用 区 分 
  

長期入院該 当 令和    年    月    日 
組合

印 

  

発

行

機

関 

所 在 地 
  

保 険 者

番 号 

 

名 称

及 び 印 

  

 

    マイナ保険証(※)を利用すれば、高額療養費制度に

おける限度額を超える支払いが免除されます。 

    限度額適用・標準負担額減額認定証の提示は不要と

なりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。 

※ 電子資格確認に利用される個人番号カードをいいます。 
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(裏) 

 注 意 事 項  

1 この証は、各面をよく読んで大切に持つていてください。 

2 この証によつて療養を受ける場合は、次のとおり一部負担金限度額の適用及び食事療

養標準負担額又は生活療養標準負担額の減額が行われます。 

 (1) 療養を受ける際に支払う一部負担金の額は、保険医療機関等又は指定訪問看護事

業者ごとに1か月につき、別に定められた額を限度とします。 

 (2) 入院の際に食事療養を受ける場合に支払う食事療養標準負担額又は生活療養を受

ける場合に支払う生活療養標準負担額は、別に厚生労働大臣が定める減額された額と

します。 

3 保険医療機関等又は指定訪問看護事業者について療養を受けるときには、その窓口で、

電子的確認を受けるか、この証を組合員証等に添えて渡してください。 

4 組合員の資格がなくなつたとき、被扶養者でなくなつたとき、認定の条件に該当しな

くなつたとき又は有効期限に達したときは、遅滞なくこの証を組合に返してください。 

5 法第2条第1項第2号に規定する後期高齢者医療の被保険者等となつたときは、遅滞なく

この証を組合に返してください。 

6 不正にこの証を使用した者は、刑法によつて詐欺罪として懲役の処分を受けます。 

7 表面の記載事項に変更があつた場合には、遅滞なくこの証を組合に提出して訂正を受

けてください。 

備考 

 1 用紙の大きさは、縦127ミリメートル、横91ミリメートルとする。 

 2 この証は、対象者1人ごとに作製すること。 

 3 対象者が組合員であるときは、表面の「適用・減額対象者」の欄の「氏名」欄に「組

合員本人」と記載し、対象者が被扶養者であるときは、それぞれの欄に該当事項を記載

すること。 

 4 「有効期限」欄には、この証が無効となる日の前日までを記載すること。 

 5 適用区分欄には、適用対象者が地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の4第1項第5

号又は第2項第5号に掲げる者である場合は「オ」と、同条第3項第6号に掲げる者である

場合は「Ⅰ」と、同項第5号に掲げる者である場合は「Ⅱ」と記載すること。 

 6 健康保険法施行規則第62条の3第6号に掲げる者である場合は、適用区分欄に、5記載

の適用区分「オ」又は「Ⅰ」に加え、「(境)」と記載すること。 

 7 必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることそ

の他所要の調整を加えることができること。 

 8 別途組合員又はその被扶養者に周知することにより、注意事項を省略することができ

る。 
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別紙様式第２６号

別紙様式第26号 

(表) 

  

  
○ ○ 共 済 組 合 特 定 疾 病 療 養 受 療 証 

  

  

認 定 疾 病 名 
  

受

診

者 

氏 名 
 

生 年 月 日 

昭 和 

平 成 

令 和 

        年       月       日 

住 所 
  

組

合

員 

記
号 

  
番
号 

  (

枝
番) 

氏 名 
 

生 年 月 日 

昭 和 

平 成 

令 和 

        年       月       日 

自己負担限度額 
  

発

行

機

関 

所 在 地 
  

保険者番号 

 

 

名称及び印 

  

交 付 年 月 日 令 和        年        月        日 

発 効 年 月 日 令 和        年        月        日 
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(裏) 

 

 注 意 事 項  

 

1 この証は、各面をよく読んで大切に持つていてください。 

2 この証によつて認定疾病に係る保険診療を受ける場合は、窓口で支払う一部負担金等

の額は、保険医療機関等又は保険薬局等ごとに1か月に表面に記載された自己負担限度額

を最高限度とします。ただし、入院した場合には、食事療養又は生活療養に要する費用

について、別途定額の食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額を求めることとなり

ます。 

3 保険医療機関等又は保険薬局等から認定疾病に係る保険診療を受けようとする場合に

おいて、組合員証等を提出することにより組合員又は被扶養者であることの確認を受け

る場合には、この証を組合員証等に添えてその窓口で渡してください。 

4 組合員の資格がなくなつたとき又は被扶養者でなくなつたときは、遅滞なくこの証を

組合に返してください。 

5 法第2条第1項第2号に規定する後期高齢者医療の被保険者等となつたときは、遅滞なく

この証を組合に返してください。 

6 不正にこの証を使用した者は、刑法によつて詐欺罪として懲役の処分を受けます。 

7 表面の記載事項に変更があつた場合には、遅滞なくこの証を組合に提出して訂正を受

けてください。 

備考 

 1 用紙の大きさは、縦127ミリメートル、横91ミリメートルとする。 

 2 この証は、受診者1人ごとに作成すること。 

 3 受診者が組合員であるときは、「受診者」欄の「氏名」欄に「組合員本人」と記載す

ること。 

 4 「発効年月日」欄には、この証が有効となる年月日を記載すること。 

 5 別途組合員又はその被扶養者に周知することにより、注意事項を省略することができ

る。 
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別紙様式第２７号　第２７号の１

別紙様式第27号 第27号の1 

診 療 報 酬 領 収 済 明 細 書 

組合員等記号・番号   保険者番号   
 組合員証の

発 行 機 関 
  

組 合 員 住 所 氏 名   
公 務 上 

公
務
外 

乗船中発病したもの 

受 給 者 住 所 氏 名 年   月   日生  
下船中発病したもの 

傷

病

名 

① 初

診 

年 月 日 当
月
開
始 

年 月 日 診
療
日
数 

日 終

診 
年 月 日 

転 帰 

治

ゆ 

繰

越 

死

亡 

転

医 

中

止 

② 年 月 日 年 月 日 日 年 月 日 

 臨床学

的所見 
  

 理化学

的所見 
  

診 療 の 内 容 摘 要 

項 目 内 容 経過及び診療事

実に関する理由 

  

料 
 

診
察 

初 診 円 
再 診 円 

  

往 診 回        円 

投
薬
料 

内 服 
種類   日分       円 
種類   日分       円 
種類   日分       円 

頓 服 種類   回調剤      円 
外 用 種類   回調剤      円 

料 
 

注
射 

(皮) (筋)
(静) (動)
の別を記入 

回        円 
回        円 
回        円 

料 
 

処
置 

処 置 名 
回        円 
回        円 
回        円 

料 
 

手
術 

手 術 名 
回        円 

回        円 
 料 

 

検
査 

検 査 名 
回        円 
回        円 

療 法 開 始 年 月 日 
ン

料 

レ
ン
ト
ゲ 

透 視 

撮 影 
切    枚    円 

結核化学療法    年   月   日 

駆 梅 療 法    年   月   日 

 (    )     年   月   日 

そ
の
他 

  

入
院
料 

 看 
感染症の予防及び
感染症の患者に
対 す る 医 療 に
関する法律による
公 費 負 担 

円 

賄 食 
自    日 
至    日 

日間     円 

(無)寝 初 診 に 要 し た
月 の 診 療 額 

円 

合 計 円 

入 院 の 初 日 年   月   日 
領 収 済 額 円 

 上記のとおり領収しました。 

          殿 

   令和   年   月   日 

  
医療機関名
及びその住所 

 
  

備考 

 1 この明細書は、歯科医師以外の医師から診療を受け、又はその処方箋に基づいて薬局から調剤を受けた場合に用いる。 

 2 用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。 
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第２７号の２

第27号の2 

診 療 報 酬 領 収 済 明 細 書 

組合員等記号・番号   保険者番号   
 組合員証の

発 行 機 関 
  

組 合 員 住 所 氏 名   
公 務 上 

公
務
外 

乗船中発病したもの 

療 養 者 住 所 氏 名 年   月   日生  
下船中発病したもの 

 部 位 及 び

傷 病 名 
左    右 

転 帰 

治

ゆ 

繰

越 

死

亡 

転

医 

中

止 

初 診 年  月  日 当月開始 年  月  日 診療日数 日 終 診 年  月  日 

診 療 の 内 訳 摘 要 

項 目 内 訳 経過及び診療事

実に関する理由 

  

診 察 料 初 診 円 

  

投 薬 料 

内 服 薬 

種類 日分 円 

種類 日分 円 

種類 日分 円 

頓 服 薬 種類 回調剤 円 

外 用 薬 種類 回調剤 円 

注 射 料 
皮 下 筋 肉 内 回   円 
静 脈 内 回   円 

処

置

料(

硬) 

撤 去 歯   円 

普 通 処 置 回   円 

複 根 管 回   円 

抜 髄 歯   円 

根 充 歯   円 

  円 

充 料 
ア マ ル ガ ム 歯   円 

セメント 硅 燐 歯   円 

インレー料 
金合金 ポスト 複 雑 か ど う か 歯   円 

銀 合 金 歯   円 
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補

て

つ

料 

義 歯 床歯   円     

金属
こう 

1 4 K 特殊鋼 不銹鋼 

レス
ト 

歯   円 
有無 

パラタ

ルバー 

リンガ

ルバー 
特殊鋼 不 銹 鋼 歯   円 

歯冠性続歯 1 4 K レヂン 陶 歯 歯   円 

支 台 築 造 銀 ア セ 歯   円 

金 属 冠 金 金パラ 銀合金 歯   円 

そ の 他   円 

手

術

料 

抜 歯 歯   円 

手 術   円 

そ の 他     

(

軟) 

処

置

料 

歯 石 除 去 回   円 

  円 

  円 
初診の日の

診療に要し

た額 

円 
レントゲン
そ の 他 

  円 

合 計   円 

入院の初日 年  月  日 
領 収 済 額   円 

 上記のとおり領収しました。 

          殿 

   令和   年   月   日 

  
医療機関名
及びその住所 

 
  

備考 

 1 この明細書は、歯科医師から診療を受け、又はその処方箋に基づいて調剤を受けた場合に用いる。 

 2 用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。 

140



第２７号の３

第27号の3 

診療報酬領収済明細書 

組 合 員 等

記 号 ・ 番 号 
  保険者番号   

組合員証の

発 行 機 関 
  

組合員住所氏名   公 務 上 

療養者住所氏名 
年   月   日生 

公 務 外 

負 傷 名   

負傷の年月日 令和 年 月 日 

負 傷 の 経 過   

負 傷 の 原 因   

施術開始

年 月 日 
令和 年 月 日 

施術終了

年 月 日 
令和 年 月 日 転 帰 

治ゆ、継続中 

転医、中 止 

施 術 の 種 類 回 数 
1 回 の

料 金 
加 算 料 金 

施 術

料 金 

施術を行なつた

期 間 

初 検 料   
円 深 夜

時 間 外 

円 円 
月  日 

往 療 料     
夜間、難路、暴

風雨雪、距離 
    

自   月   日 

至   月   日 

整 復 固 定 処 置

又 は 初 回 処 置 
        月   日  

後 療 処 置         
自   月   日 

至   月   日 

罨 法 料     

回数 1回の料金 

  
自   月   日 

至   月   日 
回 円 

そ の 他           

領 収 額 
円 

一 部 負 担 金 
円 一部負担

金を控除
した額 

円 

 上記のとおり領収しました。 

        殿 

    令和  年  月  日 

整 復 師 
住 所 

氏 名 

1 「負傷の原因」欄は、具体的に詳しく書いてください。 

2 標準回数を超過した場合にはその事由を書いてください。 

3 「一部負担金を控除した額」欄は、領収額(施術に要した費用の額)から一部負担金を差

し引いた額を記入してください。 

備考 

 1 この明細書は、整復師から施術を受けた場合に用いる。 

 2 用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。 
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別紙様式第２８号

別紙様式第28号 

特 別 療 養 給 付 管 理 台 帳 

 組合員であつた

者に関する事項 

旧組合員証の組合員等記

号・番号 
  

旧 所 属 機 関 名 

  

氏名、生年月日及び性別 年  月  日  男 女   

現 住 所   組合員資格喪失年月日 年  月  日   

療養者に関する事項 氏名、生年月日及び性別 年  月  日  男 女 旧 組 合 員 と の 続 柄   

証明書の受給期限 年  月  日  
他制度による療養給付の可否 

(可の場合における制度の名称) 

可        否 

(制度の名称：               ) 

傷 病 名 給 付 開 始 年 月 日 

  年   月   日    

  年   月   日    

  年   月   日    

資格喪失の際療養の給付等を担当していた保険医

療機関等の名称及び所在地 

名 称   

所 在 地   

現に療養の給付等を担当している保険医療機関等

の名称、所在地及び診療に従事する保険医の氏名 

名 称   保険医の氏名   

所 在 地   

申請の際の傷病の程度及び療養等の状況   

証明書交付年月日 年   月   日  証明書回収年月日及び回収理由       年  月  日 

給 付 記 録 

傷 病 療 養 機 関 名 転 帰 年 月 日 備 考 

    年   月   日    

    年   月   日    

    年   月   日    

    年   月   日    

    年   月   日    

    年   月   日    

  

備考 用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。 
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別紙様式第３１号　削除

別紙様式第３２号　削除

別紙様式第３５号　削除

別紙様式第３６号　削除

別紙様式第３７号

別紙様式第37号 

(表) 

   3mm 

  

第    号 

       地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

第144条の27第4項の規定に基づく 

監 査 証 票 

所属 

官職                         氏 名 

年  月  日生 

  令和  年  月  日交付 

主 務 大 臣   

  

 

 3

mm 

  

(裏) 

  

  地方公務員等共済組合法(抄) 
 (主務大臣の権限) 
第144条の27(第1項、第2項、第3項略) 
4 主務大臣は、必要があると認めるときは、当該職員に組合の業務及び財産の
状況を監査させるものとする。 

5 略 
 (主務大臣等) 
第144条の29(第1項、第2項略) 
3 第144条の27第1項及び第4項並びに前条第1項及び第2項に規定する総務大臣
の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行
うこととすることができる。 

4 略 
第147条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。 
 一 第144条の27第2項又は第4項の規定に違反して、報告をせず、若しくは虚

偽の報告をし、又は監査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 
 二 略 

  

  

備考 

 1 都道府県知事が当該職員に監査させる場合は、様式中「主務大臣」とあるのは「都道

府県知事」と、「官職」とあるのは「職名」とする。 

 2 用紙は、厚紙白紙、日本産業規格B8とする。 
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別紙様式第３８号

別紙様式第38号 

(表) 

 

4 略 

第150条 医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行つた者又は

これらの者を使用する者が第144条の28第1項の規定による報

告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示を命ぜられて

正当な理由がなくこれに従わず、又は同項の規定による質問に

対して正当な理由がなく答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした

ときは、10万円以下の過料に処する。 

  3mm 

  
第    号 

地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第144

条の28の規定に基づく 

 

検 査 証 票 

 所 属 

 官 職            氏 名 

年  月  日生 

 令和  年  月  日交付 

 

主 務 大 臣    

  

 3

mm 

  

(第4面) (第1面) 

備考 

 1 都道府県知事が当該職員に質問又は検査をさせる場合は、様式中「主務大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「官職」とある

のは「職名」とする。 

 2 用紙は、厚紙白紙、日本産業規格B7とし、中央点線のところから二つ折りとする。 
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(裏) 

地方公務員等共済組合法(抄) 

 

第144条の28 主務大臣は、組合の療養に関

する短期給付についての費用の負担又は

支払の適正化を図るため必要があると認

めるときは、医師、歯科医師、薬剤師若

しくは手当を行つた者若しくはこれらの

者を使用する者に対し、その行つた診療、

薬剤の支給若しくは手当に関し、報告若

しくは診療録、帳簿書類その他の物件の

提示を求め、若しくは当該職員に質問さ

せ、又は当該給付に係る療養を行つた保

険医療機関若しくは保険薬局若しくは当

該保険医療機関若しくは保険薬局の開設

者若しくは管理者、保険医、保険薬剤師

その他の従業者であつた者(以下この項

において「開設者であつた者等」という。)

から報告若しくは資料の提出を求め、当

該保険医療機関若しくは保険薬局の開設

者若しくは管理者、保険医、保険薬剤師

その他の従業者(開設者であつた者等を

含む。)に対し出頭を求め、若しくは当該

職員に関係者に対し質問させ、若しくは

当該保険医療機関若しくは保険薬局につ

き設備若しくは診療録その他その業務に

関する帳簿書類を検査させることができ

る。 

2 主務大臣は、組合の指定訪問看護に関す

る短期給付についての費用の負担又は支

払の適正化を図るため必要があると認め

るときは、当該給付に係る指定訪問看護

を行つた指定訪問看護事業者又は指定訪

問看護事業者であつた者若しくは当該指

定に係る訪問看護事業所の看護師その他

の従業者であつた者(以下この項におい

て「指定訪問看護事業者であつた者等」

という。)から報告若しくは帳簿書類の提

出若しくは提示を求め、当該指定訪問看

護事業者若しくは当該指定に係る訪問看

護事業所の看護師その他の従業者(指定

訪問看護事業者であつた者等を含む。)に

対し出頭を求め、又は当該職員に関係者

に対し質問させ、若しくは当該指定訪問

看護事業者の当該指定に係る訪問看護事

業所につき帳簿書類その他の物件を検査

させることができる。 

3 主務大臣は、第144条の24の2第5項及び

第6項の規定による措置に関し必要があ

ると認めるときは、その必要と認められ

る範囲内において、同条第3項若しくは第

4項の規定に違反していると認めるに足

りる相当の理由がある者に対し、必要な

事項に関し報告を求め、又は当該職員に

当該者の事務所若しくは事業所に立ち入

つて質問させ、若しくは帳簿書類その他

の物件を検査させることができる。 

4 当該職員は、前3項の規定により質問又

は検査をする場合には、その身分を示す

証明書を携帯し、関係人にこれを提示し

なければならない。 

5 第1項から第3項までの質問又は検査の

権限は、犯罪捜査のために認められたも

のと解してはならない。 

 (主務大臣等) 

第144条の29(第1項、第2項略) 

3 第144条の27第1項及び第4項並びに前条

第1項及び第2項に規定する総務大臣の権

限に属する事務の一部は、政令で定める

ところにより、都道府県知事が行うこと

とすることができる。 

(第2面) (第3面) 
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別紙様式第４０号

別紙様式第40号 

(表 面) 

(組合員用) 

    本人(組合員)                令和  年  月  日交付 

○○共済組合 

船員組合員証 

      記号              番号         (枝番) 

      氏名 

      性別 

      生 年 月 日     年  月  日 

      資格取得年月日     年  月  日 

発行機関所在地 

保 険 者 番 号 

名 称                               印 

(裏 面) 

  

 住 所 
    

  

  

 備 考 

  
 ※ 以下の欄に記入することにより、臓器提供に関する意思を表示することができ

ます(記入は自由です。)。 

  記入する場合は、1．2．3．のいずれかの番号を〇で囲んでください。 

  

 1．私は、脳死後及び心臓が停止した死後のいずれでも移植の為に臓器を提供します。 

 2．私は、心臓が停止した死後に限り、移植の為に臓器を提供します。 

 3．私は、臓器を提供しません。 

 ≪1又は2を選んだ方で、提供したくない臓器があれば、×をつけてください。≫ 

 【心臓・肺・肝臓・腎臓・膵臓・小腸・眼球】 

 〔特記欄：                                 〕 

 署名年月日：    年  月  日 

 本人署名(自筆)：         家族署名(自筆)：         

備考 1．プラスチツクその他の材料を用い、使用に十分耐えうるものとする。 
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   2．大きさは、縦54ミリメートル、横86ミリメートルとする。 

   3．必要があるときは、横書きの文字を縦書きで表示することその他所要の変更又は

調整を加えることができる。 

   4．船員組合員に次に掲げる事項を周知するものとする。 

    (1) 船員組合員証の交付を受けたときは、直ちに住所欄に住所を自署して大切に

保管すること。 

    (2) 保険医療機関等において診療を受けようとするときは、その窓口で、電子資

格確認を受けるか、船員組合員証を提出すること。 

    (3) 船員組合員の資格を喪失したときは、遅滞なく船員組合員証を組合に返納す

ること。 

    (4) 不正に船員組合員証を使用した者は、刑法により詐欺罪として懲役の処分を

受けることがあること。 

    (5) 船員組合員証の記載事項に変更があつたときは、遅滞なく組合に提出して訂

正を受けること。 

    (6) 臓器提供に関する意思を表示する場合は、次の点に留意するほか、臓器の移

植に関する法律(平成9年法律第104号)に基づく臓器提供意思表示カードの記載

の例によること。 

     (イ) 特記欄については、親族への優先提供の意思等がある場合に記載するこ

と。 

     (ロ) 家族署名欄への記載は、意思表示の有効性の要件とはなつていないこと。 

      また、「家族」は被扶養者の認定を受けている者に限らないこと。 
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別紙様式第４１号

別紙様式第41号 

(表 面) 

 (被扶養者用) 

    家族(被扶養者)               令和  年  月  日交付 

○ ○ 共 済 組 合 

船員組合員被扶養者証 

      記号              番号         (枝番) 

      氏名           組合員氏名 

      性別 

      生 年 月 日     年  月  日 

      認 定 年 月 日     年  月  日 

発行機関所在地 

保 険 者 番 号 

名 称                               印 

(裏 面) 

  

 住 所 
    

  

  

 備 考 

  
 ※ 以下の欄に記入することにより、臓器提供に関する意思を表示することができ

ます(記入は自由です。)。 

  記入する場合は、1．2．3．のいずれかの番号を〇で囲んでください。 

  

 1．私は、脳死後及び心臓が停止した死後のいずれでも移植の為に臓器を提供します。 

 2．私は、心臓が停止した死後に限り、移植の為に臓器を提供します。 

 3．私は、臓器を提供しません。 

 ≪1又は2を選んだ方で、提供したくない臓器があれば、×をつけてください。≫ 

 【心臓・肺・肝臓・腎臓・膵臓・小腸・眼球】 

 〔特記欄：                                 〕 

 署名年月日：    年  月  日 

 本人署名(自筆)：         家族署名(自筆)：         

備考 1．プラスチツクその他の材料を用い、使用に十分耐えうるものとする。 
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   2．大きさは、縦54ミリメートル、横86ミリメートルとする。 

   3．必要があるときは、横書きの文字を縦書きで表示することその他所要の変更又は

調整を加えることができる。 

   4．船員組合員又はその被扶養者に次に掲げる事項を周知するものとする。 

    (1) 船員組合員被扶養者証の交付を受けたときは、直ちに住所欄に住所を自署し

て大切に保管すること。 

    (2) 保険医療機関等において診療を受けようとするときは、その窓口で、電子資

格確認を受けるか、船員組合員被扶養者証を提出すること。 

    (3) 船員組合員の資格を喪失したとき又は船員組合員の被扶養者がその要件を

欠くに至つたときは、遅滞なく船員組合員被扶養者証を組合に返納すること。 

    (4) 不正に船員組合員被扶養者証を使用した者は、刑法により詐欺罪として懲役

の処分を受けることがあること。 

    (5) 船員組合員被扶養者証の記載事項に変更があつたときは、遅滞なく組合に提

出して訂正を受けること。 

    (6) 臓器提供に関する意思を表示する場合は、次の点に留意するほか、臓器の移

植に関する法律(平成9年法律第104号)に基づく臓器提供意思表示カードの記載

の例によること。 

     (イ) 特記欄については、親族への優先提供の意思等がある場合に記載するこ

と。 

     (ロ) 家族署名欄への記載は、意思表示の有効性の要件とはなつていないこと。 

      また、「家族」は被扶養者の認定を受けている者に限らないこと。 
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別紙様式第４２号

別紙様式第42号 

船 員 組 合 員 証 整 理 簿 

船員組合

員証の組

合員等記

号・番号 

組合員氏名 
組合員

種 別 

交 付

年月日 

検 認

年月日 

退職等の

年 月 日 

返納又は

亡 失

年 月 日 

備 考 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

備考 用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。 
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別紙様式第４３号

別紙様式第43号 

船 員 組 合 員 被 扶 養 者 証 整 理 簿 

船員組合員

被扶養者証

の組合員等

記号・番号 

組 合 員

氏 名 

被扶養者

氏 名 
認定年月日 交付年月日 検認年月日 

認定取消等

年 月 日 

返納又は

亡 失

年 月 日 

備 考 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

備考 用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。 
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別紙様式第４４号

別紙様式第44号 

 

船 員 組合 員療 養補 償証 明 書 

本 人 

記 号   番 号 (枝番)   

氏 名 

  

生年月日 

昭和 

平成 

令和 

年 月 日 

組合員資格

取得年月日 

昭和 

平成 

令和 

 年  月  日 

乗 船 船 舶 船 舶 名 

  

総トン数 

  

傷病・事故

発生の日時

及 び 場 所 

日 時 令和  年  月  日 
午前 

午後 
 時  分ごろ 

場 所 
  

1 疾病    2 負傷 部 位 
  

船 員 法 第

8 9条第 2項

該 当 

下船の場所

及び年月日 

下 船 港 
  

下 船

年 月 日 

令和 

 

年 月 日 

下 船 後

3月満了

年 月 日 

令和 

 

年 月 日 

上記のとおり相違ないことを証明します。 

 

  令和  年  月  日 

 

    船舶所有者 
所在地 

名 称 
  

    船 長 
住 所 

氏 名 
  

 

備考 用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。 
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別紙様式第４５号

別紙様式第45号 

 

任 意 継 続 組 合 員 原 票 

任

意

継

続

組

合

員 

ふり
がな 

  資 格 取 得

年 月 日 

資 格 期 限

年 月 日 

資 格 喪 失

年 月 日 
氏
名 

男 
女 

・ ・ ・ ・ ・ ・ 生年
月日 

年   月   日  

現

住

所 

  任意継続組合
員証の組合員
等記号・番号 

    

  

記

事 
  

    

    

    

被

扶

養

者 

氏名 性別 続柄 生年月日 職業 
同居 

別居 
の別 

別居の

場合そ

の住所 

認 定

年 月 日 

認定取消

し年月日 

      
年 月 日 

    
年 月 日 年 月 日 

      
│ │ 

    
│ │ │ │ 

      
│ │ 

    
│ │ │ │ 

      
│ │ 

    
│ │ │ │ 

      
│ │ 

    
│ │ │ │ 

      
│ │ 

    
│ │ │ │ 

      
│ │ 

    
│ │ │ │ 

      
│ │ 

    
│ │ │ │ 

      
│ │ 

    
│ │ │ │ 

      
│ │ 

    
│ │ │ │ 

備考 用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。 
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別紙様式第４６号

別紙様式第46号 

(表 面) 

(組合員用) 

    本人(組合員)                令和  年  月  日交付 

○ ○ 共 済 組 合 

任意継続組合員証 

      記号              番号         (枝番) 

      氏名 

      性別 

      生 年 月 日     年  月  日 

      資格取得年月日     年  月  日 

      有 効 期 限     年  月  日 

発行機関所在地 

保 険 者 番 号 

名 称                               印 

(裏 面) 

  

 住 所 
    

  

  

 備 考 

  
※ 以下の欄に記入することにより、臓器提供に関する意思を表示することができま

す(記入は自由です。)。 

 記入する場合は、1．2．3．のいずれかの番号を〇で囲んでください。 

  

 1．私は、脳死後及び心臓が停止した死後のいずれでも移植の為に臓器を提供します。 

 2．私は、心臓が停止した死後に限り、移植の為に臓器を提供します。 

 3．私は、臓器を提供しません。 

 ≪1又は2を選んだ方で、提供したくない臓器があれば、×をつけてください。≫ 

 【心臓・肺・肝臓・腎臓・膵臓・小腸・眼球】 

 〔特記欄：                                 〕 

 署名年月日：    年  月  日 

 本人署名(自筆)：         家族署名(自筆)：         

備考 1．プラスチツクその他の材料を用い、使用に十分耐えうるものとする。 
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   2．大きさは、縦54ミリメートル、横86ミリメートルとする。 

   3．必要があるときは、横書きの文字を縦書きで表示することその他所要の変更又は

調整を加えることができる。 

   4．任意継続組合員に次に掲げる事項を周知するものとする。 

    (1) 任意継続組合員証の交付を受けたときは、直ちに住所欄に住所を自署して大

切に保管すること。 

    (2) 保険医療機関等において診療を受けようとするときは、その窓口で、電子資

格確認を受けるか、任意継続組合員証を提出すること。 

    (3) 任意継続組合員の資格を喪失したときは、遅滞なく任意継続組合員証を組合

に返納すること。 

    (4) 不正に任意継続組合員証を使用した者は、刑法により詐欺罪として懲役の処

分を受けることがあること。 

    (5) 任意継続組合員証の記載事項に変更があつたときは、遅滞なく組合に提出し

て訂正を受けること。 

    (6) 臓器提供に関する意思を表示する場合は、次の点に留意するほか、臓器の移

植に関する法律(平成9年法律第104号)に基づく臓器提供意思表示カードの記載

の例によること。 

     (イ) 特記欄については、親族への優先提供の意思等がある場合に記載するこ

と。 

     (ロ) 家族署名欄への記載は、意思表示の有効性の要件とはなつていないこと。 

      また、「家族」は被扶養者の認定を受けている者に限らないこと。 
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別紙様式第４６号の２

別紙様式第46号の2 

(表 面) 

(被扶養者用) 

    家族(被扶養者)               令和  年  月  日交付 

○ ○ 共 済 組 合 

任意継続組合員被扶養者証 

      記号              番号         (枝番) 

      氏名           組合員氏名 

      性別 

      生 年 月 日     年  月  日 

      認 定 年 月 日     年  月  日 

      有 効 期 限     年  月  日 

発行機関所在地 

保 険 者 番 号 

名 称                               印 

(裏 面) 

  

 住 所 
    

  

  

 備 考 

  
※ 以下の欄に記入することにより、臓器提供に関する意思を表示することができま

す(記入は自由です。)。 

 記入する場合は、1．2．3．のいずれかの番号を〇で囲んでください。 

  

 1．私は、脳死後及び心臓が停止した死後のいずれでも移植の為に臓器を提供します。 

 2．私は、心臓が停止した死後に限り、移植の為に臓器を提供します。 

 3．私は、臓器を提供しません。 

 ≪1又は2を選んだ方で、提供したくない臓器があれば、×をつけてください。≫ 

 【心臓・肺・肝臓・腎臓・膵臓・小腸・眼球】 

 〔特記欄：                                 〕 

 署名年月日：    年  月  日 

 本人署名(自筆)：         家族署名(自筆)：         

備考 1．プラスチツクその他の材料を用い、使用に十分耐えうるものとする。 
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   2．大きさは、縦54ミリメートル、横86ミリメートルとする。 

   3．必要があるときは、横書きの文字を縦書きで表示することその他所要の変更又は

調整を加えることができる。 

   4．任意継続組合員又はその被扶養者に次に掲げる事項を周知するものとする。 

    (1) 任意継続組合員被扶養者証の交付を受けたときは、直ちに住所欄に住所を自

署して大切に保管すること。 

    (2) 保険医療機関等において診療を受けようとするときは、その窓口で、電子資

格確認を受けるか、任意継続組合員被扶養者証を提出すること。 

    (3) 任意継続組合員の資格を喪失したとき又は任意継続組合員の被扶養者がそ

の要件を欠くに至つたときは、遅滞なく任意継続組合員被扶養者証を組合に返

納すること。 

    (4) 不正に任意継続組合員被扶養者証を使用した者は、刑法により詐欺罪として

懲役の処分を受けることがあること。 

    (5) 任意継続組合員被扶養者証の記載事項に変更があつたときは、遅滞なく組合

に提出して訂正を受けること。 

    (6) 臓器提供に関する意思を表示する場合は、次の点に留意するほか、臓器の移

植に関する法律(平成9年法律第104号)に基づく臓器提供意思表示カードの記載

の例によること。 

     (イ) 特記欄については、親族への優先提供の意思等がある場合に記載するこ

と。 

     (ロ) 家族署名欄への記載は、意思表示の有効性の要件とはなつていないこと。 

      また、「家族」は被扶養者の認定を受けている者に限らないこと。 
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別紙様式第４７号

別紙様式第47号 

任 意 継 続 組 合 員 証 整 理 簿 

任意継続
組合員証
の組合員
等記号・
番 号 

任意継続

組合員氏

名 

交 付

年 月 日 

有効期限

年 月 日 

資格喪失

年 月 日 

返納又は

亡 失

年 月 日 

備 考 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

備考 用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。 
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別紙様式第４７号の２

別紙様式第47号の2 

任 意 継 続 組 合 員 被 扶 養 者 証 整 理 簿 

任意継続組合

員被扶養者証

の 組 合 員 等

記 号 ・ 番 号 

任意継続

組 合 員

氏 名 

被扶養者

氏 名 
認定年月日 交付年月日 

有 効 期 限

年 月 日 

認定取消等

年 月 日 

返納又は

亡 失

年 月 日 

備 考 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

備考 用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。 
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別表第１号表

勘定科目表目次

短期経理　第１号表の１

厚生年金保険経理　第１号表の２

退職等年金経理　第１号表の３

厚生年金保険預託金管理経理　第１号表の４

退職等年金預託金管理経理　第１号表の５

業務経理　第１号表の６

保健経理　第１号表の７

医療経理　第１号表の８

宿泊経理　第１号表の９

住宅経理　第１号表の１０

貯金経理　第１号表の１１

貸付経理　第１号表の１２

物資経理　第１号表の１３

備考

１　大項目は、財務諸表上の区分とする。

２　中項目は、元帳科目とする。

３　小項目は、補助簿科目とし別段の定めがないものについては、組合が定める。

第１号表の１

短期経理

資産、負債及び純資産勘定科目（貸借対照表勘定科目）

借方 貸方

大項目 中項目 小項目 大項目 中項目 小項目

流動資産 　 　 流動負債 　 　

　 現金 　 　 短期借入金 　

　 当座預金 　 　 　 何々経理より借入金

　 普通預金 　 　 　 連合会より借入金

　 通知預金 　 　 未払金 　

　 定期預金 　 　 未払費用 　

　 金銭信託 　 　 預り金 　

　 有価証券 　 　 前受収益 　

　 貸付信託 　 　 仮受金 　

　 証券投資信託 　 　 本部勘定 　

　 立替金 　 　 　 前年度繰越金

　 仮払金 　 　 　 本部より回送金

　 未収収益 　 　 支部勘定 　

　 短期貸付金 　 　 　 前年度繰越金

　 　 何々経理へ貸付金 　 　 支部より回送金

　 未収金 　 　 所属所勘定 　

　 　 未収負担金 　 　 前年度繰越金

　 　 未収掛金 　 　 所属所より回送金

　 　 未収利息 固定負債 　 　

　 支払基金委託金 　 　 長期借入金 　

　 本部勘定 　 　 　 何々経理より借入金

　 　 前年度繰越金 　 　 連合会より借入金

　 　 本部へ回送金 　 支払準備金 　

　 支部勘定 　 剰余金 　 　

　 　 前年度繰越金 （欠損金） 　 　

　 　 支部へ回送金 　 利益剰余金又は欠損金

（△）

　

　 所属所勘定 　 　 　 欠損金補てん積立金

　 　 前年度繰越金 　 　 短期積立金又は短期繰越欠損金（△）

　 　 所属所へ回送金 　 　 当期短期利益金又は当期短期損失金（△）

　 未達回送金 　 　 　 介護積立金又は介護繰越欠損金（△）

固定資産 　 　 　 　 当期介護利益金又は当期介護損失金（△）

　 （投資その他の資産） 　 　 　 　

　 加入金 　 　 　 　

利益及び損失勘定科目（損益計算書勘定科目）

借方 貸方

大 項

目

中項目 小項目 大 項

目

中項目 小項目

経 常

費用

経 常

収益

（事業費用） （事業収益）
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保健給付 短期負担金

療養の給付 地方公共団体負

担金

入院時食事療養の給付・入院時生活療養の給付 国庫負担金

訪問看護療養の給付 組合負担金

家族療養の給付 職員団体負担金

家族訪問看護療養の給付 公的負担金

高額療養の給付 介護負担金

療養費 地方公共団体負

担金

移送費 国庫負担金

家族療養費 組合負担金

家族移送費 職員団体負担金

高額療養費 短期掛金

高額介護合算療養費 標準報酬月額掛

金

薬剤支給 標準期末手当等

掛金

出産費 介護掛金

家族出産費 標準報酬月額掛

金

埋葬料 標準期末手当等

掛金

家族埋葬料 短期任意継続掛金

直営保健給付 介護任意継続掛金

療養の給付 前期高齢者交付金

入院時食事療養の給付・入院時生活療養の給付 出産育児交付金

家族療養の給付 雑収入

高額療養の給付 （補助金等収入）

休業給付 連合会交付金

傷病手当金 調整交付金

出産手当金 特別調整交付金

休業手当金 高額医療交付金

育児休業手当金 災害給付交付金

介護休業手当金 育児・介護休業手当金交

付金

災害給付 育児休業手当金

交付金

弔慰金 介護休業手当金

交付金

家族弔慰金 調整負担金

災害見舞金 補助金

附加給付 （事業外収益）

家族療養費附加金 短期利息及び短期配当金

家族訪問看護療養費附加金 貸付金利息

出産費附加金 預金利息

家族出産費附加金 有価証券利息

埋葬料附加金 配当金

家族埋葬料附加金 信託収益

直営家族療養費附加金 介護利息

傷病手当金附加金 預金利息

出産手当金附加金 有価証券売却益

休業手当金附加金 有価証券評価益

弔慰金附加金 償還差益

家族弔慰金附加金 承継差益

災害見舞金附加金 賠償金

入院附加金 雑益

結婚手当金 前 年

度 繰

越 支

払 準

備金

退職者給付拠出金 前年度繰越支払準備金

療養給付費拠出金 特 別

利益

事務費拠出金 前期損益修正益
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前期高齢者納付金 当 期

損 失

金

前期高齢者納付金 当期短期損失金

事務費拠出金 当期介護損失金

後期高齢者支援金

後期高齢者支援金

事務費拠出金

出産育児関係事務費拠出金

病床転換支援金

病床転換支援金

事務費拠出金

介護納付金

流行初期医療確保拠出金

流行初期医療確保拠出金

流行初期医療確保関係事務費拠出金

一部負担金返還金

一部負担金払戻金

短期任意継続掛金還付金

介護任意継続掛金還付金

連合会払込金

連合会拠出金

特別調整拠出金

育児・介護休業手当金拠出金

連合会返還金

信託等売買手数料

雑費

（事業外費用）

支払利息

有価証券売却損

有価証券評価損

償還差損

承継差損

雑損

繰 入

金

業務経理へ繰入

保健経理へ繰入

次 年

度 繰

越 支

払 準

備金

次年度繰越支払準備金

特 別

損失

前期損益修正損

当 期

利 益

金

当期短期利益金

当期介護利益金

第１号表の２

厚生年金保険経理

資産、負債及び資本勘定科目（貸借対照表勘定科目）

借方 貸方

大項目 中項目 小項目 大項目 中項目 小項目

流動資産 流動負債

現金 未払消費税

当座預金 未払金

普通預金 振替

通知預金 未払費用

定期預金 前受金

保管有価証券 預り金

立替金 受入保証金

仮払金 前受収益
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前渡金 前受賃貸料

未収収益 前受利息

短期貸付金 仮受金

何々経理へ貸付金 預り有価証券

未収金 本部勘定

未収負担金 前年度繰越金

未収組合員保険料 本部より回送金

未収利息 支部勘定

振替 前年度繰越金

本部勘定 支部より回送金

前年度繰越金 所属所勘定

本部へ回送金 前年度繰越金

支部勘定 所属所より回送金

前年度繰越金 剰余金

支部へ回送金 資本剰余金

所属所勘定 再評価積立金

前年度繰越金 厚生年金保険給付組合積立金

所属所へ回送金

未達回送金

固定資産

（投資その他の資産）

信託

合同運用指定金銭信託

特定金銭信託

単独運用指定金銭信託

投資有価証券

国債

地方債

社債

株式

貸付信託

証券投資信託

有価証券信託

諸債券

生命保険

投資不動産

建物

構築物

土地

建設仮勘定

長期貸付金

何々経理へ貸付金

預託金

連合会預託金

備考　指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、次のとおりとすること。

厚生年金保険経理

資産、負債及び資本勘定科目（貸借対照表勘定科目）

借方 貸方

大項目 中項目 小項目 大項目 中項目 小項目

流動資産 流動負債

現金 未払金

当座預金 未払費用

普通預金 預り金

通知預金 前受収益

定期預金 前受利息

未収収益 仮受金

未収金

未収負担金

未収組合員保険料

未収利息

未達回送金

利益及び損失勘定科目（損益計算書勘定科目）

借方 貸方

大項目 中項目 小項目 大項目 中項目 小項目
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経常費用 経 常 収

益

（事業費用） （事業収益）

老齢厚生給付 負担金

老齢厚生年金 地方公共団体負担

金

退職共済給付 国庫負担金

退職共済年金 組合負担金

退職年金 職員団体負担金

減額退職年金 公庫等負担金

通算退職年金 公的負担金

脱退一時金 追加費用

返還一時金 組合員保険料

障害厚生給付 標準報酬月額保険

料

障害厚生年金 標準期末手当等保

険料

障害手当金 退職一時金等返還金

障害共済給付 連合会払込金返還金

障害共済年金 移換金

障害年金 厚生年金交付金

障害一時金 基礎年金交付金

遺族厚生給付 雑収入

遺族厚生年金 （補助金等収入）

遺族共済給付 連合会交付金

遺族共済年金 補助金

遺族年金 （運用収入）

通算遺族年金 利息及び配当金

特例死亡一時金 貸付金利息

死亡一時金 預金利息

短期在留脱退一時金 有価証券利息

連合会払込金 配当金

移換金 生命保険収益

消費税 投資不動産利息

負担金

厚生年金拠出金負担金 預託金利息

基礎年金拠出金負担金 信託の運用益

連合会交付金返還金 有価証券売却益

信託の運用損 有価証券評価益

有価証券売却損 償還差益

有価証券評価損 承継差益

償還差損 （事業外収益）

承継差損 賠償金

信託等売買手数料 雑益

未収返還金償却額 前 年 度

繰 越 厚

生 年 金

保 険 給

付 組 合

積立金

雑費 前年度繰越厚生年金保険給付組

合積立金

繰入金 特 別 利

益

業務経理へ繰入 前期損益修正益

次年度繰

越厚生年

金保険給

付組合積

立金

固定資産売却益

次年度繰越厚生年金保険給付組合積立

金

固定資産評価益

特別損失 当 期 損

失金

前期損益修正損 当期損失金

固定資産売却損
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固定資産除却損

固定資産評価損

当 期 利

益金

当期利益金

備考　指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、次のとおりとすること。

利益及び損失勘定科目（損益計算書勘定科目）

借方 貸方

大項目 中項目 小項目 大項目 中項目 小項目

経常費用 経常収益

（事業費用） （事業収益）

連合会払込金 負担金

負担金払込金 地方公共団体負担金

組合員保険料払込金 国庫負担金

雑費 組合負担金

特別損失 職員団体負担金

前期損益修正損 公庫等負担金

公的負担金

追加費用

組合員保険料

標準報酬月額保険料

標準期末手当等保険料

雑収入

（運用収入）

利息及び配当金

預金利息

（事業外収益）

雑益

特別利益

前期損益修正益

第１号表の３

退職等年金経理

資産、負債及び資本勘定科目（貸借対照表勘定科目）

借方 貸方

大項目 中項目 小項目 大項目 中項目 小項目

流動資産 流動負債

現金 未払消費税

当座預金 未払金

普通預金 未払費用

通知預金 前受金

定期預金 預り金

保管有価証券 受入保証金

立替金 前受収益

仮払金 前受賃貸料

前渡金 前受利息

未収収益 仮受金

短期貸付金 預り有価証券

何々経理へ貸付金 本部勘定

未収金 前年度繰越金

未収負担金 本部より回送金

未収掛金 支部勘定

未収利息 前年度繰越金

本部勘定 支部より回送金

前年度繰越金 所属所勘定

本部へ回送金 前年度繰越金

支部勘定 所属所より回送金

前年度繰越金 剰余金

支部へ回送金 資本剰余金

所属所勘定 再評価積立金

前年度繰越金 退職等年金給付組合積立金

所属所へ回送金

未達回送金

固定資産

（投資その他の資産）

信託
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合同運用指定金銭信託

特定金銭信託

単独運用指定金銭信託

投資有価証券

国債

地方債

社債

株式

貸付信託

証券投資信託

有価証券信託

諸債券

生命保険

投資不動産

建物

構築物

土地

建設仮勘定

長期貸付金

何々経理へ貸付金

預託金

連合会預託金

備考　指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、次のとおりとすること。

退職等年金経理

資産、負債及び資本勘定科目（貸借対照表勘定科目

借方 貸方

大項目 中項目 小項目 大項目 中項目 小項目

流動資産 流動負債

現金 未払金

当座預金 未払費用

普通預金 預り金

通知預金 前受収益

定期預金 前受利息

未収収益 仮受金

未収金

未収負担金

未収掛金

未収利息

未達回送金

利益及び損失勘定科目（損益計算書勘定科目）

借方 貸方

大項目 中項目 小項目 大項目 中項目 小項目

経常費用 経常収益

（事業費用） （事業収益）

退職給付 負担金

終身退職年

金

地方公共団体負担金

有期退職年

金

国庫負担金

有期退職年

金一時金

組合負担金

整理退職一

時金

職員団体負担金

遺族一時金 公庫等負担金

公務障害給付 掛金

公務障害年

金

標準報酬月額掛金

公務遺族給付 標準期末手当等掛金

公務遺族年

金

連合会払込金返還金

脱退一時金

連合会払込金 移換金

移換金 雑収入

消費税 （補助金等収入）

連合会交付金返還金 連合会交付金
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信託の運用損 補助金

有価証券売却損 （運用収入）

有価証券評価損 利息及び配当金

償還差損 貸付金利息

承継差損 預金利息

信託等売買手数料 有価証券利息

未収返還金償却額 配当金

雑費 生命保険収益

繰入金 投資不動産利息

業務経理へ繰入 預託金利息

次年 度繰

越退 職等

年金 給付

組合 積立

金

信託の運用益

次年度繰越退職等年金給付組合積立金 有価証券売却益

特別損失 有価証券評価益

前期損益修正損 償還差益

固定資産売却損 承継差益

固定資産除却損 （事業外収益）

固定資産評価損 賠償金

当期 利益

金

雑益

当期利益金 前年度繰

越退職等

年金給付

組合積立

金

前年度繰越退職等年金給付組合積

立金

特別利益

前期損益修正益

固定資産売却益

固定資産評価益

当期損失

金

当期損失金

備考　指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、次のとおりとすること。

利益及び損失勘定科目（損益計算書勘定科目）

借方 貸方

大項目 中項目 小項目 大項目 中項目 小項目

経常費用 経常収益

（事業費用） （事業収益）

連合会払込金 負担金

負担金払込金 地方公共団体負担金

掛金払込金 国庫負担金

雑費 組合負担金

特別損失 職員団体負担金

前期損益修正損 公庫等負担金

掛金

標準報酬月額掛金

標準期末手当等掛金

雑収入

（運用収入）

利息及び配当金

預金利息

（事業外収益）

雑益

特別利益

前期損益修正益

第１号表の４

厚生年金保険預託金管理経理

資産、負債及び資本勘定科目（貸借対照表勘定科目）

借方 貸方

大項目 中項目 小項目 大項目 中項目 小項目
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流動資産 流動負債

現金 未払金

当座預金 未払費用

普通預金 預り金

通知預金 前受収益

定期預金 仮受金

仮払金 固定負債

未収収益 連合会預託金

短期貸付金 剰余金

何々経理へ貸付金 （欠損金）

地方公共団体へ貸付金 資本剰余金

未収金 再評価積立金

固定資産 利益剰余金又は欠損金（△）

（投資その他の資産） 積立金又は繰越欠損金（△）

信託 当期利益金又は当期損失金（△）

合同運用指定金銭信託

投資有価証券

国債

地方債

社債

貸付信託

証券投資信託

有価証券信託

諸債券

投資不動産

建物

構築物

土地

長期貸付金

何々経理へ貸付金

利益及び損失勘定科目（損益計算書勘定科目）

借方 貸方

大項目 中項目 小項目 大項目 中項目 小項目

経常費用 経常収益

（事業費用） （事業収益）

支払利息 雑収入

信託の運用損 （運用収入）

有価証券売却損 利息及び配当金

有価証券評価損 貸付金利息

償還差損 預金利息

信託等売買手数料 有価証券利息

雑費 配当金

特別損失 信託の運用益

前期損益修正損 有価証券売却益

固定資産売却損 有価証券評価益

固定資産除却損 償還差益

固定資産評価損 特別利益

当期利益金 前期損益修正益

当期利益金 固定資産売却益

固定資産評価益

当期損失金

当期損失金

第１号表の５

退職等年金預託金管理経理

資産、負債及び資本勘定科目（貸借対照表勘定科目）

借方 貸方

大項目 中項目 小項目 大項目 中項目 小項目

流動資産 流動負債

現金 未払金

当座預金 未払費用

普通預金 預り金

通知預金 前受収益

定期預金 仮受金

仮払金 固定負債

未収収益 連合会預託金
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短期貸付金 剰余金

何々経理へ貸付金 （欠損金）

地方公共団体へ貸付金 資本剰余金

未収金 再評価積立金

固定資産 利益剰余金又は欠損金（△）

（投資その他の資産） 積立金又は繰越欠損金（△）

信託 当期利益金又は当期損失金（△）

合同運用指定金銭信託

投資有価証券

国債

地方債

社債

貸付信託

証券投資信託

有価証券信託

諸債券

投資不動産

建物

構築物

土地

長期貸付金

何々経理へ貸付金

利益及び損失勘定科目（損益計算書勘定科目）

借方 貸方

大項目 中項目 小項目 大項目 中項目 小項目

経常費用 経常収益

（事業費用） （事業収益）

支払利息 雑収入

信託の運用損 （運用収入）

有価証券売却損 利息及び配当金

有価証券評価損 貸付金利息

償還差損 預金利息

信託等売買手数料 有価証券利息

雑費 配当金

特別損失 信託の運用益

前期損益修正損 有価証券売却益

固定資産売却損 有価証券評価益

固定資産除却損 償還差益

固定資産評価損 特別利益

当期利益金 前期損益修正益

当期利益金 固定資産売却益

固定資産評価益

当期損失金

当期損失金

第１号表の６

業務経理

資産、負債及び純資産勘定科目（貸借対照表勘定科目）

借方 貸方

大項目 中項目 小項目 大項目 中項目 小項目

流動資産 　 　 流動負債 　 　

　 現金 　 　 短期借入金 　

　 小口現金 　 　 　 何々経理より借入金

　 当座預金 　 　 未払消費税 　

　 普通預金 　 　 未払金 　

　 通知預金 　 　 未払費用 　

　 定期預金 　 　 　 未払賃金

　 金銭信託 　 　 　 未払利息

　 有価証券 　 　 　 未払賃借料

　 貸付信託 　 　 預り金 　

　 証券投資信託 　 　 受入保証金 　

　 保管有価証券 　 　 前受収益 　

　 貯蔵品 　 　 仮受金 　

　 立替金 　 　 預り有価証券 　

　 仮払金 　 　 本部勘定 　

　 前渡金 　 　 　 前年度繰越金
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　 前払費用 　 　 　 本部より回送金

　 未収収益 　 　 支部勘定 　

　 短期貸付金 　 　 　 前年度繰越金

　 　 何々経理へ貸付金 　 　 支部より回送金

　 未収金 　 　 所属所勘定 　

　 本部勘定 　 　 　 前年度繰越金

　 　 前年度繰越金 　 　 所属所より回送金

　 　 本部へ回送金 固定負債 　 　

　 支部勘定 　 　 長期借入金 　

　 　 前年度繰越金 　 　 何々経理より借入金

　 　 支部へ回送金 　 （引当金） 　

　 所属所勘定 　 　 退職給与引当金 　

　 　 前年度繰越金 　 災害補てん引当金 　

　 　 所属所へ回送金 　 特別修繕引当金 　

　 未達回送金 　 剰余金 　 　

固定資産 　 　 （欠損金） 　 　

　 （有形固定資産） 　 　 資本剰余金 　

　 建物 　 　 　 再評価積立金

　 借入不動産附帯施設 　 　 　 別途積立金

　 構築物 　 　 利益剰余金又は欠損金（△） 　

　 機械及び装置 　 　 　 建設積立金

　 車両及び運搬具 　 　 　 改良積立金

　 器具及び備品 　 　 　 積立金又は繰越欠損金（△）

　 土地 　 　 　 当期利益金又は当期損失金（△）

　 建設仮勘定 　 　 　 　

　 （無形固定資産） 　 　 　 　

　 借地権 　 　 　 　

　 電話加入権 　 　 　 　

　 （投資その他の資産） 　 　 　 　

　 敷金及び保証金 　 　 　 　

　 加入金 　 　 　 　

繰延資産 　 　 　 　 　

　 開発費 　 　 　 　

利益及び損失勘定科目（損益計算書勘定科目）

借方 貸方

大項目 中項目 小項目 大項目 中項目 小項目

経常費用 　 　 経常収益 　 　

　 （事業費用） 　 　 （事業収益） 　

　 役員報酬 　 　 負担金 　

　 職員給与 　 　 　 地方公共団体負担金

　 　 基本給 　 　 国庫負担金

　 　 諸手当 　 　 組合負担金

　 　 非常勤職員手当 　 払込金 　

　 　 退職給与金 　 雑収入 　

　 厚生費 　 　 （補助金等収入） 　

　 旅費 　 　 補助金 　

　 事務費 　 　 寄附金 　

　 　 事務用消耗品費 　 連合会交付金 　

　 　 図書印刷費 　 （引当金戻入） 　

　 　 送金料 　 災害補てん引当金戻入 　

　 　 通信運搬費 　 特別修繕引当金戻入 　

　 　 会議費 　 （事業外収益） 　

　 　 雑費 　 利息及び配当金 　

　 賃金 　 　 　 貸付金利息

　 委託費 　 　 　 預金利息

　 委託管理費 　 　 　 有価証券利息

　 光熱水料 　 　 　 配当金

　 　 電気料 　 　 信託収益

　 　 ガス料 　 有価証券売却益 　

　 　 水道料 　 有価証券評価益 　

　 燃料費 　 　 償還差益 　

　 被服費 　 　 承継差益 　

　 修繕費 　 　 雑益 　

　 洗濯費 　 繰入金 　 　

　 賃借料 　 　 短期経理より繰入 　

　 保険料 　 長期経理より繰入
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　 調査研究費 　 組合事務費繰入金

　 普及費 　 利益金繰入金

　 広告費 　 厚生年金保険経理より繰入

　 諸謝金 　 退職等年金経理より繰入

　 食糧費 　 経過的長期経理より繰入

　 負担金 　 特別利益

　 消費税 　 前期損益修正益 　

　 交際費 　 　 固定資産売却益 　

　 選挙費 　 　 固定資産評価益 　

　 連合会分担金 　 当期損失金 　 　

　 　 地方公務員共済組合連合会分担

金

　 当期損失金 　

　 　 市町村連合会分担金 　 　 　

　 事務費負担金払込金 　 　 　 　

　 信託等売買手数料 　 　 　 　

　 雑費 　 　 　 　

　 減価償却費 　 　 　 　

　 （引当金繰入） 　 　 　 　

　 災害補てん引当金繰入 　 　 　 　

　 特別修繕引当金繰入 　 　 　 　

　 （事業外費用） 　 　 　 　

　 支払利息 　 　 　 　

　 開発費償却 　 　 　 　

　 有価証券売却損 　 　 　 　

　 有価証券評価損 　 　 　 　

　 償還差損 　 　 　 　

　 承継差損 　 　 　 　

　 雑損 　 　 　 　

特別損失 　 　 　 　 　

　 前期損益修正損 　 　 　 　

　 固定資産売却損 　 　 　 　

　 固定資産除却損 　 　 　 　

　 固定資産評価損 　 　 　 　

当期利益金 　 　 　 　 　

　 当期利益金 　 　 　 　

第１号表の７

保健経理

資産、負債及び純資産勘定科目（貸借対照表勘定科目）

借方 貸方

大項目 中項目 小項目 大項目 中項目 小項目

流動資産 　 　 流動負債 　 　

　 現金 　 　 短期借入金 　

　 小口現金 　 　 　 何々経理より借入金

　 当座預金 　 　 未払消費税 　

　 普通預金 　 　 未払金 　

　 通知預金 　 　 未払費用 　

　 定期預金 　 　 　 未払賃金

　 金銭信託 　 　 　 未払利息

　 有価証券 　 　 　 未払賃借料

　 貸付信託 　 　 前受金 　

　 証券投資信託 　 　 預り金 　

　 差入有価証券 　 　 受入保証金 　

　 保管有価証券 　 　 前受収益 　

　 商品 　 　 　 前受賃貸料

　 貯蔵品 　 　 　 前受利息

　 　 事務用消耗品 　 仮受金 　

　 　 事業用消耗品 　 預り有価証券 　

　 　 飲食材料品 　 本部勘定 　

　 　 燃料 　 　 前年度繰越金

　 立替金 　 　 　 本部より回送金

　 仮払金 　 　 支部勘定 　

　 前渡金 　 　 　 前年度繰越金

　 前払費用 　 　 　 支部より回送金

　 未収収益 　 　 所属所勘定 　

　 短期貸付金 　 　 　 前年度繰越金

　 　 何々経理へ貸付金 　 　 所属所より回送金
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　 未収金 　 固定負債 　 　

　 　 未収施設収入 　 長期借入金 　

　 　 未収利息 　 　 何々経理より借入金

　 本部勘定 　 　 （引当金） 　

　 　 前年度繰越金 　 退職給与引当金 　

　 　 本部へ回送金 　 災害補てん引当金 　

　 支部勘定 　 　 特別修繕引当金 　

　 　 前年度繰越金 剰余金 　 　

　 　 支部へ回送金 （欠損金） 　 　

　 所属所勘定 　 　 資本剰余金 　

　 　 前年度繰越金 　 　 再評価積立金

　 　 所属所へ回送金 　 　 別途積立金

　 未達回送金 　 　 利益剰余金又は欠損金（△） 　

　 貸倒引当金 　 　 　 　

固定資産 　 　 　 　 建設積立金

　 （有形固定資産） 　 　 　 改良積立金

　 建物 　 　 　 欠損金補てん積立金

　 借入不動産附帯施設 　 　 　 積立金又は繰越欠損金（△）

　 構築物 　 　 　 当期利益金又は当期損失金（△）

　 機械及び装置 　 　 　 　

　 車両及び運搬具 　 　 　 　

　 器具及び備品 　 　 　 　

　 立木竹 　 　 　 　

　 土地 　 　 　 　

　 建設仮勘定 　 　 　 　

　 （無形固定資産） 　 　 　 　

　 借地権 　 　 　 　

　 引湯権 　 　 　 　

　 電話加入権 　 　 　 　

　 （投資その他の資産） 　 　 　 　

　 敷金及び保証金 　 　 　 　

　 加入金 　 　 　 　

繰延資産 　 　 　 　 　

　 創業費 　 　 　 　

　 開発費 　 　 　 　

利益及び損失勘定科目（損益計算書勘定科目）

借方 貸方

大項目 中項目 小項目 大項目 中項目 小項目

経常費用 　 　 経常収益 　 　

　 （事業費用） 　 　 （事業収益） 　

　 役員報酬 　 　 負担金 　

　 職員給与 　 　 　 地方公共団体負担金

　 　 基本給 　 　 国庫負担金

　 　 諸手当 　 　 組合負担金

　 　 非常勤職員手当 　 　 職員団体負担金

　 　 退職給与金 　 　 特定健康診査等負担金

　 厚生費 　 　 掛金 　

　 　 旅費 　 　 標準報酬月額掛金

　 　 事務費 　 　 標準期末手当等掛金

　 　 諸謝金 　 施設収入 　

　 　 賃借料 　 　 利用料

　 　 健康診断費 　 　 宿泊料

　 　 負担金 　 　 休憩料

　 　 助成金 　 　 飲食料

　 　 医薬品費 　 　 使用料

　 　 図書費 　 　 入場料

　 　 雑費 　 　 賃貸料

　 特定健康診査等費 特定健康診査費 　 　 手数料

　 　 特定保健指導費 　 　 奉仕料

　 旅費 　 　 　 雑収入

　 事務費 　 　 商品売上 　

　 　 事務用消耗品費 　 商品販売益 　

　 　 図書印刷費 　 保険手数料 　

　 　 通信運搬費 　 現金過不足 　

　 　 会議費 　 特定健康診査等収入 　

　 　 雑費 　 　 特定健康診査一部負担金
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　 商品仕入 　 　 　 特定保健指導一部負担金

　 事業用消耗品費 　 　 　 特定健康診査相当法定健診受託料

　 飲食材料費 　 　 　 特定健康診査受託料

　 賃金 　 　 　 特定保健指導受託料

　 委託費 　 　 雑収入 　

　 委託管理費 　 　 （補助金等収入） 　

　 光熱水料 　 　 連合会交付金 　

　 　 電気料 　 補助金 　

　 　 ガス料 　 寄附金 　

　 　 水道料 　 （引当金戻入） 　

　 燃料費 　 　 貸倒引当金戻入 　

　 被服費 　 　 災害補てん引当金戻入 　

　 修繕費 　 　 特別修繕引当金戻入 　

　 洗濯費 　 　 （事業外収益） 　

　 賃借料 　 　 利息及び配当金 　

　 保険料 　 　 　 貸付金利息

　 調査研究費 　 　 　 預金利息

　 普及費 　 　 　 有価証券利息

　 広告費 　 　 　 配当金

　 諸謝金 　 　 　 信託収益

　 食糧費 　 　 有価証券売却益 　

　 負担金 　 　 有価証券評価益 　

　 消費税 　 　 償還差益 　

　 連合会分担金 　 　 承継差益 　

　 助成金及び交付金 　 　 雑益 　

　 信託等売買手数料 　 繰入金 　 　

　 現金過不足 　 　 短期経理より繰入 　

　 雑費 　 　 何々経理より相互繰入 　

　 減価償却費 　 特別利益 　 　

　 （引当金繰入） 　 　 前期損益修正益 　

　 貸倒引当金繰入 　 　 固定資産売却益 　

　 災害補てん引当金繰入 　 　 固定資産評価益 　

　 特別修繕引当金繰入 　 当期損失金 　 　

　 （事業外費用） 　 　 当期損失金 　

　 支払利息 　 　 　 　

　 創業費償却 　 　 　 　

　 開発費償却 　 　 　 　

　 有価証券売却損 　 　 　 　

　 有価証券評価損 　 　 　 　

　 償還差損 　 　 　 　

　 承継差損 　 　 　 　

　 貸倒損失 　 　 　 　

　 雑損 　 　 　 　

繰入金 　 　 　 　 　

　 何々経理へ繰入 　 　 　 　

　 何々経理へ相互繰入 　 　 　 　

特別損失 　 　 　 　 　

　 前期損益修正損 　 　 　 　

　 固定資産売却損 　 　 　 　

　 固定資産除却損 　 　 　 　

　 固定資産評価損 　 　 　 　

当期利益金 　 　 　 　 　

　 当期利益金 　 　 　 　

第１号表の８

医療経理

資産、負債及び純資産勘定科目（貸借対照表勘定科目）

借方 貸方

大項目 中項目 小項目 大項目 中項目 小項目

流動資産 　 　 流動負債 　 　

　 現金 　 　 短期借入金 　

　 小口現金 　 　 　 何々経理より借入金

　 当座預金 　 　 未払消費税 　

　 普通預金 　 　 未払金 　

　 通知預金 　 　 未払費用 　

　 定期預金 　 　 　 未払賃金

　 金銭信託 　 　 　 未払利息
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　 有価証券 　 　 　 未払賃借料

　 貸付信託 　 　 前受金 　

　 証券投資信託 　 　 預り金 　

　 差入有価証券 　 　 受入保証金 　

　 保管有価証券 　 　 前受収益 　

　 商品 　 　 　 前受賃貸料

　 貯蔵品 　 　 　 前受利息

　 　 事務用消耗品 　 　 前受手数料

　 　 事業用消耗品 　 仮受金 　

　 　 薬品 　 預り品 　

　 　 医療材料品 　 預り有価証券 　

　 　 飲食材料品 　 　 　

　 　 燃料 　 本部勘定 　

　 立替金 　 　 　 前年度繰越金

　 仮払金 　 　 　 本部より回送金

　 前渡金 　 　 支部勘定 　

　 前払費用 　 　 　 前年度繰越金

　 未収収益 　 　 　 支部より回送金

　 短期貸付金 　 　 所属所勘定 　

　 　 何々経理へ貸付金 　 　 前年度繰越金

　 未収金 　 　 　 所属所より回送金

　 　 未収金 固定負債 　 　

　 　 未収施設収入 　 長期借入金 　

　 　 保険患者収入 　 　 何々経理より借入金

　 　 一般患者収入 　 （引当金） 　

　 　 内部患者収入 　 退職給与引当金 　

　 　 未収利息 　 災害補てん引当金 　

　 本部勘定 　 　 特別修繕引当金 　

　 　 前年度繰越金 剰余金 　 　

　 　 本部へ回送金 （欠損金） 　 　

　 支部勘定 　 　 資本剰余金 　

　 　 前年度繰越金 　 　 再評価積立金

　 　 支部へ回送金 　 　 別途積立金

　 所属所勘定 　 　 利益剰余金又は欠損金（△） 　

　 　 前年度繰越金 　 　 建設積立金

　 　 所属所へ回送金 　 　 改良積立金

　 未達回送金 　 　 　 欠損金補てん積立金

　 貸倒引当金 　 　 　 積立金又は繰越欠損金（△）

固定資産 　 　 　 　 当期利益金又は当期損失金（△）

　 （有形固定資産） 　 　 　 　

　 建物 　 　 　 　

　 借入不動産附帯施設 　 　 　 　

　 構築物 　 　 　 　

　 機械及び装置 　 　 　 　

　 医療器具機械 　 　 　 　

　 車両及び運搬具 　 　 　 　

　 器具及び備品 　 　 　 　

　 立木竹 　 　 　 　

　 土地 　 　 　 　

　 建設仮勘定 　 　 　 　

　 （無形固定資産） 　 　 　 　

　 借地権 　 　 　 　

　 電話加入権 　 　 　 　

　 （投資その他の資産） 　 　 　 　

　 敷金及び保証金 　 　 　 　

　 加入金 　 　 　 　

繰延資産 　 　 　 　 　

　 創業費 　 　 　 　

　 開発費 　 　 　 　

利益及び損失勘定科目（損益計算書勘定科目）

借方 貸方

大項目 中項目 小項目 大項目 中項目 小項目

経常費用 　 　 経常収益 　 　

　 （事業費用） 　 　 （事業収益） 　

　 役員報酬 　 　 内部患者収入 　

　 職員給与 　 　 　 入院収入
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　 　 基本給 　 　 外来収入

　 　 諸手当 　 　 現金収入

　 　 非常勤職員手当 　 　 雑収入

　 　 退職給与金 　 保険患者収入 　

　 厚生費 　 　 　 入院収入

　 旅費 　 　 　 外来収入

　 事務費 　 　 　 雑収入

　 　 事務用消耗品費 　 一般患者収入 　

　 　 図書印刷費 　 　 入院収入

　 　 通信運搬費 　 　 外来収入

　 　 会議費 　 　 雑収入

　 　 雑費 　 施設収入 　

　 商品仕入 　 　 　 給食収入

　 事業用消耗品費 　 　 　 飲食料収入

　 薬品費 　 　 　 検診料収入

　 医療材料費 　 　 　 輸送料収入

　 飲食材料費 　 　 　 受託検査料収入

　 　 患者飲食材料費 　 　 宿舎使用料

　 　 食堂飲食材料費 　 　 雑収入

　 　 職員給食材料費 　 商品売上 　

　 加工賃 　 　 商品販売益 　

　 賃金 　 　 現金過不足 　

　 委託費 　 　 雑収入 　

　 委託管理費 　 　 （補助金等収入） 　

　 委託診療費 　 　 補助金 　

　 委託検査料 　 　 寄附金 　

　 光熱水料 　 　 （引当金戻入） 　

　 　 電気料 　 貸倒引当金戻入 　

　 　 ガス料 　 災害補てん引当金戻入 　

　 　 水道料 　 特別修繕引当金戻入 　

　 燃料費 　 　 （事業外収益） 　

　 被服費 　 　 利息及び配当金 　

　 修繕費 　 　 　 貸付金利息

　 洗濯費 　 　 　 預金利息

　 賃借料 　 　 　 有価証券利息

　 保険料 　 　 　 配当金

　 調査研究費 　 　 　 信託収益

　 普及費 　 　 有価証券売却益 　

　 広告費 　 　 有価証券評価益 　

　 患者費 　 　 償還差益 　

　 諸謝金 　 　 承継差益 　

　 食糧費 　 　 雑益 　

　 負担金 　 繰入金 　 　

　 消費税 　 　 保健経理より繰入 　

　 信託等売買手数料 　 　 何々経理より相互繰入 　

　 現金過不足 　 特別利益 　 　

　 雑費 　 　 前期損益修正益 　

　 減価償却費 　 　 固定資産売却益 　

　 （引当金繰入） 　 　 固定資産評価益 　

　 貸倒引当金繰入 　 当期損失金 　 　

　 災害補てん引当金繰入 　 　 当期損失金 　

　 特別修繕引当金繰入 　 　 　 　

　 （事業外費用） 　 　 　 　

　 支払利息 　 　 　 　

　 創業費償却 　 　 　 　

　 開発費償却 　 　 　 　

　 有価証券売却損 　 　 　 　

　 有価証券評価損 　 　 　 　

　 償還差損 　 　 　 　

　 承継差損 　 　 　 　

　 貸倒損失 　 　 　 　

　 雑損 　 　 　 　

繰入金 　 　 　 　 　

　 何々経理へ相互繰入 　 　 　 　

特別損失 　 　 　 　 　

　 前期損益修正損 　 　 　 　
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　 固定資産売却損 　 　 　 　

　 固定資産除却損 　 　 　 　

　 固定資産評価損 　 　 　 　

当期利益金 　 　 　 　 　

　 当期利益金 　 　 　 　

第１号表の９

宿泊経理

資産、負債及び純資産勘定科目（貸借対照表勘定科目）

借方 貸方

大項目 中項目 小項目 大項目 中項目 小項目

流動資産 　 　 流動負債 　 　

　 現金 　 　 短期借入金 　

　 小口現金 　 　 　 何々経理より借入金

　 当座預金 　 　 未払消費税 　

　 普通預金 　 　 未払金 　

　 通知預金 　 　 未払費用 　

　 定期預金 　 　 　 未払賃金

　 金銭信託 　 　 　 未払利息

　 有価証券 　 　 　 未払賃借料

　 貸付信託 　 　 前受金 　

　 証券投資信託 　 　 預り金 　

　 差入有価証券 　 　 受入保証金 　

　 保管有価証券 　 　 前受収益 　

　 商品 　 　 　 前受利息

　 受託商品 　 　 　 前受手数料

　 貯蔵品 　 　 仮受金 　

　 　 事務用消耗品 　 受託商品引受 　

　 　 事業用消耗品 　 預り品 　

　 　 飲食材料品 　 預り有価証券 　

　 　 燃料 　 本部勘定 　

　 立替金 　 　 　 前年度繰越金

　 仮払金 　 　 　 本部より回送金

　 前渡金 　 　 支部勘定 　

　 前払費用 　 　 　 前年度繰越金

　 未収収益 　 　 　 支部より回送金

　 短期貸付金 　 　 所属所勘定 　

　 　 何々経理へ貸付金 　 　 前年度繰越金

　 未収金 　 　 　 所属所より回送金

　 　 未収施設収入 固定負債 　 　

　 　 未収利息 　 長期借入金 　

　 本部勘定 　 　 　 何々経理より借入金

　 　 前年度繰越金 　 （引当金） 　

　 　 本部へ回送金 　 退職給与引当金 　

　 支部勘定 　 　 災害補てん引当金 　

　 　 前年度繰越金 　 特別修繕引当金 　

　 　 支部へ回送金 剰余金 　 　

　 所属所勘定 　 （欠損金） 　 　

　 　 前年度繰越金 　 資本剰余金 　

　 　 所属所へ回送金 　 　 再評価積立金

　 未達回送金 　 　 　 別途積立金

　 貸倒引当金 　 　 利益剰余金又は欠損金（△） 　

固定資産 　 　 　 　 建設積立金

　 （有形固定資産） 　 　 　 改良積立金

　 建物 　 　 　 欠損金補てん積立金

　 借入不動産附帯施設 　 　 　 積立金又は繰越欠損金（△）

　 構築物 　 　 　 当期利益金又は当期損失金（△）

　 機械及び装置 　 　 　 　

　 車両及び運搬具 　 　 　 　

　 器具及び備品 　 　 　 　

　 立木竹 　 　 　 　

　 土地 　 　 　 　

　 建設仮勘定 　 　 　 　

　 （無形固定資産） 　 　 　 　

　 借地権 　 　 　 　

　 引湯権 　 　 　 　

　 電話加入権 　 　 　 　
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　 （投資その他の資産） 　 　 　 　

　 敷金及び保証金 　 　 　 　

　 加入金 　 　 　 　

繰延資産 　 　 　 　 　

　 創業費 　 　 　 　

　 開発費 　 　 　 　

利益及び損失勘定科目（損益計算書勘定科目）

借方 貸方

大項目 中項目 小項目 大項目 中項目 小項目

経常費用 　 　 経常収益 　 　

　 （事業費用） 　 　 （事業収益） 　

　 役員報酬 　 　 施設収入 　

　 職員給与 　 　 　 利用料

　 　 基本給 　 　 宿泊料

　 　 諸手当 　 　 休憩料

　 　 非常勤職員手当 　 　 飲食料

　 　 退職給与金 　 　 使用料

　 厚生費 　 　 　 手数料

　 旅費 　 　 　 奉仕料

　 事務費 　 　 　 雑収入

　 　 事務用消耗品費 　 商品売上 　

　 　 図書印刷費 　 商品販売益 　

　 　 通信運搬費 　 受託商品手数料 　

　 　 会議費 　 賃貸料 　

　 　 雑費 　 現金過不足 　

　 商品仕入 　 　 雑収入 　

　 事業用消耗品費 　 　 （補助金等収入） 　

　 飲食材料費 　 　 補助金 　

　 賃金 　 　 寄附金 　

　 委託費 　 　 （引当金戻入） 　

　 委託管理費 　 　 貸倒引当金戻入 　

　 光熱水料 　 　 災害補てん引当金戻入 　

　 　 電気料 　 特別修繕引当金戻入 　

　 　 ガス料 　 （事業外収益） 　

　 　 水道料 　 利息及び配当金 　

　 燃料費 　 　 　 貸付金利息

　 被服費 　 　 　 預金利息

　 修繕費 　 　 　 有価証券利息

　 洗濯費 　 　 　 配当金

　 賃借料 　 　 　 信託収益

　 保険料 　 　 有価証券売却益 　

　 調査研究費 　 　 有価証券評価益 　

　 施設経営推進事業費 　 　 償還差益 　

　 普及費 　 　 承継差益 　

　 広告費 　 　 雑益 　

　 諸謝金 　 繰入金 　 　

　 食糧費 　 　 保健経理より繰入 　

　 負担金 　 　 何々経理より相互繰入 　

　 消費税 　 特別利益 　 　

　 信託等売買手数料 　 　 前期損益修正益 　

　 現金過不足 　 　 固定資産売却益 　

　 雑費 　 　 固定資産評価益 　

　 減価償却費 　 当期損失金 　 　

　 （引当金繰入） 　 　 当期損失金 　

　 貸倒引当金繰入 　 　 　 　

　 災害補てん引当金繰入 　 　 　 　

　 特別修繕引当金繰入 　 　 　 　

　 （事業外費用） 　 　 　 　

　 支払利息 　 　 　 　

　 創業費償却 　 　 　 　

　 開発費償却 　 　 　 　

　 有価証券売却損 　 　 　 　

　 有価証券評価損 　 　 　 　

　 償還差損 　 　 　 　

　 承継差損 　 　 　 　

　 貸倒損失 　 　 　 　
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　 雑損 　 　 　 　

繰入金 　 　 　 　 　

　 何々経理へ相互繰入 　 　 　 　

特別損失 　 　 　 　 　

　 前期損益修正損 　 　 　 　

　 固定資産売却損 　 　 　 　

　 固定資産除却損 　 　 　 　

　 固定資産評価損 　 　 　 　

当期利益金 　 　 　 　 　

　 当期利益金 　 　 　 　

第１号表の１０

住宅経理

資産、負債及び純資産勘定科目（貸借対照表勘定科目）

借方 貸方

大項目 中項目 小項目 大項目 中項目 小項目

流動資産 　 　 流動負債 　 　

　 現金 　 　 短期借入金 　

　 小口現金 　 　 　 何々経理より借入金

　 当座預金 　 　 未払消費税 　

　 普通預金 　 　 未払金 　

　 通知預金 　 　 未払費用 　

　 定期預金 　 　 　 未払賃金

　 金銭信託 　 　 　 未払利息

　 有価証券 　 　 　 未払賃借料

　 貸付信託 　 　 前受金 　

　 証券投資信託 　 　 預り金 　

　 差入有価証券 　 　 受入保証金 　

　 保管有価証券 　 　 前受収益 　

　 貯蔵品 　 　 　 前受賃貸料

　 立替金 　 　 　 前受利息

　 仮払金 　 　 仮受金 　

　 前渡金 　 　 預り有価証券 　

　 前払費用 　 　 本部勘定 　

　 未収収益 　 　 　 前年度繰越金

　 短期貸付金 　 　 　 本部より回送金

　 　 何々経理へ貸付金 　 支部勘定 　

　 未収金 　 　 　 前年度繰越金

　 　 未収賃貸料 　 　 支部より回送金

　 　 未収利息 　 所属所勘定 　

　 本部勘定 　 　 　 前年度繰越金

　 　 前年度繰越金 　 　 所属所より回送金

　 　 本部へ回送金 固定負債 　 　

　 支部勘定 　 　 長期借入金 　

　 　 前年度繰越金 　 　 何々経理より借入金

　 　 支部へ回送金 　 （引当金） 　

　 所属所勘定 　 　 退職給与引当金 　

　 　 前年度繰越金 　 災害補てん引当金 　

　 　 所属所へ回送金 　 特別修繕引当金 　

　 未達回送金 　 剰余金 　 　

　 貸倒引当金 　 （欠損金） 　 　

固定資産 　 　 　 資本剰余金 　

　 （有形固定資産） 　 　 　 再評価積立金

　 建物 　 　 　 別途積立金

　 借入不動産附帯施設 　 　 利益剰余金又は欠損金（△） 　

　 構築物 　 　 　 建設積立金

　 機械及び装置 　 　 　 改良積立金

　 車両及び運搬具 　 　 　 欠損金補てん積立金

　 器具及び備品 　 　 　 積立金又は繰越欠損金（△）

　 立木竹 　 　 　 当期利益金又は当期損失金（△）

　 土地 　 　 　 　

　 建設仮勘定 　 　 　 　

　 （無形固定資産） 　 　 　 　

　 借地権 　 　 　 　

　 電話加入権 　 　 　 　

　 （投資その他の資産） 　 　 　 　

　 敷金及び保証金 　 　 　 　
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　 加入金 　 　 　 　

繰延資産 　 　 　 　 　

　 開発費 　 　 　 　

利益及び損失勘定科目（損益計算書勘定科目）

借方 貸方

大項目 中項目 小項目 大項目 中項目 小項目

経常費用 　 　 経常収益 　 　

　 （事業費用） 　 　 （事業収益） 　

　 役員報酬 　 　 施設収入 　

　 職員給与 　 　 　 賃貸料

　 　 基本給 　 　 雑収入

　 　 諸手当 　 雑収入 　

　 　 非常勤職員手当 　 （補助金等収入） 　

　 　 退職給与金 　 補助金 　

　 厚生費 　 　 寄附金 　

　 旅費 　 　 （引当金戻入） 　

　 事務費 　 　 貸倒引当金戻入 　

　 　 事務用消耗品費 　 災害補てん引当金戻入 　

　 　 図書印刷費 　 特別修繕引当金戻入 　

　 　 通信運搬費 　 （事業外収益） 　

　 　 会議費 　 利息及び配当金 　

　 　 雑費 　 　 貸付金利息

　 事業用消耗品費 　 　 　 預金利息

　 賃金 　 　 　 有価証券利息

　 委託費 　 　 　 配当金

　 光熱水料 　 　 　 信託収益

　 　 電気料 　 有価証券売却益 　

　 　 ガス料 　 有価証券評価益 　

　 　 水道料 　 償還差益 　

　 燃料費 　 　 承継差益 　

　 被服費 　 　 雑益 　

　 修繕費 　 繰入金 　 　

　 洗濯費 　 　 保健経理より繰入 　

　 賃借料 　 　 何々経理より相互繰入 　

　 保険料 　 特別利益 　 　

　 調査研究費 　 　 前期損益修正益 　

　 普及費 　 　 固定資産売却益 　

　 諸謝金 　 　 固定資産評価益 　

　 食糧費 　 当期損失金 　 　

　 負担金 　 　 当期損失金 　

　 消費税 　 　 　 　

　 信託等売買手数料 　 　 　 　

　 雑費 　 　 　 　

　 減価償却費 　 　 　 　

　 （引当金繰入） 　 　 　 　

　 貸倒引当金繰入 　 　 　 　

　 災害補てん引当金繰入 　 　 　 　

　 特別修繕引当金繰入 　 　 　 　

　 （事業外費用） 　 　 　 　

　 支払利息 　 　 　 　

　 開発費償却 　 　 　 　

　 有価証券売却損 　 　 　 　

　 有価証券評価損 　 　 　 　

　 償還差損 　 　 　 　

　 承継差損 　 　 　 　

　 貸倒損失 　 　 　 　

　 雑損 　 　 　 　

繰入金 　 　 　 　 　

　 何々経理へ相互繰入 　 　 　 　

特別損失 　 　 　 　 　

　 前期損益修正損 　 　 　 　

　 固定資産売却損 　 　 　 　

　 固定資産除却損 　 　 　 　

　 固定資産評価損 　 　 　 　

当期利益金 　 　 　 　 　

　 当期利益金 　 　 　 　
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第１号表の１１

貯金経理

資産、負債及び純資産勘定科目（貸借対照表勘定科目）

借方 貸方

大項目 中項目 小項目 大項目 中項目 小項目

流動資産 　 　 流動負債 　 　

　 現金 　 　 組合員貯金 　

　 小口現金 　 　 　 普通貯金

　 当座預金 　 　 　 定期貯金

　 普通預金 　 　 　 積立貯金

　 通知預金 　 　 未払消費税 　

　 定期預金 　 　 未払金 　

　 貯蔵品 　 　 未払費用 　

　 立替金 　 　 　 未払賃金

　 仮払金 　 　 　 未払利息

　 前払費用 　 　 　 未払賃借料

　 未収収益 　 　 前受金 　

　 短期貸付金 　 　 預り金 　

　 　 何々経理へ貸付金 　 前受収益 　

　 未収金 　 　 仮受金 　

　 本部勘定 　 　 本部勘定 　

　 　 前年度繰越金 　 　 前年度繰越金

　 　 本部へ回送金 　 　 本部より回送金

　 支部勘定 　 　 支部勘定 　

　 　 前年度繰越金 　 　 前年度繰越金

　 　 支部へ回送金 　 　 支部より回送金

　 所属所勘定 　 　 所属所勘定 　

　 　 前年度繰越金 　 　 前年度繰越金

　 　 所属所へ回送金 　 　 所属所より回送金

　 未達回送金 　 固定負債 　 　

固定資産 　 　 　 （引当金） 　

　 （有形固定資産） 　 　 退職給与引当金 　

　 器具及び備品 　 剰余金 　 　

　 （無形固定資産） 　 （欠損金） 　 　

　 電話加入権 　 　 資本剰余金 　

　 （投資その他の資産） 　 　 　 再評価積立金

　 金銭信託 　 　 　 別途積立金

　 投資有価証券 　 　 利益剰余金又は欠損金（△） 　

　 　 国債 　 　 欠損金補てん積立金

　 　 地方債 　 　 積立金又は繰越欠損金（△）

　 　 社債 　 　 当期利益金又は当期損失金（△）

　 　 株式 　 　 　

　 　 貸付信託 　 　 　

　 　 証券投資信託 　 　 　

　 　 有価証券信託 　 　 　

　 　 諸債券 　 　 　

繰延資産 　 　 　 　 　

　 開発費 　 　 　 　

利益及び損失勘定科目（損益計算書勘定科目）

借方 貸方

大項目 中項目 小項目 大項目 中項目 小項目

経常費用 　 　 経常収益 　 　

　 （事業費用） 　 　 （事業収益） 　

　 役員報酬 　 　 保険手数料 　

　 職員給与 　 　 雑収入 　

　 　 基本給 　 （補助金等収入） 　

　 　 諸手当 　 補助金 　

　 　 非常勤職員手当 　 寄附金 　

　 　 退職給与金 　 （運用収入） 　

　 厚生費 　 　 利息及び配当金 　

　 旅費 　 　 　 貸付金利息

　 事務費 　 　 　 預金利息

　 　 事務用消耗品費 　 　 有価証券利息

　 　 図書印刷費 　 　 配当金

　 　 通信運搬費 　 　 信託収益
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　 　 会議費 　 有価証券売却益 　

　 　 雑費 　 有価証券評価益 　

　 事業用消耗品費 　 　 償還差益 　

　 賃金 　 　 承継差益 　

　 委託費 　 　 （事業外収益） 　

　 委託管理費 　 　 雑益 　

　 光熱水料 　 繰入金 　 　

　 　 電気料 　 保健経理より繰入 　

　 　 ガス料 　 何々経理より相互繰入 　

　 　 水道料 特別利益 　 　

　 燃料費 　 　 前期損益修正益 　

　 被服費 　 　 固定資産売却益 　

　 修繕費 　 　 固定資産評価益 　

　 洗濯費 　 当期損失金 　 　

　 賃借料 　 　 当期損失金 　

　 保険料 　 　 　 　

　 調査研究費 　 　 　 　

　 普及費 　 　 　 　

　 諸謝金 　 　 　 　

　 食糧費 　 　 　 　

　 負担金 　 　 　 　

　 消費税 　 　 　 　

　 支払利息 　 　 　 　

　 有価証券売却損 　 　 　 　

　 有価証券評価損 　 　 　 　

　 償還差損 　 　 　 　

　 承継差損 　 　 　 　

　 信託等売買手数料 　 　 　 　

　 雑費 　 　 　 　

　 減価償却費 　 　 　 　

　 （事業外費用） 　 　 　 　

　 開発費償却 　 　 　 　

　 雑損 　 　 　 　

繰入金 　 　 　 　 　

　 何々経理へ相互繰入 　 　 　 　

特別損失 　 　 　 　 　

　 前期損益修正損 　 　 　 　

　 固定資産売却損 　 　 　 　

　 固定資産除却損 　 　 　 　

　 固定資産評価損 　 　 　 　

当期利益金 　 　 　 　 　

　 当期利益金 　 　 　 　

第１号表の１２

貸付経理

資産、負債及び純資産勘定科目（貸借対照表勘定科目）

借方 貸方

大項目 中項目 小項目 大項目 中項目 小項目

流動資産 　 　 流動負債 　 　

　 現金 　 　 短期借入金 　

　 小口現金 　 　 　 何々経理より借入金

　 当座預金 　 　 　 連合会より借入金

　 普通預金 　 　 未払消費税 　

　 通知預金 　 　 未払金 　

　 定期預金 　 　 未払費用 　

　 貯蔵品 　 　 　 未払賃金

　 立替金 　 　 　 未払利息

　 仮払金 　 　 　 未払賃借料

　 前払費用 　 　 前受金 　

　 未収収益 　 　 預り金 　

　 短期貸付金 　 　 前受収益 　

　 　 何々経理へ貸付金 　 仮受金 　

　 未収金 　 　 償還金過不足 　

　 償還金過不足 　 　 本部勘定 　

　 本部勘定 　 　 　 前年度繰越金

　 　 前年度繰越金 　 　 本部より回送金

　 　 本部へ回送金 　 支部勘定 　
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　 支部勘定 　 　 　 前年度繰越金

　 　 前年度繰越金 　 　 支部より回送金

　 　 支部へ回送金 　 所属所勘定 　

　 所属所勘定 　 　 　 前年度繰越金

　 　 前年度繰越金 　 　 所属所より回送金

　 　 所属所へ回送金 固定負債 　 　

　 未達回送金 　 　 長期借入金 　

　 貸倒引当金 　 　 　 何々経理より借入金

固定資産 　 　 　 　 連合会より借入金

　 （有形固定資産） 　 　 （引当金） 　

　 車両及び運搬具 　 　 貸付債権保全引当金 　

　 器具及び備品 　 　 退職給与引当金 　

　 （無形固定資産） 　 剰余金 　 　

　 電話加入権 　 （欠損金） 　 　

　 （投資その他の資産） 　 　 資本剰余金 　

　 金銭信託 　 　 　 再評価積立金

　 投資有価証券 　 　 　 別途積立金

　 　 国債 　 利益剰余金又は欠損金（△） 　

　 　 地方債 　 　 欠損金補てん積立金

　 　 社債 　 　 積立金又は繰越欠損金（△）

　 　 株式 　 　 当期利益金又は当期損失金（△）

　 　 貸付信託 　 　 　

　 　 証券投資信託 　 　 　

　 　 有価証券信託 　 　 　

　 　 諸債券 　 　 　

　 組合員貸付金 　 　 　 　

　 　 普通貸付金 　 　 　

　 　 住宅貸付金 　 　 　

　 　 災害貸付金 　 　 　

　 　 特別貸付金 　 　 　

　 　 高額医療貸付金 　 　 　

　 　 出産貸付金 　 　 　

　 敷金及び保証金 　 　 　 　

繰延資産 　 　 　 　 　

　 開発費 　 　 　 　

利益及び損失勘定科目（損益計算書勘定科目）

借方 貸方

大項目 中項目 小項目 大項目 中項目 小項目

経常費用 　 　 経常収益 　 　

　 （事業費用） 　 　 （事業収益） 　

　 役員報酬 　 　 組合員貸付金利息 　

　 職員給与 　 　 保険料充当金 　

　 　 基本給 　 雑収入 　

　 　 諸手当 　 （補助金等収入） 　

　 　 非常勤職員手当 　 連合会交付金 　

　 　 退職給与金 　 連合会交付保険手数料 　

　 厚生費 　 　 補助金 　

　 旅費 　 　 寄附金 　

　 事務費 　 　 （引当金戻入） 　

　 　 事務用消耗品費 　 貸倒引当金戻入 　

　 　 図書印刷費 　 （事業外収益） 　

　 　 通信運搬費 　 利息及び配当金 　

　 　 会議費 　 　 貸付金利息

　 　 雑費 　 　 預金利息

　 事業用消耗品費 　 　 　 有価証券利息

　 賃金 　 　 　 配当金

　 委託費 　 　 　 信託収益

　 委託管理費 　 　 有価証券売却益 　

　 光熱水料 　 　 有価証券評価益 　

　 　 電気料 　 償還差益 　

　 　 ガス料 　 承継差益 　

　 　 水道料 　 雑益 　

　 連合会返還金 　 繰入金 　 　

　 燃料費 　 　 保健経理より繰入 　

　 被服費 　 　 何々経理より相互繰入 　

　 修繕費 　 特別利益 　 　

182



　 洗濯費 　 　 前期損益修正益 　

　 賃借料 　 　 固定資産売却益 　

　 保険料 　 　 固定資産評価益 　

　 調査研究費 　 当期損失金 　 　

　 普及費 　 　 当期損失金 　

　 諸謝金 　 　 　 　

　 食糧費 　 　 　 　

　 負担金 　 　 　 　

　 消費税 　 　 　 　

　 支払利息 　 　 　 　

　 連合会払込金 　 　 　 　

　 貸付債権保全金 　 　 　 　

　 貸付債権保全金利息 　 　 　 　

　 信託等売買手数料 　 　 　 　

　 雑費 　 　 　 　

　 減価償却費 　 　 　 　

　 （引当金繰入） 　 　 　 　

　 貸倒引当金繰入 　 　 　 　

　 （事業外費用） 　 　 　 　

　 開発費償却 　 　 　 　

　 有価証券売却損 　 　 　 　

　 有価証券評価損 　 　 　 　

　 償還差損 　 　 　 　

　 承継差損 　 　 　 　

　 貸倒損失 　 　 　 　

　 雑損 　 　 　 　

繰入金 　 　 　 　 　

　 何々経理へ相互繰入 　 　 　 　

特別損失 　 　 　 　 　

　 前期損益修正損 　 　 　 　

　 固定資産売却損 　 　 　 　

　 固定資産除却損 　 　 　 　

　 固定資産評価損 　 　 　 　

当期利益金 　 　 　 　 　

　 当期利益金 　 　 　 　

第１号表の１３

物資経理

資産、負債及び純資産勘定科目（貸借対照表勘定科目）

借方 貸方

大項目 中項目 小項目 大項目 中項目 小項目

流動資産 　 　 流動負債 　 　

　 現金 　 　 買掛金 　

　 小口現金 　 　 短期借入金 　

　 当座預金 　 　 　 何々経理より借入金

　 普通預金 　 　 　 連合会より借入金

　 通知預金 　 　 未払消費税 　

　 定期預金 　 　 未払金 　

　 金銭信託 　 　 未払費用 　

　 受取手形 　 　 　 未払賃金

　 売掛金 　 　 　 未払利息

　 有価証券 　 　 　 未払賃借料

　 貸付信託 　 　 前受金 　

　 証券投資信託 　 　 受託商品引受 　

　 差入有価証券 　 　 預り金 　

　 保管有価証券 　 　 受入保証金 　

　 商品 　 　 前受収益 　

　 　 棚卸商品 　 　 前受賃貸料

　 　 未達商品 　 　 前受利息

　 受託商品 　 　 　 前受手数料

　 製品 　 　 仮受金 　

　 半製品 　 　 預り品 　

　 原材料 　 　 預り有価証券 　

　 貯蔵品 　 　 未実現利益 　

　 　 事務用消耗品 　 本部勘定 　

　 　 事業用消耗品 　 　 前年度繰越金

　 　 飲食材料品 　 　 本部より回送金
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　 立替金 　 　 支部勘定 　

　 仮払金 　 　 　 前年度繰越金

　 前渡金 　 　 　 支部より回送金

　 前払費用 　 　 所属所勘定 　

　 未収収益 　 　 　 前年度繰越金

　 短期貸付金 　 　 　 所属所より回送金

　 　 何々経理へ貸付金 固定負債 　 　

　 未収金 　 　 長期借入金 　

　 　 未収施設収入 　 　 何々経理より借入金

　 　 未収利息 　 　 連合会より借入金

　 本部勘定 　 　 （引当金） 　

　 　 前年度繰越金 　 退職給与引当金 　

　 　 本部へ回送金 　 災害補てん引当金 　

　 支部勘定 　 　 特別修繕引当金 　

　 　 前年度繰越金 剰余金 　 　

　 　 支部へ回送金 （欠損金） 　 　

　 所属所勘定 　 　 資本剰余金 　

　 　 前年度繰越金 　 　 再評価積立金

　 　 所属所へ回送金 　 　 別途積立金

　 未達回送金 　 　 利益剰余金又は欠損金（△） 　

　 貸倒引当金 　 　 　 建設積立金

固定資産 　 　 　 　 改良積立金

　 （有形固定資産） 　 　 　 欠損金補てん積立金

　 建物 　 　 　 積立金又は繰越欠損金（△）

　 借入不動産附帯施設 　 　 　 当期利益金又は当期損失金（△）

　 構築物 　 　 　 　

　 機械及び装置 　 　 　 　

　 車両及び運搬具 　 　 　 　

　 器具及び備品 　 　 　 　

　 土地 　 　 　 　

　 建設仮勘定 　 　 　 　

　 （無形固定資産） 　 　 　 　

　 借地権 　 　 　 　

　 電話加入権 　 　 　 　

　 （投資その他の資産） 　 　 　 　

　 敷金及び保証金 　 　 　 　

　 加入金 　 　 　 　

繰延資産 　 　 　 　 　

　 創業費 　 　 　 　

　 開発費 　 　 　 　

利益及び損失勘定科目（損益計算書勘定科目）

借方 貸方

大項目 中項目 小項目 大項目 中項目 小項目

経常費用 　 　 経常収益 　 　

　 （事業費用） 　 　 （事業収益） 　

　 役員報酬 　 　 施設収入 　

　 職員給与 　 　 　 飲食料

　 　 基本給 　 　 使用料

　 　 諸手当 　 　 賃貸料

　 　 非常勤職員手当 　 　 手数料

　 　 退職給与金 　 　 雑収入

　 厚生費 　 　 商品売上 　

　 旅費 　 　 商品販売益 　

　 事務費 　 　 未実現利益戻入 　

　 　 事務用消耗品費 　 受託商品手数料 　

　 　 図書印刷費 　 広告料 　

　 　 通信運搬費 　 現金過不足 　

　 　 会議費 　 雑収入 　

　 　 雑費 　 （補助金等収入） 　

　 商品仕入 　 　 補助金 　

　 未実現利益控除 　 　 寄附金 　

　 刊行費 　 　 （引当金戻入） 　

　 　 印刷費 　 貸倒引当金戻入 　

　 　 原稿料 　 災害補てん引当金戻入 　

　 　 編集費 　 特別修繕引当金戻入 　

　 　 荷造運賃 　 （事業外収益） 　
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　 事業用消耗品費 　 　 利息及び配当金 　

　 飲食材料費 　 　 　 貸付金利息

　 販売費 　 　 　 預金利息

　 加工賃 　 　 　 有価証券利息

　 賃金 　 　 　 配当金

　 委託費 　 　 　 信託収益

　 委託管理費 　 　 有価証券売却益 　

　 光熱水料 　 　 有価証券評価益 　

　 　 電気料 　 償還差益 　

　 　 ガス料 　 承継差益 　

　 　 水道料 　 雑益 　

　 燃料費 　 繰入金 　 　

　 被服費 　 　 保健経理より繰入 　

　 修繕費 　 　 何々経理より相互繰入 　

　 洗濯費 　 特別利益 　 　

　 賃借料 　 　 前期損益修正益 　

　 保険料 　 　 固定資産売却益 　

　 調査研究費 　 　 固定資産評価益 　

　 普及費 　 当期損失金 　 　

　 諸謝金 　 　 当期損失金 　

　 食糧費 　 　 　 　

　 負担金 　 　 　 　

　 消費税 　 　 　 　

　 信託等売買手数料 　 　 　 　

　 現金過不足 　 　 　 　

　 雑費 　 　 　 　

　 減価償却費 　 　 　 　

　 （引当金繰入） 　 　 　 　

　 貸倒引当金繰入 　 　 　 　

　 災害補てん引当金繰入 　 　 　 　

　 特別修繕引当金繰入 　 　 　 　

　 （事業外費用） 　 　 　 　

　 支払利息 　 　 　 　

　 創業費償却 　 　 　 　

　 開発費償却 　 　 　 　

　 有価証券売却損 　 　 　 　

　 有価証券評価損 　 　 　 　

　 償還差損 　 　 　 　

　 承継差損 　 　 　 　

　 貸倒損失 　 　 　 　

　 雑損 　 　 　 　

繰入金 　 　 　 　 　

　 何々経理へ相互繰入 　 　 　 　

特別損失 　 　 　 　 　

　 前期損益修正損 　 　 　 　

　 固定資産売却損 　 　 　 　

　 固定資産除却損 　 　 　 　

　 固定資産評価損 　 　 　 　

当期利益金 　 　 　 　 　

　 当期利益金 　 　 　 　

別表第二号表

一 呼吸器系結核

二 肺化のう症

三 けい肺（これに類似するじん肺症を含む。）

四 その他認定又は診査に際し必要と認められるもの

附則別表第１

経過的長期経理

資産、負債及び資本勘定科目（貸借対照表勘定科目）

借方 貸方

大項目 中項目 小項目 大項目 中項目 小項目

流動資産 流動負債

現金 未払消費税

当座預金 未払金

普通預金 振替

通知預金 未払費用

定期預金 前受金
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保管有価証券 預り金

立替金 受入保証金

仮払金 前受収益

前渡金 前受賃貸料

未収収益 前受利息

短期貸付金 仮受金

何々経理へ貸付金 預り有価証券

未収金 本部勘定

未収負担金 前年度繰越金

未収利息 本部より回送金

振替 支部勘定

本部勘定 前年度繰越金

前年度繰越金 支部より回送金

本部へ回送金 所属所勘定

支部勘定 前年度繰越金

前年度繰越金 所属所より回送金

支部へ回送金 剰余金

所属所勘定 資本剰余金

前年度繰越金 再評価積立金

所属所へ回送金 経過的長期給付組合積立金

未達回送金

固定資産

（投資その他の資産）

信託

合同運用指定金銭信託

特定金銭信託

単独運用指定金銭信託

投資有価証券

国債

地方債

社債

株式

貸付信託

証券投資信託

有価証券信託

諸債券

生命保険

投資不動産

建物

構築物

土地

建設仮勘定

長期貸付金

何々経理へ貸付金

預託金

連合会預託金

備考　指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、次のとおりとすること。

経過的長期経理

資産、負債及び資本勘定科目（貸借対照表勘定科目）

借方 貸方

大項目 中項目 小項目 大項目 中項目 小項目

流動資産 流動負債

現金 未払金

当座預金 未払費用

普通預金 預り金

通知預金 前受収益

定期預金 前受利息

未収収益 仮受金

未収金

未収負担金

未収利息

未達回送金

利益及び損失勘定科目（損益計算書勘定科目）

借方 貸方

大項目 中項目 小項目 大項目 中項目 小項目
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経常費用 経 常 収

益

（事業費用） （事業収益）

退職共済給付 負担金

退職共済年金 地方公共団体負担

金

退職年金 国庫負担金

減額退職年金 組合負担金

通算退職年金 職員団体負担金

脱退一時金 公庫等負担金

返還一時金 公的負担金

障害共済給付 追加費用

障害共済年金 払込金

公務等障害共済年金 退職一時金等返還金

障害年金 連合会払込金返還金

公務上障害年金 移換金

障害一時金 基礎年金交付金

遺族共済給付 雑収入

遺族共済年金 （補助金等収入）

公務等遺族共済年金 連合会交付金

遺族年金 補助金

公務上遺族年金 （運用収入）

通算遺族年金 利息及び配当金

特例死亡一時金 貸付金利息

死亡一時金 預金利息

恩給組合条例給付 有価証券利息

退職年金 配当金

公務傷病年金 生命保険収益

遺族年金 投資不動産利息

通算退職年金 預託金利息

通算遺族年金 信託の運用益

旧市町村共済法給付 有価証券売却益

退職年金 有価証券評価益

障害年金 償還差益

遺族年金 承継差益

通算退職年金 （事業外収益）

通算遺族年金 賠償金

連合会払込金 雑益

移換金 前 年 度

繰 越 経

過 的 長

期 給 付

組 合 積

立金

消費税 前年度繰越経過的長期給付組合

積立金

連合会交付金返還金 特 別 利

益

信託の運用損 前期損益修正益

有価証券売却損 固定資産売却益

有価証券評価損 固定資産評価益

償還差損 当 期 損

失金

承継差損 当期損失金

信託等売買手数料

未収返還金償却額

雑費

繰入金

業務経理へ繰入

次年度繰

越経過的

長期給付

組合積立

金

次年度繰越経過的長期給付組合積

立金
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特別損失

前期損益修正損

固定資産売却損

固定資産除却損

固定資産評価損

当期利益

金

当期利益金

備考　指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、次のとおりとすること。

利益及び損失勘定科目（損益計算書勘定科目）

借方 貸方

大項目 中項目 小項目 大項目 中項目 小項目

経常費用 経常収益

（事業費用） （事業収益）

連合会払込金 負担金

負担金払込金 地方公共団体負担金

雑費 国庫負担金

特別損失 組合負担金

前期損益修正損 職員団体負担金

公庫等負担金

公的負担金

追加費用

払込金

雑収入

（運用収入）

利息及び配当金

預金利息

（事業外収益）

雑益

特別利益

前期損益修正益

附則別表第２

経過的長期預託金管理経理

資産、負債及び資本勘定科目（貸借対照表勘定科目）

借方 貸方

大項目 中項目 小項目 大項目 中項目 小項目

流動資産 流動負債

現金 未払金

当座預金 未払費用

普通預金 預り金

通知預金 前受収益

定期預金 仮受金

仮払金 固定負債

未収収益 連合会預託金

短期貸付金 剰余金

何々経理へ貸付金 （欠損金）

地方公共団体へ貸付金 資本剰余金

未収金 再評価積立金

固定資産 利益剰余金又は欠損金（△）

（投資その他の資産） 積立金又は繰越欠損金（△）

信託 当期利益金又は当期損失金（△）

合同運用指定金銭信託

投資有価証券

国債

地方債

社債

貸付信託

証券投資信託

有価証券信託

諸債券

投資不動産

建物

構築物

土地

長期貸付金
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何々経理へ貸付金

利益及び損失勘定科目（損益計算書勘定科目）

借方 貸方

大項目 中項目 小項目 大項目 中項目 小項目

経常費用 経常収益

（事業費用） （事業収益）

支払利息 雑収入

信託の運用損 （運用収入）

有価証券売却損 利息及び配当金

有価証券評価損 貸付金利息

償還差損 預金利息

信託等売買手数料 有価証券利息

雑費 配当金

特別損失 信託の運用益

前期損益修正損 有価証券売却益

固定資産売却損 有価証券評価益

固定資産除却損 償還差益

固定資産評価損 特別利益

当期利益金 前期損益修正益

当期利益金 固定資産売却益

固定資産評価益

当期損失金

当期損失金
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